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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
肥
料
の
品
質
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き

、
令
和
二
年
十
一
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
五
十
九
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第

一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
的
変
化
に
よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
要
件
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う

。
）
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
に

。
）
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二

一

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普

通
肥
料
（
以
下
「
指
定
配
合
肥
料
等
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る

通
肥
料
（
以
下
「
指
定
配
合
肥
料
等
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
保
証
成
分
量

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
保
証
成
分
量

を
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
主
成
分
の
含
有
量
に
基
づ
き
保
証
す
る
こ
と

を
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
主
成
分
の
含
有
量
に
基
づ
き
保
証
す
る
こ
と

と
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経

と
し
、
か
つ
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経

過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
主
成
分
（
当
該
指
定
配
合

過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
主
成
分
（
当
該
指
定
配
合

肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の

肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の

（
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
指
定
配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て
は
可
溶
性
り

（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶

ん
酸
を
除
き
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
指
定
配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て

性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
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は
く
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
有
効
石
灰
を
保
証
す
る
指
定
配
合
肥
料
等
に

く
。
）
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し

あ
っ
て
は
ア
ル
カ
リ
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
指

て
使
用
し
た
普
通
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
保
証

定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て

成
分
量
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

使
用
し
た
普
通
肥
料
の
保
証
成
分
量
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

値
を
合
算
し
た
値
（
別
表
第
一
欄
に
掲
げ
る
指
定
配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て

の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
（
別
表
第
一
欄
に
掲
げ
る

は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
て
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
）

指
定
配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
と

の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十

し
て
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
）
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未

以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

満
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

二

指
定
配
合
肥
料
等
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証

二

指
定
配
合
肥
料
等
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証

さ
れ
た
主
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

さ
れ
た
主
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
保
証
成
分
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
保
証
成
分
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の

（一）

（一）

主
成
分
の
含
有
量
に
基
づ
き
保
証
す
る
こ
と
。

主
成
分
の
含
有
量
に
基
づ
き
保
証
す
る
こ
と
。

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日

（二）

（二）

以
後
に
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
成
分
（
当

以
後
に
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
成
分
（
当

該
指
定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保

該
指
定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
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証
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て

証
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て

く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

可
溶
性
り
ん
酸
の
み
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
の
可
溶
性
り
ん
酸
を

可
溶
性
り
ん
酸
の
み
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
の
可
溶
性
り
ん
酸
を

除
く
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
直
後
の

除
く
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
等
を
生
産
し
た
直
後
の

当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の

に
掲
げ
る
主
成
分
以
外
の
主
成
分
（
当

当
該
指
定
配
合
肥
料
等
の

に
掲
げ
る
主
成
分
以
外
の
主
成
分
（
当

（三）

（二）

（三）

（二）

該
指
定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保

該
指
定
配
合
肥
料
等
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保

証
さ
れ
た
主
成
分
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
前
号
に
規
定
す
る
要
件
を

証
さ
れ
た
主
成
分
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
前
号
に
規
定
す
る
要
件
を

満
た
す
こ
と
。

満
た
す
こ
と
。

三

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下
「
特
殊
肥
料
等

三

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下
「
特
殊
肥
料
等

入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
主
成

入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
主
成

分
を
保
証
す
る
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

分
を
保
証
す
る
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た
日
か

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た
日
か

ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥

ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥

料
の
主
成
分
（
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使

料
の
主
要
な
成
分
（
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し

用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
（
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有

て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
（
原
料
と
し
て
使
用
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量
を
記
載
す
る
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て
は
可
溶
性
り

し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ

ん
酸
を
除
き
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
特
殊
肥
料
等
入
り

れ
た
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
く
。

指
定
混
合
肥
料
に
あ
つ
て
は
く
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
有
効
石
灰
の
含
有

）
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の

量
を
記
載
す
る
指
定
配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て
は
ア
ル
カ
リ
分
を
除
く
。
）

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て
使

に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原

用
し
た
普
通
肥
料
の
保
証
成
分
量
若
し
く
は
主
要
な
成
分
の
含
有
量
又
は

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て
使
用

特
殊
肥
料
の
主
要
な
成
分
の
含
有
量
（
主
成
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
以

し
た
普
通
肥
料
の
保
証
成
分
量
若
し
く
は
主
成
分
の
含
有
量
又
は
特
殊
肥

外
の
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
証
票
（
以

料
の
主
成
分
の
含
有
量
（
主
成
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
以
外
の
肥
料
に

下
単
に
「
保
証
票
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
法
第
二

あ
っ
て
は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
証
票
（
以
下
単
に
「
保

十
二
条
の
二
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）

証
票
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
法
第
二
十
二
条
の
二

と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
な
い
主
要
な
成
分
の
含
有
量
を
含
む
。
）
に
原
料

第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う
。
）
と
し
て
表
示

と
し
て
使
用
し
た
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た

さ
れ
て
い
な
い
主
成
分
の
含
有
量
を
含
む
。
）
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た

値
（
別
表
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て

当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
（
別
表
第
一
欄

は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
含
有
量
と
し
て
第
三
欄
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
第
二
欄
に
掲

値
）
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の
場
合
に
は
百
分
の

げ
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
て
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
）
の
百
分
の
八
十
以

五
十
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

上
（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
あ
る
こ
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と
と
す
る
。

四

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

四

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）

に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
要
な
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限
る

に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た
日
か

。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た

ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥

日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

料
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
成
分
（
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥

合
肥
料
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
要
な
成
分
（
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指

料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限

定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た

り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可

も
の
に
限
り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん

溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
み
の
非
水
溶
化
が

酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
み
の
非

生
じ
た
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
く

水
溶
化
が
生
じ
た
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
可
溶
性
り
ん

。
）
の
含
有
量
が
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た
直

酸
を
除
く
。
）
の
含
有
量
が
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生

後
の
当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
特

産
し
た
直
後
の
当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
り
、
か
つ

殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
そ
の
他
の
主
成
分
（
当
該
特
殊
肥
料
等

、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
そ
の
他
の
主
要
な
成
分
（
当

入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証

該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
前
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す

に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
前
号
に
規
定
す
る

こ
と
と
す
る
。

要
件
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。
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五

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下
「
土
壌
改
良
資

五

法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下
「
土
壌
改
良
資

材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
主

材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
（
次
号
に
該
当
す
る
も
の
及
び
主

成
分
を
保
証
す
る
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
を
除
く
。

成
分
を
保
証
す
る
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
を
除
く
。

）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た

）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た

日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定

日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定

混
合
肥
料
の
主
成
分
（
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料

混
合
肥
料
の
主
要
な
成
分
（
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の

と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
（
く
溶
性
り
ん

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
（
原
料
と

酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て

し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保

は
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
土
壌

証
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
含
有

改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
つ
て
は
く
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
有

量
が
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し

効
石
灰
の
含
有
量
を
記
載
す
る
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ

た
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の

っ
て
は
ア
ル
カ
リ
分
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
、
当
該
土
壌

保
証
成
分
量
若
し
く
は
主
要
な
成
分
の
含
有
量
又
は
特
殊
肥
料
の
主
要
な

改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
又
は

成
分
の
含
有
量
（
主
成
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
以
外
の
肥
料
に
あ
っ
て

特
殊
肥
料
ご
と
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
保
証
成
分
量
若
し

は
、
保
証
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
表
示
事
項
と
し
て
表
示
さ
れ

く
は
主
成
分
の
含
有
量
又
は
特
殊
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
（
主
成
分
を

て
い
な
い
主
要
な
成
分
の
含
有
量
を
含
む
。
）
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た

保
証
し
た
普
通
肥
料
以
外
の
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
保
証
票
に
記
載
さ
れ
て

当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
（
別
表
第
一
欄
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い
な
い
、
又
は
表
示
事
項
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
な
い
主
成
分
の
含
有
量

に
掲
げ
る
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
第
二
欄
に

を
含
む
。
）
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て

掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
含
有
量
と
し
て
第
三
欄
に
掲
げ
る
値
）
の
百
分
の

得
た
値
を
合
算
し
た
値
（
別
表
第
一
欄
に
掲
げ
る
土
壌
改
良
資
材
入
り
指

八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で

定
混
合
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
て

あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
欄
に
掲
げ
る
値
）
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の

場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

六

土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

六

土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限
る
。

料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
要
な
成
分
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
も
の
に
限

）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
た

る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産

日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定

し
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
以
後
に
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り

混
合
肥
料
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
成
分
（
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指

指
定
混
合
肥
料
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
主
要
な
成
分
（
当
該
土
壌
改
良
資

定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た

材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保

も
の
に
限
り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん

証
さ
れ
た
も
の
に
限
り
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く

酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
み
の
非

溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸

水
溶
化
が
生
じ
た
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
可
溶
性
り

の
み
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の

ん
酸
を
除
く
。
）
の
含
有
量
が
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料

可
溶
性
り
ん
酸
を
除
く
。
）
の
含
有
量
が
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定



- 9 -

を
生
産
し
た
直
後
の
当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
あ
り
、

混
合
肥
料
を
生
産
し
た
直
後
の
当
該
成
分
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上

か
つ
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
そ
の
他
の
主
成
分
（

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
そ
の
他
の

当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

主
要
な
成
分
（
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
原
料
と
し
て

肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
含
有
量
が
前
号
に
規
定

使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
含
有
量

す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

が
前
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
と
す
る
。

附
一

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
主
成
分
の
定
量
方
法
及
び
量
の
算
出
は
、
独
立

附
一

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
主
成
分
及
び
主
要
な
成
分
の
定
量
方
法
及
び
量

行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験

の
算
出
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定

法
に
よ
る
こ
と
。

め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
こ
と
。

（
削
る
）

二

肥
料
の
生
産
業
者
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
基
づ
き
品
質
が
低
下
す

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
定
量
し
、
又
は
算
出
し
た

量
を
示
す
資
料
を
保
管
す
る
こ
と
。

別
表

別
表

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

原
料
と
し
て

特
例
告
示
の
別

次
の

、

及
び

（
指
定
配
合

原
料
と
し
て

特
例
告
示
の
別

次
の

、

及
び

（
指
定
配
合

（一）

（二）

（三）

（一）

（二）

（三）

使
用
し
た
肥

表
の
上
欄
に
掲

肥
料
等
に
あ
っ
て
は
、

及
び

使
用
し
た
肥

表
の
上
欄
に
掲

肥
料
等
に
あ
っ
て
は
、

及
び

（一）

（二）

（一）

（二）
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料
に
お
い
て

げ
る
主
成
分

）
に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た

料
に
お
い
て

げ
る
主
成
分
又

）
に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た

昭
和
五
十
九

値

昭
和
五
十
九

は
主
要
な
成
分

値

年
三
月
十
六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

年
三
月
十
六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（一）

（一）

日
農
林
水
産

の
う
ち
特
例
告
示
の
別
表
の
上

日
農
林
水
産

の
う
ち
特
例
告
示
の
別
表
の
上

省
告
示
第
六

欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し

省
告
示
第
六

欄
に
掲
げ
る
主
成
分
又
は
主
要

百
九
十
九
号

、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
、
若

百
九
十
九
号

な
成
分
（
以
下
「
主
成
分
等
」

（
肥
料
の
品

し
く
は
表
示
し
た
も
の
ご
と
に

（
肥
料
の
品

と
い
う
。
）
を
保
証
し
、
又
は

質
の
確
保
等

当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
又

質
の
確
保
等

含
有
量
を
記
載
し
、
若
し
く
は

に
関
す
る
法

は
含
有
量
（
以
下
「
保
証
成
分

に
関
す
る
法

表
示
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主

律
施
行
規
則

量
等
」
と
い
う
。
）
に
当
該
肥

律
施
行
規
則

成
分
等
の
保
証
成
分
量
又
は
主

第
十
一
条
第

料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

第
十
一
条
第

要
な
成
分
の
含
有
量
（
以
下
「

八
項
た
だ
し

値
を
合
算
す
る
。

八
項
た
だ
し

保
証
成
分
量
等
」
と
い
う
。
）

書
及
び
同
条

書
及
び
第
九

に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

第
九
項
た
だ

項
た
だ
し
書

じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

し
書
の
規
定

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

の
規
定
に
基

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（二）

（二）

に
基
づ
き
指

（
特
例
告
示
の
別
表
の
上
欄
に

づ
き
指
定
混

（
特
例
告
示
の
別
表
の
上
欄
に
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定
混
合
肥
料

掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
、
又

合
肥
料
の
保

掲
げ
る
主
成
分
等
を
保
証
し
、

の
保
証
又
は

は
含
有
量
を
記
載
し
、
若
し
く

証
又
は
主
要

又
は
含
有
量
を
記
載
し
、
若
し

主
成
分
の
含

は
表
示
し
た
も
の
を
除
く
。
）

な
成
分
の
含

く
は
表
示
し
た
も
の
を
除
く
。

有
量
の
記
載

の
う
ち
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
主

有
量
の
記
載

）
の
う
ち
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

の
方
法
の
特

成
分
（
同
表
の
一
の
区
分
の
下

の
方
法
の
特

主
成
分
等
（
同
表
の
一
の
区
分

例
を
定
め
る

欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の
主
成
分

例
を
定
め
る

の
下
欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の
主

件
。
以
下
「

を
保
証
し
、
又
は
含
有
量
を
記

件
。
以
下
「

成
分
を
保
証
し
、
又
は
含
有
量

特
例
告
示
」

載
し
、
若
し
く
は
表
示
し
た
も

特
例
告
示
」

を
記
載
し
、
若
し
く
は
表
示
し

と
い
う
。
）

の
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主

と
い
う
。
）

た
も
の
に
あ
っ
て
は
そ
れ
ぞ
れ

の
別
表
の
区

成
分
、
同
表
二
、
五
、
七
又
は

の
別
表
の
区

の
主
成
分
等
、
同
表
二
、
五
、

分
ご
と
の
上

九
の
区
分
の
下
欄
に
掲
げ
る
二

分
ご
と
の
上

七
又
は
九
の
区
分
の
下
欄
に
掲

欄
に
掲
げ
る

種
類
の
主
成
分
を
保
証
し
、
又

欄
に
掲
げ
る

げ
る
二
種
類
の
主
成
分
等
を
保

主
成
分
及
び

は
含
有
量
を
記
載
し
、
若
し
く

主
成
分
及
び

証
し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し

下
欄
に
掲
げ

は
表
示
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は

下
欄
に
掲
げ

、
若
し
く
は
表
示
し
た
も
の
に

る
主
成
分
が

二
種
類
の
主
成
分
の
う
ち
保
証

る
主
成
分
が

あ
っ
て
は
二
種
類
の
主
成
分
等

保
証
さ
れ
た

成
分
量
等
の
大
き
い
主
成
分
）

保
証
さ
れ
た

の
う
ち
保
証
成
分
量
等
の
大
き
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指
定
配
合
肥

の
保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥
料

指
定
配
合
肥

い
主
成
分
等
）
の
保
証
成
分
量

料
等
、
特
殊

の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値

料
等
、
特
殊

等
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を

肥
料
等
入
り

を
合
算
す
る
。

肥
料
等
入
り

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

指
定
混
合
肥

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

指
定
混
合
肥

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（三）

（三）

料
及
び
土
壌

（
主
成
分
を
保
証
し
た
普
通
肥

料
及
び
土
壌

（
主
成
分
を
保
証
し
た
普
通
肥

改
良
資
材
入

料
及
び
特
例
告
示
の
別
表
の
上

改
良
資
材
入

料
及
び
特
例
告
示
の
別
表
の
上

り
指
定
混
合

欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分

り
指
定
混
合

欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
主
要
な

肥
料
（
以
下

の
含
有
量
を
記
載
し
、
又
は
表

肥
料
（
以
下

成
分
の
含
有
量
を
記
載
し
、
又

「
指
定
混
合

示
し
た
肥
料
を
除
く
。
）
の
う

「
指
定
混
合

は
表
示
し
た
肥
料
を
除
く
。
）

肥
料
」
と
い

ち
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成

肥
料
」
と
い

の
う
ち
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

う
。
）
（
原

分
（
同
表
の
二
、
三
若
し
く
は

う
。
）
（
原

主
要
な
成
分
（
同
表
の
二
、
三

料
と
し
て
使

四
の
区
分
の
上
欄
に
掲
げ
る
主

料
と
し
て
使

若
し
く
は
四
の
区
分
の
上
欄
に

用
し
た
肥
料

成
分
の
う
ち
複
数
の
種
類
の
主

用
し
た
肥
料

掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
う
ち
複

に
お
い
て
く

成
分
、
同
表
の
五
及
び
六
の
区

に
お
い
て
く

数
の
種
類
の
主
要
な
成
分
、
同

溶
性
り
ん
酸

分
の
上
欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の

溶
性
り
ん
酸

表
の
五
及
び
六
の
区
分
の
上
欄

及
び
可
溶
性

主
成
分
、
同
表
の
七
及
び
八
の

及
び
可
溶
性

に
掲
げ
る
二
種
類
の
主
要
な
成
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り
ん
酸
が
保

区
分
の
上
欄
に
掲
げ
る
二
種
類

り
ん
酸
が
保

分
、
同
表
の
七
及
び
八
の
区
分

証
さ
れ
た
も

の
主
成
分
又
は
同
表
の
九
及
び

証
さ
れ
た
も

の
上
欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の
主

の
並
び
に
原

十
の
区
分
の
上
欄
に
掲
げ
る
二

の
並
び
に
原

要
な
成
分
又
は
同
表
の
九
及
び

料
と
し
て
使

種
類
の
主
成
分
を
含
有
す
る
も

料
と
し
て
使

十
の
区
分
の
上
欄
に
掲
げ
る
二

用
し
た
肥
料

の
に
あ
っ
て
は
、
複
数
の
種
類

用
し
た
肥
料

種
類
の
主
要
な
成
分
を
含
有
す

に
お
い
て
保

の
主
成
分
の
う
ち
最
も
含
有
量

に
お
い
て
保

る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
複
数
の

証
さ
れ
た
可

の
大
き
い
主
成
分
）
の
含
有
量

証
さ
れ
た
可

種
類
の
主
要
な
成
分
の
う
ち
最

溶
性
り
ん
酸

に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

溶
性
り
ん
酸

も
含
有
量
の
大
き
い
主
要
な
成

又
は
水
溶
性

じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

又
は
水
溶
性

分
）
の
含
有
量
に
当
該
肥
料
の

り
ん
酸
の
非

り
ん
酸
の
非

配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

水
溶
化
が
生

水
溶
化
が
生

合
算
す
る
。

じ
た
も
の
（

じ
た
も
の
（

原
料
と
し
て

原
料
と
し
て

使
用
し
た
普

使
用
し
た
普

通
肥
料
に
お

通
肥
料
に
お

い
て
保
証
さ

い
て
保
証
さ
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れ
た
り
ん
酸

れ
た
り
ん
酸

の
主
成
分
が

の
主
成
分
が

く
溶
性
り
ん

く
溶
性
り
ん

酸
及
び
水
溶

酸
及
び
水
溶

性
り
ん
酸
又

性
り
ん
酸
又

は
り
ん
酸
全

は
り
ん
酸
全

量
、
く
溶
性

量
、
く
溶
性

り
ん
酸
及
び

り
ん
酸
及
び

水
溶
性
り
ん

水
溶
性
り
ん

酸
に
限
ら
れ

酸
に
限
ら
れ

る
も
の
並
び

る
も
の
並
び

に
原
料
と
し

に
原
料
と
し

て
使
用
し
た

て
使
用
し
た

普
通
肥
料
に

普
通
肥
料
に

お
い
て
可
溶

お
い
て
可
溶

性
り
ん
酸
及

性
り
ん
酸
及
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び
水
溶
性
り

び
水
溶
性
り

ん
酸
が
保
証

ん
酸
が
保
証

さ
れ
、
か
つ

さ
れ
、
か
つ

、
可
溶
性
り

、
可
溶
性
り

ん
酸
の
非
水

ん
酸
の
非
水

溶
化
が
生
じ

溶
化
が
生
じ

な
い
も
の
を

な
い
も
の
を

除
く
。
）
の

除
く
。
）
の

く
溶
性
り
ん

く
溶
性
り
ん

酸
又
は
可
溶

酸
又
は
可
溶

性
り
ん
酸
に

性
り
ん
酸
に

つ
い
て
は
こ

つ
い
て
は
こ

の
限
り
で
な

の
限
り
で
な

い
。
）

い
。
）

原
料
と
し
て

く
溶
性
り
ん
酸

次
の

、

、

及
び

（
指
定

原
料
と
し
て

く
溶
性
り
ん
酸

次
の

、

、

及
び

（
指
定

（一）

（二）

（三）

（四）

（一）

（二）

（三）

（四）

使
用
し
た
肥

又
は
可
溶
性
り

配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て
は
、

、

使
用
し
た
肥

配
合
肥
料
等
に
あ
っ
て
は
、

、

（一）

（一）
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料
に
お
い
て

ん
酸
の
う
ち
指

及
び

）
に
よ
り
求
め
た
値
を

料
に
お
い
て

及
び

）
に
よ
り
求
め
た
値
を

（二）

（三）

（二）

（三）

く
溶
性
り
ん

定
混
合
肥
料
に

合
算
し
た
値

く
溶
性
り
ん

合
算
し
た
値

酸
及
び
可
溶

お
い
て
保
証
さ

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

酸
及
び
可
溶

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（一）

（一）

性
り
ん
酸
が

れ
、
又
は
含
有

の
う
ち
保
証
等
り
ん
酸
を
保
証

性
り
ん
酸
が

の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証

保
証
さ
れ
た

量
が
記
載
さ
れ

し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
た

保
証
さ
れ
た

し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
た

指
定
混
合
肥

る
も
の
（
以
下

も
の
ご
と
に
保
証
等
り
ん
酸
の

指
定
混
合
肥

も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性
り
ん

料

こ
の
表
に
お
い

保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥
料
の

料

酸
の
保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥

て
「
保
証
等
り

配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

ん
酸
」
と
い
う

合
算
す
る
。

値
を
合
算
す
る
。

。
）

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（二）

（二）

（
保
証
等
り
ん
酸
を
保
証
し
、

の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証

又
は
含
有
量
を
記
載
し
た
も
の

し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
た

を
除
く
。
）
の
う
ち
保
証
等
り

も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん

ん
酸
が
く
溶
性
り
ん
酸
で
あ
る

酸
の
保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥

も
の
に
あ
っ
て
は
可
溶
性
り
ん

料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

酸
、
保
証
等
り
ん
酸
が
可
溶
性

値
を
合
算
す
る
。
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り
ん
酸
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て

は
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、

又
は
含
有
量
を
記
載
し
た
も
の

ご
と
に
保
証
等
り
ん
酸
が
く
溶

性
り
ん
酸
で
あ
る
も
の
に
あ
っ

て
は
可
溶
性
り
ん
酸
、
保
証
等

り
ん
酸
が
可
溶
性
り
ん
酸
で
あ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
く
溶
性
り

ん
酸
の
保
証
成
分
量
等
に
当
該

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

た
値
を
合
算
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（三）

（三）

（
く
溶
性
り
ん
酸
又
は
可
溶
性

（
く
溶
性
り
ん
酸
又
は
可
溶
性

り
ん
酸
を
保
証
し
、
又
は
含
有

り
ん
酸
を
保
証
し
、
又
は
含
有

量
を
記
載
し
た
も
の
を
除
く
。

量
を
記
載
し
た
も
の
を
除
く
。

）
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保

）
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保



- 18 -

証
し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し

証
し
、
又
は
含
有
量
を
記
載
し

た
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り

た
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り

ん
酸
の
保
証
成
分
量
等
に
当
該

ん
酸
の
保
証
成
分
量
等
に
当
該

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

た
値
を
合
算
す
る
。

た
値
を
合
算
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（四）

（四）

（
主
成
分
を
保
証
す
る
普
通
肥

（
主
成
分
を
保
証
す
る
普
通
肥

料
及
び
く
溶
性
り
ん
酸
、
可
溶

料
及
び
く
溶
性
り
ん
酸
、
可
溶

性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸

性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸

の
含
有
量
を
記
載
し
、
又
は
表

（
こ
の
号
に
お
い
て
「
く
溶
性

示
し
た
肥
料
を
除
く
。
）
の
う

り
ん
酸
等
」
と
い
う
。
）
の
含

ち
保
証
等
り
ん
酸
を
含
有
す
る

有
量
を
記
載
し
、
又
は
表
示
し

も
の
ご
と
に
当
該
成
分
の
含
有

た
肥
料
を
除
く
。
）
の
う
ち
く

量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を

溶
性
り
ん
酸
等
（
く
溶
性
り
ん

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

酸
等
の
う
ち
複
数
の
種
類
の
成

分
を
含
有
す
る
肥
料
に
あ
っ
て
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は
、
く
溶
性
り
ん
酸
等
の
う
ち

最
も
含
有
量
の
大
き
い
も
の
）

を
含
有
す
る
も
の
ご
と
に
当
該

成
分
の
含
有
量
に
当
該
肥
料
の

配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

合
算
す
る
。

ア
ル
カ
リ
分

ア
ル
カ
リ
分

次
の

及
び

に
よ
り
求
め
た
値

ア
ル
カ
リ
分

ア
ル
カ
リ
分

次
の

、

、

及
び

に
よ
り

（一）

（二）

（一）

（二）

（三）

（四）

を
保
証
し
、

を
合
算
し
た
値

を
保
証
し
、

求
め
た
値
を
合
算
し
た
値

又
は
含
有
す

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

又
は
含
有
す

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料

（一）

（一）

る
肥
料
に
水

の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し

る
肥
料
に
水

の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し

酸
化
苦
土
肥

、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
た
も

酸
化
苦
土
肥

、
又
は
含
有
量
を
記
載
し
た
も

料
、
炭
酸
苦

の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ
分
の

料
、
炭
酸
苦

の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ
分
の

土
肥
料
又
は

保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥
料
の

土
肥
料
又
は

保
証
成
分
量
等
に
当
該
肥
料
の

副
産
肥
料
（

配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

副
産
苦
土
肥

配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

専
ら
苦
土
含

合
算
す
る
。

料
を
配
合
し

合
算
す
る
。

有
物
を
原
料

（
削
る
）

た
指
定
混
合

水
酸
化
苦
土
肥
料
を
原
料
と

（二）
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と
し
て
使
用

肥
料

し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当

し
た
も
の
で

該
肥
料
ご
と
に
当
該
肥
料
の
く

あ
っ
て
、
く

溶
性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当

溶
性
苦
土
又

該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て

は
可
溶
性
苦

得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・

土
を
保
証
し

三
九
を
乗
ず
る
。

、
ア
ル
カ
リ

（
削
る
）

炭
酸
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し

（三）

分
を
保
証
し

て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該

な
い
も
の
に

肥
料
ご
と
に
当
該
肥
料
の
く
溶

限
る
。
以
下

性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当
該

こ
の
号
に
お

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

い
て
同
じ
。

た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三

）
を
配
合
し

九
を
乗
ず
る
。

た
指
定
混
合

可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦

可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦

（二）

（四）

肥
料

土
を
保
証
す
る
肥
料
（
ア
ル
カ

土
を
保
証
す
る
肥
料
を
原
料
と

リ
分
を
保
証
す
る
肥
料
を
除
く

し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当



- 21 -

。
）
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た

該
肥
料
ご
と
に
当
該
肥
料
の
当

場
合
に
は
、
当
該
肥
料
ご
と
に

該
成
分
（
可
溶
性
苦
土
及
び
く

当
該
肥
料
の
当
該
主
成
分
（
可

溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
場
合
に

溶
性
苦
土
及
び
く
溶
性
苦
土
を

は
、
可
溶
性
苦
土
）
の
保
証
成

保
証
す
る
場
合
に
は
、
可
溶
性

分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

苦
土
）
の
保
証
成
分
量
に
当
該

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三

九
を
乗
ず
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
第
四
条
各
項
の
規
定

に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
で
あ
っ
て
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
令
和
二
年
十
一
月
五
日
農
林
水
産

省
告
示
第
二
千
百
五
十
九
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
化
学
的
変
化
に
よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
定
め
る
件
）

別
表
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る
肥
料
に
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
又
は
副
産
肥
料
（
専
ら
苦
土
含

有
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
く
溶
性
苦
土
又
は
可
溶
性
苦
土
を
保
証
し
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
な
い

も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
配
合
し
た
指
定
混
合
肥
料
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
原
料
と

し
て
使
用
す
る
普
通
肥
料
が
そ
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
肥
料
の
品
質
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十

二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
を
定
め

る
等
の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

（案）

1



改

正

後

改

正

前

一

窒
素
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

一

窒
素
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

硫
酸
ア
ン
モ
ニ

一

ア
ン
モ
ニ

（
略
）

硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

（
略
）

ア

ア
性
窒
素

素

二
〇
・
五

二
〇
・
五

二

ア
ン
モ
ニ

（
新
設
）

ア
性
窒
素
の

ほ
か
可
溶
性

硫
黄
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

硝
酸
石
灰

一

硝
酸
性
窒

（
略
）

硝
酸
石
灰

硝
酸
性
窒
素

（
略
）

素

一
〇
・
〇

一
〇
・
〇

2



二

硝
酸
性
窒

（
新
設
）

素
の
ほ
か
可

溶
性
石
灰
、

く
溶
性
石
灰

又
は
水
溶
性

石
灰
を
保
証

す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

可
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
窒
素
肥
料
（

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

窒
素
は
、
水
溶

窒
素
質
肥
料
を
硫

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

性
で
あ
る
こ
と
。

黄
そ
の
他
の
被
覆

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

二

窒
素
の
初
期
溶

原
料
で
被
覆
し
た

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

出
率
は
、
五
〇
％

も
の
を
い
う
。
）

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

以
下
で
あ
る
こ
と

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

。

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

三

牛
、
め
ん
羊
又

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

は
山
羊
（
以
下
「

つ
い
て

の
含
有
率

牛
等
」
と
い
う
。

3



一
〇
・
〇

一
・
〇
％
に

）
由
来
の
原
料
（

二
１

ア
ン
モ
ニ

つ
き

牛
の
皮
に
由
来
す

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

る
ゼ
ラ
チ
ン
及
び

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

コ
ラ
ー
ゲ
ン
を
除

の
に
あ
つ
て

ひ
素

く
。
以
下
同
じ
。

は

〇
・
〇
〇
四

）
を
使
用
す
る
場

ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

合
に
あ
つ
て
は
、

性
窒
素

〇
・
〇
四

肥
料
の
品
質
の
確

一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

保
等
に
関
す
る
法

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

律
施
行
規
則
（
昭

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

和
二
十
五
年
農
林

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

省
令
第
六
十
四
号

つ
て
は

ン
酸

。
以
下
「
規
則
」

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

と
い
う
。
）
別
表

一
・
〇

第
一
号
ホ
に
規
定

三

水
溶
性
苦
土

す
る
と
こ
ろ
に
よ

を
保
証
す
る
も

り
牛
、
め
ん
羊
、

の
に
あ
つ
て
は

山
羊
及
び
鹿
に
よ

水
溶
性
苦
土

る
牛
等
由
来
の
原

一
・
〇

料
を
使
用
し
て
生

四

水
溶
性
マ
ン

産
さ
れ
た
肥
料
の

ガ
ン
を
保
証
す

摂
取
に
起
因
し
て

る
も
の
に
あ
つ

生
ず
る
こ
れ
ら
の

て
は

家
畜
の
伝
達
性
海

水
溶
性
マ
ン
ガ

綿
状
脳
症
の
発
生

ン

〇
・
一
〇

を
予
防
す
る
た
め

五

水
溶
性
ほ
う

の
措
置
（
以
下
「

素
を
保
証
す
る

管
理
措
置
」
と
い

も
の
に
あ
つ
て

う
。
）
が
行
わ
れ

は

た
も
の
で
あ
る
こ

水
溶
性
ほ
う
素

と
。

4



〇
・
〇
五

四

規
則
第
七
条
の

六
第
一
号
の
農
林

水
産
大
臣
が
指
定

す
る
被
覆
窒
素
肥

料
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
窒
素
肥
料
（

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

牛
等
由
来
の
原

窒
素
質
肥
料
に
、

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

料
を
使
用
す
る
場

窒
素
質
肥
料
、
苦

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

合
に
あ
つ
て
は
、

土
肥
料
、
マ
ン
ガ

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

管
理
措
置
が
行
わ

ン
質
肥
料
、
ほ
う

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

れ
た
も
の
で
あ
る

素
質
肥
料
又
は
微

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

こ
と
。

量
要
素
複
合
肥
料

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

二

規
則
第
七
条
の

を
混
合
し
た
も
の

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

六
第
一
号
の
農
林

を
い
う
。
）

つ
い
て

の
含
有
率
一

水
産
大
臣
が
指
定

一
五
・
〇

・
〇
％
に
つ

す
る
混
合
窒
素
肥

二
１

ア
ン
モ
ニ

き

料
で
あ
る
こ
と
。

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

の
に
あ
つ
て

ひ
素

は

〇
・
〇
〇
四

ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

性
窒
素

〇
・
〇
四

一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

つ
て
は

ン
酸

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

一
・
〇

三

水
溶
性
苦
土

5



を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

四

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン
を
保
証
す

る
も
の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
マ
ン
ガ

ン

〇
・
一
〇

五

水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

被
覆
窒
素
肥
料

一

窒
素
全
量

窒
素
全
量
、

一

窒
素
は
、
水
溶

被
覆
窒
素
肥
料

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

窒
素
は
、
水
溶

（
窒
素
質
肥
料

、
ア
ン
モ
ニ

ア
ン
モ
ニ
ア

性
で
あ
る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

性
で
あ
る
こ
と
。

又
は
副
産
肥
料

ア
性
窒
素
、

性
窒
素
、
硝

二

窒
素
の
初
期
溶

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

二

窒
素
の
初
期
溶

（
専
ら
原
料
規

硝
酸
性
窒
素

酸
性
窒
素
又

出
率
は
、
五
〇
％

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

出
率
は
、
五
〇
％

格
第
二
中
一
の

又
は
ア
ン
モ

は
ア
ン
モ
ニ

以
下
で
あ
る
こ
と

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

以
下
で
あ
る
こ
と

項
か
ら
五
の
項

ニ
ア
性
窒
素

ア
性
窒
素
及

。

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

。

ま
で
に
掲
げ
る

及
び
硝
酸
性

び
硝
酸
性
窒

三

牛
、
め
ん
羊
又

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

三

牛
等
由
来
の
原

6



原
料
を
使
用
し

窒
素
の
合
計

素
の
合
計
量

は
山
羊
（
以
下
「

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

料
を
使
用
す
る
場

た
肥
料
で
あ
つ

量
の
い
ず
れ

の
う
ち
最
も

牛
等
」
と
い
う
。

つ
い
て

の
含
有
率
一

合
に
あ
つ
て
は
、

て
、
窒
素
を
保

か
一
に
つ
い

大
き
い
も
の

）
由
来
の
原
料
（

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

管
理
措
置
が
行
わ

証
し
、
り
ん
酸

て

の
含
有
率
一

牛
の
皮
に
由
来
す

き

れ
た
も
の
で
あ
る

及
び
加
里
を
保

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

る
ゼ
ラ
チ
ン
及
び

硫
青
酸
化
物

こ
と
。

証
し
な
い
も
の

二
１

ア
ン
モ

き

コ
ラ
ー
ゲ
ン
を
除

二
１

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
一

に
限
る
。
）
を

ニ
ア
性
窒

硫
青
酸
化
物

く
。
以
下
同
じ
。

ア
性
窒
素
を

ひ
素

硫
黄
そ
の
他
の

素
を
保
証

〇
・
〇
一

）
を
使
用
す
る
場

保
証
す
る
も

〇
・
〇
〇
四

被
覆
原
料
で
被

す
る
も
の

ひ
素

合
に
あ
つ
て
は
、

の
に
あ
つ
て

亜
硝
酸

覆
し
た
も
の
を

に
あ
つ
て

〇
・
〇
〇
四

肥
料
の
品
質
の
確

は

〇
・
〇
四

い
う
。
）

は

亜
硝
酸

保
等
に
関
す
る
法

ア
ン
モ
ニ
ア

ビ
ウ
レ
ッ
ト

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
四

律
施
行
規
則
（
昭

性
窒
素

性
窒
素

ア
性
窒
素

ビ
ウ
レ
ッ
ト

和
二
十
五
年
農
林

一
・
〇

〇
・
〇
二

一
・
〇

性
窒
素

省
令
第
六
十
四
号

ス
ル
フ
ァ
ミ

２

硝
酸
性

〇
・
〇
二

。
以
下
「
規
則
」

２

硝
酸
性
窒

ン
酸

窒
素
を
保

ス
ル
フ
ァ
ミ

と
い
う
。
）
別
表

素
を
保
証
す

〇
・
〇
一

証
す
る
も

ン
酸

第
一
号
ホ
に
規
定

る
も
の
に
あ

の
に
あ
つ

〇
・
〇
一

す
る
と
こ
ろ
に
よ

つ
て
は

て
は

り
牛
、
め
ん
羊
、

硝
酸
性
窒
素

硝
酸
性
窒

山
羊
及
び
鹿
に
よ

一
・
〇

素

る
牛
等
由
来
の
原

一
・
〇

料
を
使
用
し
て
生

三

水
溶
性
石

産
さ
れ
た
肥
料
の

（
新
設
）

灰
を
保
証
す

摂
取
に
起
因
し
て

る
場
合
に
あ

生
ず
る
こ
れ
ら
の

つ
て
は

家
畜
の
伝
達
性
海

水
溶
性
石
灰

綿
状
脳
症
の
発
生

一
・
〇

を
予
防
す
る
た
め

四

水
溶
性
苦

の
措
置
（
以
下
「

三

水
溶
性
苦
土

土
を
保
証
す

管
理
措
置
」
と
い

を
保
証
す
る
も

る
も
の
に
あ

う
。
）
が
行
わ
れ

の
に
あ
つ
て
は
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つ
て
は

た
も
の
で
あ
る
こ

水
溶
性
苦
土

水
溶
性
苦
土

と
。

一
・
〇

一
・
〇

四

原
料
規
格
第
二

四

規
則
第
七
条
の

五

水
溶
性
マ

中
一
の
項
ヲ
、
二

四

水
溶
性
マ
ン

六
第
一
号
の
農
林

ン
ガ
ン
を
保

の
項
ホ
、
三
の
項

ガ
ン
を
保
証
す

水
産
大
臣
が
指
定

証
す
る
も
の

ヘ
、
四
の
項
ホ
、

る
も
の
に
あ
つ

す
る
被
覆
窒
素
肥

に
あ
つ
て
は

五
の
項
ハ
、
六
の

て
は

料
以
外
の
も
の
で

水
溶
性
マ
ン

項
ル
、
七
の
項
ホ

水
溶
性
マ
ン
ガ

あ
る
こ
と
。

ガ
ン

、
八
の
項
ロ
、
九

ン

〇
・
一
〇

〇
・
一
〇

の
項
ハ
、
十
の
項

六

水
溶
性
ほ

ヌ
、
十
一
の
項
ヌ

五

水
溶
性
ほ
う

う
素
を
保
証

、
十
二
の
項
ハ
又

素
を
保
証
す
る

す
る
も
の
に

は
十
三
の
項
ロ
に

も
の
に
あ
つ
て

あ
つ
て
は

掲
げ
る
原
料
（
以

は

水
溶
性
ほ
う

下
「
要
植
害
確
認

水
溶
性
ほ
う
素

素

原
料
」
と
い
う
。

〇
・
〇
五

〇
・
〇
五

）
を
使
用
す
る
肥

七

可
溶
性
硫

料
を
原
料
と
し
て

黄
を
保
証
す

使
用
す
る
肥
料
に

る
も
の
に
あ

あ
つ
て
は
、
要
植

つ
て
は

害
確
認
原
料
が
肥

可
溶
性
硫
黄

料
の
品
質
の
確
保

一
・
〇

等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
二
十
七

号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
七

条
た
だ
し
書
（
法

第
三
十
三
条
の
二

第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を

8



含
む
。
以
下
同
じ

。
）
の
規
定
に
基

づ
き
植
害
試
験
の

調
査
を
受
け
害
が

認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

五

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

間
は
、
原
料
規
格

第
一
中
一
の
項
ロ

、
原
料
規
格
第
二

中
一
の
項
ヲ
、
二

の
項
ホ
、
三
の
項

ヘ
、
四
の
項
ホ
、

五
の
項
ハ
、
六
の

項
ル
、
七
の
項
ホ

、
八
の
項
ロ
、
九

の
項
ハ
、
十
の
項

ヌ
、
十
一
の
項
ヌ

、
十
二
の
項
ハ
、

十
三
の
項
ロ
又
は

十
四
の
項
に
掲
げ

る
原
料
（
登
録
の

有
効
期
間
が
六
年

で
あ
る
肥
料
又
は

当
該
肥
料
を
原
料

と
し
て
使
用
す
る

肥
料
の
製
造
に
お

い
て
生
じ
た
も
の

を
除
く
。
）
（
以

下
「
三
年
原
料
」

と
い
う
。
）
を
使
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用
し
た
肥
料
又
は

登
録
の
有
効
期
間

が
三
年
で
あ
る
肥

料
（
以
下
「
三
年

肥
料
等
」
と
総
称

す
る
。
）
を
原
料

と
し
て
使
用
す
る

肥
料
に
あ
つ
て
は

三
年
、
三
年
肥
料

等
を
原
料
と
し
て

使
用
し
な
い
肥
料

に
あ
つ
て
は
六
年

で
あ
る
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
窒
素
肥
料

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

植
害
試
験
の
調

（
次
に
掲
げ
る
肥

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

査
を
受
け
害
が
認

料
を
い
う
。

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

め
ら
れ
な
い
も
の

一

食
品
工
業
又

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

で
あ
る
こ
と
。

は
化
学
工
業
に

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

二

牛
等
由
来
の
原

お
い
て
副
産
さ

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

料
を
使
用
す
る
場

れ
た
も
の

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

合
に
あ
つ
て
は
、

二

石
炭
、
石
油

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

管
理
措
置
が
行
わ

そ
の
他
の
燃
料

つ
い
て

の
含
有
率
一

れ
た
も
の
で
あ
る

の
燃
焼
ガ
ス
の

七
・
〇

・
〇
％
に
つ

こ
と
。

脱
硫
処
理
又
は

二
１

ア
ン
モ
ニ

き

三

牛
等
の
部
位
（

脱
硝
処
理
に
伴

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

牛
等
由
来
の
原
料

い
副
産
さ
れ
た

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

の
う
ち
、
肉
（
食

も
の
）

の
に
あ
つ
て

ひ
素

用
に
供
さ
れ
た
後

は

〇
・
〇
〇
四

に
、
又
は
食
用
に

ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

供
さ
れ
ず
に
肥
料

性
窒
素

〇
・
〇
四

の
原
料
と
し
て
使

10



一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

用
さ
れ
る
食
品
で

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

あ
る
肉
に
限
る
。

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

）
、
骨
（
食
用
に

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

供
さ
れ
た
後
に
、

つ
て
は

ン
酸

又
は
食
用
に
供
さ

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

れ
ず
に
肥
料
の
原

一
・
〇

料
と
し
て
使
用
さ

三

水
溶
性
苦
土

れ
る
食
品
で
あ
る

を
保
証
す
る
も

骨
に
限
る
。
）
、

の
に
あ
つ
て
は

皮
、
毛
、
角
、
蹄て

い

水
溶
性
苦
土

及
び
臓
器
（
食
用

五
・
〇

に
供
さ
れ
た
後
に

四

水
溶
性
マ
ン

、
又
は
食
用
に
供

ガ
ン
を
保
証
す

さ
れ
ず
に
肥
料
の

る
も
の
に
あ
つ

原
料
と
し
て
使
用

て
は

さ
れ
る
食
品
で
あ

水
溶
性
マ
ン
ガ

る
臓
器
に
限
る
。

ン

一
・
〇

）
以
外
の
も
の
を

い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
原
料
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
牛
（
月
齢
が

三
十
月
以
下
の
牛

（
出
生
の
年
月
日

か
ら
起
算
し
て
三

十
月
を
経
過
し
た

日
ま
で
の
も
の
を

い
う
。
）
を
除
く

。
）
の
脊
柱
（
背

根
神
経
節
を
含
み

、
頸
椎
横
突
起
、

け
い
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胸
椎
横
突
起
、
腰

椎
横
突
起
、
頸
椎

け
い

棘

突
起
、
胸
椎

き
よ
く

棘

突
起
、
腰
椎

き
よ
く

棘
突
起
、
仙
骨
翼

き
よ
く

、
正
中
仙
骨
稜
及

り
よ
う

び
尾
椎
を
除
く
。

）
及
び
と
畜
場
法

（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
百
十
四
号

）
第
十
四
条
の
検

査
を
経
て
い
な
い

牛
等
の
部
位
（
以

下
「
脊
柱
等
」
と

い
う
。
）
が
混
合

し
な
い
も
の
と
し

て
農
林
水
産
大
臣

の
確
認
を
受
け
た

工
程
に
お
い
て
製

造
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
状
副
産
窒
素
肥

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

植
害
試
験
の
調

料
（
食
品
工
業
、

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

査
を
受
け
害
が
認

非
鉄
金
属
製
造
業

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

め
ら
れ
な
い
も
の

又
は
化
学
工
業
に

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

で
あ
る
こ
と
。

お
い
て
副
産
さ
れ

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

二

牛
等
由
来
の
原

た
も
の
を
い
う
。

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

料
を
使
用
す
る
場

）

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

合
に
あ
つ
て
は
、

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

管
理
措
置
が
行
わ

つ
い
て

の
含
有
率
一

れ
た
も
の
で
あ
る
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五
・
〇

・
〇
％
に
つ

こ
と
。

二
１

ア
ン
モ
ニ

き

三

牛
等
の
部
位
を

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

原
料
と
す
る
場
合

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

に
あ
つ
て
は
、
脊

の
に
あ
つ
て

ひ
素

柱
等
が
混
合
し
な

は

〇
・
〇
〇
四

い
も
の
と
し
て
農

ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

林
水
産
大
臣
の
確

性
窒
素

〇
・
〇
四

認
を
受
け
た
工
程

一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

に
お
い
て
製
造
さ

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

れ
た
も
の
で
あ
る

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

こ
と
。

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

つ
て
は

ン
酸

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
状
窒
素
肥
料

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

一

窒
素
は
、
窒
素

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

質
肥
料
、
チ
オ
硫

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

、
ト
リ
ア
ゾ
ン
又

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

は
シ
ア
ナ
ミ
ド
に

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

由
来
す
る
も
の
で

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

あ
る
こ
と
。

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

二

チ
オ
硫
酸
ア
ン

つ
い
て

の
含
有
率
一

モ
ニ
ウ
ム
に
由
来

五
・
〇

・
〇
％
に
つ

す
る
窒
素
を
含
有

二
１

ア
ン
モ
ニ

き

す
る
も
の
に
あ
つ

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

て
は
、

が
六
・

pH

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

〇
以
上
の
も
の
で

の
に
あ
つ
て

ひ
素

あ
る
こ
と
。

は

〇
・
〇
〇
四

三

シ
ア
ナ
ミ
ド
に

13



ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

由
来
す
る
窒
素
を

性
窒
素

〇
・
〇
四

含
有
す
る
も
の
に

一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

あ
つ
て
は
、
そ
の

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

他
の
原
料
に
由
来

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

す
る
窒
素
を
含
有

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

し
な
い
こ
と
。

つ
て
は

ン
酸

四

シ
ア
ナ
ミ
ド
に

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

由
来
す
る
窒
素
を

一
・
〇

含
有
す
る
も
の
に

三

水
溶
性
苦
土

あ
つ
て
は
、
ジ
シ

を
保
証
す
る
も

ア
ン
ジ
ア
ミ
ド
性

の
に
あ
つ
て
は

窒
素
は
窒
素
全
量

水
溶
性
苦
土

の
二
〇
・
〇
％
以

一
・
〇

下
で
あ
る
こ
と
。

四

水
溶
性
マ
ン

五

牛
等
由
来
の
原

ガ
ン
を
保
証
す

料
を
使
用
す
る
場

る
も
の
に
あ
つ

合
に
あ
つ
て
は
、

て
は

管
理
措
置
が
行
わ

水
溶
性
マ
ン
ガ

れ
た
も
の
で
あ
る

ン

〇
・
一
〇

こ
と
。

五

水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

混
合
窒
素
肥
料

主
成
分
別
表
第

一

り
ん
酸

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
窒
素
肥
料

一

窒
素
全
量
、

窒
素
全
量
、

（
新
設
）

（
窒
素
質
肥
料

一
の
と
お
り
。

又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

ア
ン
モ
ニ
ア
性

ア
ン
モ
ニ
ア

又
は
副
産
肥
料

た
だ
し
、
同
表

を
保
証
し

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

窒
素
、
硝
酸
性

性
窒
素
、
硝

（
専
ら
原
料
規

の
記
載
に
か
か

な
い
も
の

素
又
は
硝
酸
性
窒

窒
素
又
は
ア
ン

酸
性
窒
素
又

14



格
第
二
中
一
の

わ
ら
ず
、
窒
素

に
あ
つ
て

素
以
外
の
形
態
の

モ
ニ
ア
性
窒
素

は
ア
ン
モ
ニ

項
か
ら
五
の
項

全
量
、
ア
ン
モ

は
、
窒
素

窒
素
を
含
有
す
る

及
び
硝
酸
性
窒

ア
性
窒
素
及

ま
で
に
掲
げ
る

ニ
ア
性
窒
素
又

全
量
、
ア

も
の
並
び
に
ア
ン

素
の
合
計
量
の

び
硝
酸
性
窒

原
料
を
使
用
し

は
硝
酸
性
窒
素

ン
モ
ニ
ア

モ
ニ
ア
性
窒
素
及

い
ず
れ
か
一
に

素
の
合
計
量

た
肥
料
で
あ
つ

の
い
ず
れ
か
一

性
窒
素
、

び
硝
酸
性
窒
素
を

つ
い
て

の
含
有
率
一

て
、
窒
素
を
保

に
つ
い
て

硝
酸
性
窒

含
有
す
る
も
の
で

一
五
・
〇

・
〇
％
に
つ

証
し
、
り
ん
酸

一
・
〇

素
又
は
ア

あ
る
こ
と
。

二
１

ア
ン
モ
ニ

き

及
び
加
里
を
保

ン
モ
ニ
ア

二

り
ん
酸
全
量
又

ア
性
窒
素
を

硫
青
酸
化
物

（
新
設
）

証
し
な
い
も
の

性
窒
素
及

は
加
里
全
量
を
保

保
証
す
る
も

〇
・
〇
一

に
限
る
。
）
に

び
硝
酸
性

証
す
る
肥
料
は
、

の
に
あ
つ
て

ひ
素

、
窒
素
質
肥
料

窒
素
の
合

動
植
物
質
の
原
料

は

〇
・
〇
〇
四

、
有
機
質
肥
料

計
量
の
う

を
使
用
し
た
も
の

ア
ン
モ
ニ
ア

亜
硝
酸

、
副
産
肥
料
等

ち
最
も
大

で
あ
る
こ
と
。

性
窒
素

〇
・
〇
四

、
石
灰
質
肥
料

き
い
も
の

三

く
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

ビ
ウ
レ
ッ
ト

（
新
設
）

、
け
い
酸
質
肥

の
含
有
率

を
含
有
す
る
肥
料

２

硝
酸
性
窒

性
窒
素

料
、
苦
土
質
肥

一
・
〇
％

及
び
可
溶
性
り
ん

素
を
保
証
す

〇
・
〇
二

料
、
マ
ン
ガ
ン

に
つ
き

酸
を
含
有
す
る
肥

る
も
の
に
あ

ス
ル
フ
ァ
ミ

質
肥
料
、
ほ
う

有
害
成
分

料
を
原
料
と
し
て

つ
て
は

ン
酸

素
質
肥
料
又
は

別
表
第
一

使
用
す
る
肥
料
に

硝
酸
性
窒
素

〇
・
〇
一

微
量
要
素
複
合

の
と
お
り

あ
つ
て
は
、
く
溶

一
・
〇

肥
料
を
混
合
し

二

り
ん
酸

性
り
ん
酸
又
は
可

三

水
溶
性
苦
土

た
も
の
を
い
う

又
は
加
里

溶
性
り
ん
酸
の
い

を
保
証
す
る
も

。
）

を
保
証
す

ず
れ
か
一
を
保
証

の
に
あ
つ
て
は

る
も
の
に

す
る
も
の
で
あ
る

水
溶
性
苦
土

あ
つ
て
は

こ
と
。

一
・
〇

、
窒
素
、

四

ア
ル
カ
リ
分
を

四

水
溶
性
マ
ン

（
新
設
）

り
ん
酸
又

含
有
す
る
肥
料
及

ガ
ン
を
保
証
す

は
加
里
の

び
石
灰
を
含
有
す

る
も
の
に
あ
つ

そ
れ
ぞ
れ

る
肥
料
を
原
料
と

て
は

の
最
も
大

し
て
使
用
す
る
肥

水
溶
性
マ
ン
ガ

き
い
主
成

料
に
あ
つ
て
は
、

ン

〇
・
一
〇
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分
の
量
の

ア
ル
カ
リ
分
又
は

五

水
溶
性
ほ
う

合
計
量
の

石
灰
の
い
ず
れ
か

素
を
保
証
す
る

含
有
率
一

一
を
保
証
す
る
も

も
の
に
あ
つ
て

・
〇
％
に

の
で
あ
る
こ
と
。

は

つ
き

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

水
溶
性
ほ
う
素

（
新
設
）

有
害
成
分

ン
を
保
証
す
る
肥

〇
・
〇
五

別
表
第
二

料
は
、
可
溶
性
マ

の
と
お
り

ン
ガ
ン
を
保
証
す

る
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

六

牛
等
由
来
の
原

一

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

七

牛
等
の
部
位
を

（
新
設
）

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

八

要
植
害
確
認
原

二

規
則
第
七
条
の

料
を
使
用
す
る
肥

六
第
一
号
の
農
林

料
を
原
料
と
し
て

水
産
大
臣
が
指
定

使
用
す
る
肥
料
に

す
る
混
合
窒
素
肥

16



あ
つ
て
は
、
要
植

料
以
外
の
も
の
で

害
確
認
原
料
が
法

あ
る
こ
と
。

第
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き

植
害
試
験
の
調
査

を
受
け
害
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

九

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

間
は
、
三
年
原
料

を
使
用
す
る
肥
料

を
原
料
と
し
て
使

用
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
三
年
、
三

年
原
料
を
使
用
す

る
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
し
な
い

も
の
に
あ
つ
て
は

六
年
で
あ
る
。

二

り
ん
酸
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。

二

り
ん
酸
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

）

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ

含
有
す
べ

含
有
を
許
さ
れ
る

そ
の
他
の
制
限
事

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
す
べ

含
有
を
許
さ
れ

そ
の
他
の
制
限

き
主
成
分

き
主
成
分

有
害
成
分
の
最
大

項

成
分
の
最
小
量

き
主
成
分

る
有
害
成
分
の

事
項

の
最
小
量

の
最
大
量

量
（
％
）

(

％
）

の
最
大
量

最
大
量
（
％
）

(

％
）

（
％
）

（
％
）

過
り
ん
酸
石

一

可
溶

（
略
）

過
り
ん
酸
石

可
溶
性
り
ん
酸

（
略
）

17



灰

性
り
ん

灰

一
五
・
〇

酸

水
溶
性
り
ん
酸

一
五
・

一
三
・
〇

〇

水
溶
性

り
ん
酸

一
三
・〇

（
新
設
）

二

可
溶

性
り
ん

酸
及
び

水
溶
性

り
ん
酸

の
ほ
か

可
溶
性

石
灰
、

く
溶
性

石
灰
、

水
溶
性

石
灰
又

は
可
溶

性
硫
黄

を
保
証

す
る
も

の
に
あ

つ
て
は

、
一
に

掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

可
溶
性

18



石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

く
溶
性

石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

水
溶
性

石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

可
溶
性

硫
黄
に

つ
い
て

は
一
・
〇

重
過
り
ん
酸

一

可
溶

（
略
）

重
過
り
ん
酸

可
溶
性
り
ん
酸

（
略
）

石
灰

性
り
ん

石
灰

三
〇
・
〇

酸

水
溶
性
り
ん
酸

三
〇
・

二
八
・
〇

〇

水
溶
性

り
ん
酸

二
八
・〇

二

可
溶

（
新
設
）

性
り
ん

19



酸
及
び

水
溶
性

り
ん
酸

の
ほ
か

可
溶
性

石
灰
、

く
溶
性

石
灰
、

水
溶
性

石
灰
又

は
可
溶

性
硫
黄

を
保
証

す
る
も

の
に
あ

つ
て
は

、
一
に

掲
げ
る

も
の
の

ほ
か

可
溶
性

石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

く
溶
性

石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

水
溶
性

20



石
灰
に

つ
い
て

は
一
・
〇

可
溶
性

硫
黄
に

つ
い
て

は
一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

熔
成
り
ん
肥

一

く
溶

（
略
）

（
略
）

熔
成
り
ん
肥

一

く
溶
性
り

（
略
）

（
略
）

よ
う

よ
う

性
り
ん

ん
酸

酸

一
七
・
〇

一
六
・

ア
ル
カ
リ
分

〇

四
〇
・
〇

ア
ル
カ

く
溶
性
苦
土

リ
分

一
二
・
〇

四
〇
・〇

く
溶
性

苦
土一

一
・〇

二

く
溶

二

く
溶
性
り

性
り
ん

ん
酸
、
ア
ル

酸
、
ア

カ
リ
分
及
び

ル
カ
リ

く
溶
性
苦
土

分
及
び

の
ほ
か
可
溶

く
溶
性

性
け
い
酸
、

21



苦
土
の

く
溶
性
マ
ン

ほ
か
可

ガ
ン
又
は
く

溶
性
け

溶
性
ほ
う
素

い
酸
、

を
保
証
す
る

く
溶
性

も
の
に
あ
つ

マ
ン
ガ

て
は
、
一
に

ン
又
は

掲
げ
る
も
の

く
溶
性

の
ほ
か

ほ
う
素

可
溶
性
け
い

を
保
証

酸
に
つ
い
て

す
る
も

は

の
に
あ

二
〇
・
〇

つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

、
一
に

ガ
ン
に
つ
い

掲
げ
る

て
は

も
の
の

一
・
〇

ほ
か

く
溶
性
ほ
う

可
溶
性

素
に
つ
い
て

け
い
酸

は

に
つ
い

〇
・
〇
五

て
は一

九
・〇

く
溶
性

マ
ン
ガ

ン
に
つ

い
て
は

一
・
〇

く
溶
性

ほ
う
素

に
つ
い
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て
は〇

・
〇五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

腐
植
酸
り
ん

（
略
）

（
略
）

（
略
）

腐
植
酸
り
ん

（
略
）

（
略
）

（
略
）

肥
（
石
炭
又

肥
（
石
炭
又

は
亜
炭
を
硝

は
亜
炭
を
硝

酸
で
分
解
し

酸
で
分
解
し

、
熔
成
り
ん

、
熔
成
り
ん

よ
う

よ
う

肥
、
焼
成
り

肥
、
焼
成
り

ん
肥
、
り
ん

ん
肥
、
り
ん

鉱
石
、
塩
基

鉱
石
、
塩
基

性
の
マ
グ
ネ

性
の
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
若
し

シ
ウ
ム
若
し

く
は
マ
ン
ガ

く
は
マ
ン
ガ

ン
含
有
物
又

ン
含
有
物
又

は
ほ
う
酸
塩

は
ほ
う
酸
塩

及
び
硫
酸
又

及
び
硫
酸
又

は
り
ん
酸
を

は
り
ん
酸
を

加
え
た
も
の

加
え
た
も
の

を
い
う
。
）

を
い
う
。
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
り
ん
酸

一

水
溶
性
り

水
溶
性
り
ん
酸

一

り
ん
酸
の

肥
料
（
り
ん

ん
酸

の
含
有
率
一
・

初
期
溶
出
率

酸
質
肥
料
を

一
〇
・
〇

〇
％
に
つ
き

は
五
〇
％
以

硫
黄
そ
の
他

二

水
溶
性
り

ひ
素

下
で
あ
る
こ

の
被
覆
原
料

ん
酸
の
ほ
か

〇
・
〇
〇
四

と
。

で
被
覆
し
た

水
溶
性
苦
土

カ
ド
ミ
ウ
ム

二

牛
等
由
来

の
を
い
う
。

又
は
水
溶
性

〇
・
〇
〇
〇
一

の
原
料
を
使

23



）

ほ
う
素
を
保

五

用
す
る
場
合

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

に
あ
つ
て
は

、
管
理
措
置

、
一
に
掲
げ

が
行
わ
れ
た

る
も
の
の
ほ

も
の
で
あ
る

。

か

こ
と
。

水
溶
性
苦
土

三

規
則
第
七

に
つ
い
て
は

条
の
六
第
二

一
・
〇

号
の
農
林
水

水
溶
性
ほ
う

産
大
臣
が
指

素
に
つ
い
て

定
す
る
被
覆

は

り
ん
酸
肥
料

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と

。

熔
成
け
い
酸

一

く
溶

一

く
溶
性
り
ん

一

二
ミ
リ
メ
ー

熔
成
け
い
酸

一

く
溶
性
り

一

く
溶
性
り

一

二
ミ
リ
メ

よ
う

よ
う

り
ん
肥
（
次

性
り
ん

酸
の
含
有
率
一

ト
ル
の
網
ふ
る

り
ん
肥
（
次

ん
酸

ん
酸
の
含
有

ー
ト
ル
の
網

に
掲
げ
る
肥

酸

・
〇
％
に
つ
き

い
を
全
通
す
る

に
掲
げ
る
肥

六
・
〇

率
一
・
〇
％

ふ
る
い
を
全

料
を
い
う
。

五
・
〇

ひ
素

こ
と
。

料
を
い
う
。

ア
ル
カ
リ
分

に
つ
き

通
す
る
こ
と

一

り
ん
鉱

ア
ル
カ

〇
・
〇
〇
四

一

り
ん
鉱

四
〇
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

。

石
に
、
け

リ
分

カ
ド
ミ
ウ
ム

二

く
溶
性
り
ん

石
に
、
け

可
溶
性
け
い

〇
・
〇
〇
〇

二

く
溶
性
り

い
石
、
石

四
〇
・

〇
・
〇
〇
〇
一

酸
及
び
可
溶
性

い
石
、
石

酸

一
五

ん
酸
及
び
可

灰
石
及
び

〇

五

け
い
酸
の
含
有

灰
石
及
び

三
〇
・
〇

溶
性
け
い
酸

塩
基
性
の

可
溶
性

ニ
ッ
ケ
ル

量
の
合
計
量
に

塩
基
性
の

く
溶
性
苦
土

の
含
有
量
の

マ
グ
ネ
シ

け
い
酸

〇
・
〇
一

対
す
る
ア
ル
カ

マ
グ
ネ
シ

一
二
・
〇

合
計
量
に
対

ウ
ム
含
有

三
〇
・

ク
ロ
ム

リ
分
の
含
有
量

ウ
ム
含
有

す
る
ア
ル
カ

物
を
混
合

〇

〇
・
一

の
比
率
が
一
・

物
を
混
合

リ
分
の
含
有

し
、
熔
融

く
溶
性

水
銀

〇
以
上
で
あ
る

し
、
熔
融

量
の
比
率
が

よ
う

よ
う

し
た
も
の

苦
土

〇
・
〇
〇
〇
一

こ
と
。

し
た
も
の

一
・
〇
以
上

二

一
に
掲

一
二
・

鉛

二

一
に
掲

で
あ
る
こ
と

げ
る
熔
成

〇

〇
・
〇
〇
六

げ
る
熔
成

。

よ
う

よ
う
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け
い
酸
り

二

く
溶

二

最
大
限
度
量

三

下
水
道
の
終

け
い
酸
り

二

く
溶
性
り

二

最
大
限
度

（
新
設
）

ん
肥
の
原

性
り
ん

ニ
ッ
ケ
ル

末
処
理
か
ら
生

ん
肥
の
原

ん
酸
、
ア
ル

量

料
に
マ
ン

酸
、
ア

〇
・
四

じ
る
汚
泥
を
焼

料
に
マ
ン

カ
リ
分
、
可

ニ
ッ
ケ
ル

ガ
ン
含
有

ル
カ
リ

ク
ロ
ム

成
し
た
も
の
を

ガ
ン
含
有

溶
性
け
い
酸

〇
・
四

物
又
は
ほ

分
、
可

四
・
〇

使
用
す
る
場
合

物
又
は
ほ

及
び
く
溶
性

ク
ロ
ム

う
酸
塩
を

溶
性
け

に
あ
つ
て
は
、

う
酸
塩
を

苦
土
の
ほ
か

四
・
〇

混
合
し
、

い
酸
及

植
害
試
験
の
調

混
合
し
、

、
く
溶
性
マ

熔
融
し
た

び
く
溶

査
を
受
け
害
が

熔
融
し
た

ン
ガ
ン
又
は

よ
う

よ
う

も
の
）

性
苦
土

認
め
ら
れ
な
い

も
の
）

く
溶
性
ほ
う

三

下
水
道

の
ほ
か

も
の
で
あ
る
こ

（
新
設
）

素
を
保
証
す

の
終
末
処

、
く
溶

と
。

る
も
の
に
あ

理
場
か
ら

性
マ
ン

四

牛
等
由
来
の

つ
て
は
、
一

（
新
設
）

生
じ
る
汚

ガ
ン
又

原
料
を
使
用
す

に
掲
げ
る
も

泥
を
焼
成

は
く
溶

る
場
合
に
あ
つ

の
の
ほ
か

し
た
も
の

性
ほ
う

て
は
、
管
理
措

く
溶
性
マ
ン

に
肥
料
又

素
を
保

置
が
行
わ
れ
た

ガ
ン
に
つ
い

は
肥
料
原

証
す
る

も
の
で
あ
る
こ

て
は

料
を
混
合

も
の
に

と
こ
と
。

〇
・
一

し
、
熔
融

あ
つ
て

五

牛
等
の
部
位

く
溶
性
ほ
う

（
新
設
）

よ
う

し
た
も
の

は
、
一

を
原
料
と
す
る

素
に
つ
い
て

）

に
掲
げ

場
合
に
あ
つ
て

は

る
も
の

は
、
脊
柱
等
が

〇
・
〇
五

の
ほ
か

混
合
し
な
い
も

く
溶
性

の
と
し
て
農
林

マ
ン
ガ

水
産
大
臣
の
確

ン
に
つ

認
を
受
け
た
工

い
て
は

程
に
お
い
て
製

〇
・
一

造
さ
れ
た
も
の

く
溶
性

で
あ
る
こ
と
。

ほ
う
素

に
つ
い
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て
は〇

・
〇五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

加
工
り
ん
酸

一

く
溶
性
り

く
溶
性
り
ん
酸

一

牛
等
由
来

肥
料
（
り
ん

ん
酸
及
び
水

の
含
有
率
一
・

の
原
料
を
使

酸
質
肥
料
、

溶
性
り
ん
酸

〇
％
に
つ
き

用
す
る
場
合

熔
成
微
量
要

を
保
証
す
る

ひ
素

に
あ
つ
て
は

よ
う素

複
合
肥
料

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
四

、
管
理
措
置

、
り
ん
酸
含

て
は

カ
ド
ミ
ウ
ム

が
行
わ
れ
た

有
物
、
塩
基

く
溶
性
り
ん

〇
・
〇
〇
〇
一

も
の
で
あ
る

性
の
カ
ル
シ

酸

五

こ
と
。

ウ
ム
、
マ
グ

一
五
・
〇

ニ
ッ
ケ
ル

二

規
則
第
七

ネ
シ
ウ
ム
若

水
溶
性
り
ん

〇
・
〇
一

条
の
六
第
二

し
く
は
マ
ン

酸

一
・
〇

ク
ロ
ム

号
の
農
林
水

ガ
ン
含
有
物

二

く
溶
性
り

〇
・
一

産
大
臣
が
指

、
鉱
さ
い
又

ん
酸
及
び
水

チ
タ
ン

定
す
る
加
工

は
ほ
う
酸
塩

溶
性
り
ん
酸

〇
・
〇
四

り
ん
酸
肥
料

に
硫
酸
、
り

の
ほ
か
く
溶

で
あ
る
こ
と

ん
酸
又
は
塩

性
苦
土
、
水

。

酸
を
加
え
た

溶
性
苦
土
、

も
の
を
い
う

く
溶
性
マ
ン

。
）

ガ
ン
、
く
溶

性
ほ
う
素
又

は
水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る
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も
の
の
ほ
か

く
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

二
・
〇

水
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン
に
つ
い

て
は

一
・
〇

く
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五

水
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
り
ん
酸

一

く
溶
性
り

く
溶
性
り
ん
酸

一

可
溶
性
マ

肥
料
（
り
ん

ん
酸
を
保
証

及
び
り
ん
酸
以

ン
ガ
ン
を
保

酸
質
肥
料
に

す
る
も
の
に

外
の
保
証
す
る

証
す
る
肥
料

、
り
ん
酸
質

あ
つ
て
は

主
成
分
の
う
ち

は
、
原
料
と

肥
料
、
石
灰

く
溶
性
り
ん

最
も
大
き
い
主

し
て
可
溶
性

質
肥
料
、
け

酸

成
分
の
量
の
合

マ
ン
ガ
ン
を

い
酸
質
肥
料

一
六
・
〇

計
量
の
含
有
率

保
証
す
る
肥

、
苦
土
肥
料

二

く
溶
性
り

一
・
〇
％
に
つ

料
を
使
用
し

、
マ
ン
ガ
ン

ん
酸
及
び
ア

き

た
も
の
で
あ

質
肥
料
、
ほ

ル
カ
リ
分
を

ひ
素

る
こ
と
。

う
素
質
肥
料

保
証
す
る
も

〇
・
〇
〇
二

二

牛
等
由
来
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又
は
微
量
要

の
に
あ
つ
て

亜
硝
酸

の
原
料
を
使

素
複
合
肥
料

は

〇
・
〇
二

用
す
る
場
合

を
混
合
し
た

く
溶
性
り
ん

カ
ド
ミ
ウ
ム

に
あ
つ
て
は

も
の
を
い
う

酸

三
・
〇

〇
・
〇
〇
〇
〇

、
管
理
措
置

。
）

ア
ル
カ
リ
分

七
五

が
行
わ
れ
た

一
五
・
〇

ニ
ッ
ケ
ル

も
の
で
あ
る

三

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
五

こ
と
。

ん
酸
又
は
ア

ク
ロ
ム

三

規
則
第
七

ル
カ
リ
分
の

〇
・
〇
五

条
の
六
第
二

ほ
か
水
溶
性

チ
タ
ン

号
の
農
林
水

り
ん
酸
、
可

〇
・
〇
二

産
大
臣
が
指

溶
性
け
い
酸

定
す
る
混
合

、
く
溶
性
苦

り
ん
酸
肥
料

土
、
水
溶
性

で
あ
る
こ
と

苦
土
、
可
溶

。

性
マ
ン
ガ
ン

、
く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
、
水

溶
性
マ
ン
ガ

ン
、
く
溶
性

ほ
う
素
又
は

水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

又
は
二
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

水
溶
性
り
ん

酸
に
つ
い
て

は

一
・
〇
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可
溶
性
け
い

酸
に
つ
い
て

は

一
〇
・
〇

く
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

一
・
〇

水
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

一
・
〇

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン
に
つ
い

て
は

〇
・
一
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン
に
つ
い

て
は

〇
・
一
〇

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン
に
つ
い

て
は

〇
・
一
〇

く
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五

水
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五
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登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

(2)肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

被
覆
り
ん
酸
肥

一

水
溶
性
り

水
溶
性
り
ん

一

り
ん
酸
の
初
期

被
覆
り
ん
酸
肥
料

一

水
溶
性
り
ん

水
溶
性
り
ん

一

り
ん
酸
の
初
期

料
（
り
ん
酸
質

ん
酸

酸
の
含
有
率

溶
出
率
は
五
○
％

（
り
ん
酸
質
肥
料

酸

一
〇
・
〇

酸
の
含
有
率

溶
出
率
は
五
○
％

肥
料
又
は
副
産

一
〇
・
〇

一
・
〇
％
に

以
下
で
あ
る
こ
と

を
硫
黄
そ
の
他
の

二

水
溶
性
り
ん

一
・
〇
％
に

以
下
で
あ
る
こ
と

肥
料
（
専
ら
原

二

水
溶
性
り

つ
き

。

被
覆
原
料
で
被
覆

酸
の
ほ
か
水
溶

つ
き

。

料
規
格
第
二
中

ん
酸
の
ほ
か

ひ
素

二

牛
等
由
来
の
原

し
た
も
の
を
い
う

性
苦
土
又
は
水

ひ
素

二

牛
等
由
来
の
原

六
の
項
に
掲
げ

水
溶
性
石
灰

〇
・
〇
〇
四

料
を
使
用
す
る
場

。
）

溶
性
ほ
う
素
を

〇
・
〇
〇
四

料
を
使
用
す
る
場

る
原
料
を
使
用

、
水
溶
性
苦

カ
ド
ミ
ウ
ム

合
に
あ
つ
て
は
、

保
証
す
る
も
の

カ
ド
ミ
ウ
ム

合
に
あ
つ
て
は
、

し
た
肥
料
で
あ

土
、
水
溶
性

〇
・
〇
〇
〇

管
理
措
置
が
行
わ

に
あ
つ
て
は
、

〇
・
〇
〇
〇

管
理
措
置
が
行
わ

つ
て
、
り
ん
酸

マ
ン
ガ
ン
、

一
五

れ
た
も
の
で
あ
る

一
に
掲
げ
る
も

一
五

れ
た
も
の
で
あ
る

を
保
証
し
、
窒

水
溶
性
ほ
う

こ
と
。

の
の
ほ
か

こ
と
。

素
及
び
加
里
を

素
又
は
可
溶

三

要
植
害
確
認
原

水
溶
性
苦
土
に

三

規
則
第
七
条
の

保
証
し
な
い
も

性
硫
黄
を
保

料
を
使
用
す
る
肥

つ
い
て
は

六
第
二
号
の
農
林

の
に
限
る
。
）

証
す
る
も
の

料
を
原
料
と
し
て

一
・
〇

水
産
大
臣
が
指
定

を
硫
黄
そ
の
他

に
あ
つ
て
は

使
用
す
る
肥
料
に

水
溶
性
ほ
う
素

す
る
被
覆
り
ん
酸

の
被
覆
原
料
で

、
一
に
掲
げ

あ
つ
て
は
、
要
植

に
つ
い
て
は

肥
料
以
外
の
も
の

被
覆
し
た
も
の

る
も
の
の
ほ

害
確
認
原
料
が
法

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

を
い
う
。
）

か

第
七
条
た
だ
し
書

水
溶
性
石
灰

の
規
定
に
基
づ
き

に
つ
い
て
は

植
害
試
験
の
調
査

一
・
〇

を
受
け
害
が
認
め

水
溶
性
苦
土

ら
れ
な
い
も
の
で

に
つ
い
て
は

あ
る
こ
と
。

一
・
〇

四

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）
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水
溶
性
マ
ン

間
は
、
三
年
肥
料

ガ
ン
に
つ
い

等
を
原
料
と
し
て

て
は

使
用
す
る
肥
料
に

〇
・
一
〇

あ
つ
て
は
三
年
、

水
溶
性
ほ
う

三
年
肥
料
等
を
原

素
に
つ
い
て

料
と
し
て
使
用
し

は

な
い
肥
料
に
あ
つ

〇
・
〇
五

て
は
六
年
で
あ
る

可
溶
性
硫
黄

。

に
つ
い
て
は

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
体
り
ん
酸
肥
料

水
溶
性
り
ん
酸

水
溶
性
り
ん

一

牛
等
由
来
の
原

一
七
・
○

酸
の
含
有
率

料
を
使
用
す
る
場

水
溶
性
苦
土

一
・
〇
％
に

合
に
あ
つ
て
は
、

三
・
〇

つ
き

管
理
措
置
が
行
わ

ひ
素

れ
た
も
の
で
あ
る

〇
・
〇
〇
四

こ
と
。

カ
ド
ミ
ウ
ム

二

牛
等
の
部
位
を

〇
・
〇
〇
〇

原
料
と
す
る
場
合

一
五

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

熔
成
汚
泥
灰
け
い

く
溶
性
り
ん
酸

く
溶
性
り
ん

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

よ
う酸

り
ん
肥
（
下
水

五
・
○

酸
の
含
有
率

ル
の
網
ふ
る
い
を
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道
の
終
末
処
理
場

ア
ル
カ
リ
分

一
・
〇
％
に

全
通
す
る
こ
と
。

か
ら
生
じ
る
汚
泥

四
五
・
○

つ
き

二

植
害
試
験
の
調

を
焼
成
し
た
も
の

可
溶
性
け
い
酸

ひ
素

査
を
受
け
害
が
認

に
肥
料
又
は
肥
料

三
○
・
○

〇
・
〇
〇
四

め
ら
れ
な
い
も
の

原
料
を
混
合
し
、

く
溶
性
苦
土

カ
ド
ミ
ウ
ム

で
あ
る
こ
と
。

熔
融
し
た
も
の
を

一
二
・
○

〇
・
〇
〇
〇

三

牛
等
由
来
の
原

よ
うい

う
。
）

一
五

料
を
使
用
す
る
場

ニ
ッ
ケ
ル

合
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
〇
一

管
理
措
置
が
行
わ

ク
ロ
ム

れ
た
も
の
で
あ
る

〇
・
一

こ
と
。

水
銀

四

牛
等
の
部
位
を

〇
・
〇
〇
〇

原
料
と
す
る
場
合

一

に
あ
つ
て
は
、
脊

鉛

柱
等
が
混
合
し
な

〇
・
〇
〇
六

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

加
工
り
ん
酸
肥

一

く
溶
性
り

（
略
）

一

牛
等
由
来
の
原

加
工
り
ん
酸
肥
料

一

く
溶
性
り
ん

（
略
）

一

牛
等
由
来
の
原

料
（
り
ん
酸
質

ん
酸
及
び
水

料
を
使
用
す
る
場

酸
及
び
水
溶
性

料
を
使
用
す
る
場

肥
料
、
副
産
肥

溶
性
り
ん
酸

合
に
あ
つ
て
は
、

り
ん
酸
を
保
証

合
に
あ
つ
て
は
、

料
（
専
ら
原
料

を
保
証
す
る

管
理
措
置
が
行
わ

す
る
も
の
に
あ

管
理
措
置
が
行
わ

規
格
第
二
中
六

も
の
に
あ
つ

れ
た
も
の
で
あ
る

つ
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

の
項
に
掲
げ
る

て
は

こ
と
。

く
溶
性
り
ん
酸

こ
と
。

原
料
を
使
用
し

く
溶
性
り
ん

二

要
植
害
確
認
原

一
五
・
〇

二

規
則
第
七
条
の

た
肥
料
で
あ
つ

酸

料
を
使
用
す
る
肥

水
溶
性
り
ん
酸

六
第
二
号
の
農
林

て
、
り
ん
酸
を

一
五
・
〇

料
を
原
料
と
し
て

一
・
〇

水
産
大
臣
が
指
定

32



保
証
し
、
窒
素

水
溶
性
り
ん

使
用
す
る
肥
料
に

す
る
加
工
り
ん
酸

及
び
加
里
を
保

酸

一
・
〇

あ
つ
て
は
、
要
植

肥
料
以
外
の
も
の

証
し
な
い
も
の

二

く
溶
性
り

害
確
認
原
料
が
法

二

く
溶
性
り
ん

で
あ
る
こ
と
。

に
限
る
。
）
、

ん
酸
及
び
水

第
七
条
た
だ
し
書

酸
及
び
水
溶
性

熔
成
微
量
要
素

溶
性
り
ん
酸

の
規
定
に
基
づ
き

り
ん
酸
の
ほ
か

よ
う複

合
肥
料
、
り

の
ほ
か
可
溶

植
害
試
験
の
調
査

く
溶
性
苦
土
、

ん
酸
含
有
物
、

性
石
灰
、
く

を
受
け
害
が
認
め

水
溶
性
苦
土
、

塩
基
性
の
カ
ル

溶
性
石
灰
、

ら
れ
な
い
も
の
で

く
溶
性
マ
ン
ガ

シ
ウ
ム
、
マ
グ

水
溶
性
石
灰

あ
る
こ
と
。

ン
、
く
溶
性
ほ

ネ
シ
ウ
ム
若
し

、
く
溶
性
苦

三

登
録
の
有
効
期

う
素
又
は
水
溶

（
新
設
）

く
は
マ
ン
ガ
ン

土
、
水
溶
性

間
は
、
三
年
肥
料

性
ほ
う
素
を
保

含
有
物
、
鉱
さ

苦
土
、
く
溶

等
を
原
料
と
し
て

証
す
る
も
の
に

い
又
は
ほ
う
酸

性
マ
ン
ガ
ン

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
、
一

塩
に
硫
酸
、
り

、
く
溶
性
ほ

あ
つ
て
は
三
年
、

に
掲
げ
る
も
の

ん
酸
又
は
塩
酸

う
素
、
水
溶

三
年
肥
料
等
を
原

の
ほ
か

を
加
え
た
も
の

性
ほ
う
素
又

料
と
し
て
使
用
し

く
溶
性
苦
土
に

を
い
う
。
）

は
可
溶
性
硫

な
い
肥
料
に
あ
つ

つ
い
て
は

黄
を
保
証
す

て
は
六
年
で
あ
る

二
・
〇

る
も
の
に
あ

。

水
溶
性
苦
土
に

つ
て
は
、
一

つ
い
て
は

に
掲
げ
る
も

一
・
〇

の
の
ほ
か

く
溶
性
マ
ン
ガ

可
溶
性
石
灰

ン
に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は

一
・
〇

一
・
〇

く
溶
性
ほ
う
素

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

一
・
〇

水
溶
性
ほ
う
素

水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

一
・
〇
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く
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

二
・
〇

水
溶
性
苦
土

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン
に
つ
い

て
は

一
・
〇

く
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五

水
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は

〇
・
〇
五

可
溶
性
硫
黄

に
つ
い
て
は

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
り
ん
酸
肥
料

一

く
溶
性
り
ん

く
溶
性
り
ん

一

植
害
試
験
の
調

（
次
に
掲
げ
る
肥

酸
を
保
証
す
る

酸
の
含
有
率

査
を
受
け
害
が
認

料
を
い
う
。

も
の
に
あ
つ
て

一
・
〇
％
に

め
ら
れ
な
い
も
の

一

食
品
工
業
又

は

つ
き

で
あ
る
こ
と
。

は
化
学
工
業
に

く
溶
性
り
ん
酸

ひ
素

二

牛
等
由
来
の
原

お
い
て
副
産
さ

一
五
・
○

〇
・
〇
〇
四

料
を
使
用
す
る
場

れ
た
も
の

二

く
溶
性
り
ん

カ
ド
ミ
ウ
ム

合
に
あ
つ
て
は
、

二

下
水
道
の
終

酸
の
ほ
か
水
溶

〇
・
〇
〇
〇

管
理
措
置
が
行
わ

末
処
理
場
そ
の

性
り
ん
酸
又
は

一
五

れ
た
も
の
で
あ
る
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他
の
排
水
の
脱

く
溶
性
苦
土
を

こ
と
。

り
ん
処
理
に
伴

保
証
す
る
も
の

三

牛
等
の
部
位
を

い
副
産
さ
れ
た

に
あ
つ
て
は

原
料
と
す
る
場
合

も
の
）

く
溶
性
り
ん
酸

に
あ
つ
て
は
、
脊

一
五
・
○

柱
等
が
混
合
し
な

水
溶
性
り
ん
酸

い
も
の
と
し
て
農

に
つ
い
て
は

林
水
産
大
臣
の
確

二
・
○

認
を
受
け
た
工
程

く
溶
性
苦
土
に

に
お
い
て
製
造
さ

つ
い
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

三
・
○

こ
と
。

混
合
り
ん
酸
肥

主
成
分
別
表
第

一

窒
素
又

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
り
ん
酸
肥
料

一

く
溶
性
り
ん

く
溶
性
り
ん

（
新
設
）

料
（
り
ん
酸
質

一
の
と
お
り
。

は
加
里
を

証
す
る
肥
料
は
、

酸
を
保
証
す
る

酸
及
び
り
ん

肥
料
又
は
副
産

た
だ
し
、
同
表

保
証
し
な

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

も
の
に
あ
つ
て

酸
以
外
の
保

肥
料
（
専
ら
原

の
記
載
に
か
か

い
も
の
に

素
又
は
硝
酸
性
窒

は

証
す
る
主
成

料
規
格
第
二
中

わ
ら
ず
、
可
溶

あ
つ
て
は

素
以
外
の
形
態
の

く
溶
性
り
ん
酸

分
の
う
ち
最

六
の
項
に
掲
げ

性
り
ん
酸
、
く

、
保
証
す

窒
素
を
含
有
す
る

一
六
・
〇

も
大
き
い
主

る
原
料
を
使
用

溶
成
り
ん
酸
又

る
主
成
分

も
の
並
び
に
ア
ン

成
分
の
量
の

し
た
肥
料
で
あ

は
水
溶
性
り
ん

の
う
ち
最

モ
ニ
ア
性
窒
素
及

合
計
量
の
含

つ
て
、
り
ん
酸

酸
の
い
ず
れ
か

も
大
き
い

び
硝
酸
性
窒
素
を

有
率
一
・
〇

を
保
証
し
、
窒

一
に
つ
い
て

主
成
分
の

含
有
す
る
も
の
で

％
に
つ
き

素
及
び
加
里
を

一
・
〇

量
の
合
計

あ
る
こ
と
。

ひ
素

保
証
し
な
い
も

（
削
る
）

量
の
含
有

二

り
ん
酸
全
量
又

二

く
溶
性
り
ん

〇
・
〇
〇
二

（
新
設
）

の
に
限
る
。
）

率
一
・
〇

は
加
里
全
量
を
保

酸
及
び
ア
ル
カ

亜
硝
酸

に
、
り
ん
酸
質

％
に
つ
き

証
す
る
肥
料
は
、

リ
分
を
保
証
す

〇
・
〇
二

肥
料
、
有
機
質

有
害
成
分

動
植
物
質
の
原
料

る
も
の
に
あ
つ

カ
ド
ミ
ウ
ム

肥
料
、
副
産
肥

別
表
第
二

を
使
用
し
た
も
の

て
は

〇
・
〇
〇
〇

料
等
、
石
灰
質

の
と
お
り

で
あ
る
こ
と
。

く
溶
性
り
ん
酸

〇
七
五

肥
料
、
け
い
酸

の
最
大
量

三

く
溶
性
り
ん
酸

三
・
〇

ニ
ッ
ケ
ル

（
新
設
）

質
肥
料
、
苦
土

二

窒
素
又

を
含
有
す
る
肥
料

ア
ル
カ
リ
分

〇
・
〇
〇
五
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質
肥
料
、
マ
ン

は
加
里
を

及
び
可
溶
性
り
ん

一
五
・
〇

ク
ロ
ム

ガ
ン
質
肥
料
、

（
削
る
）

保
証
す
る

酸
を
含
有
す
る
肥

三

く
溶
性
り
ん

〇
・
〇
五

ほ
う
素
質
肥
料

も
の
に
あ

料
を
原
料
と
し
て

酸
又
は
ア
ル
カ

チ
タ
ン

又
は
微
量
要
素

つ
て
は
、

使
用
す
る
肥
料
に

リ
分
の
ほ
か
水

〇
・
〇
二

複
合
肥
料
を
混

窒
素
、
り

あ
つ
て
は
、
く
溶

溶
性
り
ん
酸
、

合
し
た
も
の
を

ん
酸
、
又

性
り
ん
酸
又
は
可

可
溶
性
け
い
酸

い
う
。
）

は
加
里
の

溶
性
り
ん
酸
の
い

、
く
溶
性
苦
土

そ
れ
ぞ
れ

ず
れ
か
一
を
保
証

、
水
溶
性
苦
土

の
最
も
大

す
る
も
の
で
あ
る

、
可
溶
性
マ
ン

き
い
主
成

こ
と
。

ガ
ン
、
く
溶
性

分
の
量
の

四

ア
ル
カ
リ
分
を

マ
ン
ガ
ン
、
水

（
新
設
）

合
計
量
の

含
有
す
る
肥
料
及

溶
性
マ
ン
ガ
ン

含
有
率
一

び
石
灰
を
含
有
す

、
く
溶
性
ほ
う

・
〇
％
に

る
肥
料
を
原
料
と

素
又
は
水
溶
性

つ
き
有
害

し
て
使
用
す
る
肥

ほ
う
素
を
保
証

成
分
別
表

料
に
あ
つ
て
は
、

す
る
も
の
に
あ

第
二
の
と

ア
ル
カ
リ
分
又
は

つ
て
は
、
一
又

お
り
の
最

石
灰
の
い
ず
れ
か

は
二
に
掲
げ
る

大
量

一
を
保
証
す
る
も

も
の
の
ほ
か

の
で
あ
る
こ
と
。

水
溶
性
り
ん
酸

五

（
略
）

に
つ
い
て
は

一

（
略
）

六

（
略
）

一
・
〇

二

（
略
）

七

牛
等
の
部
位
を

可
溶
性
け
い
酸

（
新
設
）

原
料
と
す
る
場
合

に
つ
い
て
は

に
あ
つ
て
は
、
脊

一
〇
・
〇

柱
等
が
混
合
し
な

く
溶
性
苦
土
に

い
も
の
と
し
て
農

つ
い
て
は

林
水
産
大
臣
の
確

一
・
〇

認
を
受
け
た
工
程

水
溶
性
苦
土
に

に
お
い
て
製
造
さ

つ
い
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

一
・
〇
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こ
と
。

可
溶
性
マ
ン
ガ

八

要
植
害
確
認
原

ン
に
つ
い
て
は

三

規
則
第
七
条
の

料
を
使
用
す
る
肥

〇
・
一
〇

六
第
二
号
の
農
林

料
を
原
料
と
し
て

く
溶
性
マ
ン
ガ

産
大
臣
が
指
定
す

使
用
す
る
肥
料
に

ン
に
つ
い
て
は

る
混
合
り
ん
酸
肥

あ
つ
て
は
、
要
植

〇
・
一
〇

料
以
外
の
も
の
で

害
確
認
原
料
が
法

水
溶
性
マ
ン
ガ

あ
る
こ
と
。

第
七
条
た
だ
し
書

ン
に
つ
い
て
は

の
規
定
に
基
づ
き

〇
・
一
〇

植
害
試
験
の
調
査

く
溶
性
ほ
う
素

を
受
け
害
が
認
め

に
つ
い
て
は

ら
れ
な
い
も
の
で

〇
・
〇
五

あ
る
こ
と
。

水
溶
性
ほ
う
素

九

登
録
の
有
効
期

に
つ
い
て
は

（
新
設
）

間
は
、
三
年
肥
料

〇
・
〇
五

等
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
三
年
、

三
年
肥
料
等
を
原

料
と
し
て
使
用
し

な
い
肥
料
に
あ
つ

て
は
六
年
で
あ
る

。

三

加
里
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

三

加
里
質
肥
料
（
有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量
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（
％
）

（
％
）

硫
酸
加
里

一

水
溶
性
加

（
略
）

（
略
）

硫
酸
加
里

水
溶
性
加
里

（
略
）

（
略
）

里

四
五
・
〇

四
五
・
〇

二

水
溶
性
加

（
新
設
）

里
の
ほ
か
可

溶
性
硫
黄
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

硫
酸
加
里
苦
土

一

水
溶
性
加

（
略
）

（
略
）

硫
酸
加
里
苦
土

水
溶
性
加
里

（
略
）

（
略
）

里

一
六
・
〇

一
二
・
〇

水
溶
性
苦
土

水
溶
性
苦
土

八
・
〇

五
・
〇

二

水
溶
性
加

（
新
設
）

里
及
び
水
溶

性
苦
土
の
ほ

か
可
溶
性
硫

黄
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も
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の
の
ほ
か

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
加
里
肥
料
（

一

水
溶
性
加
里

水
溶
性
加
里

一

加
里
の
初
期
溶

加
里
質
肥
料
を
硫

三
〇
・
〇

の
含
有
率
一

出
率
は
五
〇
％
以

黄
そ
の
他
の
被
覆

二

水
溶
性
加
里

・
〇
％
に
つ

下
で
あ
る
こ
と
。

原
料
で
被
覆
し
た

の
ほ
か
水
溶
性

き

二

規
則
第
七
条
の

も
の
を
い
う
。
）

苦
土
又
は
水
溶

ひ
素

六
第
三
号
の
農
林

性
ほ
う
素
を
保

〇
・
〇
〇
四

水
産
大
臣
が
指
定

証
す
る
も
の
に

す
る
被
覆
加
里
肥

あ
つ
て
は
、
一

料
で
あ
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か

水
溶
性
苦
土
に

つ
い
て
は一

・
〇

水
溶
性
ほ
う
素

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
加
里
肥
料
（

一

く
溶
性
加
里

加
里
の
最
も

食
品
工
業
、

又
は
水
溶
性
加

大
き
い
主
成

繊
維
工
業
又
は
化

里
を
保
証
す
る

分
の
含
有
率

学
工
業
に
お
い
て

も
の
に
あ
つ
て

一
・
〇
％
に

副
産
さ
れ
た
も
の

は

つ
き

を
い
う
。
）

く
溶
性
加
里
に

ひ
素
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つ
い
て
は

〇
・
〇
〇
四

二
五
・
〇

水
溶
性
加
里
に

つ
い
て
は九

・
〇

二

く
溶
性
加
里

又
は
水
溶
性
加

里
の
ほ
か
く
溶

性
苦
土
を
保
証

す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一
に

掲
げ
る
も
の
の

ほ
か

く
溶
性
苦
土

三
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
加
里
肥
料
（

一

く
溶
性
加
里

加
里
及
び
加

一

可
溶
性
マ
ン
ガ

加
里
質
肥
料
に
、

又
は
水
溶
性
加

里
以
外
の
保

ン
を
保
証
す
る
肥

加
里
質
肥
料
、
石

里
を
保
証
す
る

証
す
る
主
成

料
は
、
原
料
と
し

灰
質
肥
料
、
け
い

も
の
に
あ
つ
て

分
の
う
ち
最

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

酸
質
肥
料
、
苦
土

は

も
大
き
い
主

ン
を
保
証
す
る
肥

肥
料
、
マ
ン
ガ
ン

く
溶
性
加
里
に

成
分
の
量
の

料
を
使
用
し
た
も

質
肥
料
、
ほ
う
素

つ
い
て
は

合
計
量
の
含

の
で
あ
る
こ
と
。

質
肥
料
又
は
微
量

一
〇
・
〇

有
率
一
・
〇

二

規
則
第
七
条
の

要
素
複
合
肥
料
を

水
溶
性
加
里
に

％
に
つ
き

六
第
三
号
の
農
林

混
合
し
た
も
の
を

つ
い
て
は

ひ
素

水
産
大
臣
が
指
定

い
う
。
）

六
・
〇

〇
・
〇
〇
二

す
る
混
合
加
里
肥

二

く
溶
性
加
里

亜
硝
酸

料
で
あ
る
こ
と
。

又
は
水
溶
性
加

〇
・
〇
二

里
の
ほ
か
ア
ル

カ
ド
ミ
ウ
ム

カ
リ
分
、
可
溶

〇
・
〇
〇
〇
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性
け
い
酸
、
く

〇
七
五

溶
性
苦
土
、
水

ニ
ッ
ケ
ル

溶
性
苦
土
、
可

〇
・
〇
〇
五

溶
性
マ
ン
ガ
ン

ク
ロ
ム

、
く
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
五

ガ
ン
、
水
溶
性

チ
タ
ン

マ
ン
ガ
ン
、
く

〇
・
〇
二

溶
性
ほ
う
素
又

は
水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲
げ

る
も
の
の
ほ
か

ア
ル
カ
リ
分
に

つ
い
て
は

二
〇
・
〇

可
溶
性
け
い
酸

に
つ
い
て
は

一
〇
・
〇

く
溶
性
苦
土
に

つ
い
て
は一

・
〇

水
溶
性
苦
土
に

つ
い
て
は一

・
〇

可
溶
性
マ
ン
ガ

ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

く
溶
性
マ
ン
ガ

ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇
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水
溶
性
マ
ン
ガ

ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

く
溶
性
ほ
う
素

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

水
溶
性
ほ
う
素

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

被
覆
加
里
肥
料

一

水
溶
性
加

（
略
）

一

（
略
）

被
覆
加
里
肥
料

一

水
溶
性
加
里

（
略
）

一

加
里
の
初
期
溶

（
加
里
質
肥
料

里

三
〇
・
〇

出
率
は
五
〇
％
以

又
は
副
産
肥
料

一
〇
・
〇

下
で
あ
る
こ
と
。

（
専
ら
原
料
規

二

水
溶
性
加

二

要
植
害
確
認
原

二

水
溶
性
加
里

二

規
則
第
七
条
の

格
第
二
中
七
の

里
の
ほ
か
水

料
を
使
用
す
る
肥

の
ほ
か
水
溶
性

六
第
三
号
の
農
林

項
又
は
八
の
項

溶
性
石
灰
、

料
を
原
料
と
し
て

苦
土
又
は
水
溶

水
産
大
臣
が
指
定

に
掲
げ
る
原
料

水
溶
性
苦
土

使
用
す
る
肥
料
に

性
ほ
う
素
を
保

す
る
被
覆
加
里
肥

を
使
用
し
た
肥

、
水
溶
性
マ

あ
つ
て
は
、
要
植

証
す
る
も
の
に

料
以
外
の
も
の
で

料
で
あ
つ
て
、

ン
ガ
ン
、
水

害
確
認
原
料
が
法

あ
つ
て
は
、
一

あ
る
こ
と
。

加
里
を
保
証
し

溶
性
ほ
う
素

第
七
条
た
だ
し
書

に
掲
げ
る
も
の

、
窒
素
及
び
り

又
は
可
溶
性

の
規
定
に
基
づ
き

の
ほ
か

ん
酸
を
保
証
し

硫
黄
を
保
証

植
害
試
験
の
調
査

水
溶
性
苦
土
に
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な
い
も
の
に
限

す
る
も
の
に

を
受
け
害
が
認
め

つ
い
て
は

る
。
）
を
硫
黄

あ
つ
て
は
、

ら
れ
な
い
も
の
で

一
・
〇

そ
の
他
の
被
覆

一
に
掲
げ
る

あ
る
こ
と
。

水
溶
性
ほ
う
素

原
料
で
被
覆
し

も
の
の
ほ
か

三

登
録
の
有
効
期

に
つ
い
て
は

（
新
設
）

た
も
の
を
い
う

水
溶
性
石
灰

間
は
、
三
年
肥
料

〇
・
〇
五

。
）

に
つ
い
て
は

等
を
原
料
と
し
て

一
・
〇

使
用
す
る
肥
料
に

水
溶
性
苦
土

あ
つ
て
は
三
年
、

に
つ
い
て
は

三
年
肥
料
等
を
原

一
・
〇

料
と
し
て
使
用
し

水
溶
性
マ
ン

な
い
肥
料
に
あ
つ

ガ
ン
に
つ
い

て
は
六
年
で
あ
る

て
は

。

〇
・
一
〇

水
溶
性
ほ
う

素
に
つ
い
て

は〇
・
〇
五

可
溶
性
硫
黄

に
つ
い
て
は

一
・
〇

混
合
加
里
肥
料

主
成
分
別
表
第

一

窒
素
又

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
加
里
肥
料

一

く
溶
性
加
里

加
里
及
び
加

（
新
設
）

（
加
里
質
肥
料

一
の
と
お
り
。

は
り
ん
酸

証
す
る
肥
料
は
、

又
は
水
溶
性
加

里
以
外
の
保

又
は
副
産
肥
料

た
だ
し
、
同
表

を
保
証
し

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

里
を
保
証
す
る

証
す
る
主
成

（
専
ら
原
料
規

の
記
載
に
か
か

な
い
も
の

素
又
は
硝
酸
性
窒

も
の
に
あ
つ
て

分
の
う
ち
最

格
第
二
中
七
の

わ
ら
ず
、
く
溶

に
あ
つ
て

素
以
外
の
形
態
の

は

も
大
き
い
主

項
又
は
八
の
項

性
加
里
又
は
水

は
、
保
証

窒
素
を
含
有
す
る

く
溶
性
加
里
に

成
分
の
量
の

に
掲
げ
る
原
料

溶
性
加
里
の
い

す
る
主
成

も
の
並
び
に
ア
ン

つ
い
て
は

合
計
量
の
含

を
使
用
し
た
肥

ず
れ
か
一
に
つ

分
の
う
ち

モ
ニ
ア
性
窒
素
及

一
〇
・
〇

有
率
一
・
〇

料
で
あ
つ
て
、

い
て

最
も
大
き

び
硝
酸
性
窒
素
を

水
溶
性
加
里
に

％
に
つ
き
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加
里
を
保
証
し

一
・
〇

い
主
成
分

含
有
す
る
も
の
で

つ
い
て
は

ひ
素

、
窒
素
及
び
り

の
量
の
合

あ
る
こ
と
。

六
・
〇

〇
・
〇
〇
二

ん
酸
を
保
証
し

計
量
の
含

二

り
ん
酸
全
量
又

二

く
溶
性
加
里

亜
硝
酸

（
新
設
）

な
い
も
の
に
限

有
率
一
・

は
加
里
全
量
を
保

又
は
水
溶
性
加

〇
・
〇
二

る
。
）
に
、
加

〇
％
に
つ

証
す
る
肥
料
は
、

里
の
ほ
か
ア
ル

カ
ド
ミ
ウ
ム

里
質
肥
料
、
有

き
有
害
成

動
植
物
質
の
原
料

カ
リ
分
、
可
溶

〇
・
〇
〇
〇

機
質
肥
料
、
副

分
別
表
第

を
使
用
し
た
も
の

性
け
い
酸
、
く

〇
七
五

産
肥
料
等
、
石

二
の
と
お

で
あ
る
こ
と
。

溶
性
苦
土
、
水

ニ
ッ
ケ
ル

灰
質
肥
料
、
け

り
の
最
大

三

く
溶
性
り
ん
酸

溶
性
苦
土
、
可

〇
・
〇
〇
五

（
新
設
）

い
酸
質
肥
料
、

量

を
含
有
す
る
肥
料

溶
性
マ
ン
ガ
ン

ク
ロ
ム

苦
土
質
肥
料
、

二

窒
素
又

及
び
可
溶
性
り
ん

、
く
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
五

マ
ン
ガ
ン
質
肥

は
り
ん
酸

酸
を
含
有
す
る
肥

ガ
ン
、
水
溶
性

チ
タ
ン

料
、
ほ
う
素
質

を
保
証
す

料
を
原
料
と
し
て

マ
ン
ガ
ン
、
く

〇
・
〇
二

肥
料
又
は
微
量

る
も
の
に

使
用
す
る
肥
料
に

溶
性
ほ
う
素
又

要
素
複
合
肥
料

あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
、
く
溶

は
水
溶
性
ほ
う

を
混
合
し
た
も

、
窒
素
、

性
り
ん
酸
又
は
可

素
を
保
証
す
る

の
を
い
う
。
）

り
ん
酸
又

溶
性
り
ん
酸
の
い

も
の
に
あ
つ
て

は
加
里
の

ず
れ
か
一
を
保
証

は
、
一
に
掲
げ

そ
れ
ぞ
れ

す
る
も
の
で
あ
る

る
も
の
の
ほ
か

の
最
も
大

こ
と
。

ア
ル
カ
リ
分
に

き
い
主
成

四

ア
ル
カ
リ
分
を

つ
い
て
は

（
新
設
）

分
の
量
の

含
有
す
る
肥
料
及

二
〇
・
〇

合
計
量
の

び
石
灰
を
含
有
す

可
溶
性
け
い
酸

含
有
率
一

る
肥
料
を
原
料
と

に
つ
い
て
は

・
〇
％
に

し
て
使
用
す
る
肥

一
〇
・
〇

つ
き
有
害

料
に
あ
つ
て
は
、

く
溶
性
苦
土
に

成
分
別
表

ア
ル
カ
リ
分
又
は

つ
い
て
は

第
二
の
と

石
灰
の
い
ず
れ
か

一
・
〇

お
り
の
最

一
を
保
証
す
る
も

水
溶
性
苦
土
に

大
量

の
で
あ
る
こ
と
。

つ
い
て
は

五

（
略
）

一
・
〇

一

可
溶
性
マ
ン
ガ
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可
溶
性
マ
ン
ガ

ン
を
保
証
す
る
肥

ン
に
つ
い
て
は

料
は
、
原
料
と
し

〇
・
一
〇

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

く
溶
性
マ
ン
ガ

ン
を
保
証
す
る
肥

ン
に
つ
い
て
は

料
を
使
用
し
た
も

〇
・
一
〇

の
で
あ
る
こ
と
。

六

牛
等
由
来
の
原

水
溶
性
マ
ン
ガ

（
新
設
）

料
を
使
用
す
る
場

ン
に
つ
い
て
は

合
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
一
〇

管
理
措
置
が
行
わ

く
溶
性
ほ
う
素

れ
た
も
の
で
あ
る

に
つ
い
て
は

こ
と
。

〇
・
〇
五

七

牛
等
の
部
位
を

水
溶
性
ほ
う
素

（
新
設
）

原
料
と
す
る
場
合

に
つ
い
て
は

に
あ
つ
て
は
、
脊

〇
・
〇
五

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

八

要
植
害
確
認
原

二

規
則
第
七
条
の

料
を
使
用
す
る
肥

六
第
三
号
の
農
林

料
を
原
料
と
し
て

水
産
大
臣
が
指
定

使
用
す
る
肥
料
に

す
る
混
合
加
里
肥

あ
つ
て
は
、
要
植

料
以
外
の
も
の
で

害
確
認
原
料
が
法

あ
る
こ
と
。

第
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き

植
害
試
験
の
調
査
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を
受
け
害
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

九

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

間
は
、
三
年
肥
料

等
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
三
年
、

三
年
肥
料
等
を
原

料
と
し
て
使
用
し

な
い
肥
料
に
あ
つ

て
は
六
年
で
あ
る

。

四

有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）

四

有
機
質
肥
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

魚
か
す
粉
末

一

窒
素
全
量

魚
か
す
粉
末

窒
素
全
量
及
び
り

及
び
り
ん
酸

ん
酸
全
量
の
合
計

全
量
の
合
計

量

一
二
・
〇

量

窒
素
全
量

一
二
・
〇

四
・
〇

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

三
・
〇
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り
ん
酸
全
量

三
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

干
魚
肥
料
粉
末

一

窒
素
全
量

干
魚
肥
料
粉
末

窒
素
全
量

六
・
〇

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

三
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も
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の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

魚
節
煮
か
す

一

窒
素
全
量

魚
節
煮
か
す

窒
素
全
量

九
・
〇

九
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

甲
殻
類
質
肥
料

一

窒
素
全
量

甲
殻
類
質
肥
料
粉

窒
素
全
量

粉
末

三
・
〇

末

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う
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素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

蒸
製
魚
鱗
及
び

一

窒
素
全
量

蒸
製
魚
鱗
及
び
そ

窒
素
全
量

そ
の
粉
末

六
・
〇

の
粉
末

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
八
・
〇

一
八
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

肉
か
す
粉
末

一

窒
素
全
量

（
略
）

肉
か
す
粉
末

窒
素
全
量

（
略
）

六
・
〇

六
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）
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の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

肉
骨
粉

一

窒
素
全
量

（
略
）

肉
骨
粉

窒
素
全
量

（
略
）

五
・
〇

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

五
・
〇

五
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り
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蒸
製
て
い
角
粉

一

窒
素
全
量

（
略
）

蒸
製
て
い
角
粉

窒
素
全
量

（
略
）

一
〇
・
〇

一
〇
・
〇

二

窒
素
全
量

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

蒸
製
て
い
角
骨

一

窒
素
全
量

（
略
）

蒸
製
て
い
角
骨
粉

窒
素
全
量
及
び

（
略
）

粉

及
び
り
ん
酸

り
ん
酸
全
量
の
合

全
量
の
合
計

計
量

一
五
・
〇

量

窒
素
全
量

一
五
・
〇

六
・
〇

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

七
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ
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ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

蒸
製
毛
粉
（
羽

一

窒
素
全
量

（
略
）

蒸
製
毛
粉
（
羽
及

窒
素
全
量

（
略
）

及
び
鯨
ひ
げ
を

六
・
〇

び
鯨
ひ
げ
を
蒸
製

六
・
〇

蒸
製
し
た
も
の

二

窒
素
全
量

し
た
も
の
を
含
む

（
新
設
）

を
含
む
。
）

の
ほ
か
け
い

。
）

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

乾
血
及
び
そ
の

一

窒
素
全
量

（
略
）

乾
血
及
び
そ
の
粉

窒
素
全
量

（
略
）

粉
末

一
〇
・
〇

末

一
〇
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、
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マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

生
骨
粉

一

窒
素
全
量

（
略
）

生
骨
粉

窒
素
全
量
及
び
り

（
略
）

及
び
り
ん
酸

ん
酸
全
量
の
合
計

全
量
の
合
計

量

二
〇
・
〇

量

窒
素
全
量

二
〇
・
〇

三
・
〇

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

三
・
〇

一
六
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
六
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
石

灰
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の
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ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
に
つ
い
て

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と

お
り

可
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

蒸
製
骨
粉
（
脱

一

窒
素
全
量

（
略
）

蒸
製
骨
粉
（
脱
こ

一

窒
素
全
量
及

（
略
）

こ
う
骨
粉
を
含

及
び
り
ん
酸

う
骨
粉
を
含
む
。

び
り
ん
酸
全
量

む
。
）

全
量
を
保
証

）

を
保
証
す
る
も

す
る
も
の
に

の
に
あ
つ
て
は

あ
つ
て
は
窒

窒
素
全
量
及
び

素
全
量
及
び

り
ん
酸
全
量
の

り
ん
酸
全
量

合
計
量

の
合
計
量

二
一
・
〇

二
一
・
〇

窒
素
全
量

窒
素
全
量

一
・
〇

一
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
七
・
〇

一
七
・
〇
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二

り
ん
酸
全

二

り
ん
酸
全
量

量
を
保
証
す

を
保
証
す
る
も

る
も
の
に
あ

の
に
あ
つ
て
は

つ
て
は

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

二
五
・
〇

二
五
・
〇

三

窒
素
全
量

（
新
設
）

又
は
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
石

灰
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
又
は

二
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
に
つ
い
て

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と

お
り

可
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇
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水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

蒸
製
鶏
骨
粉

一

窒
素
全
量

蒸
製
鶏
骨
粉

窒
素
全
量
及
び
り

及
び
り
ん
酸

ん
酸
全
量
の
合
計

全
量
の
合
計

量

一
七
・
〇

量

窒
素
全
量

一
七
・
〇

一
・
〇

窒
素
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
三
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
三
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
石

灰
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
に
つ
い
て

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と
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お
り

可
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

蒸
製
皮
革
粉

一

窒
素
全
量

（
略
）

蒸
製
皮
革
粉

窒
素
全
量

（
略
）

六
・
〇

六
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

干
蚕
蛹
粉
末

一

窒
素
全
量

干
蚕
蛹
粉
末

窒
素
全
量

よ
う

よ
う

七
・
〇

七
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い
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酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

蚕
蛹
油
か
す
及

一

窒
素
全
量

蚕
蛹
油
か
す
及
び

一

窒
素
全
量

よ
う

よ
う

び
そ
の
粉
末

八
・
〇

そ
の
粉
末

八
・
〇

二

窒
素
全
量

二

窒
素
全
量
の

の
ほ
か
り
ん

ほ
か
り
ん
酸
全

酸
全
量
、
け

量
を
保
証
す
る

い
酸
、
苦
土

も
の
に
あ
つ
て

、
マ
ン
ガ
ン

は
、
一
に
掲
げ

又
は
ほ
う
素

る
も
の
の
ほ
か

を
保
証
す
る

り
ん
酸
全
量

も
の
に
あ
つ

一
・
〇

て
は
、
一
に

掲
げ
る
も
の

の
ほ
か

り
ん
酸
全
量

に
つ
い
て
は

一
・
〇

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う
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素
に
つ
い
て

は主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

絹
紡
蚕
蛹
く
ず

一

窒
素
全
量

絹
紡
蚕
蛹
く
ず

窒
素
全
量

よ
う

よ
う

七
・
〇

七
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

と
う
も
ろ
こ
し

一

窒
素
全
量

と
う
も
ろ
こ
し
は

窒
素
全
量

は
い
芽
及
び
そ

二
・
〇

い
芽
及
び
そ
の
粉

二
・
〇

の
粉
末

り
ん
酸
全
量

末

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

二
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里
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全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

大
豆
油
か
す
及

一

窒
素
全
量

大
豆
油
か
す
及
び

窒
素
全
量

び
そ
の
粉
末

六
・
〇

そ
の
粉
末

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
、
又
は
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か
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主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

な
た
ね
油
か
す

一

窒
素
全
量

な
た
ね
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

四
・
五

び
そ
の
粉
末
（
か

四
・
五

（
か
ら
し
油
か

り
ん
酸
全
量

ら
し
油
か
す
及
び

り
ん
酸
全
量

す
及
び
そ
の
粉

一
・
九

そ
の
粉
末
を
含
む

二
・
〇

末
を
含
む
。
）

加
里
全
量

。
）

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

わ
た
み
油
か
す

一

窒
素
全
量

わ
た
み
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

五
・
〇

び
そ
の
粉
末

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量
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一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

落
花
生
油
か
す

一

窒
素
全
量

落
花
生
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

五
・
五

び
そ
の
粉
末

五
・
五

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す
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る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

あ
ま
に
油
か
す

一

窒
素
全
量

あ
ま
に
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

四
・
五

び
そ
の
粉
末

四
・
五

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

ご
ま
油
か
す
及

一

窒
素
全
量

ご
ま
油
か
す
及
び

窒
素
全
量
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び
そ
の
粉
末

六
・
〇

そ
の
粉
末

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

ひ
ま
し
油
か
す

一

窒
素
全
量

ひ
ま
し
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

四
・
〇

び
そ
の
粉
末

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か
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け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

米
ぬ
か
油
か
す

一

窒
素
全
量

米
ぬ
か
油
か
す
及

窒
素
全
量

及
び
そ
の
粉
末

二
・
〇

び
そ
の
粉
末

二
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

四
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表
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第
二
の
と
お

り

そ
の
他
の
草
本

一

窒
素
全
量

そ
の
他
の
草
本
性

窒
素
全
量

性
植
物
油
か
す

三
・
〇

植
物
油
か
す
及
び

三
・
〇

及
び
そ
の
粉
末

り
ん
酸
全
量

そ
の
粉
末
（
二
以

り
ん
酸
全
量

（
二
以
上
の
草

一
・
〇

上
の
草
本
性
植
物

一
・
〇

本
性
植
物
油
か

加
里
全
量

油
か
す
及
び
そ
の

加
里
全
量

す
及
び
そ
の
粉

一
・
〇

粉
末
を
混
合
し
た

一
・
〇

末
を
混
合
し
た

二

窒
素
全
量

も
の
を
除
く
。
）

（
新
設
）

も
の
を
除
く
。

、
り
ん
酸
全

）

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

カ
ポ
ッ
ク
油
か

一

窒
素
全
量

カ
ポ
ッ
ク
油
か
す

窒
素
全
量

す
及
び
そ
の
粉

四
・
五

及
び
そ
の
粉
末

四
・
五

末

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇
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二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

と
う
も
ろ
こ
し

一

窒
素
全
量

と
う
も
ろ
こ
し
は

窒
素
全
量

は
い
芽
油
か
す

三
・
〇

い
芽
油
か
す
及
び

三
・
〇

及
び
そ
の
粉
末

り
ん
酸
全
量

そ
の
粉
末

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
り
ん
酸

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
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主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

た
ば
こ
く
ず
肥

一

窒
素
全
量

（
略
）

た
ば
こ
く
ず
肥
料

窒
素
全
量

（
略
）

料
粉
末

一
・
〇

粉
末

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

四
・
〇

四
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

及
び
加
里
全

量
の
ほ
か
け

い
酸
、
苦
土

、
マ
ン
ガ
ン

又
は
ほ
う
素

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は
、
一
に

掲
げ
る
も
の

の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

甘
草
か
す
粉
末

一

窒
素
全
量

甘
草
か
す
粉
末

窒
素
全
量

八
・
〇

八
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

の
ほ
か
け
い

酸
、
苦
土
、

マ
ン
ガ
ン
又

は
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も
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の
に
あ
つ
て

は
、
一
に
掲

げ
る
も
の
の

ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

豆
腐
か
す
乾
燥

一

窒
素
全
量

豆
腐
か
す
乾
燥
肥

一

窒
素
全
量

肥
料

四
・
〇

料

四
・
〇

二

窒
素
全
量

二

窒
素
全
量
の

の
ほ
か
り
ん

ほ
か
り
ん
酸
全

酸
全
量
、
加

量
又
は
加
里
全

里
全
量
、
け

量
を
保
証
す
る

い
酸
、
苦
土

も
の
に
あ
つ
て

、
マ
ン
ガ
ン

は
、
一
に
掲
げ

又
は
ほ
う
素

る
も
の
の
ほ
か

を
保
証
す
る

り
ん
酸
全
量
に

も
の
に
あ
つ

つ
い
て
は

て
は
、
一
に

一
・
〇

掲
げ
る
も
の

加
里
全
量
に
つ

の
ほ
か

い
て
は

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

に
つ
い
て
は

一
・
〇

加
里
全
量
に

つ
い
て
は一

・
〇

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う
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素
に
つ
い
て

は主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

え
ん
じ
ゆ
か
す

一

窒
素
全
量

え
ん
じ
ゆ
か
す
粉

窒
素
全
量

粉
末

三
・
〇

末

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

一
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

二
・
〇

二
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
り
ん
酸
全

量
及
び
加
里

全
量
の
ほ
か

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か
主

成
分
別
表
第

二
の
と
お
り

窒
素
質
グ
ア
ノ

一

窒
素
全
量

窒
素
質
グ
ア
ノ

窒
素
全
量

一
二
・
〇

一
二
・
〇

ア
ン
モ
ニ
ア

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

性
窒
素

素

一
・
〇
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一
・
〇

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

八
・
〇

八
・
〇

可
溶
性
り
ん
酸

可
溶
性
り
ん

四
・
〇

酸

四
・
〇

加
里
全
量

加
里
全
量

一
・
〇

一
・
〇

二

窒
素
全
量

（
新
設
）

、
ア
ン
モ
ニ

ア
性
窒
素
、

り
ん
酸
全
量

、
可
溶
性
り

ん
酸
及
び
加

里
全
量
の
ほ

か
け
い
酸
、

苦
土
、
マ
ン

ガ
ン
又
は
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

加
工
家
き
ん
ふ

一

窒
素
全
量

（
略
）

（
略
）

加
工
家
き
ん
ふ
ん

窒
素
全
量

（
略
）

（
略
）

ん
肥
料
（
次
に

二
・
五

肥
料
（
次
に
掲
げ

二
・
五

掲
げ
る
肥
料
を

り
ん
酸
全
量

る
肥
料
を
い
う
。

り
ん
酸
全
量

い
う
。

二
・
五

一

家
き
ん
の
ふ

二
・
五

一

家
き
ん
の

加
里
全
量

ん
に
硫
酸
等
を

加
里
全
量
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ふ
ん
に
硫
酸

一
・
〇

混
合
し
て
火
力

一
・
〇

等
を
混
合
し

二

窒
素
全
量

乾
燥
し
た
も
の

（
新
設
）

て
火
力
乾
燥

、
り
ん
酸
全

し
た
も
の

量
及
び
加
里

二

家
き
ん
の

全
量
の
ほ
か

二

家
き
ん
の
ふ

ふ
ん
を
加
圧

け
い
酸
、
苦

ん
を
加
圧
蒸
煮

蒸
煮
し
た
後

土
、
マ
ン
ガ

し
た
後
乾
燥
し

乾
燥
し
た
も

ン
、
ほ
う
素

た
も
の

の

又
は
可
溶
性

三

家
き
ん
の

硫
黄
を
保
証

三

家
き
ん
の
ふ

ふ
ん
に
つ
い

す
る
も
の
に

ん
に
つ
い
て
熱

て
熱
風
乾
燥

あ
つ
て
は
、

風
乾
燥
及
び
粉

及
び
粉
砕
を

一
に
掲
げ
る

砕
を
同
時
に
行

同
時
に
行
つ

も
の
の
ほ
か

つ
た
も
の

た
も
の

け
い
酸
、
苦

四

家
き
ん
の

土
、
マ
ン
ガ

四

家
き
ん
の
ふ

ふ
ん
を
は
つ

ン
又
は
ほ
う

ん
を
は
つ
こ
う

こ
う
乾
燥
さ

素
に
つ
い
て

乾
燥
さ
せ
た
も

せ
た
も
の
）

は
主
成
分
別

の
）

表
第
二
の
と

お
り

可
溶
性
硫
黄

に
つ
い
て
は

一
・
〇

と
う
も
ろ
こ
し

一

窒
素
全
量

（
略
）

と
う
も
ろ
こ
し
浸

窒
素
全
量

（
略
）

浸
漬
液
肥
料
（

三
・
〇

漬
液
肥
料
（
コ
ー

三
・
〇

コ
ー
ン
ス
タ
ー

り
ん
酸
全
量

ン
ス
タ
ー
チ
を
製

り
ん
酸
全
量

チ
を
製
造
す
る

三
・
〇

造
す
る
際
に
副
産

三
・
〇

際
に
副
産
さ
れ

加
里
全
量

さ
れ
る
と
う
も
ろ

加
里
全
量

る
と
う
も
ろ
こ

二
・
〇

こ
し
を
亜
硫
酸
液

二
・
〇
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し
を
亜
硫
酸
液

水
溶
性
加
里

で
浸
漬
し
た
液
を

水
溶
性
加
里

で
浸
漬
し
た
液

二
・
〇

発
酵
、
濃
縮
し
た

二
・
〇

を
発
酵
、
濃
縮

二

窒
素
全
量

も
の
を
い
う
。
）

（
新
設
）

し
た
も
の
を
い

、
り
ん
酸
全

う
。
）

量
、
加
里
全

量
及
び
水
溶

性
加
里
の
ほ

か
け
い
酸
、

苦
土
、
マ
ン

ガ
ン
又
は
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、

一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

主
成
分
別
表

第
二
の
と
お

り

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
植
物
質
肥
料

一

窒
素
全
量
を

（
食
品
工
業
又
は

保
証
す
る
も
の

発
酵
工
業
に
お
い

に
あ
つ
て
は

て
副
産
さ
れ
た
も

窒
素
全
量

の
で
あ
つ
て
、
植

三
・
五

物
質
の
原
料
に
由

二

窒
素
全
量
の

来
す
る
も
の
を
い

ほ
か
ア
ン
モ
ニ

う
。
）

ア
性
窒
素
、
り

ん
酸
全
量
又
は

加
里
全
量
を
保

証
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
窒
素
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全
量
及
び
り
ん

酸
全
量
又
は
加

里
全
量
の
合
計

量

五
・
〇

窒
素
全
量一

・
〇

ア
ン
モ
ニ
ア
性

素
に
つ
い
て
は

一
・
〇

り
ん
酸
全
量
に

つ
い
て
は一

・
〇

加
里
全
量
に
つ

い
て
は

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
有
機
質
肥

窒
素
全
量
及
び
り

窒
素
全
量
の

一

牛
等
由
来
の
原

料
（
次
に
掲
げ

ん
酸
全
量
又
は
加

含
有
率
一
・

料
を
使
用
す
る
場

る
肥
料
い
う
。

里
全
量
の
合
計
量

〇
％
に
つ
き

合
に
あ
つ
て
は
、

一

有
機
質
肥

六
・
〇

ひ
素

管
理
措
置
が
行
わ

料
に
有
機
質

窒
素
全
量

〇
・
〇
一

れ
た
も
の
で
あ
る

肥
料
又
は
米

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

こ
と
。

ぬ
か
、
発
酵

り
ん
酸
全
量
に
つ

〇
・
〇
〇
〇

二

牛
等
の
部
位
を

米
ぬ
か
、
乾

い
て
は

一
・
〇

〇
八

原
料
と
す
る
場
合

燥
藻
及
び
そ

加
里
全
量
に
つ
い

に
あ
つ
て
は
、
脊

の
粉
末
、
よ

て
は

一
・
〇

柱
等
が
混
合
し
な

も
ぎ
か
す
若

い
も
の
と
し
て
農

し
く
は
動
物

林
水
産
大
臣
の
確

の
排
せ
つ
物

認
を
受
け
た
工
程
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（
鶏
ふ
ん
の

に
お
い
て
製
造
さ

炭
化
物
に
限

れ
た
も
の
で
あ
る

る
。
）
を
混

こ
と
。

合
し
た
も
の

三

規
則
第
七
条
の

二

一
に
掲
げ

六
第
四
号
の
農
林

る
混
合
有
機

水
産
大
臣
が
指
定

質
肥
料
の
原

す
る
混
合
有
機
質

料
と
な
る
肥

肥
料
で
あ
る
こ
と

料
に
血
液
又

。

は
豆
腐
か
す

を
混
合
し
、

乾
燥
し
た
も

の
）

食
品
残
さ
加
工

一

窒
素
全
量

一

油
分
は
一
〇
％

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

肥
料
（
食
品
由

二
・
五

以
下
で
あ
る
こ
と

来
の
有
機
質
物

加
里
全
量

。

（
食
品
加
工
場

一
・
〇

二

牛
等
由
来
の
原

等
に
お
け
る
食

二

窒
素
全
量

料
を
使
用
す
る
場

品
の
製
造
、
加

及
び
加
里
全

合
に
あ
つ
て
は
、

工
又
は
調
理
の

量
の
ほ
か
り

管
理
措
置
が
行
わ

過
程
で
発
生
し

ん
酸
全
量
、

れ
た
も
の
で
あ
る

た
食
用
に
供
す

け
い
酸
、
苦

こ
と
。

る
こ
と
が
で
き

土
、
マ
ン
ガ

な
い
残
さ
を
除

ン
又
は
ほ
う

く
。
）
を
加
熱

素
を
保
証
す

乾
燥
し
、
搾
油

る
も
の
に
あ

機
に
よ
り
搾
油

つ
て
は
、
一

し
た
か
す
を
い

に
掲
げ
る
も
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う
。
）

の
の
ほ
か

り
ん
酸
全
量

に
つ
い
て
は

一
・
〇

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
に
つ
い
て

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と

お
り

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

魚
廃
物
加
工
肥

一

窒
素
全
量

（
略
）

（
略
）

魚
廃
物
加
工
肥

一

窒
素
全
量

（
略
）

（
略
）

料
（
原
料
規
格

四
・
〇

料
（
魚
荒
、
い

四
・
〇

第
一
中
一
の
項

り
ん
酸
全
量

か
内
臓
そ
の
他

り
ん
酸
全
量

イ
又
は
ロ
に
掲

一
・
〇

の
魚
廃
物
を
泥

一
・
〇

げ
る
原
料
を
泥

二

窒
素
全
量

炭
そ
の
他
の
動

二

窒
素
全
量
及

炭
そ
の
他
の
動

及
び
り
ん
酸

植
物
に
由
来
す

び
り
ん
酸
全
量

植
物
に
由
来
す

全
量
の
ほ
か

る
吸
着
原
料
に

の
ほ
か
加
里
全

る
吸
着
原
料
に

加
里
全
量
、

吸
着
さ
せ
た
も

量
を
保
証
す
る

吸
着
さ
せ
た
も

け
い
酸
、
苦

の
を
い
う
。
）

も
の
に
あ
つ
て

の
を
い
う
。
）

土
、
マ
ン
ガ

は
、
一
に
掲
げ

ン
又
は
ほ
う

る
も
の
の
ほ
か
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素
を
保
証
す

加
里
全
量

る
も
の
に
あ

一
・
〇

つ
て
は
、
一

に
掲
げ
る
も

の
の
ほ
か

加
里
全
量
に

つ
い
て
は一

・
〇

け
い
酸
、
苦

土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う

素
に
つ
い
て

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と

お
り

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

食
品
残
さ
加
工

一

窒
素
全
量

一

油
分
は
一
〇
％

肥
料
（
食
品
由

二
・
五

以
下
で
あ
る
こ
と

来
の
有
機
質
物

加
里
全
量

。

（
食
品
加
工
場

一
・
〇

二

牛
等
由
来
の
原

等
に
お
け
る
食

二

窒
素
全
量
及

料
を
使
用
す
る
場

品
の
製
造
、
加

び
加
里
全
量
の

合
に
あ
つ
て
は
、

工
又
は
調
理
の

ほ
か
り
ん
酸
全

管
理
措
置
が
行
わ

過
程
で
発
生
し

量
を
保
証
す
る

れ
た
も
の
で
あ
る

た
食
用
に
供
す

も
の
に
あ
つ
て

こ
と
。

る
こ
と
が
で
き

は
、
一
に
掲
げ

な
い
残
さ
を
除

る
も
の
の
ほ
か

く
。
）
を
加
熱

り
ん
酸
全
量

乾
燥
し
、
搾
油

一
・
〇

機
に
よ
り
搾
油
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し
た
か
す
を
い

う
。
）

乾
燥
菌
体
肥
料

一

窒
素
全
量

（
略
）

（
略
）

乾
燥
菌
体
肥
料

一

窒
素
全
量
を

(

略)

（
略
）

（
次
に
掲
げ
る

を
保
証
す
る

（
次
に
掲
げ
る

保
証
す
る
も
の

肥
料
を
い
う
。

も
の
に
あ
つ

肥
料
を
い
う
。

に
あ
つ
て
は

一

専
ら
原
料

て
は

一

培
養
に
よ

窒
素
全
量

規
格
第
一
中

窒
素
全
量

つ
て
得
ら
れ

五
・
五

三
の
項
ホ
又

五
・
五

る
菌
体
又
は

二

窒
素
全
量
の

は
ヘ
に
掲
げ

二

窒
素
全
量

こ
の
菌
体
か

ほ
か
り
ん
酸
全

る
原
料
を
使

の
ほ
か
り
ん

ら
脂
質
若
し

量
又
は
加
里
全

用
し
た
も
の

酸
全
量
、
加

く
は
核
酸
を

量
を
保
証
す
る

二

原
料
規
格

里
全
量
、
け

抽
出
し
た
か

も
の
に
あ
つ
て

第
二
中
十
五

い
酸
、
石
灰

す
を
乾
燥
し

は

の
項
に
掲
げ

、
苦
土
、
マ

た
も
の

窒
素
全
量

る
原
料
を
加

ン
ガ
ン
、
ほ

二

食
品
工
業

四
・
〇

熱
乾
燥
し
た

う
素
又
は
可

、
パ
ル
プ
工

り
ん
酸
全
量
に

も
の
）

溶
性
硫
黄
を

業
、
発
酵
工

つ
い
て
は

保
証
す
る
も

業
又
は
ゼ
ラ

一
・
〇

の
に
あ
つ
て

チ
ン
工
業
（

加
里
全
量
に
つ

は

な
め
し
皮
革

い
て
は

窒
素
全
量

く
ず
を
原
料

一
・
〇

四
・
〇

と
し
て
使
用

り
ん
酸
全
量

し
な
い
も
の

に
つ
い
て
は

に
限
る
。
）

一
・
〇

の
廃
水
を
活

加
里
全
量
に

性
ス
ラ
ッ
ジ

つ
い
て
は

法
に
よ
り
浄

一
・
〇

化
す
る
際
に

け
い
酸
、
苦

得
ら
れ
る
菌
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土
、
マ
ン
ガ

体
を
加
熱
乾

ン
又
は
ほ
う

燥
し
た
も
の

素
に
つ
い
て

）

は
主
成
分
別

表
第
二
の
と

お
り

可
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

く
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

水
溶
性
石
灰

に
つ
い
て
は

一
・
〇

可
溶
性
硫
黄

に
つ
い
て
は

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
動
物
質
肥

一

窒
素
全
量
を

窒
素
全
量
の

一

牛
等
由
来
の
原

料
（
食
品
工
業

保
証
す
る
も
の

含
有
率
一
・

料
を
使
用
す
る
場

、
繊
維
工
業
、

に
あ
つ
て
は

〇
％
に
つ
き

合
に
あ
つ
て
は
、

ゼ
ラ
チ
ン
工
業

窒
素
全
量

ひ
素

管
理
措
置
が
行
わ

又
は
な
め
し
か

六
・
〇

〇
・
〇
一

れ
た
も
の
で
あ
る

わ
製
造
業
に
お

二

窒
素
全
量
の

カ
ド
ミ
ウ
ム

こ
と
。

い
て
副
産
さ
れ

ほ
か
り
ん
酸
全

〇
・
〇
〇
〇

二

牛
等
の
部
位
を

た
も
の
で
あ
つ

量
又
は
加
里
全

〇
八

原
料
と
す
る
場
合

て
、
動
物
質
の

量
を
保
証
す
る

に
あ
つ
て
は
、
脊

原
料
に
由
来
す

も
の
に
あ
つ
て

柱
等
が
混
合
し
な

る
も
の
を
い
う

は
窒
素
全
量
及

い
も
の
と
し
て
農
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。
）

び
り
ん
酸
全
量

林
水
産
大
臣
の
確

又
は
加
里
全
量

認
を
受
け
た
工
程

の
合
計
量

に
お
い
て
製
造
さ

一
〇
・
〇

れ
た
も
の
で
あ
る

窒
素
全
量

こ
と
。

二
・
〇

り
ん
酸
全
量
に

つ
い
て
は二

・
〇

加
里
全
量
に
つ

い
て
は

九
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
有
機
質
肥

窒
素
全
量
及
び
り

窒
素
全
量
の

一

牛
等
由
来
の
原

料

ん
酸
全
量
又
は
加

含
有
率
一
・

料
を
使
用
す
る
場

里
全
量
の
合
計
量

〇
％
に
つ
き

合
に
あ
つ
て
は
、

六
・
〇

ひ
素

管
理
措
置
が
行
わ

窒
素
全
量

〇
・
〇
一

れ
た
も
の
で
あ
る

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

こ
と
。

り
ん
酸
全
量
に
つ

〇
・
〇
〇
〇

二

牛
等
の
部
位
を

い
て
は

一
・
〇

〇
八

原
料
と
す
る
場
合

加
里
全
量
に
つ
い

に
あ
つ
て
は
、
脊

て
は

一
・
〇

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

規
則
第
七
条
の

六
第
四
号
の
農
林
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水
産
大
臣
が
指
定

す
る
混
合
有
機
質

肥
料
以
外
の
も
の

で
あ
る
こ
と
。

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

（
新
設
）

(3)肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

副
産
動
植
物
質

主
成
分
別
表
第

原
料
規
格
第

一

窒
素
全
量
、
り

肥
料
（
専
ら
原

一
の
と
お
り

一
中
一
の
項

ん
酸
全
量
又
は
加

料
規
格
第
一
に

に
掲
げ
る
原

里
全
量
の
い
ず
れ

掲
げ
る
原
料
を

料
を
使
用
し

か
一
以
上
を
保
証

使
用
し
た
も
の

た
も
の
に
あ

し
た
も
の
で
あ
る

を
い
う
。
）

つ
て
は
、
保

こ
と
。

証
す
る
窒
素

二

く
溶
性
り
ん
酸

、
り
ん
酸
又

を
含
有
す
る
原
料

は
加
里
の
う

及
び
可
溶
性
り
ん

ち
最
も
大
き

酸
を
含
有
す
る
原

い
主
成
分
の

料
を
使
用
す
る
肥

量
の
含
有
率

料
に
あ
つ
て
は
、

一
・
〇
％
に

く
溶
性
り
ん
酸
又

つ
き

は
可
溶
性
り
ん
酸

ひ
素

の
い
ず
れ
か
一
を

〇
・
〇
一

保
証
す
る
も
の
で

カ
ド
ミ
ウ
ム

あ
る
こ
と
。

〇
・
〇
〇
〇

三

ア
ル
カ
リ
分
を
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〇
八

含
有
す
る
原
料
及

び
石
灰
を
含
有
す

る
原
料
を
使
用
す

る
肥
料
に
あ
つ
て

は
、
ア
ル
カ
リ
分

又
は
石
灰
の
い
ず

れ
か
一
を
保
証
す

る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

四

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

五

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六

登
録
の
有
効
期

間
は
、
三
年
原
料

を
使
用
す
る
肥
料

に
あ
つ
て
は
三
年

、
三
年
原
料
を
使

用
し
な
い
肥
料
に
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あ
つ
て
は
六
年
で

あ
る
。

混
合
有
機
質
肥

主
成
分
別
表
第

保
証
す
る
窒

一

窒
素
全
量
、
り

料
（
次
に
掲
げ

一
の
と
お
り

素
、
り
ん
酸

ん
酸
全
量
又
は
加

る
肥
料
を
い
う

又
は
加
里
の

里
全
量
の
い
ず
れ

。

う
ち
最
も
大

か
一
以
上
を
保
証

一

有
機
質
肥

き
い
主
成
分

し
た
も
の
で
あ
る

料
に
有
機
質

の
量
の
含
有

こ
と
。

肥
料
又
は
米

率
一
・
〇
％

二

く
溶
性
り
ん
酸

ぬ
か
、
発
酵

に
つ
き

を
含
有
す
る
原
料

米
ぬ
か
、
乾

ひ
素

及
び
可
溶
性
り
ん

燥
藻
及
び
そ

〇
・
〇
一

酸
を
含
有
す
る
原

の
粉
末
、
よ

カ
ド
ミ
ウ
ム

料
を
使
用
す
る
肥

も
ぎ
か
す
若

〇
・
〇
〇
〇

料
に
あ
つ
て
は
、

し
く
は
動
物

〇
八

く
溶
性
り
ん
酸
又

の
排
せ
つ
物

は
可
溶
性
り
ん
酸

（
鶏
ふ
ん
の

の
い
ず
れ
か
一
を

炭
化
物
に
限

保
証
す
る
も
の
で

る
。
）
を
混

あ
る
こ
と
。

合
し
た
も
の

三

ア
ル
カ
リ
分
を

二

一
に
掲
げ

含
有
す
る
原
料
及

る
混
合
有
機

び
石
灰
を
含
有
す

質
肥
料
の
原

る
原
料
を
使
用
す

料
と
な
る
肥

る
肥
料
に
あ
つ
て

料
に
血
液
又

は
、
ア
ル
カ
リ
分

は
豆
腐
か
す

又
は
石
灰
の
い
ず

を
混
合
し
、

れ
か
一
を
保
証
す

乾
燥
し
た
も

る
も
の
で
あ
る
こ

の
）

と
。

83



四

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

五

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六

登
録
の
有
効
期

間
は
、
三
年
肥
料

等
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
三
年
、

三
年
肥
料
等
を
原

料
と
し
て
使
用
し

な
い
肥
料
に
あ
つ

て
は
六
年
で
あ
る

。

五

副
産
肥
料
等

（
新
設
）

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(1)
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肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

菌
体
肥
料
（
次

主
成
分
別
表
第

ひ
素

一

く
溶
性
り
ん
酸

に
掲
げ
る
肥
料

一
の
と
お
り

〇
・
〇
〇
五

を
含
有
す
る
原
料

を
い
う
。

カ
ド
ミ
ウ
ム

及
び
可
溶
性
り
ん

一

専
ら
原
料

〇
・
〇
〇
〇

酸
を
含
有
す
る
原

規
格
第
二
中

五

料
を
使
用
す
る
肥

十
五
の
項
に

水
銀

料
に
あ
つ
て
は
、

掲
げ
る
原
料

〇
・
〇
〇
〇

く
溶
性
り
ん
酸
又

を
使
用
し
た

二

は
可
溶
性
り
ん
酸

も
の

ニ
ッ
ケ
ル

の
い
ず
れ
か
一
を

二

原
料
規
格

〇
・
〇
三

保
証
す
る
も
の
で

第
二
中
十
五

ク
ロ
ム

あ
る
こ
と
。

の
項
に
掲
げ

〇
・
〇
五

二

ア
ル
カ
リ
分
を

る
原
料
又
は

鉛

含
有
す
る
原
料
及

当
該
原
料
に

〇
・
〇
一

び
石
灰
を
含
有
す

原
料
規
格
第

る
原
料
を
使
用
す

一
に
掲
げ
る

る
肥
料
に
あ
つ
て

原
料
を
混
合

は
、
ア
ル
カ
リ
分

し
た
も
の
を

又
は
石
灰
の
い
ず

堆
積
又
は
撹

れ
か
一
を
保
証
す

拌
し
、
腐
熟

る
も
の
で
あ
る
こ

さ
せ
た
も
の

と
。

を
い
う
。
）

三

植
害
試
験
の
調

査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

四

牛
等
由
来
の
原
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料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

五

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

(2)肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

副
産
肥
料
（
次

主
成
分
別
表
第

有
害
成
分
別

一

窒
素
全
量
を
保

に
掲
げ
る
肥
料

一
の
と
お
り

表
第
三
の
と

証
す
る
肥
料
は
、

を
い
う
。

お
り

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

一

原
料
規
格

素
又
は
硝
酸
性
窒

第
一
に
掲
げ

素
以
外
の
形
態
の

る
原
料
及
び

窒
素
を
含
有
す
る

原
料
規
格
第

も
の
並
び
に
ア
ン
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二
に
掲
げ
る

モ
ニ
ア
性
窒
素
及

原
料
（
十
五

び
硝
酸
性
窒
素
を

の
項
に
掲
げ

含
有
す
る
も
の
で

る
も
の
を
除

あ
る
こ
と
。

く
。
）
を
そ

二

り
ん
酸
全
量
又

れ
ぞ
れ
一
以

は
加
里
全
量
を
保

上
使
用
し
た

証
す
る
肥
料
は
、

も
の

動
植
物
質
の
原
料

二

専
ら
原
料

を
使
用
し
た
も
の

規
格
第
二
に

で
あ
る
こ
と
。

掲
げ
る
原
料

三

く
溶
性
り
ん
酸

（
十
五
の
項

を
含
有
す
る
原
料

に
掲
げ
る
も

及
び
可
溶
性
り
ん

の
を
除
く
。

酸
を
含
有
す
る
原

）
を
使
用
し

料
を
使
用
す
る
肥

た
も
の
）

料
に
あ
つ
て
は
、

く
溶
性
り
ん
酸
又

は
可
溶
性
り
ん
酸

の
い
ず
れ
か
一
を

保
証
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四

ア
ル
カ
リ
分
を

含
有
す
る
原
料
及

び
石
灰
を
含
有
す

る
原
料
を
使
用
す

る
肥
料
に
あ
つ
て

は
、
ア
ル
カ
リ
分

又
は
石
灰
の
い
ず

れ
か
一
を
保
証
す

る
も
の
で
あ
る
こ
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と
。

五

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

七

製
鋼
鉱
さ
い
を

原
料
と
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
四

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

網
ふ
る
い
を
全
通

す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
そ
の
他
の

鉱
さ
い
を
原
料
と

す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
二
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
網
ふ
る

い
を
全
通
し
、
か

つ
、
六
〇
〇
マ
イ
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ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の

網
ふ
る
い
を
六
〇

％
以
上
通
過
す
る

こ
と
。

八

要
植
害
確
認
原

料
を
使
用
す
る
肥

料
に
あ
つ
て
は
、

要
植
害
確
認
原
料

が
法
第
七
条
た
だ

し
書
の
規
定
に
基

づ
き
植
害
試
験
の

調
査
を
受
け
害
が

認
め
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

九

登
録
の
有
効
期

間
は
、
三
年
原
料

を
使
用
す
る
肥
料

に
あ
つ
て
は
三
年

、
三
年
原
料
を
使

用
し
な
い
肥
料
に

あ
つ
て
は
六
年
で

あ
る
。

液
状
肥
料
（
肥

一
１

窒
素
全

有
害
成
分
別

一

窒
素
全
量
を
保

料
（
混
合
汚
泥

量
を
保
証

表
第
三
の
と

証
す
る
肥
料
は
、

複
合
肥
料
及
び

す
る
も
の

お
り

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

規
則
第
一
条
の

に
あ
つ
て

素
又
は
硝
酸
性
窒

二
各
号
に
掲
げ

は

素
以
外
の
成
分
形

る
普
通
肥
料
を

窒
素
全
量

態
の
窒
素
を
含
有

除
く
。
）
又
は

一
・
〇

す
る
も
の
並
び
に

89



肥
料
原
料
（
原

２

ア
ン
モ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

料
規
格
第
一
及

ニ
ア
性
窒

素
及
び
硝
酸
性
窒

び
原
料
規
格
第

素
を
保
証

素
を
併
せ
て
含
有

二
に
掲
げ
る
も

す
る
も
の

す
る
も
の
で
あ
る

の
に
限
り
、
要

に
あ
つ
て

こ
と
。

植
害
確
認
原
料

は

二

り
ん
酸
全
量
又

及
び
原
料
規
格

ア
ン
モ
ニ

は
加
里
全
量
を
保

第
二
中
十
五
の

ア
性
窒
素

証
す
る
肥
料
は
、

項
に
掲
げ
る
も

一
・
〇

動
植
物
質
の
原
料

の
を
除
く
。
）

３

硝
酸
性

を
使
用
し
た
も
の

を
使
用
し
た
も

窒
素
を
保

で
あ
る
こ
と
。

の
で
あ
つ
て
、

証
す
る
も

三

く
溶
性
り
ん
酸

液
状
の
も
の
を

の
に
あ
つ

を
含
有
す
る
原
料

い
う
。
）

て
は

及
び
可
溶
性
り
ん

硝
酸
性
窒

酸
を
含
有
す
る
原

素

料
を
使
用
す
る
肥

一
・
〇

料
に
あ
つ
て
は
、

二
１

り
ん
酸

く
溶
性
り
ん
酸
又

全
量
を
保

は
可
溶
性
り
ん
酸

証
す
る
も

の
い
ず
れ
か
一
を

の
に
あ
つ

保
証
す
る
も
の
で

て
は

あ
る
こ
と
。

り
ん
酸
全

四

ア
ル
カ
リ
分
を

量

含
有
す
る
原
料
及

一
・
○

び
石
灰
を
含
有
す

２

く
溶
性

る
原
料
を
使
用
す

り
ん
酸
を

る
肥
料
に
あ
つ
て

保
証
す
る

は
、
ア
ル
カ
リ
分

も
の
に
あ

又
は
石
灰
の
い
ず

つ
て
は

れ
か
一
を
保
証
す
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く
溶
性
り

る
も
の
で
あ
る
こ

ん
酸

と
。

一
・
○

五

チ
オ
硫
酸
ア
ン

３

可
溶
性

モ
ニ
ウ
ム
に
由
来

り
ん
酸
を

す
る
窒
素
を
含
有

保
証
す
る

す
る
肥
料
に
あ
つ

も
の
に
あ

て
は
、

が
六
・

pH

つ
て
は

〇
以
上
の
も
の
で

可
溶
性
り

あ
る
こ
と
。

ん
酸

六

シ
ア
ナ
ミ
ド
に

一
・
○

由
来
す
る
窒
素
を

４

水
溶
性

含
有
す
る
肥
料
に

り
ん
酸
を

あ
つ
て
は
、
そ
の

保
証
す
る

他
の
原
料
に
由
来

も
の
に
あ

す
る
窒
素
を
含
有

つ
て
は

し
な
い
こ
と
。

水
溶
性
り

七

シ
ア
ナ
ミ
ド
に

ん
酸

由
来
す
る
窒
素
を

一
・
○

含
有
す
る
肥
料
に

三
１

加
里
全

あ
つ
て
は
、
ジ
シ

量
を
保
証

ア
ン
ジ
ア
ミ
ド
性

す
る
も
の

窒
素
は
窒
素
全
量

に
あ
つ
て

の
二
〇
・
〇
％
以

は

下
で
あ
る
こ
と
。

加
里
全
量

八

牛
等
由
来
の
原

一
・
○

料
を
使
用
す
る
場

２

く
溶
性

合
に
あ
つ
て
は
、

加
里
を
保

管
理
措
置
が
行
わ

証
す
る
も

れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
あ
つ

こ
と
。
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て
は

九

牛
等
の
部
位
を

く
溶
性
加

原
料
と
す
る
場
合

里

に
あ
つ
て
は
、
脊

一
・
〇

柱
等
が
混
合
し
な

３

水
溶
性

い
も
の
と
し
て
農

加
里
を
保

林
水
産
大
臣
の
確

証
す
る
も

認
を
受
け
た
工
程

の
に
あ
つ

に
お
い
て
製
造
さ

て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

水
溶
性
加

こ
と
。

里

十

製
鋼
鉱
さ
い
を

一
・
〇

原
料
と
す
る
も
の

四

ア
ル
カ
リ

に
あ
つ
て
は
、
四

分
を
保
証
す

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

る
も
の
に
あ

網
ふ
る
い
を
全
通

つ
て
は

す
る
も
の
で
あ
る

ア
ル
カ
リ
分

こ
と
。
そ
の
他
の

五
・
〇

鉱
さ
い
を
原
料
と

五
１

可
溶
性

す
る
場
合
に
あ
つ

石
灰
を
保

て
は
、
二
ミ
リ
メ

証
す
る
も

ー
ト
ル
の
網
ふ
る

の
に
あ
つ

い
を
全
通
し
、
か

て
は

つ
、
六
〇
〇
マ
イ

可
溶
性
石

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の

灰

網
ふ
る
い
を
六
〇

一
・
〇

％
以
上
通
過
す
る

２

く
溶
性

こ
と
。

石
灰
を
保

十
一

要
植
害
確
認

証
す
る
も

原
料
を
使
用
す
る

の
に
あ
つ

肥
料
を
原
料
と
し
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て
は

て
使
用
す
る
肥
料

く
溶
性
石

に
あ
つ
て
は
、
要

灰

植
害
確
認
原
料
が

一
・
〇

法
第
七
条
た
だ
し

３

水
溶
性

書
の
規
定
に
基
づ

石
灰
を
保

き
植
害
試
験
の
調

証
す
る
も

査
を
受
け
害
が
認

の
に
あ
つ

め
ら
れ
な
い
も
の

て
は

で
あ
る
こ
と
。

水
溶
性
石

十
二

登
録
の
有
効

灰

期
間
は
、
三
年
原

一
・
〇

料
又
は
三
年
肥
料

六
１

可
溶
性

等
を
使
用
す
る
肥

け
い
酸
を

料
に
あ
つ
て
は
三

保
証
す
る

年
、
三
年
原
料
又

も
の
に
あ

は
三
年
肥
料
等
を

つ
て
は

使
用
し
な
い
肥
料

可
溶
性
け

に
あ
つ
て
は
六
年

い
酸

で
あ
る
。

五
・
〇

２

水
溶
性

け
い
酸
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
け

い
酸五

・
〇

七
１

可
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も
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の
に
あ
つ

て
は

可
溶
性
苦

土

一
・
〇

２

く
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

く
溶
性
苦

土

一
・
〇

３

水
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
苦

土

一
・
〇

八
１

可
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

２

く
溶
性
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マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

３

水
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

九
１

く
溶
性

ほ
う
素
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇五

２

水
溶
性

ほ
う
素
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は
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水
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇五

十

可
溶
性
硫

黄
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

吸
着
複
合
肥
料

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

（
窒
素
、
り
ん

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

酸
若
し
く
は
加

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

里
を
含
有
す
る

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

肥
料
（
混
合
汚

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

泥
複
合
肥
料
及

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

び
規
則
第
一
条

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

の
二
各
号
に
掲

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

げ
る
普
通
肥
料

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

を
除
く
。
）
又

の
最
も
大
き
い

硫
青
酸
化
物

素
を
含
有
す
る
も

は
肥
料
原
料
（

主
成
分
の
量
の

〇
・
〇
〇
五

の
で
あ
る
こ
と
。

原
料
規
格
第
一

合
計
量

ひ
素

二

り
ん
酸
全
量
又

及
び
原
料
規
格

二
・
〇

〇
・
〇
〇
二

は
加
里
全
量
を
保

第
二
に
掲
げ
る

亜
硝
酸

証
す
る
肥
料
は
、

も
の
に
限
り
、

〇
・
〇
二

動
植
物
質
の
原
料

要
植
害
確
認
原

ビ
ウ
レ
ッ
ト

を
使
用
し
た
も
の

料
及
び
原
料
規

性
窒
素

で
あ
る
こ
と
。

格
第
二
中
十
五

〇
・
〇
一

三

く
溶
性
り
ん
酸

の
項
に
掲
げ
る

ス
ル
フ
ァ
ミ

を
含
有
す
る
原
料
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も
の
を
除
く
。

ン
酸

及
び
可
溶
性
り
ん

）
の
水
溶
液
を

〇
・
〇
〇
五

酸
を
含
有
す
る
原

け
い
そ
う
土
そ

カ
ド
ミ
ウ
ム

料
を
使
用
す
る
肥

の
他
の
吸
着
原

〇
・
〇
〇
〇

料
に
あ
つ
て
は
、

料
に
吸
着
さ
せ

〇
七
五

く
溶
性
り
ん
酸
又

た
も
の
を
い
う

は
可
溶
性
り
ん
酸

。
）

の
い
ず
れ
か
一
を

保
証
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

四

ア
ル
カ
リ
分
を

含
有
す
る
原
料
及

び
石
灰
を
含
有
す

る
原
料
を
使
用
す

る
肥
料
に
あ
つ
て

は
、
ア
ル
カ
リ
分

又
は
石
灰
の
い
ず

れ
か
一
を
保
証
す

る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

五

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

六

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確
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認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

七

要
植
害
確
認
原

料
を
使
用
す
る
肥

料
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
、
要
植

害
確
認
原
料
が
法

第
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き

植
害
試
験
の
調
査

を
受
け
害
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

八

登
録
の
有
効
期

間
は
、
三
年
原
料

又
は
三
年
肥
料
等

を
使
用
す
る
肥
料

に
あ
つ
て
は
三
年

、
三
年
原
料
又
は

三
年
肥
料
等
を
使

用
し
な
い
肥
料
に

あ
つ
て
は
六
年
で

あ
る
。

家
庭
園
芸
用
複

一

窒
素
、
り

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

合
肥
料
（
肥
料

ん
酸
又
は
加

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

（
混
合
汚
泥
複

里
の
い
ず
れ

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

合
肥
料
及
び
規

か
二
以
上
に

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒
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則
第
一
条
の
二

つ
い
て
そ
れ

い
主
成
分
の

素
以
外
の
形
態
の

各
号
に
掲
げ
る

ぞ
れ
の
最
も

量
の
合
計
量

窒
素
を
含
有
す
る

普
通
肥
料
を
除

大
き
い
主
成

の
含
有
率
一

も
の
並
び
に
ア
ン

く
。
）
又
は
肥

分
の
量
の
合

・
〇
％
に
つ

モ
ニ
ア
性
窒
素
及

料
原
料
（
原
料

計
量

き

び
硝
酸
性
窒
素
を

規
格
第
一
及
び

〇
・
二

有
害
成
分
別

含
有
す
る
も
の
で

原
料
規
格
第
二

二
１

窒
素
全

表
第
二
の
と

あ
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
も
の

量
を
保
証

お
り

二

り
ん
酸
全
量
又

に
限
り
、
要
植

す
る
も
の

は
加
里
全
量
を
保

害
確
認
原
料
及

に
あ
つ
て

証
す
る
肥
料
は
、

び
原
料
規
格
第

は

動
植
物
質
の
原
料

二
中
十
五
の
項

窒
素
全
量

を
使
用
し
た
も
の

に
掲
げ
る
も
の

〇
・
一

で
あ
る
こ
と
。

を
除
く
。
）
を

２

ア
ン
モ

三

く
溶
性
り
ん
酸

使
用
し
た
も
の

ニ
ア
性
窒

を
含
有
す
る
原
料

で
あ
つ
て
、
規

素
を
保
証

及
び
可
溶
性
り
ん

則
第
一
条
の
三

す
る
も
の

酸
を
含
有
す
る
原

に
規
定
す
る
家

に
あ
つ
て

料
を
使
用
す
る
肥

庭
園
芸
用
肥
料

は

料
に
あ
つ
て
は
、

で
あ
る
も
の
を

ア
ン
モ
ニ

く
溶
性
り
ん
酸
又

い
う
。
）

ア
性
窒
素

は
可
溶
性
り
ん
酸

〇
・
一

の
い
ず
れ
か
一
を

３

硝
酸
性

保
証
す
る
も
の
で

窒
素
を
保

あ
る
こ
と
。

証
す
る
も

四

ア
ル
カ
リ
分
を

の
に
あ
つ

含
有
す
る
原
料
及

て
は

び
石
灰
を
含
有
す

硝
酸
性
窒

る
原
料
を
使
用
す

素

る
肥
料
に
あ
つ
て

〇
・
一

は
、
ア
ル
カ
リ
分
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三
１

り
ん
酸

又
は
石
灰
の
い
ず

全
量
を
保

れ
か
一
を
保
証
す

証
す
る
も

る
も
の
で
あ
る
こ

の
に
あ
つ

と
。

て
は

五

牛
等
由
来
の
原

り
ん
酸
全

料
を
使
用
す
る
場

量

合
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
一

管
理
措
置
が
行
わ

２

く
溶
性

れ
た
も
の
で
あ
る

り
ん
酸
を

こ
と
。

保
証
す
る

六

牛
等
の
部
位
を

も
の
に
あ

原
料
と
す
る
場
合

つ
て
は

に
あ
つ
て
は
、
脊

く
溶
性
り

柱
等
が
混
合
し
な

ん
酸

い
も
の
と
し
て
農

〇
・
一

林
水
産
大
臣
の
確

３

可
溶
性

認
を
受
け
た
工
程

り
ん
酸
を

に
お
い
て
製
造
さ

保
証
す
る

れ
た
も
の
で
あ
る

も
の
に
あ

こ
と
。

つ
て
は

七

製
鋼
鉱
さ
い
を

可
溶
性
り

原
料
と
す
る
も
の

ん
酸

に
あ
つ
て
は
、
四

〇
・
一

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の

４

水
溶
性

網
ふ
る
い
を
全
通

り
ん
酸
を

す
る
も
の
で
あ
る

保
証
す
る

こ
と
。
そ
の
他
の

も
の
に
あ

鉱
さ
い
を
原
料
と

つ
て
は

す
る
場
合
に
あ
つ

水
溶
性
り

て
は
、
二
ミ
リ
メ
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ん
酸

ー
ト
ル
の
網
ふ
る

〇
・
一

い
を
全
通
し
、
か

四
１

加
里
全

つ
、
六
〇
〇
マ
イ

量
を
保
証

ク
ロ
メ
ー
ト
ル
の

す
る
も
の

網
ふ
る
い
を
六
〇

に
あ
つ
て

％
以
上
通
過
す
る

は

こ
と
。

加
里
全
量

八

要
植
害
確
認
原

〇
・
一

料
を
使
用
す
る
肥

２

く
溶
性

料
を
原
料
と
し
て

加
里
を
保

使
用
す
る
肥
料
に

証
す
る
も

あ
つ
て
は
、
要
植

の
に
あ
つ

害
確
認
原
料
が
法

て
は

第
七
条
た
だ
し
書

く
溶
性
加

の
規
定
に
基
づ
き

里

植
害
試
験
の
調
査

〇
・
一

を
受
け
害
が
認
め

３

水
溶
性

ら
れ
な
い
も
の
で

加
里
を
保

あ
る
こ
と
。

証
す
る
も

九

登
録
の
有
効
期

の
に
あ
つ

間
は
、
三
年
原
料

て
は

又
は
三
年
肥
料
等

水
溶
性
加

を
使
用
す
る
肥
料

里

に
あ
つ
て
は
三
年

〇
・
一

、
三
年
原
料
又
は

五

ア
ル
カ
リ

三
年
肥
料
等
を
使

分
を
保
証
す

用
し
な
い
肥
料
に

る
も
の
に
あ

あ
つ
て
は
六
年
で

つ
て
は

あ
る
。

ア
ル
カ
リ
分

五
・
〇
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六

可
溶
性
石

灰
、
く
溶
性

石
灰
又
は
水

溶
性
石
灰
を

保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て

は可
溶
性
石
灰

〇
・
一

く
溶
性
石
灰

〇
・
一

水
溶
性
石
灰

〇
・
一

七
１

可
溶
性

け
い
酸
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

可
溶
性
け

い
酸五

・
〇

２

水
溶
性

け
い
酸
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は
水

溶
性
け
い

酸

五
・
〇

八
１

可
溶
性

苦
土
を
保
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証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

可
溶
性
苦

土〇
・
〇
一

２

く
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

く
溶
性
苦

土〇
・
〇
一

３

水
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
苦

土〇
・
〇
一

九
１

可
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇一
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２

く
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇一

３

水
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇一

十
１

く
溶
性

ほ
う
素
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇一

２

水
溶
性

ほ
う
素
を

保
証
す
る

も
の
に
あ
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つ
て
は

水
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇一

十
一

可
溶
性

硫
黄
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
硫
黄

〇
・
一

六

複
合
肥
料

五

複
合
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

り
ん
酸
ア
ン
モ

一

ア
ン
モ
ニ

窒
素
及
び
り

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

ニ
ア

ア
性
窒
素

ん
酸
の
最
も

八
・
四

大
き
い
主
成

水
溶
性
り
ん

分
の
量
の
合

酸

計
量
の
含
有

三
七
・
一

量
一
・
〇
％

二

ア
ン
モ
ニ

に
つ
き

ア
性
窒
素
及

ひ
素

び
水
溶
性
り

〇
・
〇
〇
二
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ん
酸
の
ほ
か

カ
ド
ミ
ウ
ム

可
溶
性
り
ん

〇
・
〇
〇
〇

酸
を
保
証
す

〇
七
五

る
も
の
に
あ

つ
て
は

ア
ン
モ
ニ
ア

性
窒
素八

・
四

可
溶
性
り
ん

酸

三
七
・
一

水
溶
性
り
ん

酸

三
〇
・
〇

二

ア
ン
モ
ニ

ア
性
窒
素
及

び
水
溶
性
り

ん
酸
の
ほ
か

く
溶
性
り
ん

酸
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

ア
ン
モ
ニ
ア

性
窒
素八

・
四

く
溶
性
り
ん

酸

三
七
・
一

水
溶
性
り
ん

酸

三
〇
・
〇
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硝
酸
加
里

硝
酸
性
窒
素

窒
素
及
び
加

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

九
・
七

里
の
主
成
分

水
溶
性
加
里

の
量
の
合
計

三
二
・
五

量
の
含
有
率

一
・
〇
％
に

つ
き

亜
硝
酸〇

・
〇
二

り
ん
酸
加
里

水
溶
性
り
ん
酸

り
ん
酸
及
び

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

二
五
・
〇

加
里
の
主
成

水
溶
性
加
里

分
の
量
の
合

二
四
・
二

計
量
の
含
有

率
一
・
〇
％

に
つ
き

ひ
素〇

・
〇
〇
二

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇

〇
七
五

り
ん
酸
マ
グ
ネ

ア
ン
モ
ニ
ア
性

窒
素
及
び
り

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

シ
ウ
ム
ア
ン
モ

窒
素

四
・
〇

ん
酸
の
主
成

ニ
ウ
ム

く
溶
性
り
ん
酸

分
の
量
の
合

二
〇
・
〇

計
量
の
含
有

く
溶
性
苦
土

率
一
・
〇
％

一
一
・
五

に
つ
き

ひ
素〇

・
〇
〇
二

カ
ド
ミ
ウ
ム
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〇
・
〇
〇
〇

〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム〇

・
〇
五

水
銀〇

・
〇
〇
〇

〇
五

鉛〇
・
〇
〇
三

熔
成
複
合
肥
料

一

く
溶
性
り

り
ん
酸
及
び

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

熔
成
複
合
肥
料

一

く
溶
性
り
ん

り
ん
酸
及
び

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

よ
う

よ
う

（
次
に
掲
げ
る

ん
酸

加
里
の
主
成

ル
の
網
ふ
る
い
を

（
肥
料
（
熔
成

酸

一
二
・
〇

加
里
の
主
成

ル
の
網
ふ
る
い
を

よ
う

肥
料
を
い
う
。

一
二
・
〇

分
の
量
の
合

全
通
す
る
こ
と
。

汚
泥
灰
複
合
肥

く
溶
性
加
里

分
の
量
の
合

全
通
す
る
こ
と
。

一

肥
料
（
混

く
溶
性
加
里

計
量
の
含
有

二

下
水
道
の
終
末

料
、
混
合
汚
泥

三
・
〇

計
量
の
含
有

（
新
設
）

合
汚
泥
複
合

一
・
〇

率
一
・
〇
％

処
理
場
か
ら
生
じ

複
合
肥
料
及
び

二

く
溶
性
り
ん

率
一
・
〇
％

肥
料
及
び
規

二

く
溶
性
り

に
つ
き

る
汚
泥
を
原
料
と

規
則
第
一
条
各

酸
及
び
く
溶
性

に
つ
き

則
第
一
条
の

ん
酸
及
び
く

ひ
素

す
る
場
合
に
あ
つ

号
に
掲
げ
る
普

加
里
の
ほ
か
ア

カ
ド
ミ
ウ
ム

二
各
号
に
掲

溶
性
加
里
の

〇
・
〇
〇
二

て
は
、
植
害
試
験

通
肥
料
を
除
く

ル
カ
リ
分
、
可

〇
・
〇
〇
〇

げ
る
普
通
肥

ほ
か
ア
ル
カ

カ
ド
ミ
ウ
ム

の
調
査
を
受
け
害

。
）
又
は
肥
料

溶
性
け
い
酸
又

〇
七
五

料
を
除
く
。

リ
分
、
可
溶

〇
・
〇
〇

が
認
め
ら
れ
な
い

原
料
（
汚
泥
及

は
く
溶
性
苦
土

ニ
ッ
ケ
ル

）
又
は
肥
料

性
け
い
酸
又

〇
〇
七
五

も
の
で
あ
る
こ
と

び
魚
介
類
の
臓

を
保
証
す
る
も

〇
・
〇
〇
五

原
料
（
汚
泥

は
く
溶
性
苦

ニ
ッ
ケ
ル

。

器
を
除
く
。
）

の
に
あ
つ
て
は

ク
ロ
ム

及
び
魚
介
類

土
を
保
証
す

〇
・
〇
〇
五

三

牛
等
由
来
の
原

を
配
合
し
、
熔

、
一
に
掲
げ
る

〇
・
〇
五

二

牛
等
由
来
の
原

よ
う

の
臓
器
を
除

る
も
の
に
あ

ク
ロ
ム

料
を
使
用
す
る
場

融
し
た
も
の
を

も
の
の
ほ
か

チ
タ
ン

料
を
使
用
す
る
場

く
。
）
を
配

つ
て
は
、
一

〇
・
〇
五

合
に
あ
つ
て
は
、

い
う
。
）

ア
ル
カ
リ
分
に

〇
・
〇
二

合
に
あ
つ
て
は
、

合
し
、
熔
融

に
掲
げ
る
も

チ
タ
ン

管
理
措
置
が
行
わ

つ
い
て
は

管
理
措
置
が
行
わ

よ
う

し
た
も
の

の
の
ほ
か

〇
・
〇
二

れ
た
も
の
で
あ
る

四
五
・
〇

れ
た
も
の
で
あ
る

二

下
水
道
の

ア
ル
カ
リ
分

水
銀

こ
と
。

可
溶
性
け
い
酸

こ
と
。
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終
末
処
理
場

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
〇
〇

四

牛
等
の
部
位
を

に
つ
い
て
は

三

牛
等
の
部
位
を

か
ら
生
じ
る

四
〇
・
〇

〇
五

原
料
と
す
る
場
合

三
〇
・
〇

原
料
と
す
る
場
合

汚
泥
を
焼
成

可
溶
性
け
い

鉛

に
あ
つ
て
は
、
脊

く
溶
性
苦
土
に

に
あ
つ
て
は
、
脊

し
た
も
の
に

酸
に
つ
い
て

〇
・
〇
〇
三

柱
等
が
混
合
し
な

つ
い
て
は

柱
等
が
混
合
し
な

肥
料
又
は
肥

は

い
も
の
と
し
て
農

二
〇
・
〇

い
も
の
と
し
て
農

料
原
料
を
混

一
〇
・
〇

林
水
産
大
臣
の
確

林
水
産
大
臣
の
確

合
し
、
熔
融

く
溶
性
苦
土

認
を
受
け
た
工
程

認
を
受
け
た
工
程

よ
う

し
た
も
の
）

に
つ
い
て
は

に
お
い
て
製
造
さ

に
お
い
て
製
造
さ

一
二
・
〇

れ
た
も
の
で
あ
る

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

化
成
肥
料
（
次
に

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

掲
げ
る
肥
料
を
い

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

う
。

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

一

窒
素
質
肥
料

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

、
り
ん
酸
質
肥

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

料
、
加
里
質
肥

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

料
、
有
機
質
肥

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

料
、
複
合
肥
料

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

、
石
灰
質
肥
料

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

、
け
い
酸
質
肥

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

料
（
シ
リ
カ
ゲ

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る

ル
肥
料
に
限
る

て
は

ひ
素

こ
と
。

。
）
、
苦
土
肥

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

料
、
マ
ン
ガ
ン

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

質
肥
料
、
ほ
う

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

素
質
肥
料
又
は

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

微
量
要
素
複
合

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

肥
料
の
い
ず
れ

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

か
二
以
上
を
配

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。

合
し
、
造
粒
又

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く
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は
成
形
し
た
も

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

の

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

二

一
に
掲
げ
る

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

化
成
肥
料
の
原

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

料
と
な
る
肥
料

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る

に
米
ぬ
か
、
発

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

酵
米
ぬ
か
、
乾

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

燥
藻
及
び
そ
の

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

粉
末
、
発
酵
乾

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

ぷ
ん
肥
料
、
よ

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

も
ぎ
か
す
、
骨

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と

灰
、
動
物
の
排

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

せ
つ
物
（
鶏
ふ

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

ん
の
炭
化
物
に

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

限
る
。
）
又
は

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

動
物
の
排
せ
つ

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

物
の
燃
焼
灰
（

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

鶏
ふ
ん
燃
焼
灰

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

又
は
牛
の
排
せ

く
溶
性
り
ん

の
で
あ
る
こ
と
。

つ
物
と
鶏
ふ
ん

酸

一
・
〇

五

牛
等
由
来
の
原

と
の
混
合
物
の

３

可
溶
性
り

料
を
使
用
す
る
場

燃
焼
灰
に
限
る

ん
酸
を
保
証

合
に
あ
つ
て
は
、

。
）
の
い
ず
れ

す
る
も
の
に

管
理
措
置
が
行
わ

か
一
以
上
を
配

あ
つ
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

合
し
、
造
粒
又

可
溶
性
り
ん

こ
と
。

は
成
形
し
た
も

酸

一
・
〇

六

牛
等
の
部
位
を

の

４

水
溶
性
り

原
料
と
す
る
場
合

三

肥
料
（
混
合

ん
酸
を
保
証

に
あ
つ
て
は
、
脊

汚
泥
複
合
肥
料

す
る
も
の
に

柱
等
が
混
合
し
な

及
び
規
則
第
一

あ
つ
て
は

い
も
の
と
し
て
農

条
各
号
に
掲
げ

水
溶
性
り
ん

林
水
産
大
臣
の
確
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る
普
通
肥
料
を

酸

一
・
〇

認
を
受
け
た
工
程

除
く
。
）
又
は

四
１

加
里
全
量

に
お
い
て
製
造
さ

肥
料
原
料
（
汚

を
保
証
す
る

れ
た
も
の
で
あ
る

泥
及
び
魚
介
類

も
の
に
あ
つ

こ
と
。

の
臓
器
を
除
く

て
は

七

規
則
第
七
条
の

。
）
を
使
用
し

加
里
全
量

六
第
五
号
の
農
林

、
こ
れ
に
化
学

一
・
〇

水
産
大
臣
が
指
定

的
操
作
を
加
え

２

く
溶
性
加

す
る
化
成
肥
料
で

た
も
の

里
を
保
証
す

あ
る
こ
と
。

四

三
に
掲
げ
る

る
も
の
に
あ

化
成
肥
料
を
配

つ
て
は

合
し
、
造
粒
又

く
溶
性
加
里

は
成
形
し
た
も

一
・
〇

の

３

水
溶
性
加

五

一
若
し
く
は

里
を
保
証
す

二
に
掲
げ
る
化

る
も
の
に
あ

成
肥
料
又
は
そ

つ
て
は

の
原
料
と
な
る

水
溶
性
加
里

肥
料
若
し
く
は

一
・
〇

そ
の
原
料
と
な

五

可
溶
性
け
い

る
肥
料
を
配
合

酸
を
保
証
す
る

し
た
も
の
に
三

も
の
に
あ
つ
て

に
掲
げ
る
化
成

は

肥
料
、
そ
の
化

可
溶
性
け
い
酸

成
肥
料
を
配
合

一
〇
・
〇

し
た
も
の
又
は

六
１

く
溶
性
苦

四
に
掲
げ
る
化

土
を
保
証
す

成
肥
料
を
配
合

る
も
の
に
あ

し
、
造
粒
又
は

つ
て
は

成
形
し
た
も
の

く
溶
性
苦
土

）

一
・
〇
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２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
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く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

成
形
複
合
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

（
窒
素
質
肥
料

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

、
り
ん
酸
質
肥

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

料
、
加
里
質
肥

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

料
、
有
機
質
肥

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

料
、
複
合
肥
料

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

、
苦
土
肥
料
、

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

マ
ン
ガ
ン
質
肥

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

料
、
ほ
う
素
質

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

肥
料
若
し
く
は

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

微
量
要
素
複
合

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る

肥
料
に
木
質
泥

て
は

ひ
素

こ
と
。

炭
、
紙
パ
ル
プ

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

廃
繊
維
、
草
炭

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

質
腐
植
、
流
紋

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

岩
質
凝
灰
岩
粉

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

末
又
は
ベ
ン
ト

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

ナ
イ
ト
の
い
ず

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

れ
か
一
を
混
合

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。
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し
、
造
粒
又
は

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く

成
形
し
た
も
の

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

を
い
う
。
）

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

く
溶
性
り
ん

の
で
あ
る
こ
と
。

酸

一
・
〇

五

木
質
泥
炭
（
乾

３

可
溶
性
り

物
一
グ
ラ
ム
当
た

ん
酸
を
保
証

り
〇
・
〇
二
モ
ル

す
る
も
の
に

毎
リ
ッ
ト
ル
の
過

あ
つ
て
は

マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ

可
溶
性
り
ん

ウ
ム
溶
液
の
消
費

酸

一
・
〇

量
が
一
〇
〇
ミ
リ

４

水
溶
性
り

リ
ッ
ト
ル
相
当
以

ん
酸
を
保
証

上
の
腐
植
を
含
有

す
る
も
の
に

す
る
も
の
）
は
、

あ
つ
て
は

乾
物
と
し
て
二
〇
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水
溶
性
り
ん

％
以
上
四
五
％
以

酸

一
・
〇

下
を
使
用
す
る
こ

四
１

加
里
全
量

と
。

を
保
証
す
る

六

紙
パ
ル
プ
廃
繊

も
の
に
あ
つ

維
（
紙
パ
ル
プ
工

て
は

場
の
廃
水
か
ら
得

加
里
全
量

ら
れ
る
廃
繊
維
で

一
・
〇

、
乾
物
当
た
り
ホ

２

く
溶
性
加

ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
を

里
を
保
証
す

五
五
％
以
上
を
含

る
も
の
に
あ

有
す
る
も
の
）
は

つ
て
は

、
乾
物
と
し
て
二

く
溶
性
加
里

五
％
以
上
四
〇
％

一
・
〇

以
下
を
使
用
す
る

３

水
溶
性
加

こ
と
。

里
を
保
証
す

七

草
炭
質
腐
植
（

る
も
の
に
あ

草
炭
を
水
洗
分
離

つ
て
は

し
て
得
ら
れ
る
腐

水
溶
性
加
里

植
で
、
乾
物
当
た

一
・
〇

り
灰
分
の
含
量
が

五
１

く
溶
性
苦

二
〇
％
以
下
の
も

土
を
保
証
す

の
）
は
、
乾
物
と

る
も
の
に
あ

し
て
一
〇
％
以
上

つ
て
は

二
五
％
以
下
を
使

く
溶
性
苦
土

用
す
る
こ
と
。

一
・
〇

八

流
紋
岩
質
凝
灰

２

水
溶
性
苦

岩
粉
末
（
乾
物
一

土
を
保
証
す

〇
〇
グ
ラ
ム
当
た

る
も
の
に
あ

り
陽
イ
オ
ン
交
換

つ
て
は

容
量
一
三
〇
ミ
リ

水
溶
性
苦
土

グ
ラ
ム
当
量
以
上
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一
・
〇

を
有
す
る
も
の
）

六
１

可
溶
性
マ

は
、
二
五
％
以
上

ン
ガ
ン
を
保

三
五
％
以
下
を
使

証
す
る
も
の

用
す
る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は

九

ベ
ン
ト
ナ
イ
ト

可
溶
性
マ
ン

（
乾
物
一
〇
〇
グ

ガ
ン

ラ
ム
当
た
り
陽
イ

〇
・
一
〇

オ
ン
交
換
容
量
五

２

く
溶
性
マ

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
当

ン
ガ
ン
を
保

量
以
上
を
有
す
る

証
す
る
も
の

も
の
）
は
、
二
五

に
あ
つ
て
は

％
以
上
三
五
％
以

く
溶
性
マ
ン

下
を
使
用
す
る
こ

ガ
ン

と
。

〇
・
一
〇

十

牛
等
由
来
の
原

３

水
溶
性
マ

料
を
使
用
す
る
場

ン
ガ
ン
を
保

合
に
あ
つ
て
は
、

証
す
る
も
の

管
理
措
置
が
行
わ

に
あ
つ
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

水
溶
性
マ
ン

こ
と
。

ガ
ン

十
一

規
則
第
七
条

〇
・
一
〇

の
六
第
五
号
の
農

七
１

く
溶
性
ほ

林
水
産
大
臣
が
指

う
素
を
保
証

定
す
る
成
形
複
合

す
る
も
の
に

肥
料
で
あ
る
こ
と

あ
つ
て
は

。

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証
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す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
複
合
肥
料

一

窒
素
及
び
水

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
は
、
水
溶

（
化
成
肥
料
又

溶
性
り
ん
酸
又

酸
又
は
加
里

性
で
あ
る
こ
と
。

は
液
状
複
合
肥

は
水
溶
性
加
里

の
そ
れ
ぞ
れ

二

窒
素
の
初
期
溶

料
を
硫
黄
そ
の

の
主
成
分
の
量

の
最
も
大
き

出
率
は
、
五
〇
％

他
の
被
覆
原
料

の
合
計
量

い
主
成
分
の

以
下
で
あ
る
こ
と

で
被
覆
し
た
も

一
五
・
〇

量
の
合
計
量

。

の
を
い
う
。
）

二
１

窒
素
全
量

の
含
有
率
一

三

牛
等
由
来
の
原

を
保
証
す
る

・
〇
％
に
つ

料
を
使
用
す
る
場

も
の
に
あ
つ

き

合
に
あ
つ
て
は
、

て
は

硫
青
酸
化
物

管
理
措
置
が
行
わ

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
五

れ
た
も
の
で
あ
る

一
・
〇

ひ
素

こ
と
。

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
〇
二

四

規
則
第
七
条
の

ア
性
窒
素
を

亜
硝
酸

六
第
五
号
の
農
林

保
証
す
る
も

〇
・
〇
二

水
産
大
臣
が
指
定

の
に
あ
つ
て

ビ
ウ
レ
ッ
ト

す
る
被
覆
複
合
肥

は

性
窒
素

料
で
あ
る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア

〇
・
〇
一

性
窒
素

ス
ル
フ
ァ
ミ

一
・
〇

ン
酸

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
五

素
を
保
証
す

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
も
の
に
あ

〇
・
〇
〇
〇

つ
て
は

〇
七
五
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硝
酸
性
窒
素

一
・
〇

三

水
溶
性
り
ん

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

四

水
溶
性
加
里

を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

水
溶
性
苦
土

を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

六

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン
を
保
証
す

る
も
の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
マ
ン
ガ

ン

〇
・
一
〇

七

水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

118



（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

配
合
肥
料
（
次

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

に
掲
げ
る
肥
料

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

を
い
う
。

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

一

窒
素
質
肥
料

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

、
り
ん
酸
質
肥

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

料
、
加
里
質
肥

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

料
、
有
機
質
肥

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

料
、
複
合
肥
料

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

、
石
灰
質
肥
料

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

、
け
い
酸
質
肥

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

料
（
シ
リ
カ
ゲ

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る

ル
肥
料
に
限
る

て
は

ひ
素

こ
と
。

。
）
、
苦
土
肥

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

料
、
マ
ン
ガ
ン

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

質
肥
料
、
ほ
う

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

素
質
肥
料
又
は

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

微
量
要
素
複
合

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

肥
料
の
い
ず
れ

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

か
二
以
上
を
配

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。

合
し
た
も
の

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く

二

一
に
掲
げ
る

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

配
合
肥
料
の
原

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

料
と
な
る
肥
料

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

に
米
ぬ
か
、
発

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

酵
米
ぬ
か
、
乾

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る

燥
藻
及
び
そ
の

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

粉
末
、
発
酵
乾

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

ぷ
ん
肥
料
、
グ

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

ア
ノ
（
り
ん
酸

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

の
く
溶
率
五
〇

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

％
以
上
の
も
の

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と
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で
造
粒
又
は
成

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

形
し
な
い
も
の

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

に
限
る
。
）
、

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

よ
も
ぎ
か
す
、

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

骨
灰
、
動
物
の

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

排
せ
つ
物
（
鶏

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

ふ
ん
の
炭
化
物

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

に
限
る
。
）
又

く
溶
性
り
ん

の
で
あ
る
こ
と
。

は
動
物
の
排
せ

酸

五

牛
等
由
来
の
原

つ
物
の
燃
焼
灰

一
・
〇

料
を
使
用
す
る
場

（
鶏
ふ
ん
燃
焼

３

可
溶
性
り

合
に
あ
つ
て
は
、

灰
又
は
牛
の
排

ん
酸
を
保
証

管
理
措
置
が
行
わ

せ
つ
物
と
鶏
ふ

す
る
も
の
に

れ
た
も
の
で
あ
る

ん
と
の
混
合
物

あ
つ
て
は

こ
と
。

の
燃
焼
灰
に
限

可
溶
性
り
ん

六

牛
等
の
部
位
を

る
。
）
の
い
ず

酸

一
・
〇

原
料
と
す
る
場
合

れ
か
一
以
上
を

４

水
溶
性
り

に
あ
つ
て
は
、
脊

配
合
し
た
も
の

ん
酸
を
保
証

柱
等
が
混
合
し
な

三

化
成
肥
料
を

す
る
も
の
に

い
も
の
と
し
て
農

配
合
し
た
も
の

あ
つ
て
は

林
水
産
大
臣
の
確

）

水
溶
性
り
ん

認
を
受
け
た
工
程

酸

一
・
〇

に
お
い
て
製
造
さ

四
１

加
里
全
量

れ
た
も
の
で
あ
る

を
保
証
す
る

こ
と
。

も
の
に
あ
つ

七

規
則
第
七
条
の

て
は

六
第
五
号
の
農
林

加
里
全
量

水
産
大
臣
が
指
定

一
・
〇

す
る
配
合
肥
料
で

２

く
溶
性
加

あ
る
こ
と
。

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ
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つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

３

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

可
溶
性
け
い

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は可
溶
性
け
い
酸

一
〇
・
〇

六
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
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可
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五
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登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

化
成
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る

て
は

ひ
素

こ
と
。

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く
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性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

く
溶
性
り
ん

の
で
あ
る
こ
と
。

酸

一
・
〇

五

牛
等
由
来
の
原

３

可
溶
性
り

料
を
使
用
す
る
場

ん
酸
を
保
証

合
に
あ
つ
て
は
、

す
る
も
の
に

管
理
措
置
が
行
わ

あ
つ
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

可
溶
性
り
ん

こ
と
。

酸

一
・
〇

六

牛
等
の
部
位
を

４

水
溶
性
り

原
料
と
す
る
場
合

ん
酸
を
保
証

に
あ
つ
て
は
、
脊

す
る
も
の
に

柱
等
が
混
合
し
な

あ
つ
て
は

い
も
の
と
し
て
農

水
溶
性
り
ん

林
水
産
大
臣
の
確
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酸

一
・
〇

認
を
受
け
た
工
程

四
１

加
里
全
量

に
お
い
て
製
造
さ

を
保
証
す
る

れ
た
も
の
で
あ
る

も
の
に
あ
つ

こ
と
。

て
は

七

規
則
第
七
条
の

加
里
全
量

六
第
五
号
の
農
林

一
・
〇

水
産
大
臣
が
指
定

２

く
溶
性
加

す
る
化
成
肥
料
以

里
を
保
証
す

外
の
も
の
で
あ
る

る
も
の
に
あ

こ
と
。

つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

３

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

可
溶
性
け
い

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は可
溶
性
け
い
酸

一
〇
・
〇

六
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇
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２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
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く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
動
物
排
せ

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

く
溶
性
り
ん
酸

つ
物
複
合
肥
料

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

、
可
溶
性
り
ん
酸

（
窒
素
質
肥
料

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

又
は
可
溶
性
マ
ン

、
り
ん
酸
質
肥

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

ガ
ン
を
保
証
す
る

料
、
加
里
質
肥

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

肥
料
は
、
化
成
肥

料
、
有
機
質
肥

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

料
の
当
該
欄
の
三

料
、
複
合
肥
料

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

又
は
四
の
規
定
に

、
石
灰
質
肥
料

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

よ
る
こ
と
。

、
け
い
酸
質
肥

二
１

窒
素
全
量

き

二

動
物
の
排
せ
つ

料
（
シ
リ
カ
ゲ

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

物
（
牛
又
は
豚
の

ル
肥
料
に
限
る

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

排
せ
つ
物
を
加
熱

。
）
、
苦
土
肥

て
は

ひ
素

乾
燥
し
た
も
の
に

料
、
マ
ン
ガ
ン

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

限
る
。
）
は
、
乾

質
肥
料
、
ほ
う

一
・
〇

亜
硝
酸

物
と
し
て
窒
素
全

素
質
肥
料
又
は

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

量
が
二
・
〇
％
以

微
量
要
素
複
合

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

上
で
あ
り
、
か
つ

肥
料
に
動
物
の

保
証
す
る
も

性
窒
素

、
窒
素
全
量
、
り

排
せ
つ
物
（
牛

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

ん
酸
全
量
又
は
加

又
は
豚
の
排
せ

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

里
全
量
の
合
計
量
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つ
物
を
加
熱
乾

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

が
五
・
〇
％
以
上

燥
し
た
も
の
に

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

限
る
。
）
を
混

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

三

動
物
の
排
せ
つ

合
し
、
造
粒
又

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

物
（
牛
又
は
豚
の

は
成
形
し
た
も

素
を
保
証
す

〇
七
五

排
せ
つ
物
を
加
熱

の
を
い
う
。
）

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

乾
燥
し
た
も
の
に

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

限
る
。
）
は
、
乾

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

物
と
し
て
七
〇
％

一
・
〇

〇
・
〇
五

以
下
を
使
用
す
る

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

こ
と
。

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

四

牛
等
由
来
の
原

る
も
の
に
あ

水
銀

料
を
使
用
す
る
場

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

合
に
あ
つ
て
は
、

り
ん
酸
全
量

〇
五

管
理
措
置
が
行
わ

一
・
〇

鉛

れ
た
も
の
で
あ
る

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

こ
と
。

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

３

可
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

４

水
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に
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あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

四
１

加
里
全
量

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

加
里
全
量

一
・
〇

２

く
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

３

水
溶
性
加

里
を
保
証

す
る
も
の

に
あ
つ
て

は水
溶
性
加

里
一
・
〇

五

可
溶
性
け
い

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は可
溶
性
け
い
酸

一
〇
・
〇

六
１

く
溶
性
苦
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土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン
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〇
・
一
〇

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
堆
肥
複
合

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

く
溶
性
り
ん
酸

肥
料
（
次
に
掲

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

、
可
溶
性
り
ん
酸

げ
る
肥
料
を
い

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

又
は
可
溶
性
マ
ン

う
。

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

ガ
ン
を
保
証
す
る

一

窒
素
質
肥

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

肥
料
は
、
化
成
肥

料
、
り
ん
酸

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

料
の
当
該
欄
の
三

質
肥
料
、
加

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

又
は
四
の
規
定
に

里
質
肥
料
、

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

よ
る
こ
と
。

有
機
質
肥
料

二
１

窒
素
全
量

き

二

堆
肥
（
動
物
の

、
複
合
肥
料

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

排
せ
つ
物
を
主
原

、
石
灰
質
肥

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

料
と
す
る
も
の
に

料
、
け
い
酸

て
は

ひ
素

限
る
。
）
を
原
料

質
肥
料
（
シ

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

と
す
る
場
合
に
あ

リ
カ
ゲ
ル
肥

一
・
〇

亜
硝
酸

つ
て
は
、
乾
物
と
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料
に
限
る
。

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

し
て
窒
素
全
量
が

）
、
苦
土
肥

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

二
・
○
％
以
上
で

料
、
マ
ン
ガ

保
証
す
る
も

性
窒
素

あ
り
、
か
つ
、
窒

ン
質
肥
料
、

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

素
全
量
、
り
ん
酸

ほ
う
素
質
肥

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

全
量
又
加
里
全
量

料
又
は
微
量

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

の
合
計
量
が
五
・

要
素
複
合
肥

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

○
％
以
上
で
あ
る

料
に
堆
肥
（

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

こ
と
。

動
物
の
排
せ

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

三

堆
肥
（
食
品
由

つ
物
又
は
食

素
を
保
証
す

〇
七
五

来
の
有
機
質
物
を

品
由
来
の
有

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

主
原
料
と
す
る
も

機
質
物
を
主

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

の
に
限
る
。
）
を

原
料
と
す
る

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

原
料
と
す
る
場
合

も
の
に
限
る

一
・
〇

〇
・
〇
五

に
あ
つ
て
は
、
乾

。
）
を
混
合

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

物
と
し
て
窒
素
全

し
、
造
粒
又

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

量
が
三
・
○
％
以

は
成
形
後
、

る
も
の
に
あ

水
銀

上
で
あ
り
、
か
つ

加
熱
乾
燥
し

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

、
窒
素
全
量
、
り

た
も
の

り
ん
酸
全
量

〇
五

ん
酸
全
量
又
は
加

二

窒
素
質
肥

一
・
〇

鉛

里
全
量
の
合
計
量

料
、
り
ん
酸

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

が
五
・
○
％
以
上

質
肥
料
、
加

ん
酸
を
保
証

で
あ
る
こ
と
。

里
質
肥
料
、

す
る
も
の
に

四

堆
肥
（
動
物
の

有
機
質
肥
料

あ
つ
て
は

排
せ
つ
物
又
は
食

、
複
合
肥
料

く
溶
性
り
ん

品
由
来
の
有
機
質

、
石
灰
質
肥

酸

一
・
〇

物
を
主
原
料
と
す

料
、
け
い
酸

３

可
溶
性
り

る
も
の
に
限
る
。

質
肥
料
（
シ

ん
酸
を
保
証

）
は
、
炭
素
窒
素

リ
カ
ゲ
ル
肥

す
る
も
の
に

比
が
一
五
以
下
で

料
に
限
る
。

あ
つ
て
は

あ
り
、
か
つ
、
乾
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）
、
苦
土
肥

可
溶
性
り
ん

物
と
し
て
五
〇
％

料
、
マ
ン
ガ

酸

一
・
〇

以
下
を
使
用
す
る

ン
質
肥
料
、

４

水
溶
性
り

こ
と
。

ほ
う
素
質
肥

ん
酸
を
保
証

五

牛
等
由
来
の
原

料
又
は
微
量

す
る
も
の
に

料
を
使
用
す
る
場

要
素
複
合
肥

あ
つ
て
は

合
に
あ
つ
て
は
、

料
に
米
ぬ
か

水
溶
性
り
ん

管
理
措
置
が
行
わ

、
発
酵
米
ぬ

酸

一
・
〇

れ
た
も
の
で
あ
る

か
、
乾
燥
藻

四
１

加
里
全
量

こ
と
。

及
び
そ
の
粉

を
保
証
す
る

末
、
発
酵
乾

も
の
に
あ
つ

ぷ
ん
肥
料
、

て
は

よ
も
ぎ
か
す

加
里
全
量

、
骨
灰
、
動

一
・
〇

物
の
排
せ
つ

２

く
溶
性
加

物
（
鶏
ふ
ん

里
を
保
証
す

の
炭
化
物
に

る
も
の
に
あ

限
る
。
）
又

つ
て
は

は
動
物
の
排

く
溶
性
加
里

せ
つ
物
の
燃

一
・
〇

焼
灰
（
鶏
ふ

３

水
溶
性
加

ん
燃
焼
灰
に

里
を
保
証
す

限
る
。
）
の

る
も
の
に
あ

い
ず
れ
か
一

つ
て
は

以
上
及
び
堆

水
溶
性
加
里

肥
（
動
物
の

一
・
〇

排
せ
つ
物
又

五

可
溶
性
け
い

は
食
品
由
来

酸
を
保
証
す
る

の
有
機
質
物

も
の
に
あ
つ
て

を
主
原
料
と

は
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す
る
も
の
に

可
溶
性
け
い
酸

限
る
。
）
を

一
〇
・
〇

混
合
し
、
造

六
１

く
溶
性
苦

粒
又
は
成
形

土
を
保
証
す

後
、
加
熱
乾

る
も
の
に
あ

燥
し
た
も
の

つ
て
は

）

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保
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証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

成
形
複
合
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る
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て
は

ひ
素

こ
と
。

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

く
溶
性
り
ん

の
で
あ
る
こ
と
。

酸

一
・
〇

五

木
質
泥
炭
（
乾

３

可
溶
性
り

物
一
グ
ラ
ム
当
た

ん
酸
を
保
証

り
〇
・
〇
二
モ
ル
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す
る
も
の
に

毎
リ
ッ
ト
ル
の
過

あ
つ
て
は

マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ

可
溶
性
り
ん

ウ
ム
溶
液
の
消
費

酸

一
・
〇

量
が
一
〇
〇
ミ
リ

４

水
溶
性
り

リ
ッ
ト
ル
相
当
以

ん
酸
を
保
証

上
の
腐
植
を
含
有

す
る
も
の
に

す
る
も
の
）
は
、

あ
つ
て
は

乾
物
と
し
て
二
〇

水
溶
性
り
ん

％
以
上
四
五
％
以

酸

一
・
〇

下
を
使
用
す
る
こ

四
１

加
里
全
量

と
。

を
保
証
す
る

六

紙
パ
ル
プ
廃
繊

も
の
に
あ
つ

維
（
紙
パ
ル
プ
工

て
は

場
の
廃
水
か
ら
得

加
里
全
量

ら
れ
る
廃
繊
維
で

一
・
〇

、
乾
物
当
た
り
ホ

２

く
溶
性
加

ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
を

里
を
保
証
す

五
五
％
以
上
を
含

る
も
の
に
あ

有
す
る
も
の
）
は

つ
て
は

、
乾
物
と
し
て
二

く
溶
性
加
里

五
％
以
上
四
〇
％

一
・
〇

以
下
を
使
用
す
る

３

水
溶
性
加

こ
と
。

里
を
保
証
す

七

草
炭
質
腐
植
（

る
も
の
に
あ

草
炭
を
水
洗
分
離

つ
て
は

し
て
得
ら
れ
る
腐

水
溶
性
加
里

植
で
、
乾
物
当
た

一
・
〇

り
灰
分
の
含
量
が

五
１

く
溶
性
苦

二
〇
％
以
下
の
も

土
を
保
証
す

の
）
は
、
乾
物
と

る
も
の
に
あ

し
て
一
〇
％
以
上
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つ
て
は

二
五
％
以
下
を
使

く
溶
性
苦
土

用
す
る
こ
と
。

一
・
〇

八

流
紋
岩
質
凝
灰

２

水
溶
性
苦

岩
粉
末
（
乾
物
一

土
を
保
証
す

〇
〇
グ
ラ
ム
当
た

る
も
の
に
あ

り
陽
イ
オ
ン
交
換

つ
て
は

容
量
一
三
〇
ミ
リ

水
溶
性
苦
土

グ
ラ
ム
当
量
以
上

一
・
〇

を
有
す
る
も
の
）

六
１

可
溶
性
マ

は
、
二
五
％
以
上

ン
ガ
ン
を
保

三
五
％
以
下
を
使

証
す
る
も
の

用
す
る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は

九

ベ
ン
ト
ナ
イ
ト

可
溶
性
マ
ン

（
乾
物
一
〇
〇
グ

ガ
ン

ラ
ム
当
た
り
陽
イ

〇
・
一
〇

オ
ン
交
換
容
量
五

２

く
溶
性
マ

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
当

ン
ガ
ン
を
保

量
以
上
を
有
す
る

証
す
る
も
の

も
の
）
は
、
二
五

に
あ
つ
て
は

％
以
上
三
五
％
以

く
溶
性
マ
ン

下
を
使
用
す
る
こ

ガ
ン

と
。

〇
・
一
〇

十

牛
等
由
来
の
原

３

水
溶
性
マ

料
を
使
用
す
る
場

ン
ガ
ン
を
保

合
に
あ
つ
て
は
、

証
す
る
も
の

管
理
措
置
が
行
わ

に
あ
つ
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

水
溶
性
マ
ン

こ
と
。

ガ
ン

十
一

規
則
第
七
条

〇
・
一
〇

の
六
第
五
号
の
農

七
１

く
溶
性
ほ

林
水
産
大
臣
が
指
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う
素
を
保
証

定
す
る
成
形
複
合

す
る
も
の
に

肥
料
以
外
の
も
の

あ
つ
て
は

で
あ
る
こ
と
。

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

吸
着
複
合
肥
料

一

窒
素
、
水
溶

窒
素
、
り
ん

一

植
害
試
験
の
調

（
窒
素
、
り
ん

性
り
ん
酸
又
は

酸
又
は
加
里

査
を
受
け
害
が
認

酸
又
は
加
里
を

水
溶
性
加
里
の

の
そ
れ
ぞ
れ

め
ら
れ
な
い
も
の

含
有
す
る
水
溶

い
ず
れ
か
二
以

の
最
も
大
き

で
あ
る
こ
と
。

液
を
け
い
そ
う

上
の
主
成
分
の

い
主
成
分
の

二

牛
等
由
来
の
原

土
そ
の
他
の
吸

量
の
合
計
量

量
の
合
計
量

料
を
使
用
す
る
場

着
原
料
に
吸
着

五
・
〇

の
含
有
率
一

合
に
あ
つ
て
は
、

さ
せ
た
も
の
を

二
１

窒
素
全
量

・
〇
％
に
つ

管
理
措
置
が
行
わ

い
う
。
）

を
保
証
す
る

き

れ
た
も
の
で
あ
る

も
の
に
あ
つ

硫
青
酸
化
物

こ
と
。

て
は

〇
・
〇
〇
五

三

牛
等
の
部
位
を

窒
素
全
量

ひ
素

原
料
と
す
る
場
合

一
・
〇

〇
・
〇
〇
二

に
あ
つ
て
は
、
脊

２

ア
ン
モ
ニ

亜
硝
酸

柱
等
が
混
合
し
な

ア
性
窒
素
を

〇
・
〇
二

い
も
の
と
し
て
農

保
証
す
る
も

ビ
ウ
レ
ッ
ト

林
水
産
大
臣
の
確
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の
に
あ
つ
て

性
窒
素

認
を
受
け
た
工
程

は

〇
・
〇
一

に
お
い
て
製
造
さ

ア
ン
モ
ニ
ア

ス
ル
フ
ァ
ミ

れ
た
も
の
で
あ
る

性
窒
素

ン
酸

こ
と
。

一
・
〇

〇
・
〇
〇
五

３

硝
酸
性
窒

カ
ド
ミ
ウ
ム

素
を
保
証
す

〇
・
〇
〇
〇

る
も
の
に
あ

〇
七
五

つ
て
は

硝
酸
性
窒
素

一
・
〇

三

水
溶
性
り
ん

酸
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

四

水
溶
性
加
里

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
複
合
肥
料

一

窒
素
及
び
水

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
は
、
水
溶

溶
性
り
ん
酸
又

酸
又
は
加
里

性
で
あ
る
こ
と
。

は
水
溶
性
加
里

の
そ
れ
ぞ
れ

二

窒
素
の
初
期
溶

の
主
成
分
の
量

の
最
も
大
き

出
率
は
、
五
〇
％

の
合
計
量

い
主
成
分
の

以
下
で
あ
る
こ
と

一
五
・
〇

量
の
合
計
量

。

二
１

窒
素
全
量

の
含
有
率
一

三

牛
等
由
来
の
原
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を
保
証
す
る

・
〇
％
に
つ

料
を
使
用
す
る
場

も
の
に
あ
つ

き

合
に
あ
つ
て
は
、

て
は

硫
青
酸
化
物

管
理
措
置
が
行
わ

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
五

れ
た
も
の
で
あ
る

一
・
〇

ひ
素

こ
と
。

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
〇
二

四

規
則
第
七
条
の

ア
性
窒
素
を

亜
硝
酸

六
第
五
号
の
農
林

保
証
す
る
も

〇
・
〇
二

水
産
大
臣
が
指
定

の
に
あ
つ
て

ビ
ウ
レ
ッ
ト

す
る
被
覆
複
合
肥

は

性
窒
素

料
以
外
の
も
の
で

ア
ン
モ
ニ
ア

〇
・
〇
一

あ
る
こ
と
。

性
窒
素

ス
ル
フ
ァ
ミ

一
・
〇

ン
酸

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
五

素
を
保
証
す

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
も
の
に
あ

〇
・
〇
〇
〇

つ
て
は

〇
七
五

硝
酸
性
窒
素

一
・
〇

三

水
溶
性
り
ん

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

四

水
溶
性
加
里

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇
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五

水
溶
性
苦
土

を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

六

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン
を
保
証
す

る
も
の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
マ
ン
ガ

ン

〇
・
一
〇

七

水
溶
性
ほ
う

素
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は水
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
複
合
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

植
害
試
験
の
調

（
食
品
工
業
又

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

査
を
受
け
害
が
認

は
化
学
工
業
に

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

め
ら
れ
な
い
も
の

お
い
て
副
産
さ

上
の
主
成
分
の

の
最
も
大
き

で
あ
る
こ
と
。

れ
た
も
の
で
あ

量
の
合
計
量

い
主
成
分
の

二

牛
等
由
来
の
原

つ
て
、
窒
素
、

五
・
〇

量
の
合
計
量

料
を
使
用
す
る
場

り
ん
酸
又
は
加

二
１

窒
素
全
量

の
含
有
率
一

合
に
あ
つ
て
は
、

里
の
い
ず
れ
か

を
保
証
す
る

・
〇
％
に
つ

管
理
措
置
が
行
わ

二
以
上
を
含
有

も
の
に
あ
つ

き

れ
た
も
の
で
あ
る

す
る
も
の
を
い

て
は

硫
青
酸
化
物

こ
と
。

う
。
）

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
五

三

牛
等
の
部
位
を

一
・
〇

ひ
素

原
料
と
す
る
場
合
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２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
〇
二

に
あ
つ
て
は
、
脊

ア
性
窒
素
を

亜
硝
酸

柱
等
が
混
合
し
な

保
証
す
る
も

〇
・
〇
二

い
も
の
と
し
て
農

の
に
あ
つ
て

ビ
ウ
レ
ッ
ト

林
水
産
大
臣
の
確

は

性
窒
素

認
を
受
け
た
工
程

ア
ン
モ
ニ
ア

〇
・
〇
一

に
お
い
て
製
造
さ

性
窒
素

ス
ル
フ
ァ
ミ

れ
た
も
の
で
あ
る

一
・
〇

ン
酸

こ
と
。

三
１

り
ん
酸
全

〇
・
〇
〇
五

量
を
保
証
す

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
も
の
に
あ

〇
・
〇
〇
〇

つ
て
は

〇
七
五

り
ん
酸
全
量

一
・
〇

２

く
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

３

可
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

４

水
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん
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酸

一
・
〇

四
１

加
里
全
量

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

加
里
全
量

一
・
〇

２

く
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

３

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

く
溶
性
苦
土

を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
状
複
合
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
、
り

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

ん
酸
全
量
、
加
里

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

全
量
、
く
溶
性
り

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

ん
酸
又
は
可
溶
性

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

り
ん
酸
を
保
証
す

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

る
肥
料
は
、
成
形
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の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

複
合
肥
料
の
当
該

八
・
〇

・
〇
％
に
つ

欄
の
一
、
二
又
は

二
１

窒
素
全
量

き

三
の
規
定
に
よ
る

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

こ
と
。

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

二

シ
ア
ナ
ミ
ド
を

て
は

ひ
素

原
料
と
し
て
使
用

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

し
た
も
の
で
な
い

一
・
〇

亜
硝
酸

こ
と
。

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

三

チ
オ
硫
酸
ア
ン

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

モ
ニ
ウ
ム
に
由
来

保
証
す
る
も

性
窒
素

す
る
窒
素
を
含
有

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

す
る
も
の
に
あ
つ

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

て
は
、

が
六
・

pH

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

〇
以
上
の
も
の
で

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

あ
る
こ
と
。

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

四

牛
等
由
来
の
原

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

料
を
使
用
す
る
場

素
を
保
証
す

〇
七
五

合
に
あ
つ
て
は
、

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

管
理
措
置
が
行
わ

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

れ
た
も
の
で
あ
る

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

こ
と
。

一
・
〇

〇
・
〇
五

五

牛
等
の
部
位
を

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

原
料
と
す
る
場
合

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

に
あ
つ
て
は
、
脊

る
も
の
に
あ

水
銀

柱
等
が
混
合
し
な

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

い
も
の
と
し
て
農

り
ん
酸
全
量

〇
五

林
水
産
大
臣
の
確

一
・
〇

鉛

認
を
受
け
た
工
程

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

に
お
い
て
製
造
さ

ん
酸
を
保
証

れ
た
も
の
で
あ
る

す
る
も
の
に

こ
と
。
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あ
つ
て
は

く
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

３

可
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

４

水
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

四
１

加
里
全
量

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

加
里
全
量

一
・
〇

２

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
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く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

六
１

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

２

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

七
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証
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す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

配
合
肥
料

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

二
１

窒
素
全
量

き

素
及
び
硝
酸
性
窒

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

素
を
併
せ
て
含
有

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

す
る
も
の
で
あ
る

て
は

ひ
素

こ
と
。

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

二

り
ん
酸
全
量
又

一
・
〇

亜
硝
酸

は
加
里
全
量
を
保

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

証
す
る
肥
料
は
、

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

原
料
と
し
て
動
植

保
証
す
る
も

性
窒
素

物
質
の
も
の
を
使

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

用
し
た
も
の
で
あ

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

る
こ
と
。

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

三

原
料
と
し
て
く

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

溶
性
り
ん
酸
を
含

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

有
す
る
肥
料
及
び

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

可
溶
性
り
ん
酸
を

素
を
保
証
す

〇
七
五

含
有
す
る
肥
料
を

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

併
せ
て
使
用
す
る
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つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

普
通
肥
料
に
あ
つ

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

て
は
、
く
溶
性
り

一
・
〇

〇
・
〇
五

ん
酸
又
は
可
溶
性

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

り
ん
酸
の
い
ず
れ

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

か
一
を
保
証
す
る

る
も
の
に
あ

水
銀

も
の
で
あ
る
こ
と

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

。

り
ん
酸
全
量

〇
五

四

可
溶
性
マ
ン
ガ

一
・
〇

鉛

ン
を
保
証
す
る
肥

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

料
は
、
原
料
と
し

ん
酸
を
保
証

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

す
る
も
の
に

ン
を
保
証
す
る
肥

あ
つ
て
は

料
を
使
用
し
た
も

く
可
溶
性
り

の
で
あ
る
こ
と
。

ん
酸

五

牛
等
由
来
の
原

一
・
〇

料
を
使
用
す
る
場

３

可
溶
性
り

合
に
あ
つ
て
は
、

ん
酸
を
保
証

管
理
措
置
が
行
わ

す
る
も
の
に

れ
た
も
の
で
あ
る

あ
つ
て
は

こ
と
。

可
溶
性
り
ん

六

牛
等
の
部
位
を

酸

一
・
〇

原
料
と
す
る
場
合

４

水
溶
性
り

に
あ
つ
て
は
、
脊

ん
酸
を
保
証

柱
等
が
混
合
し
な

す
る
も
の
に

い
も
の
と
し
て
農

あ
つ
て
は

林
水
産
大
臣
の
確

水
溶
性
り
ん

認
を
受
け
た
工
程

酸

一
・
〇

に
お
い
て
製
造
さ

四
１

加
里
全
量

れ
た
も
の
で
あ
る

を
保
証
す
る

こ
と
。

も
の
に
あ
つ

七

規
則
第
七
条
の
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て
は

六
第
五
号
の
農
林

加
里
全
量

水
産
大
臣
が
指
定

一
・
〇

す
る
配
合
肥
料
以

２

く
溶
性
加

外
の
も
の
で
あ
る

里
を
保
証
す

こ
と
。

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

３

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

可
溶
性
け
い

酸
を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ
て

は可
溶
性
け
い
酸

一
〇
・
〇

六
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は
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水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
五

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五

２

水
溶
性
ほ
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う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

熔
成
汚
泥
灰
複

一

く
溶
性
り
ん

り
ん
酸
及
び

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

よ
う合

肥
料
（
下
水

酸

一
二
・
〇

加
里
の
主
成

ル
の
網
ふ
る
い
を

道
の
終
末
処
理

く
溶
性
加
里

分
の
量
の
合

全
通
す
る
こ
と
。

場
か
ら
生
じ
る

一
・
〇

計
量
の
含
有

二

植
害
試
験
の
調

汚
泥
を
焼
成
し

二

く
溶
性
り
ん

率
一
・
〇
％

査
を
受
け
害
が
認

た
も
の
に
肥
料

酸
及
び
く
溶
性

に
つ
き

め
ら
れ
な
い
も
の

又
は
肥
料
原
料

加
里
の
ほ
か
ア

ひ
素

で
あ
る
こ
と
。

を
混
合
し
、
熔

ル
カ
リ
分
、
可

〇
・
〇
〇
二

三

牛
等
由
来
の
原

よ
う

融
し
た
も
の
を

溶
性
け
い
酸
又

カ
ド
ミ
ウ
ム

料
を
使
用
す
る
場

い
う
。
）

は
く
溶
性
苦
土

〇
・
〇
〇
〇

合
に
あ
つ
て
は
、

を
保
証
す
る
も

〇
七
五

管
理
措
置
が
行
わ

の
に
あ
つ
て
は

ニ
ッ
ケ
ル

れ
た
も
の
で
あ
る

、
一
に
掲
げ
る

〇
・
〇
〇
五

こ
と
。

も
の
の
ほ
か

ク
ロ
ム

四

牛
等
の
部
位
を

ア
ル
カ
リ
分
に

〇
・
〇
五

原
料
と
す
る
場
合

つ
い
て
は

水
銀

に
あ
つ
て
は
、
脊

四
〇
・
〇

〇
・
〇
〇
〇

柱
等
が
混
合
し
な

可
溶
性
け
い
酸

〇
五

い
も
の
と
し
て
農

に
つ
い
て
は

鉛

林
水
産
大
臣
の
確

一
〇
・
〇

〇
・
〇
〇
三

認
を
受
け
た
工
程

く
溶
性
苦
土
に

に
お
い
て
製
造
さ

つ
い
て
は

れ
た
も
の
で
あ
る

一
二
・
〇

こ
と
。
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混
合
汚
泥
複
合

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

く
溶
性
り
ん
酸

混
合
汚
泥
複
合

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
、
り

肥
料
（
窒
素
質

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

を
含
有
す
る
肥
料

肥
料
（
窒
素
質

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

ん
酸
全
量
、
加
里

肥
料
、
り
ん
酸

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

及
び
可
溶
性
り
ん

肥
料
、
り
ん
酸

い
ず
れ
か
二
以

の
そ
れ
ぞ
れ

全
量
、
く
溶
性
り

質
肥
料
、
加
里

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

酸
を
含
有
す
る
肥

質
肥
料
、
加
里

上
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

ん
酸
、
可
溶
性
り

質
肥
料
、
有
機

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

料
を
原
料
と
し
て

質
肥
料
、
有
機

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

ん
酸
又
は
可
溶
性

質
肥
料
、
副
産

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

使
用
す
る
肥
料
に

質
肥
料
、
複
合

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

マ
ン
ガ
ン
を
保
証

肥
料
等
、
複
合

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

あ
つ
て
は
、
く
溶

肥
料
、
石
灰
質

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
肥
料
は
、
成

肥
料
、
石
灰
質

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

性
り
ん
酸
又
は
可

肥
料
、
け
い
酸

一
〇
・
〇

・
〇
％
に
つ

形
複
合
肥
料
の
当

肥
料
、
け
い
酸

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き
有
害
成
分

溶
性
り
ん
酸
の
い

質
肥
料
（
シ
リ

二
１

窒
素
全
量

き

該
欄
の
一
、
二
、

質
肥
料
、
苦
土

の
最
も
大
き
い

別
表
第
二
の

ず
れ
か
一
を
保
証

カ
ゲ
ル
肥
料
に

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

三
又
は
四
の
規
定

質
肥
料
、
マ
ン

主
成
分
の
量
の

と
お
り

す
る
も
の
で
あ
る

限
る
。
）
、
苦

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

に
よ
る
こ
と
。

ガ
ン
質
肥
料
、

合
計
量

こ
と
。

土
肥
料
、
マ
ン

て
は

ひ
素

ほ
う
素
質
肥
料

二
・
〇

二

ア
ル
カ
リ
分
を

ガ
ン
質
肥
料
、

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

（
新
設
）

又
は
微
量
要
素

含
有
す
る
肥
料
及

ほ
う
素
質
肥
料

一
・
〇

亜
硝
酸

複
合
肥
料
に
次

び
石
灰
を
含
有
す

又
は
微
量
要
素

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

の
い
ず
れ
か
を

る
肥
料
を
原
料
と

複
合
肥
料
に
次

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

混
合
し
、
造
粒

し
て
使
用
す
る
肥

の
い
ず
れ
か
を

保
証
す
る
も

性
窒
素

又
は
成
形
し
た

料
に
あ
つ
て
は
、

混
合
し
、
造
粒

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

も
の
を
い
う
。

ア
ル
カ
リ
分
又
は

又
は
成
形
し
た

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

一

汚
泥
肥
料

石
灰
の
い
ず
れ
か

も
の
を
い
う
。

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

（
次
の
い
ず

一
を
保
証
す
る
も

一

汚
泥
発
酵
肥

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

れ
か
を
堆
積

の
で
あ
る
こ
と
。

料
（
次
の
い
ず

一
・
〇

カ
ド
ミ
ウ
ム

又
は
か
く
は

三

可
溶
性
マ
ン
ガ

れ
か
を
堆
積
又

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

（
新
設
）

ん
し
、
腐
熟

ン
を
保
証
す
る
肥

は
か
く
は
ん
し

素
を
保
証
す

〇
七
五

さ
せ
た
も
の

料
は
、
可
溶
性
マ

、
腐
熟
さ
せ
た

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

に
限
る
。
次

ン
ガ
ン
を
保
証
す

も
の
に
限
る
。

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

号
に
お
い
て

る
肥
料
を
原
料
と

次
号
に
お
い
て

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

同
じ
。
）

し
て
使
用
し
た
も

同
じ
。
）

一
・
〇

〇
・
〇
五

ア

し
尿
処

の
で
あ
る
こ
と
。

ア

し
尿
処
理

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン
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理
施
設
か

四

汚
泥
肥
料
は
、

施
設
か
ら
生

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

二

汚
泥
発
酵
肥
料

ら
生
じ
た

乾
物
と
し
て
四
○

じ
た
汚
泥
を

る
も
の
に
あ

水
銀

は
、
乾
物
と
し
て

汚
泥
を
濃

％
以
下
を
使
用
す

濃
縮
、
消
化

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

四
○
％
以
下
を
使

縮
、
消
化

る
こ
と
。

、
脱
水
又
は

り
ん
酸
全
量

〇
五

用
す
る
こ
と
。

、
脱
水
又

五

（
略
）

乾
燥
し
た
も

一
・
〇

鉛

三

（
略
）

は
乾
燥
し

六

要
植
害
確
認
原

の

２

く
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

（
新
設
）

た
も
の

料
を
使
用
す
る
肥

ん
酸
を
保
証

イ

動
物
の

料
を
原
料
と
し
て

イ

動
物
の
排

す
る
も
の
に

排
せ
つ
物

使
用
す
る
も
の
に

せ
つ
物
に
凝

あ
つ
て
は

に
凝
集
を

あ
つ
て
は
、
要
植

集
を
促
進
す

く
溶
性
り
ん

促
進
す
る

害
確
認
原
料
が
法

る
材
料
（
昭

酸

材
料
（
昭

第
七
条
た
だ
し
書

和
二
十
五
年

一
・
〇

和
二
十
五

の
規
定
に
基
づ
き

六
月
二
十
日

３

可
溶
性
り

年
六
月
二

植
害
試
験
の
調
査

農
林
省
告
示

ん
酸
を
保
証

十
日
農
林

を
受
け
害
が
認
め

百
七
十
七
号

す
る
も
の
に

省
告
示
百

ら
れ
な
い
も
の
で

（
特
殊
肥
料

あ
つ
て
は

七
十
七
号

あ
る
こ
と
。

等
を
指
定
す

可
溶
性
り
ん

（
特
殊
肥

る
件
）
の
別

酸

一
・
〇

料
等
を
指

表
に
掲
げ
る

４

水
溶
性
り

定
す
る
件

凝
集
促
進
材

ん
酸
を
保
証

）
の
別
表

を
除
く
。
）

す
る
も
の
に

に
掲
げ
る

若
し
く
は
悪

あ
つ
て
は

凝
集
促
進

臭
を
防
止
す

水
溶
性
り
ん

材
を
除
く

る
材
料
を
混

酸

一
・
〇

。
）
若
し

合
し
、
脱
水

四
１

加
里
全
量

く
は
悪
臭

若
し
く
は
乾

を
保
証
す
る

を
防
止
す

燥
し
た
も
の

も
の
に
あ
つ

る
材
料
を

に
動
物
の
排

て
は

混
合
し
、

せ
つ
物
を
混

加
里
全
量

脱
水
若
し

合
し
た
も
の

一
・
〇

く
は
乾
燥

又
は
こ
れ
を

２

く
溶
性
加
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し
た
も
の

乾
燥
し
た
も

里
を
保
証
す

に
動
物
の

の

る
も
の
に
あ

排
せ
つ
物

つ
て
は

を
混
合
し

く
溶
性
加
里

た
も
の
又

一
・
〇

は
こ
れ
を

３

水
溶
性
加

乾
燥
し
た

里
を
保
証
す

も
の

る
も
の
に
あ

二

動
物
の
排

二

動
物
の
排
せ

つ
て
は

せ
つ
物
の
燃

つ
物
の
燃
焼
灰

水
溶
性
加
里

焼
灰
（
鶏
ふ

（
鶏
ふ
ん
燃
焼

一
・
〇

ん
燃
焼
灰
に

灰
に
限
る
。
）

五

可
溶
性
け
い

限
る
。
）
及

及
び
汚
泥
発
酵

酸
を
保
証
す
る

び
一
に
掲
げ

肥
料
）

も
の
に
あ
つ
て

る
汚
泥
肥
料

は

）

可
溶
性
け
い
酸

一
〇
・
〇

六
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

七
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保
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証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

八
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素
〇
・
〇
五

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う
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素
〇
・
〇
五

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

家
庭
園
芸
用
複

一

窒
素
、
り
ん

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
、
り

合
肥
料
（
熔
成

酸
又
は
加
里
の

酸
又
は
加
里

ん
酸
全
量
、
加
里

よ
う

複
合
肥
料
、
化

二
以
上
い
ず
れ

の
そ
れ
ぞ
れ

全
量
、
く
溶
性
り

成
肥
料
、
配
合

か
に
つ
い
て
そ

の
最
も
大
き

ん
酸
、
可
溶
性
り

肥
料
、
混
合
動

れ
ぞ
れ
の
最
も

い
主
成
分
の

ん
酸
又
は
可
溶
性

物
排
せ
つ
物
複

大
き
い
主
成
分

量
の
合
計
量

マ
ン
ガ
ン
を
保
証

合
肥
料
、
混
合

の
量
の
合
計
量

の
含
有
率
一

す
る
肥
料
は
、
成

堆
肥
複
合
肥
料

〇
・
二

・
〇
％
に
つ

形
複
合
肥
料
の
当

、
成
形
複
合
肥

二
１

窒
素
全
量

き

該
欄
の
一
、
二
、

料
、
吸
着
複
合

を
保
証
す
る

硫
青
酸
化
物

三
又
は
四
の
規
定

肥
料
、
被
覆
複

も
の
に
あ
つ

〇
・
〇
〇
五

に
よ
る
こ
と
。

合
肥
料
、
副
産

て
は

ひ
素

二

牛
等
由
来
の
原

複
合
肥
料
、
液

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

料
を
使
用
す
る
場

状
複
合
肥
料
、

〇
・
一

亜
硝
酸

合
に
あ
つ
て
は
、

熔
成
汚
泥
灰
複

２

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
二

管
理
措
置
が
行
わ

よ
う合

肥
料
及
び
混

ア
性
窒
素
を

ビ
ウ
レ
ッ
ト

れ
た
も
の
で
あ
る

合
汚
泥
複
合
肥

保
証
す
る
も

性
窒
素

こ
と
。

料
以
外
の
複
合

の
に
あ
つ
て

〇
・
〇
一

三

牛
等
の
部
位
を

肥
料
で
あ
つ
て

は

ス
ル
フ
ァ
ミ

原
料
と
す
る
場
合

、
か
つ
、
規
則

ア
ン
モ
ニ
ア

ン
酸

に
あ
つ
て
は
、
脊

第
一
条
の
二
に

性
窒
素

〇
・
〇
〇
五

柱
等
が
混
合
し
な

規
定
す
る
家
庭

〇
・
一

カ
ド
ミ
ウ
ム

い
も
の
と
し
て
農

園
芸
用
肥
料
で

３

硝
酸
性
窒

〇
・
〇
〇
〇

林
水
産
大
臣
の
確

あ
る
も
の
を
い

素
を
保
証
す

〇
七
五

認
を
受
け
た
工
程

う
。
）

る
も
の
に
あ

ニ
ッ
ケ
ル

に
お
い
て
製
造
さ

つ
て
は

〇
・
〇
〇
五

れ
た
も
の
で
あ
る

硝
酸
性
窒
素

ク
ロ
ム

こ
と
。
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〇
・
一

〇
・
〇
五

三
１

り
ん
酸
全

チ
タ
ン

量
を
保
証
す

〇
・
〇
二

る
も
の
に
あ

水
銀

つ
て
は

〇
・
〇
〇
〇

り
ん
酸
全
量

〇
五

〇
・
一

鉛

２

可
溶
性
り

〇
・
〇
〇
三

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
り
ん

酸

〇
・
一

３

く
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
り
ん

酸

〇
・
一

４

水
溶
性
り

ん
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん

酸

〇
・
一

四
１

加
里
全
量

を
保
証
す
る

も
の
に
あ
つ

て
は

加
里
全
量

〇
・
一
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２

く
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
加
里

〇
・
一

３

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

〇
・
一

五
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

〇
・
〇
一

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

〇
・
〇
一

六
１

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
一
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２

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
一

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン

〇
・
〇
〇
一

七
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
一

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素〇
・
〇
〇
一

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

（
新
設
）

(3)
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肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

化
成
肥
料
（
次

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

に
掲
げ
る
肥
料

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

を
い
う
。

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

一

窒
素
質
肥

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

料
、
り
ん
酸

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

質
肥
料
、
加

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

里
質
肥
料
、

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

有
機
質
肥
料

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

、
副
産
肥
料

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き
有
害
成
分

素
及
び
硝
酸
性
窒

等
、
複
合
肥

の
最
も
大
き
い

別
表
第
二
の

素
を
含
有
す
る
も

料
、
石
灰
質

主
成
分
の
量
の

と
お
り

の
で
あ
る
こ
と
。

肥
料
、
け
い

合
計
量

二

り
ん
酸
全
量
又

酸
質
肥
料
、

二
・
〇

は
加
里
全
量
を
保

苦
土
質
肥
料

証
す
る
肥
料
は
、

、
マ
ン
ガ
ン

動
植
物
質
の
原
料

質
肥
料
、
ほ

を
使
用
し
た
も
の

う
素
質
肥
料

で
あ
る
こ
と
。

又
は
微
量
要

三

く
溶
性
り
ん
酸

素
複
合
肥
料

を
含
有
す
る
肥
料

の
い
ず
れ
か

及
び
可
溶
性
り
ん

二
以
上
を
配

酸
を
含
有
す
る
肥

合
し
、
造
粒

料
を
原
料
と
し
て

又
は
成
形
し

使
用
す
る
肥
料
に

た
も
の

あ
つ
て
は
、
く
溶

二

一
に
掲
げ

性
り
ん
酸
又
は
可
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る
化
成
肥
料

溶
性
り
ん
酸
の
い

の
原
料
と
な

ず
れ
か
一
を
保
証

る
肥
料
に
米

す
る
も
の
で
あ
る

ぬ
か
、
発
酵

こ
と
。

米
ぬ
か
、
乾

四

ア
ル
カ
リ
分
を

燥
藻
及
び
そ

含
有
す
る
肥
料
及

の
粉
末
、
発

び
石
灰
を
含
有
す

酵
乾
ぷ
ん
肥

る
肥
料
を
原
料
と

料
、
よ
も
ぎ

し
て
使
用
す
る
肥

か
す
、
骨
灰

料
に
あ
つ
て
は
、

、
動
物
の
排

ア
ル
カ
リ
分
又
は

せ
つ
物
（
鶏

石
灰
の
い
ず
れ
か

ふ
ん
の
炭
化

一
を
保
証
す
る
も

物
に
限
る
。

の
で
あ
る
こ
と
。

）
又
は
動
物

五

牛
等
由
来
の
原

の
排
せ
つ
物

料
を
使
用
す
る
場

の
燃
焼
灰
（

合
に
あ
つ
て
は
、

鶏
ふ
ん
燃
焼

管
理
措
置
が
行
わ

灰
又
は
牛
の

れ
た
も
の
で
あ
る

排
せ
つ
物
と

こ
と
。

鶏
ふ
ん
と
の

六

牛
等
の
部
位
を

混
合
物
の
燃

原
料
と
す
る
場
合

焼
灰
に
限
る

に
あ
つ
て
は
、
脊

。
）
の
い
ず

柱
等
が
混
合
し
な

れ
か
一
以
上

い
も
の
と
し
て
農

を
配
合
し
、

林
水
産
大
臣
の
確

造
粒
又
は
成

認
を
受
け
た
工
程

形
し
た
も
の

に
お
い
て
製
造
さ

三

肥
料
（
混

れ
た
も
の
で
あ
る

合
汚
泥
複
合

こ
と
。

肥
料
及
び
規

七

要
植
害
確
認
原
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則
第
一
条
の

料
を
使
用
す
る
肥

二
各
号
に
掲

料
を
原
料
と
し
て

げ
る
普
通
肥

使
用
す
る
肥
料
に

料
を
除
く
。

あ
つ
て
は
、
要
植

）
又
は
肥
料

害
確
認
原
料
が
法

原
料
（
原
料

第
七
条
た
だ
し
書

規
格
第
一
及

の
規
定
に
基
づ
き

び
原
料
規
格

植
害
試
験
の
調
査

第
二
に
掲
げ

を
受
け
害
が
認
め

る
も
の
に
限

ら
れ
な
い
も
の
で

り
、
三
年
原

あ
る
こ
と
。

料
及
び
原
料

八

登
録
の
有
効
期

規
格
第
二
中

間
は
、
三
年
原
料

十
五
の
項
に

又
は
三
年
肥
料
等

掲
げ
る
も
の

を
使
用
す
る
肥
料

を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
三
年

を
使
用
し
、

、
三
年
原
料
又
は

こ
れ
に
化
学

三
年
肥
料
等
を
使

的
操
作
を
加

用
し
な
い
肥
料
に

え
た
も
の

あ
つ
て
は
六
年
で

四

三
に
掲
げ

あ
る
。

る
化
成
肥
料

を
配
合
し
、

造
粒
又
は
成

形
し
た
も
の

五

一
若
し
く

は
二
に
掲
げ

る
化
成
肥
料

又
は
そ
の
原

料
と
な
る
肥

料
若
し
く
は
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そ
の
原
料
と

な
る
肥
料
を

配
合
し
た
も

の
に
三
に
掲

げ
る
化
成
肥

料
、
そ
の
化

成
肥
料
を
配

合
し
た
も
の

又
は
四
に
掲

げ
る
化
成
肥

料
を
配
合
し

、
造
粒
又
は

成
形
し
た
も

の
）

混
合
動
物
排
せ

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

く
溶
性
り
ん
酸

つ
物
複
合
肥
料

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

を
含
有
す
る
肥
料

（
窒
素
質
肥
料

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

及
び
可
溶
性
り
ん

、
り
ん
酸
質
肥

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

酸
を
含
有
す
る
肥

料
、
加
里
質
肥

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

料
を
原
料
と
し
て

料
、
有
機
質
肥

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

使
用
す
る
肥
料
に

料
、
副
産
肥
料

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

あ
つ
て
は
、
く
溶

等
、
複
合
肥
料

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

性
り
ん
酸
又
は
可

、
石
灰
質
肥
料

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き
有
害
成
分

溶
性
り
ん
酸
の
い

、
け
い
酸
質
肥

の
最
も
大
き
い

別
表
第
二
の

ず
れ
か
一
を
保
証

料
、
苦
土
質
肥

主
成
分
の
量
の

と
お
り

す
る
も
の
で
あ
る

料
、
マ
ン
ガ
ン

合
計
量

こ
と
。

質
肥
料
、
ほ
う

二
・
〇

二

ア
ル
カ
リ
分
を

素
質
肥
料
又
は

含
有
す
る
肥
料
及

微
量
要
素
複
合

び
石
灰
を
含
有
す
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肥
料
に
動
物
の

る
肥
料
を
原
料
と

排
せ
つ
物
（

し
て
使
用
す
る
肥

牛
又
は
豚
の
排

料
に
あ
つ
て
は
、

せ
つ
物
を
加
熱

ア
ル
カ
リ
分
又
は

乾
燥
し
た
も
の

石
灰
の
い
ず
れ
か

に
限
る
。
）
を

一
を
保
証
す
る
も

混
合
し
、
造
粒

の
で
あ
る
こ
と
。

又
は
成
形
し
た

三

可
溶
性
マ
ン
ガ

も
の
を
い
う
。

ン
を
保
証
す
る
肥

）

料
は
、
可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保
証
す

る
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

四

動
物
の
排
せ
つ

物
（
牛
又
は
豚
の

排
せ
つ
物
を
加
熱

乾
燥
し
た
も
の
に

限
る
。
）
は
、
乾

物
と
し
て
窒
素
全

量
が
二
・
〇
％
以

上
で
あ
り
、
か
つ

、
窒
素
全
量
、
り

ん
酸
全
量
又
は
加

里
全
量
の
合
計
量

が
五
・
〇
％
以
上

で
あ
る
こ
と
。

五

動
物
の
排
せ
つ

物
（
牛
又
は
豚
の

排
せ
つ
物
を
加
熱
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乾
燥
し
た
も
の
に

限
る
。
）
は
、
乾

物
と
し
て
七
〇
％

以
下
を
使
用
す
る

こ
と
。

六

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

七

要
植
害
確
認
原

料
を
使
用
す
る
肥

料
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
、
要
植

害
確
認
原
料
が
法

第
七
条
た
だ
し
書

の
規
定
に
基
づ
き

植
害
試
験
の
調
査

を
受
け
害
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

八

登
録
の
有
効
期

間
は
、
三
年
肥
料

等
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
肥
料
に

あ
つ
て
は
三
年
、

三
年
肥
料
等
を
原

料
と
し
て
使
用
し

166



な
い
肥
料
に
あ
つ

て
は
六
年
で
あ
る

。

混
合
堆
肥
複
合

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

く
溶
性
り
ん
酸

肥
料
（
次
に
掲

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

を
含
有
す
る
肥
料

げ
る
肥
料
を
い

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

及
び
可
溶
性
り
ん

う
。

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

酸
を
含
有
す
る
肥

一

窒
素
質
肥

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

料
を
原
料
と
し
て

料
、
り
ん
酸

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

使
用
す
る
肥
料
に

質
肥
料
、
加

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

あ
つ
て
は
、
く
溶

里
質
肥
料
、

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

性
り
ん
酸
又
は
可

有
機
質
肥
料

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き
有
害
成
分

溶
性
り
ん
酸
の
い

、
副
産
肥
料

の
最
も
大
き
い

別
表
第
二
の

ず
れ
か
一
を
保
証

等
、
複
合
肥

主
成
分
の
量
の

と
お
り

す
る
も
の
で
あ
る

料
、
石
灰
質

合
計
量

こ
と
。

肥
料
、
け
い

二
・
〇

二

ア
ル
カ
リ
分
を

酸
質
肥
料
、

含
有
す
る
肥
料
及

苦
土
質
肥
料

び
石
灰
を
含
有
す

、
マ
ン
ガ
ン

る
肥
料
を
原
料
と

質
肥
料
、
ほ

し
て
使
用
す
る
肥

う
素
質
肥
料

料
に
あ
つ
て
は
、

又
は
微
量
要

ア
ル
カ
リ
分
又
は

素
複
合
肥
料

石
灰
の
い
ず
れ
か

に
堆
肥
（
動

一
を
保
証
す
る
も

物
の
排
せ
つ

の
で
あ
る
こ
と
。

物
又
は
食
品

三

可
溶
性
マ
ン
ガ

由
来
の
有
機

ン
を
保
証
す
る
肥

質
物
を
主
原

料
は
、
可
溶
性
マ

料
と
す
る
も

ン
ガ
ン
を
保
証
す
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の
に
限
る
。

る
肥
料
を
原
料
と

）
を
混
合
し

し
て
使
用
し
た
も

、
造
粒
又
は

の
で
あ
る
こ
と
。

成
形
後
、
加

四

堆
肥
（
動
物
の

熱
乾
燥
し
た

排
せ
つ
物
を
主
原

も
の

料
と
す
る
も
の
に

二

窒
素
質
肥

限
る
。
）
を
原
料

料
、
り
ん
酸

と
す
る
場
合
に
あ

質
肥
料
、
加

つ
て
は
、
乾
物
と

里
質
肥
料
、

し
て
窒
素
全
量
が

有
機
質
肥
料

二
・
○
％
以
上
で

、
副
産
肥
料

あ
り
、
か
つ
、
窒

等
、
複
合
肥

素
全
量
、
り
ん
酸

料
、
石
灰
質

全
量
又
加
里
全
量

肥
料
、
け
い

の
合
計
量
五
・
○

酸
質
肥
料
、

％
以
上
で
あ
る
こ

苦
土
質
肥
料

と
。

、
マ
ン
ガ
ン

五

堆
肥
（
食
品
由

質
肥
料
、
ほ

来
の
有
機
質
物
を

う
素
質
肥
料

主
原
料
と
す
る
も

又
は
微
量
要

の
に
限
る
。
）
を

素
複
合
肥
料

原
料
と
す
る
場
合

に
米
ぬ
か
、

に
あ
つ
て
は
、
乾

発
酵
米
ぬ
か

物
と
し
て
窒
素
全

、
乾
燥
藻
及

量
が
三
・
○
％
以

び
そ
の
粉
末

上
で
あ
り
、
か
つ

、
発
酵
乾
ぷ

、
窒
素
全
量
、
り

ん
肥
料
、
よ

ん
酸
全
量
又
は
加

も
ぎ
か
す
、

里
全
量
の
合
計
量

骨
灰
、
動
物

が
五
・
○
％
以
上
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の
排
せ
つ
物

で
あ
る
こ
と
。

（
鶏
ふ
ん
の

六

牛
等
由
来
の
原

炭
化
物
に
限

料
を
使
用
す
る
場

る
。
）
又
は

合
に
あ
つ
て
は
、

動
物
の
排
せ

管
理
措
置
が
行
わ

つ
物
の
燃
焼

れ
た
も
の
で
あ
る

灰
（
鶏
ふ
ん

こ
と
。

燃
焼
灰
に
限

七

要
植
害
確
認
原

る
。
）
の
い

料
を
使
用
す
る
肥

ず
れ
か
一
以

料
を
原
料
と
し
て

上
及
び
堆
肥

使
用
す
る
肥
料
に

（
動
物
の
排

あ
つ
て
は
、
要
植

せ
つ
物
又
は

害
確
認
原
料
が
法

食
品
由
来
の

第
七
条
た
だ
し
書

有
機
質
物
を

の
規
定
に
基
づ
き

主
原
料
と
す

植
害
試
験
の
調
査

る
も
の
に
限

を
受
け
害
が
認
め

る
。
）
を
混

ら
れ
な
い
も
の
で

合
し
、
造
粒

あ
る
こ
と
。

又
は
成
形
後

八

登
録
の
有
効
期

、
加
熱
乾
燥

間
は
、
三
年
肥
料

し
た
も
の
）

等
を
原
料
と
し
て

使
用
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
三
年
、

三
年
肥
料
等
を
原

料
と
し
て
使
用
し

な
い
も
の
に
あ
つ

て
は
六
年
で
あ
る

。
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成
形
複
合
肥
料

主
成
分
別
表
第

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

（
窒
素
質
肥
料

一
の
と
お
り
。

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、

、
り
ん
酸
質
肥

た
だ
し
、
同
表

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

料
、
加
里
質
肥

の
記
載
に
か
か

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

料
、
有
機
質
肥

わ
ら
ず
、
窒
素

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

料
、
副
産
肥
料

、
り
ん
酸
又
は

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

等
、
複
合
肥
料

加
里
の
い
ず
れ

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

、
石
灰
質
肥
料

か
二
以
上
に
つ

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

、
け
い
酸
質
肥

い
て
そ
れ
ぞ
れ

き
有
害
成
分

素
及
び
硝
酸
性
窒

料
、
苦
土
質
肥

の
最
も
大
き
い

別
表
第
二
の

素
を
含
有
す
る
も

料
、
マ
ン
ガ
ン

主
成
分
の
量
の

と
お
り

の
で
あ
る
こ
と
。

質
肥
料
、
ほ
う

合
計
量

二

り
ん
酸
全
量
又

素
質
肥
料
若
し

二
・
〇

は
加
里
全
量
を
保

く
は
微
量
要
素

証
す
る
肥
料
は
、

複
合
肥
料
に
木

動
植
物
質
の
原
料

質
泥
炭
、
紙
パ

を
使
用
し
た
も
の

ル
プ
廃
繊
維
、

で
あ
る
こ
と
。

草
炭
質
腐
植
、

三

く
溶
性
り
ん
酸

流
紋
岩
質
凝
灰

を
含
有
す
る
肥
料

岩
粉
末
又
は
ベ

及
び
可
溶
性
り
ん

ン
ト
ナ
イ
ト
の

酸
を
含
有
す
る
肥

い
ず
れ
か
一
を

料
を
原
料
と
し
て

混
合
し
、
造
粒

使
用
す
る
肥
料
に

又
は
成
形
し
た

あ
つ
て
は
、
く
溶

も
の
を
い
う
。

性
り
ん
酸
又
は
可

）

溶
性
り
ん
酸
の
い

ず
れ
か
一
を
保
証

す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

ア
ル
カ
リ
分
を
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含
有
す
る
肥
料
及

び
石
灰
を
含
有
す

る
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
す
る
肥

料
に
あ
つ
て
は
、

ア
ル
カ
リ
分
又
は

石
灰
の
い
ず
れ
か

一
を
保
証
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

ン
を
保
証
す
る
肥

料
は
、
可
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保
証
す

る
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

六

木
質
泥
炭
（
乾

物
一
グ
ラ
ム
当
た

り
〇
・
〇
二
モ
ル

毎
リ
ッ
ト
ル
の
過

マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ

ウ
ム
溶
液
の
消
費

量
が
一
〇
〇
ミ
リ

リ
ッ
ト
ル
相
当
以

上
の
腐
植
を
含
有

す
る
も
の
）
は
、

乾
物
と
し
て
二
〇

％
以
上
四
五
％
以

下
を
使
用
す
る
こ

と
。

七

紙
パ
ル
プ
廃
繊
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維
（
紙
パ
ル
プ
工

場
の
廃
水
か
ら
得

ら
れ
る
廃
繊
維
で

、
乾
物
当
た
り
ホ

ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
を

五
五
％
以
上
含
有

す
る
も
の
）
は
、

乾
物
と
し
て
二
五

％
以
上
四
〇
％
以

下
を
使
用
す
る
こ

と
。

八

草
炭
質
腐
植
（

草
炭
を
水
洗
分
離

し
て
得
ら
れ
る
腐

植
で
、
乾
物
当
た

り
灰
分
の
含
量
が

二
〇
％
以
下
の
も

の
）
は
、
乾
物
と

し
て
一
〇
％
以
上

二
五
％
以
下
を
使

用
す
る
こ
と
。

九

流
紋
岩
質
凝
灰

岩
粉
末
（
乾
物
一

〇
〇
グ
ラ
ム
当
た

り
陽
イ
オ
ン
交
換

容
量
一
三
〇
ミ
リ

グ
ラ
ム
当
量
以
上

を
有
す
る
も
の
）

は
、
二
五
％
以
上

三
五
％
以
下
を
使

用
す
る
こ
と
。
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十

ベ
ン
ト
ナ
イ
ト

（
乾
物
一
〇
〇
グ

ラ
ム
当
た
り
陽
イ

オ
ン
交
換
容
量
五

〇
ミ
リ
グ
ラ
ム
当

量
以
上
を
有
す
る

も
の
）
は
、
二
五

％
以
上
三
五
％
以

下
を
使
用
す
る
こ

と
。

十
一

牛
等
由
来
の

原
料
を
使
用
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は

、
管
理
措
置
が
行

わ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。

十
二

要
植
害
確
認

原
料
を
使
用
す
る

肥
料
を
原
料
と
し

て
使
用
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
要

植
害
確
認
原
料
が

法
第
七
条
た
だ
し

書
の
規
定
に
基
づ

き
植
害
試
験
の
調

査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

十
三

登
録
の
有
効

期
間
は
、
三
年
肥

料
等
を
原
料
と
し
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て
使
用
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
三
年

、
三
年
肥
料
等
を

原
料
と
し
て
使
用

し
な
い
も
の
に
あ

つ
て
は
六
年
で
あ

る
。

被
覆
複
合
肥
料

一

窒
素
及
び

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
は
、
水
溶

（
化
成
肥
料
又

水
溶
性
り
ん

酸
又
は
加
里

性
で
あ
る
こ
と
。

は
液
状
肥
料
を

酸
又
は
水
溶

の
そ
れ
ぞ
れ

二

窒
素
の
初
期
溶

硫
黄
そ
の
他
の

性
加
里
の
主

の
最
も
大
き

出
率
は
、
五
〇
％

被
覆
原
料
で
被

成
分
の
量
の

い
主
成
分
の

以
下
で
あ
る
こ
と

覆
し
た
も
の
を

合
計
量

量
の
合
計
量

。

い
う
。
）

一
〇
・
〇

の
含
有
率
一

三

牛
等
由
来
の
原

二
１

窒
素
全

・
〇
％
に
つ

料
を
使
用
す
る
場

量
を
保
証

き

合
に
あ
つ
て
は
、

す
る
も
の

硫
青
酸
化
物

管
理
措
置
が
行
わ

に
あ
つ
て

〇
・
〇
〇
五

れ
た
も
の
で
あ
る

は

ひ
素

こ
と
。

窒
素
全
量

〇
・
〇
〇
二

四

要
植
害
確
認
原

一
・
〇

亜
硝
酸

料
を
使
用
す
る
肥

２

ア
ン
モ

〇
・
〇
二

料
を
原
料
と
し
て

ニ
ア
性
窒

ビ
ウ
レ
ッ
ト

使
用
す
る
肥
料
に

素
を
保
証

性
窒
素

あ
つ
て
は
、
要
植

す
る
も
の

〇
・
〇
一

害
確
認
原
料
が
法

に
あ
つ
て

ス
ル
フ
ァ
ミ

第
七
条
た
だ
し
書

は

ン
酸

の
規
定
に
基
づ
き

ア
ン
モ
ニ

〇
・
〇
〇
五

植
害
試
験
の
調
査

ア
性
窒
素

カ
ド
ミ
ウ
ム

を
受
け
害
が
認
め
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一
・
〇

〇
・
〇
〇
〇

ら
れ
な
い
も
の
で

３

硝
酸
性

〇
七
五

あ
る
こ
と
。

窒
素
を
保

五

登
録
の
有
効
期

証
す
る
も

間
は
、
三
年
肥
料

の
に
あ
つ

等
を
原
料
と
し
て

て
は

使
用
す
る
肥
料
に

硝
酸
性
窒

あ
つ
て
は
三
年
、

素

三
年
肥
料
等
を
原

一
・
〇

料
と
し
て
使
用
し

三

水
溶
性
り

な
い
肥
料
に
あ
つ

ん
酸
を
保
証

て
は
六
年
で
あ
る

す
る
も
の
に

。

あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん

酸

一
・
〇

四

水
溶
性
加

里
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

五

水
溶
性
石

灰
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
石
灰

一
・
〇

六

水
溶
性
け

い
酸
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

175



水
溶
性
け
い

酸

一
・
〇

七

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

八

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン〇

・
一
〇

九

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素

〇
・
〇
五

十

可
溶
性
硫

黄
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

配
合
肥
料
（
次

一

窒
素
、
り

窒
素
、
り
ん

一

窒
素
全
量
を
保

に
掲
げ
る
肥
料

ん
酸
又
は
加

酸
又
は
加
里

証
す
る
肥
料
は
、
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を
い
う
。

里
の
い
ず
れ

の
そ
れ
ぞ
れ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

一

窒
素
質
肥

か
二
以
上
に

の
最
も
大
き

素
又
は
硝
酸
性
窒

料
、
り
ん
酸

つ
い
て
そ
れ

い
主
成
分
の

素
以
外
の
成
分
形

質
肥
料
、
加

ぞ
れ
の
最
も

量
の
合
計
量

態
の
窒
素
を
含
有

里
質
肥
料
、

大
き
い
主
成

の
含
有
率
一

す
る
も
の
並
び
に

有
機
質
肥
料

分
の
量
の
合

・
〇
％
に
つ

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

、
副
産
肥
料

計
量

き
有
害
成
分

素
及
び
硝
酸
性
窒

等
、
複
合
肥

二
・
〇

別
表
第
二
の

素
を
併
せ
て
含
有

料
、
石
灰
質

二
１

窒
素
全

と
お
り

す
る
も
の
で
あ
る

肥
料
、
け
い

量
を
保
証

こ
と
。

酸
質
肥
料
、

す
る
も
の

二

り
ん
酸
全
量
又

苦
土
質
肥
料

に
あ
つ
て

は
加
里
全
量
を
保

、
マ
ン
ガ
ン

は

証
す
る
肥
料
は
、

質
肥
料
、
ほ

窒
素
全
量

動
植
物
質
の
原
料

う
素
質
肥
料

一
・
〇

を
使
用
し
た
も
の

又
は
微
量
要

２

ア
ン
モ

で
あ
る
こ
と
。

素
複
合
肥
料

ニ
ア
性
窒

三

く
溶
性
り
ん
酸

の
い
ず
れ
か

素
を
保
証

を
含
有
す
る
肥
料

二
以
上
を
配

す
る
も
の

及
び
可
溶
性
り
ん

合
し
た
も
の

に
あ
つ
て

酸
を
含
有
す
る
肥

二

一
に
掲
げ

は

料
を
原
料
と
し
て

る
配
合
肥
料

ア
ン
モ
ニ

使
用
す
る
肥
料
に

の
原
料
と
な

ア
性
窒
素

あ
つ
て
は
、
く
溶

る
肥
料
に
米

一
・
〇

性
り
ん
酸
又
は
可

ぬ
か
、
発
酵

３

硝
酸
性

溶
性
り
ん
酸
の
い

米
ぬ
か
、
乾

窒
素
を
保

ず
れ
か
一
を
保
証

燥
藻
及
び
そ

証
す
る
も

す
る
も
の
で
あ
る

の
粉
末
、
発

の
に
あ
つ

こ
と
。

酵
乾
ぷ
ん
肥

て
は

四

ア
ル
カ
リ
分
を

料
、
グ
ア
ノ

硝
酸
性
窒

含
有
す
る
肥
料
及

（
り
ん
酸
の

素

び
石
灰
を
含
有
す

177



く
溶
率
五
〇

一
・
〇

る
肥
料
を
原
料
と

％
以
上
の
も

三
１

り
ん
酸

し
て
使
用
す
る
肥

の
で
造
粒
又

全
量
を
保

料
に
あ
つ
て
は
、

は
成
形
し
な

証
す
る
も

ア
ル
カ
リ
分
又
は

い
も
の
に
限

の
に
あ
つ

石
灰
の
い
ず
れ
か

る
。
）
、
よ

て
は

一
を
保
証
す
る
も

も
ぎ
か
す
、

り
ん
酸
全

の
で
あ
る
こ
と
。

骨
灰
、
動
物

量

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

の
排
せ
つ
物

一
・
〇

ン
を
保
証
す
る
肥

（
鶏
ふ
ん
の

２

く
溶
性

料
は
、
可
溶
性
マ

炭
化
物
に
限

り
ん
酸
を

ン
ガ
ン
を
保
証
す

る
。
）
又
は

保
証
す
る

る
肥
料
を
原
料
と

動
物
の
排
せ

も
の
に
あ

し
て
使
用
し
た
も

つ
物
の
燃
焼

つ
て
は

の
で
あ
る
こ
と
。

灰
（
鶏
ふ
ん

く
溶
性
り

六

牛
等
由
来
の
原

燃
焼
灰
又
は

ん
酸

料
を
使
用
す
る
場

牛
の
排
せ
つ

一
・
〇

合
に
あ
つ
て
は
、

物
と
鶏
ふ
ん

３

可
溶
性

管
理
措
置
が
行
わ

と
の
混
合
物

り
ん
酸
を

れ
た
も
の
で
あ
る

の
燃
焼
灰
に

保
証
す
る

こ
と
。

限
る
。
）
の

も
の
に
あ

七

牛
等
の
部
位
を

い
ず
れ
か
一

つ
て
は

原
料
と
す
る
場
合

以
上
を
配
合

可
溶
性
り

に
あ
つ
て
は
、
脊

し
た
も
の

ん
酸

柱
等
が
混
合
し
な

三

化
成
肥
料

一
・
〇

い
も
の
と
し
て
農

を
配
合
し
た

４

水
溶
性

林
水
産
大
臣
の
確

も
の
）

り
ん
酸
を

認
を
受
け
た
工
程

保
証
す
る

に
お
い
て
製
造
さ

も
の
に
あ

れ
た
も
の
で
あ
る

つ
て
は

こ
と
。

水
溶
性
り

八

要
植
害
確
認
原
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ん
酸

料
を
使
用
す
る
肥

一
・
〇

料
を
原
料
と
し
て

四
１

加
里
全

使
用
す
る
肥
料
に

量
を
保
証

あ
つ
て
は
、
要
植

す
る
も
の

害
確
認
原
料
が
法

に
あ
つ
て

第
七
条
た
だ
し
書

は

の
規
定
に
基
づ
き

加
里
全
量

植
害
試
験
の
調
査

一
・
〇

を
受
け
害
が
認
め

２

く
溶
性

ら
れ
な
い
も
の
で

加
里
を
保

あ
る
こ
と
。

証
す
る
も

九

登
録
の
有
効
期

の
に
あ
つ

間
は
、
三
年
肥
料

て
は

等
を
原
料
と
し
て

く
溶
性
加

使
用
す
る
肥
料
に

里

あ
つ
て
は
三
年
、

一
・
〇

三
年
肥
料
等
を
原

３

水
溶
性

料
と
し
て
使
用
し

加
里
を
保

な
い
肥
料
に
あ
つ

証
す
る
も

て
は
六
年
で
あ
る

の
に
あ
つ

。

て
は

水
溶
性
加

里

一
・
〇

五

ア
ル
カ
リ

分
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

ア
ル
カ
リ
分

五
・
〇
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六
１

可
溶
性

石
灰
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

可
溶
性
石

灰

一
・
〇

２

く
溶
性

石
灰
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

く
溶
性
石

灰

一
・
〇

３

水
溶
性

石
灰
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
石

灰

一
・
〇

七
１

可
溶
性

け
い
酸
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

可
溶
性
け

い
酸
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五
・
〇

２

水
溶
性

け
い
酸
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
け

い
酸五

・
〇

八
１

可
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

可
溶
性
苦

土

一
・
〇

２

く
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

く
溶
性
苦

土

一
・
〇

３

水
溶
性

苦
土
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は

水
溶
性
苦
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土

一
・
〇

九
１

可
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

２

く
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

３

水
溶
性

マ
ン
ガ
ン

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン

〇
・
〇
〇五

十
１

く
溶
性

ほ
う
素
を
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保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇五

２

水
溶
性

ほ
う
素
を

保
証
す
る

も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
ほ

う
素〇

・
〇
〇五

十
一

可
溶
性

硫
黄
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

七

石
灰
質
肥
料

六

石
灰
質
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

183



（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

貝
化
石
肥
料
（
貝

（
略
）

貝
化
石
肥
料
（
貝

（
略
）

化
石
粉
末
又
は
こ

化
石
粉
末
又
は
こ

れ
に
マ
グ
ネ
シ
ウ

れ
に
マ
グ
ネ
シ
ウ

ム
の
酸
化
物
若
し

ム
の
酸
化
物
若
し

く
は
水
酸
化
物
を

く
は
水
酸
化
物
を

混
合
し
、
造
粒
し

混
合
し
、
造
粒
し

た
も
の
を
い
う
。

た
も
の
を
い
う
。

）

）

硫
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

一

可
溶
性

可
溶
性
石
灰

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
り
ん
酸
を
生
産

石
灰
、
く

、
く
溶
性
石

す
る
際
に
副
産
さ

溶
性
石
灰

灰
又
は
水
溶

れ
る
も
の
に
限
る

又
は
水
溶

性
石
灰
の
含

。
）

性
石
灰
の

有
率
一
・
〇

い
ず
れ
か

％
に
つ
き

一
に
つ
い

ひ
素

て

〇
・
〇
〇
四

一
・
〇

ス
ル
フ
ァ
ミ

二

可
溶
性

ン
酸

石
灰
、
く

〇
・
〇
一

溶
性
石
灰

又
は
水
溶

性
石
灰
の

ほ
か
可
溶

性
硫
黄
を

保
証
す
る
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も
の
に
あ

つ
て
は

可
溶
性
硫

黄
一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
石
灰
肥
料

一

ア
ル
カ
リ
分

ア
ル
カ
リ
分

一

可
溶
性
マ
ン
ガ

（
石
灰
質
肥
料
に

三
五
・
〇

の
含
有
率
一

ン
を
保
証
す
る
肥

、
石
灰
質
肥
料
、

二

ア
ル
カ
リ
分

・
〇
％
に
つ

料
は
、
原
料
と
し

苦
土
肥
料
、
ほ
う

の
ほ
か
可
溶
性

き

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

素
質
肥
料
又
は
微

苦
土
、
く
溶
性

ひ
素

ン
を
保
証
す
る
肥

量
要
素
複
合
肥
料

苦
土
、
可
溶
性

〇
・
〇
〇
四

料
を
使
用
し
た
も

を
混
合
し
た
も
の

マ
ン
ガ
ン
、
く

亜
硝
酸

の
で
あ
る
こ
と
。

を
い
う
。
）

溶
性
マ
ン
ガ
ン

〇
・
〇
四

二

規
則
第
七
条
の

、
く
溶
性
ほ
う

ニ
ッ
ケ
ル

六
第
六
号
の
農
林

素
又
は
水
溶
性

〇
・
〇
一

水
産
大
臣
が
指
定

ほ
う
素
を
保
証

ク
ロ
ム

す
る
混
合
石
灰
肥

す
る
も
の
に
あ

〇
・
一

料
で
あ
る
こ
と
。

つ
て
は
、
一
に

チ
タ
ン

掲
げ
る
も
の
の

〇
・
〇
四

ほ
か

可
溶
性
苦
土
に

つ
い
て
は四

・
五

く
溶
性
苦
土
に

つ
い
て
は一

・
〇

可
溶
性
マ
ン
ガ

ン
に
つ
い
て
は
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〇
・
一
〇

く
溶
性
マ
ン
ガ

ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

く
溶
性
ほ
う
素

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

水
溶
性
ほ
う
素

に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

混
合
石
灰
肥
料
（

主
成
分
別
表

一

窒
素
を

一

窒
素
全
量
を
保
証
す
る

混
合
石
灰
肥
料

一

ア
ル
カ
リ
分

ア
ル
カ
リ
分

（
新
設
）

石
灰
質
肥
料
に
、

第
一
の
と
お

保
証
し
、

肥
料
は
、
ア
ン
モ
ニ
ア
性

三
五
・
〇

の
含
有
率
一

有
機
質
肥
料
、
副

り
。
た
だ
し

り
ん
酸
又

窒
素
又
は
硝
酸
性
窒
素
以

二

ア
ル
カ
リ
分

・
〇
％
に
つ

産
肥
料
等
、
石
灰

、
同
表
の
記

は
加
里
を

外
の
成
分
形
態
の
窒
素
を

の
ほ
か
可
溶
性

き

質
肥
料
、
け
い
酸

載
に
か
か
わ

保
証
し
な

含
有
す
る
も
の
並
び
に
ア

苦
土
、
く
溶
性

ひ
素

質
肥
料
、
苦
土
質

ら
ず
、
ア
ル

い
も
の
に

ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
及
び
硝

苦
土
、
可
溶
性

〇
・
〇
〇
四

肥
料
、
マ
ン
ガ
ン

カ
リ
分
に
つ

あ
つ
て
は

酸
性
窒
素
を
含
有
す
る
も

マ
ン
ガ
ン
、
く

亜
硝
酸

質
肥
料
、
ほ
う
素

い
て
は

、
窒
素
全

の
で
あ
る
こ
と
。

溶
性
マ
ン
ガ
ン

〇
・
〇
四

質
肥
料
又
は
微
量

五
・
〇

量
、
ア
ン

二

り
ん
酸
全
量
又
は
加
里

、
く
溶
性
ほ
う

ニ
ッ
ケ
ル

（
新
設
）

要
素
複
合
肥
料
を

モ
ニ
ア
性

全
量
を
保
証
す
る
肥
料
は

素
又
は
水
溶
性

〇
・
〇
一

混
合
し
た
も
の
を

窒
素
、
硝

、
動
植
物
質
の
原
料
を
使

ほ
う
素
を
保
証

ク
ロ
ム
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い
う
。
）

酸
性
窒
素

用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

す
る
も
の
に
あ

〇
・
一

又
は
ア
ン

。

つ
て
は
、
一
に

チ
タ
ン

モ
ニ
ア
性

三

く
溶
性
り
ん
酸
を
含
有

掲
げ
る
も
の
の

〇
・
〇
四

（
新
設
）

窒
素
及
び

す
る
肥
料
及
び
可
溶
性
り

ほ
か

硝
酸
性
窒

ん
酸
を
含
有
す
る
肥
料
を

可
溶
性
苦
土
に

素
の
合
計

原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥

つ
い
て
は

量
の
う
ち

料
に
あ
つ
て
は
、
く
溶
性

四
・
五

最
も
大
き

り
ん
酸
又
は
可
溶
性
り
ん

く
溶
性
苦
土
に

い
も
の
の

酸
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証

つ
い
て
は

含
有
率
一

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
・
〇

・
〇
％
に

四

ア
ル
カ
リ
分
を
含
有
す

可
溶
性
マ
ン
ガ

（
新
設
）

つ
き

る
肥
料
及
び
石
灰
を
含
有

ン
に
つ
い
て
は

有
害
成
分

す
る
肥
料
を
原
料
と
し
て

〇
・
一
〇

別
表
第
一

使
用
す
る
肥
料
に
あ
つ
て

く
溶
性
マ
ン
ガ

の
と
お
り

は
、
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石

ン
に
つ
い
て
は

二

り
ん
酸

灰
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証

〇
・
一
〇

又
は
加
里

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

く
溶
性
ほ
う
素

の
い
ず
れ

五

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保

に
つ
い
て
は

一

可
溶
性
マ
ン
ガ

か
一
を
保

証
す
る
肥
料
は
、
可
溶
性

〇
・
〇
五

ン
を
保
証
す
る
肥

証
し
、
窒

マ
ン
ガ
ン
を
保
証
す
る
肥

水
溶
性
ほ
う
素

料
は
、
原
料
と
し

素
を
保
証

料
を
原
料
と
し
て
使
用
し

に
つ
い
て
は

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

し
な
い
も

た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〇
・
〇
五

ン
を
保
証
す
る
肥

の
に
あ
つ

料
を
使
用
し
た
も

て
は
、
保

の
で
あ
る
こ
と
。

証
す
る
主

六

牛
等
由
来
の
原
料
を
使

（
新
設
）

成
分
の
う

用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

ち
最
も
大

、
管
理
措
置
が
行
わ
れ
た

き
い
主
成

も
の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
量
の

七

牛
等
の
部
位
を
原
料
と

（
新
設
）

合
計
量
の

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

含
有
率
一

脊
柱
等
が
混
合
し
な
い
も
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・
〇
％
に

の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣

つ
き

の
確
認
を
受
け
た
工
程
に

有
害
成
分

お
い
て
製
造
さ
れ
た
も
の

別
表
第
二

で
あ
る
こ
と
。

の
と
お
り

八

要
植
害
確
認
原
料
を
使

二

規
則
第
七
条
の

三

窒
素
、

用
す
る
肥
料
を
原
料
と
し

六
第
六
号
の
農
林

り
ん
酸
又

て
使
用
す
る
肥
料
に
あ
つ

水
産
大
臣
が
指
定

は
加
里
の

て
は
、
要
植
害
確
認
原
料

す
る
混
合
石
灰
肥

う
ち
、
い

が
法
第
七
条
た
だ
し
書
の

料
以
外
の
も
の
で

ず
れ
か
二

規
定
に
基
づ
き
植
害
試
験

あ
る
こ
と
。

以
上
を
保

の
調
査
を
受
け
害
が
認
め

証
す
る
も

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

の
に
あ
つ

と
。

て
は
、
窒

九

登
録
の
有
効
期
間
は
、

（
新
設
）

素
、
り
ん

三
年
肥
料
等
を
原
料
と
し

酸
又
は
加

て
使
用
す
る
肥
料
に
あ
つ

里
の
そ
れ

て
は
三
年
、
三
年
肥
料
等

ぞ
れ
の
最

を
原
料
と
し
て
使
用
し
な

も
大
き
い

い
肥
料
に
あ
つ
て
は
六
年

主
成
分
の

で
あ
る
。

量
の
合
計

量
の
含
有

率
一
・
〇

％
に
つ
き

有
害
成
分

別
表
第
二

の
と
お
り

四

窒
素
、

り
ん
酸
及

び
加
里
を

保
証
し
な
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い
も
の
に

あ
つ
て
は

、
ア
ル
カ

リ
分
の
含

有
率
一
・

〇
％
に
つ

き有
害
成
分

別
表
第
一

の
と
お
り

八

（
略
）

七

（
略
）

九

苦
土
質
肥
料

八

苦
土
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

硫
酸
苦
土
肥
料

一

水
溶
性

（
略
）

苦
土
含
有
物
に
硫
酸
を
作
用

硫
酸
苦
土
肥
料

水
溶
性
苦
土

（
略
）

（
新
設
）

苦
土

さ
せ
て
生
じ
た
も
の
に
あ
つ

一
一
・
〇

一
一
・
〇

て
は
、
く
溶
性
苦
土
の
含
有

二

水
溶
性

量
に
対
す
る
水
溶
性
苦
土
の

（
新
設
）

苦
土
の
ほ

含
有
比
率
が
〇
・
八
以
上
で

か
可
溶
性

あ
る
こ
と
。

硫
黄
を
保
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証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は
、
一

に
掲
げ
る

も
の
の
ほ

か可
溶
性
硫

黄
一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

加
工
苦
土
肥
料

一

く
溶
性

（
略
）

（
略
）

加
工
苦
土
肥
料
（

く
溶
性
苦
土

（
略
）

（
略
）
。

（
蛇
紋
岩
そ
の
他

苦
土

蛇
紋
岩
そ
の
他
の

二
三
・
〇

じ
ゃ

じ
ゃ

の
塩
基
性
マ
グ
ネ

二
三
・
〇

塩
基
性
マ
グ
ネ
シ

水
溶
性
苦
土

シ
ウ
ム
含
有
物
に

水
溶
性
苦

ウ
ム
含
有
物
に
硫

三
・
〇

硫
酸
を
加
え
た
も

土

酸
を
加
え
た
も
の

の
を
い
う
。
）

三
・
〇

を
い
う
。
）

二

く
溶
性

（
新
設
）

苦
土
及
び

水
溶
性
苦

土
の
ほ
か

可
溶
性
石

灰
、
く
溶

性
石
灰
、

水
溶
性
石

灰
又
は
可

溶
性
硫
黄

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は
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、
一
に
掲

げ
る
も
の

の
ほ
か

可
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

く
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

水
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

可
溶
性
硫

黄
に
つ
い

て
は一

・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

被
覆
苦
土
肥
料
（

水
溶
性
苦
土

水
溶
性
苦
土

一

苦
土
の
初
期
溶

苦
土
肥
料
を
硫
黄

八
・
〇

の
含
有
率
一

出
率
は
五
〇
％
以

そ
の
他
の
被
覆
原

・
〇
％
に
つ

下
で
あ
る
こ
と
。

料
で
被
覆
し
た
も

き

二

規
則
第
七
条
の

の
を
い
う
。
）

ひ
素

六
第
八
号
の
農
林

〇
・
〇
〇
四

水
産
大
臣
が
指
定

す
る
被
覆
苦
土
肥

料
で
あ
る
こ
と
。
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
苦
土
肥
料
（

一

可
溶
性
苦
土

く
溶
性
苦
土

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

食
品
工
業
、
パ
ル

及
び
く
溶
性
苦

の
含
有
率
一

ル
の
網
ふ
る
い
を

プ
工
業
、
化
学
工

土
を
保
証
す
る

・
〇
％
に
つ

全
通
し
、
か
つ
、

業
、
窯
業
、
鉄
鋼

も
の
に
あ
つ
て

き

鉱
さ
い
を
原
料
と

業
又
は
非
鉄
金
属

は

ニ
ッ
ケ
ル

し
て
使
用
す
る
も

製
造
業
に
お
い
て

可
溶
性
苦
土

〇
・
〇
一

の
に
あ
つ
て
は
、

副
産
さ
れ
た
も
の

四
〇
・
〇

ク
ロ
ム

六
〇
〇
マ
イ
ク
ロ

を
い
う
。
）

く
溶
性
苦
土

〇
・
一

メ
ー
ト
ル
の
網
ふ

一
〇
・
〇

チ
タ
ン

る
い
を
六
〇
％
以

二

く
溶
性
苦
土

〇
・
〇
四

上
通
過
す
る
こ
と

を
保
証
す
る
も

。

の
に
あ
つ
て
は

二

規
則
第
七
条
の

く
溶
性
苦
土

六
第
八
号
の
農
林

一
〇
・
〇

水
産
大
臣
が
指
定

す
る
副
産
苦
土
肥

料
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
苦
土
肥
料
（

く
溶
性
苦
土

く
溶
性
苦
土

規
則
第
七
条
の
六
第

苦
土
肥
料
を
二
以

二
三
・
〇

の
含
有
率
一

八
号
の
農
林
水
産
大

上
混
合
し
た
も
の

水
溶
性
苦
土

・
〇
％
に
つ

臣
が
指
定
す
る
混
合

を
い
う
。
）

三
・
〇

き

苦
土
肥
料
で
あ
る
こ

ひ
素

と
。

〇
・
〇
〇
四

亜
硝
酸〇

・
〇
四

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム〇

・
一

チ
タ
ン〇

・
〇
四
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登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

被
覆
苦
土
肥
料

一

水
溶
性
苦

水
溶
性
苦
土

一

（
略
）

被
覆
苦
土
肥
料

水
溶
性
苦
土

水
溶
性
苦
土

一

（
略
）

（
副
産
肥
料
（

土

八
・
〇

の
含
有
率
一

二

要
植
害
確
認
原

八
・
〇

の
含
有
率
一

二

規
則
第
七
条
の

専
ら
原
料
規
格

二

水
溶
性
苦

・
〇
％
に
つ

料
を
使
用
す
る
肥

（
新
設
）

・
〇
％
に
つ

六
第
八
号
の
農
林

第
二
中
十
一
の

土
の
ほ
か
水

き

料
を
原
料
と
し
て

き

水
産
大
臣
が
指
定

項
に
掲
げ
る
原

溶
性
石
灰
、

ひ
素

使
用
す
る
肥
料
に

ひ
素

す
る
副
産
苦
土
肥

料
を
使
用
し
た

水
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
〇
四

あ
つ
て
は
、
要
植

〇
・
〇
〇
四

料
以
外
の
も
の
で

肥
料
で
あ
つ
て

ガ
ン
、
水
溶

害
確
認
原
料
が
法

あ
る
こ
と
。

、
苦
土
を
保
証

性
ほ
う
素
又

第
七
条
た
だ
し
書

し
た
も
の
に
限

は
可
溶
性
硫

の
規
定
に
基
づ
き

る
。
）
又
は
苦

黄
を
保
証
す

植
害
試
験
の
調
査

土
質
肥
料
を
硫

る
も
の
に
あ

を
受
け
害
が
認
め

黄
そ
の
他
の
被

つ
て
は
、
一

ら
れ
な
い
も
の
で

覆
原
料
で
被
覆

に
掲
げ
る
も

あ
る
こ
と
。

し
た
も
の
を
い

の
の
ほ
か

三

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

う
。
）

水
溶
性
石
灰

間
は
、
三
年
原
料

に
つ
い
て
は

を
使
用
す
る
肥
料

一
・
〇

を
原
料
と
し
て
使

水
溶
性
マ
ン

用
す
る
肥
料
に
あ

ガ
ン
に
つ
い

つ
て
は
三
年
、
三
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て
は

年
原
料
を
使
用
す

〇
・
一
〇

る
肥
料
を
原
料
と

水
溶
性
ほ
う

し
て
使
用
し
な
い

素
に
つ
い
て

肥
料
に
あ
つ
て
は

は

六
年
で
あ
る
。

〇
・
〇
五

可
溶
性
硫
黄

に
つ
い
て
は

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
苦
土
肥
料

一

可
溶
性
苦
土

く
溶
性
苦
土

一

二
ミ
リ
メ
ー
ト

及
び
く
溶
性
苦

の
含
有
率
一

ル
の
網
ふ
る
い
を

土
を
保
証
す
る

・
〇
％
に
つ

全
通
し
、
か
つ
、

も
の
に
あ
つ
て

き

鉱
さ
い
を
原
料
と

は

ニ
ッ
ケ
ル

し
て
使
用
す
る
も

可
溶
性
苦
土

〇
・
〇
一

の
に
あ
つ
て
は
、

四
〇
・
〇

ク
ロ
ム

六
〇
〇
マ
イ
ク
ロ

く
溶
性
苦
土

〇
・
一

メ
ー
ト
ル
の
網
ふ

一
〇
・
〇

チ
タ
ン

る
い
を
六
〇
％
以

二

く
溶
性
苦
土

〇
・
〇
四

上
通
過
す
る
こ
と

を
保
証
す
る
も

。

の
に
あ
つ
て
は

二

植
害
試
験
の
調

く
溶
性
苦
土

査
を
受
け
害
が
認

一
〇
・
〇

め
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
。

三

規
則
第
七
条
の

六
第
八
号
の
農
林

水
産
大
臣
が
指
定

す
る
副
産
苦
土
肥

料
以
外
の
も
の
で
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あ
る
こ
と
。

混
合
苦
土
肥
料

主
成
分
別
表
第

一

窒
素
を

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
苦
土
肥
料

く
溶
性
苦
土

く
溶
性
苦
土

（
新
設
）

（
副
産
肥
料
（

一
の
と
お
り
。

保
証
し
、

証
す
る
肥
料
は
、

二
三
・
〇

の
含
有
率
一

専
ら
原
料
規
格

た
だ
し
、
同
表

り
ん
酸
又

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

水
溶
性
苦
土

・
〇
％
に
つ

第
二
中
十
一
の

の
記
載
に
か
か

は
加
里
を

素
又
は
硝
酸
性
窒

三
・
〇

き

項
に
掲
げ
る
原

わ
ら
ず
、
可
溶

保
証
し
な

素
以
外
の
成
分
形

ひ
素

料
を
使
用
し
た

性
苦
土
、
く
溶

い
も
の
に

態
の
窒
素
を
含
有

〇
・
〇
〇
四

肥
料
で
あ
つ
て

性
苦
土
又
は
水

あ
つ
て
は

す
る
も
の
並
び
に

亜
硝
酸

、
苦
土
を
保
証

溶
性
苦
土
に
つ

、
窒
素
全

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

〇
・
〇
四

し
た
も
の
に
限

い
て

量
、
ア
ン

素
及
び
硝
酸
性
窒

ニ
ッ
ケ
ル

る
。
）
又
は
苦

一
．
〇

モ
ニ
ア
性

素
を
含
有
す
る
も

〇
・
〇
一

土
質
肥
料
に
有

窒
素
、
硝

の
で
あ
る
こ
と
。

ク
ロ
ム

機
質
肥
料
、
副

酸
性
窒
素

二

り
ん
酸
全
量
又

〇
・
一

（
新
設
）

産
肥
料
等
、
石

又
は
ア
ン

は
加
里
全
量
を
保

チ
タ
ン

灰
質
肥
料
、
け

モ
ニ
ア
性

証
す
る
肥
料
は
、

〇
・
〇
四

い
酸
質
肥
料
、

窒
素
及
び

動
植
物
質
の
原
料

苦
土
質
肥
料
、

硝
酸
性
窒

を
使
用
し
た
も
の

マ
ン
ガ
ン
質
肥

素
の
合
計

で
あ
る
こ
と
。

料
、
ほ
う
素
質

量
の
う
ち

三

く
溶
性
り
ん
酸

（
新
設
）

肥
料
又
は
微
量

最
も
大
き

を
含
有
す
る
肥
料

要
素
複
合
肥
料

い
も
の
の

及
び
可
溶
性
り
ん

を
混
合
し
た
も

含
有
率
一

酸
を
含
有
す
る
肥

の
を
い
う
。
）

・
〇
％
に

料
を
原
料
と
し
て

つ
き

使
用
す
る
肥
料
に

有
害
成
分

あ
つ
て
は
、
く
溶

別
表
第
一

性
り
ん
酸
又
は
可

の
と
お
り

溶
性
り
ん
酸
の
い

二

り
ん
酸

ず
れ
か
一
を
保
証

又
は
加
里

す
る
も
の
で
あ
る

の
い
ず
れ

こ
と
。
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か
一
を
保

四

ア
ル
カ
リ
分
を

（
新
設
）

証
し
、
窒

含
有
す
る
肥
料
及

素
を
保
証

び
石
灰
を
含
有
す

し
な
い
も

る
肥
料
を
原
料
と

の
に
あ
つ

し
て
使
用
す
る
肥

て
は
、
保

料
に
あ
つ
て
は
、

証
す
る
主

ア
ル
カ
リ
分
又
は

成
分
の
う

石
灰
の
い
ず
れ
か

ち
最
も
大

一
を
保
証
す
る
も

き
い
主
成

の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
量
の

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

（
新
設
）

合
計
量
の

ン
を
保
証
す
る
肥

含
有
率
一

料
は
、
原
料
と
し

・
〇
％
に

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

つ
き

ン
を
保
証
す
る
肥

有
害
成
分

料
を
使
用
し
た
も

別
表
第
二

の
で
あ
る
こ
と
。

の
と
お
り

六

牛
等
由
来
の
原

（
新
設
）

三

窒
素
、

料
を
使
用
す
る
場

り
ん
酸
又

合
に
あ
つ
て
は
、

は
加
里
の

管
理
措
置
が
行
わ

う
ち
、
い

れ
た
も
の
で
あ
る

ず
れ
か
二

こ
と
。

以
上
を
保

七

牛
等
の
部
位
を

（
新
設
）

証
す
る
も

原
料
と
す
る
場
合

の
に
あ
つ

に
あ
つ
て
は
、
脊

て
は
、
窒

柱
等
が
混
合
し
な

素
、
り
ん

い
も
の
と
し
て
農

酸
又
は
加

林
水
産
大
臣
の
確

里
の
そ
れ

認
を
受
け
た
工
程

ぞ
れ
の
最

に
お
い
て
製
造
さ
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も
大
き
い

れ
た
も
の
で
あ
る

主
成
分
の

こ
と
。

量
の
合
計

八

要
植
害
確
認
原

規
則
第
七
条
の
六
第

量
の
含
有

料
を
使
用
す
る
肥

八
号
の
農
林
水
産
大

率
一
・
〇

料
を
原
料
と
し
て

臣
が
指
定
す
る
混
合

％
に
つ
き

使
用
す
る
肥
料
に

苦
土
肥
料
以
外
の
も

有
害
成
分

あ
つ
て
は
、
要
植

の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二

害
確
認
原
料
が
法

の
と
お
り

第
七
条
た
だ
し
書

四

窒
素
、

の
規
定
に
基
づ
き

り
ん
酸
及

植
害
試
験
の
調
査

び
加
里
を

を
受
け
害
が
認
め

保
証
し
な

ら
れ
な
い
も
の
で

い
も
の
に

あ
る
こ
と
。

あ
つ
て
は

九

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

、
苦
土
の

間
は
、
三
年
肥
料

最
も
大
き

等
を
原
料
と
し
て

い
主
成
分

使
用
す
る
肥
料
に

の
量
の
含

あ
つ
て
は
三
年
、

有
率
一
・

三
年
肥
料
等
を
原

〇
％
に
つ

料
と
し
て
使
用
し

き

な
い
肥
料
に
あ
つ

有
害
成
分

て
は
六
年
で
あ
る

別
表
第
一

。

の
と
お
り

十

マ
ン
ガ
ン
質
肥
料

九

マ
ン
ガ
ン
質
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項
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き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

硫
酸
マ
ン
ガ
ン
肥

一

水
溶
性

（
略
）

硫
酸
マ
ン
ガ
ン
肥

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

（
略
）

料

マ
ン
ガ
ン

料

一
〇
・
〇

一
〇
・
〇

二

水
溶
性

（
新
設
）

マ
ン
ガ
ン

の
ほ
か
可

溶
性
硫
黄

を
保
証
す

る
も
の
に

あ
つ
て
は

可
溶
性
硫

黄
一
・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

加
工
マ
ン
ガ
ン
肥

一

水
溶
性

（
略
）

加
工
マ
ン
ガ
ン
肥

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

（
略
）

料
（
マ
ン
ガ
ン
含

マ
ン
ガ
ン

料
（
マ
ン
ガ
ン
含

二
・
〇

有
物
に
マ
グ
ネ
シ

二
・
〇

有
物
に
マ
グ
ネ
シ

水
溶
性
苦
土

ウ
ム
含
有
物
を
混

水
溶
性
苦

ウ
ム
含
有
物
を
混

一
二
・
〇

合
し
、
硫
酸
を
加

土

合
し
、
硫
酸
を
加

え
た
も
の
を
い
う

一
二
・
〇

え
た
も
の
を
い
う

。
）

二

水
溶
性

。
）

（
新
設
）

マ
ン
ガ
ン

及
び
水
溶

性
苦
土
の
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ほ
か
可
溶

性
石
灰
、

く
溶
性
石

灰
、
水
溶

性
石
灰
又

は
可
溶
性

硫
黄
を
保

証
す
る
も

の
に
あ
つ

て
は
、
一

に
掲
げ
る

も
の
の
ほ

か可
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

く
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

水
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

可
溶
性
硫

黄
に
つ
い

て
は一

・
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
マ
ン
ガ
ン
肥

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

水
溶
性
マ
ン

規
則
第
七
条
の
六
第

料
（
マ
ン
ガ
ン
質

二
・
〇

ガ
ン
の
含
有

九
号
の
農
林
水
産
大

肥
料
に
マ
ン
ガ
ン

水
溶
性
苦
土

率
一
・
〇
％

臣
が
指
定
す
る
混
合

質
肥
料
又
は
苦
土

一
二
・
〇

に
つ
き

マ
ン
ガ
ン
肥
料
で
あ

肥
料
を
混
合
し
た

ひ
素

る
こ
と
。

も
の
を
い
う
。
）

〇
・
〇
〇
四

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

副
産
マ
ン
ガ
ン
肥

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン

く
溶
性
マ
ン

植
害
試
験
の
調
査
を

料
（
化
学
工
業
に

八
・
〇

ガ
ン
の
含
有

受
け
害
が
認
め
ら
れ

お
い
て
副
産
さ
れ

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

率
一
・
〇
％

な
い
も
の
で
あ
る
こ

た
も
の
を
い
う
。

二
・
〇

に
つ
き

と
。

）

ひ
素〇

・
〇
〇
四

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム〇

・
一

チ
タ
ン〇

・
〇
四

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
体
副
産
マ
ン
ガ

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

水
溶
性
マ
ン

植
害
試
験
の
調
査
を

ン
肥
料
（
化
学
工

一
〇
・
〇

ガ
ン
の
含
有

受
け
害
が
認
め
ら
れ
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業
に
お
い
て
副
産

率
一
・
〇
％

な
い
も
の
で
あ
る
こ

さ
れ
た
も
の
を
い

に
つ
き

と
。

う
。
）

ひ
素〇

・
〇
〇
四

混
合
マ
ン
ガ
ン

主
成
分
別
表
第

一

窒
素
を

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
マ
ン
ガ
ン
肥

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

水
溶
性
マ
ン

（
新
設
）

肥
料
（
副
産
肥

一
の
と
お
り
。

保
証
し
、

証
す
る
肥
料
は
、

料

二
・
〇

ガ
ン
の
含
有

料
（
専
ら
原
料

た
だ
し
、
同
表

り
ん
酸
又

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

水
溶
性
苦
土

率
一
・
〇
％

規
格
第
二
中
十

の
記
載
に
か
か

は
加
里
を

素
又
は
硝
酸
性
窒

一
二
・
〇

に
つ
き

二
の
項
に
掲
げ

わ
ら
ず
、
可
溶

保
証
し
な

素
以
外
の
成
分
形

ひ
素

る
原
料
を
使
用

性
マ
ン
ガ
ン
、

い
も
の
に

態
の
窒
素
を
含
有

〇
・
〇
〇
四

し
た
肥
料
で
あ

く
溶
性
マ
ン
ガ

あ
つ
て
は

す
る
も
の
並
び
に

つ
て
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
水
溶
性

、
窒
素
全

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

ン
を
保
証
し
た

マ
ン
ガ
ン
の
い

量
、
ア
ン

素
及
び
硝
酸
性
窒

も
の
に
限
る
。

ず
れ
か
一
に
つ

モ
ニ
ア
性

素
を
含
有
す
る
も

）
又
は
マ
ン
ガ

い
て

窒
素
、
硝

の
で
あ
る
こ
と
。

ン
質
肥
料
に
有

〇
・
一
〇

酸
性
窒
素

二

り
ん
酸
全
量
又

（
新
設
）

機
質
肥
料
、
副

又
は
ア
ン

は
加
里
全
量
を
保

産
肥
料
等
、
石

モ
ニ
ア
性

証
す
る
肥
料
は
、

灰
質
肥
料
、
け

窒
素
及
び

動
植
物
質
の
原
料

い
酸
質
肥
料
、

硝
酸
性
窒

を
使
用
し
た
も
の

苦
土
質
肥
料
、

素
の
合
計

で
あ
る
こ
と
。

マ
ン
ガ
ン
質
肥

量
の
う
ち

三

く
溶
性
り
ん
酸

（
新
設
）

料
、
ほ
う
素
質

最
も
大
き

を
含
有
す
る
肥
料

肥
料
又
は
微
量

い
も
の
の

及
び
可
溶
性
り
ん

要
素
複
合
肥
料

含
有
率
一

酸
を
含
有
す
る
肥

を
混
合
し
た
も

・
〇
％
に

料
を
原
料
と
し
て

の
を
い
う
。
）

つ
き

使
用
す
る
肥
料
に

有
害
成
分

あ
つ
て
は
、
く
溶

別
表
第
一

性
り
ん
酸
又
は
可

の
と
お
り

溶
性
り
ん
酸
の
い

201



二

り
ん
酸

ず
れ
か
一
を
保
証

又
は
加
里

す
る
も
の
で
あ
る

の
い
ず
れ

こ
と
。

か
一
を
保

四

ア
ル
カ
リ
分
を

（
新
設
）

証
し
、
窒

含
有
す
る
肥
料
及

素
を
保
証

び
石
灰
を
含
有
す

し
な
い
も

る
肥
料
を
原
料
と

の
に
あ
つ

し
て
使
用
す
る
肥

て
は
、
保

料
に
あ
つ
て
は
、

証
す
る
主

ア
ル
カ
リ
分
又
は

成
分
の
う

石
灰
の
い
ず
れ
か

ち
最
も
大

一
を
保
証
す
る
も

き
い
主
成

の
で
あ
る
こ
と
。

分
の
量
の

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

（
新
設
）

合
計
量
の

ン
を
保
証
す
る
肥

含
有
率
一

料
は
、
可
溶
性
マ

・
〇
％
に

ン
ガ
ン
を
保
証
す

つ
き

る
肥
料
を
原
料
と

有
害
成
分

し
て
使
用
し
た
も

別
表
第
二

の
で
あ
る
こ
と
。

の
と
お
り

六

牛
等
由
来
の
原

（
新
設
）

三

窒
素
、

料
を
使
用
す
る
場

り
ん
酸
又

合
に
あ
つ
て
は
、

は
加
里
の

管
理
措
置
が
行
わ

う
ち
、
い

れ
た
も
の
で
あ
る

ず
れ
か
二

こ
と
。

以
上
を
保

七

牛
等
の
部
位
を

（
新
設
）

証
す
る
も

原
料
と
す
る
場
合

の
に
あ
つ

に
あ
つ
て
は
、
脊

て
は
、
窒

柱
等
が
混
合
し
な

素
、
り
ん

い
も
の
と
し
て
農
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酸
又
は
加

林
水
産
大
臣
の
確

里
の
そ
れ

認
を
受
け
た
工
程

ぞ
れ
の
最

に
お
い
て
製
造
さ

も
大
き
い

れ
た
も
の
で
あ
る

主
成
分
の

こ
と
。

量
の
合
計

八

要
植
害
確
認
原

規
則
第
七
条
の
六
第

量
の
含
有

料
を
使
用
す
る
肥

九
号
の
農
林
水
産
大

率
一
・
〇

料
を
原
料
と
し
て

臣
が
指
定
す
る
混
合

％
に
つ
き

使
用
す
る
肥
料
に

マ
ン
ガ
ン
肥
料
以
外

有
害
成
分

あ
つ
て
は
、
要
植

の
も
の
で
あ
る
こ
と

別
表
第
二

害
確
認
原
料
が
法

。

の
と
お
り

第
七
条
た
だ
し
書

四

窒
素
、

の
規
定
に
基
づ
き

り
ん
酸
及

植
害
試
験
の
調
査

び
加
里
を

を
受
け
害
が
認
め

保
証
し
な

ら
れ
な
い
も
の
で

い
も
の
に

あ
る
こ
と
。

あ
つ
て
は

九

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

、
マ
ン
ガ

間
は
、
三
年
肥
料

ン
の
最
も

等
を
原
料
と
し
て

大
き
い
主

使
用
す
る
肥
料
に

成
分
の
量

あ
つ
て
は
三
年
、

の
含
有
率

三
年
肥
料
等
を
原

一
・
〇
％

料
と
し
て
使
用
し

に
つ
き

な
い
肥
料
に
あ
つ

有
害
成
分

て
は
六
年
で
あ
る

別
表
第
一

。

の
と
お
り

十
一

ほ
う
素
質
肥
料

十

ほ
う
素
質
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)
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肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

加
工
ほ
う
素
肥
料

一

水
溶
性

（
略
）

加
工
ほ
う
素
肥
料

水
溶
性
ほ
う
素

（
略
）

（
ほ
う
素
含
有
物

ほ
う
素

（
ほ
う
素
含
有
物

一
・
〇

に
蛇
紋
岩
そ
の
他

一
・
〇

に
蛇
紋
岩
そ
の
他

水
溶
性
苦
土

じ

や

じ

や

の
塩
基
性
マ
グ
ネ

水
溶
性
苦

の
塩
基
性
マ
グ
ネ

一
一
・
〇

シ
ウ
ム
含
有
物
を

土

シ
ウ
ム
含
有
物
を

混
合
し
、
硫
酸
を

一
一
・
〇

混
合
し
、
硫
酸
を

加
え
た
も
の
を
い

二

水
溶
性

加
え
た
も
の
を
い

（
新
設
）

う
。
）

ほ
う
素
及

う
。
）

び
水
溶
性

苦
土
の
ほ

か
可
溶
性

石
灰
、
く

溶
性
石
灰

、
水
溶
性

石
灰
又
は

可
溶
性
硫

黄
を
保
証

す
る
も
の

に
あ
つ
て

は
、
一
に

掲
げ
る
も
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の
の
ほ
か

可
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

く
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

水
溶
性
石

灰
に
つ
い

て
は一

・
〇

可
溶
性
硫

黄
に
つ
い

て
は一

・
〇

十
二

微
量
要
素
複
合
肥
料

十
一

微
量
要
素
複
合
肥
料

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
も
の

(1)

(1)

肥
料
の
種
類

含

有

す

べ

含

有

を

許

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

き

主

成

分

さ

れ

る

有

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

の

最

小

量

害

成

分

の

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

最

大

量

（

（
％
）

％
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

液
体
微
量
要
素
複

一

水
溶
性
マ
ン

マ
ン
ガ
ン
及
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合
肥
料

ガ
ン
及
び
水
溶

び
ほ
う
素
の

性
ほ
う
素
の
合

そ
れ
ぞ
れ
の

計
量

最
も
大
き
い

〇
・
三
〇

主
成
分
の
量

水
溶
性
マ
ン
ガ

の
合
計
量
の

ン

〇
・
一
〇

含
有
率
一
・

水
溶
性
ほ
う
素

〇
％
に
つ
き

〇
・
〇
三

ひ
素

二

水
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
〇
二

ガ
ン
及
び
水
溶

性
ほ
う
素
の
ほ

か
水
溶
性
苦
土

を
保
証
す
る
も

の
に
あ
つ
て
は

、
一
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
微
量
要
素
肥

一

マ
ン
ガ
ン
及

マ
ン
ガ
ン
及

一

可
溶
性
マ
ン
ガ

料
（
マ
ン
ガ
ン
質

び
ほ
う
素
に
つ

び
ほ
う
素
の

ン
を
保
証
す
る
肥

肥
料
、
ほ
う
素
質

い
て
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ
の

料
は
、
原
料
と
し

肥
料
、
微
量
要
素

の
最
も
大
き
い

最
も
大
き
い

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

複
合
肥
料
又
は
苦

主
成
分
の
量
の

主
成
分
の
量

ン
を
保
証
す
る
肥

土
肥
料
を
混
合
し

合
計
量

の
合
計
量
の

料
を
使
用
し
た
も

た
も
の
を
い
う
。

八
・
〇

含
有
率
一
・

の
で
あ
る
こ
と
。

）

二
１

可
溶
性
マ

〇
％
に
つ
き

二

規
則
第
七
条
の

ン
ガ
ン
を
保

ひ
素

六
第
十
一
号
の
農

証
す
る
も
の

〇
・
〇
〇
二

林
水
産
大
臣
が
指

に
あ
つ
て
は

亜
硝
酸

定
す
る
混
合
微
量

可
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
二

要
素
肥
料
で
あ
る
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ガ
ン

ニ
ッ
ケ
ル

こ
と
。

一
・
〇

〇
・
〇
〇
五

２

く
溶
性
マ

ク
ロ
ム

ン
ガ
ン
を
保

〇
・
〇
五

証
す
る
も
の

チ
タ
ン

に
あ
つ
て
は

〇
・
〇
二

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン

一
・
〇

３

水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
を
保

証
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン

ガ
ン

一
・
〇

三
１

く
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う

素

一
・
〇

２

水
溶
性
ほ

う
素
を
保
証

す
る
も
の
に

あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う

素

一
・
〇

四
１

く
溶
性
苦

土
を
保
証
す
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る
も
の
に
あ

つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

２

水
溶
性
苦

土
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
又
は
六
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

(2)

(2)

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
す
べ
き
主

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

成
分
の
最
小
量

れ
る
有
害
成

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

混
合
微
量
要
素

主
成
分
別
表
第

一

窒
素
を

一

窒
素
全
量
を
保

混
合
微
量
要
素
肥

一

マ
ン
ガ
ン
及

マ
ン
ガ
ン
及

（
新
設
）

肥
料
（
副
産
肥

一
の
と
お
り
。

保
証
し
、

証
す
る
肥
料
は
、

料

び
ほ
う
素
に
つ

び
ほ
う
素
の

料
（
専
ら
原
料

た
だ
し
、
同
表

り
ん
酸
又

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

い
て
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ
の

規
格
第
二
中
十

の
記
載
に
か
か

は
加
里
を

素
又
は
硝
酸
性
窒

の
最
も
大
き
い

最
も
大
き
い

一
の
項
に
掲
げ

わ
ら
ず
、
マ
ン

保
証
し
な

素
以
外
の
成
分
形

主
成
分
の
量
の

主
成
分
の
量

る
原
料
を
使
用

ガ
ン
及
び
ほ
う

い
も
の
に

態
の
窒
素
を
含
有

合
計
量

の
合
計
量
の

し
た
肥
料
で
あ

素
に
つ
い
て
そ

あ
つ
て
は

す
る
も
の
並
び
に

八
・
〇

含
有
率
一
・

つ
て
、
苦
土
を

れ
ぞ
れ
の
最
も

、
窒
素
全

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒

二
１

可
溶
性
マ

〇
％
に
つ
き

保
証
し
た
も
の

大
き
い
主
成
分

量
、
ア
ン

素
及
び
硝
酸
性
窒

ン
ガ
ン
を
保

ひ
素

又
は
専
ら
原
料

の
量
の
合
計
量

モ
ニ
ア
性

素
を
含
有
す
る
も

証
す
る
も
の

〇
・
〇
〇
二

規
格
第
二
中
十

〇
・
一
五

窒
素
、
硝

の
で
あ
る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は

亜
硝
酸

二
の
項
に
掲
げ

酸
性
窒
素

二

り
ん
酸
全
量
又

可
溶
性
マ
ン

〇
・
〇
二

（
新
設
）
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る
原
料
を
使
用

又
は
ア
ン

は
加
里
全
量
を
保

ガ
ン

ニ
ッ
ケ
ル

し
た
肥
料
で
あ

モ
ニ
ア
性

証
す
る
肥
料
は
、

一
・
〇

〇
・
〇
〇
五

つ
て
、
マ
ン
ガ

窒
素
及
び

原
料
と
し
て
動
植

２

く
溶
性
マ

ク
ロ
ム

ン
を
保
証
し
た

硝
酸
性
窒

物
質
の
も
の
を
使

ン
ガ
ン
を
保

〇
・
〇
五

も
の
に
限
る
。

素
の
合
計

用
し
た
も
の
で
あ

証
す
る
も
の

チ
タ
ン

）
、
苦
土
質
肥

量
の
う
ち

る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は

〇
・
〇
二

料
、
マ
ン
ガ
ン

最
も
大
き

三

く
溶
性
り
ん
酸

く
溶
性
マ
ン

（
新
設
）

質
肥
料
、
ほ
う

い
も
の
の

を
含
有
す
る
肥
料

ガ
ン

素
質
肥
料
又
は

含
有
率
一

及
び
可
溶
性
り
ん

一
・
〇

微
量
要
素
複
合

・
〇
％
に

酸
を
含
有
す
る
肥

３

水
溶
性
マ

肥
料
に
有
機
質

つ
き

料
を
原
料
と
し
て

ン
ガ
ン
を
保

肥
料
、
副
産
肥

有
害
成
分

使
用
す
る
肥
料
に

証
す
る
も
の

料
等
、
石
灰
質

別
表
第
一

あ
つ
て
は
、
く
溶

に
あ
つ
て
は

肥
料
、
け
い
酸

の
と
お
り

性
り
ん
酸
又
は
可

水
溶
性
マ
ン

質
肥
料
、
苦
土

二

り
ん
酸

溶
性
り
ん
酸
の
い

ガ
ン

質
肥
料
、
マ
ン

又
は
加
里

ず
れ
か
一
を
保
証

一
・
〇

ガ
ン
質
肥
料
、

の
い
ず
れ

す
る
も
の
で
あ
る

三
１

く
溶
性
ほ

ほ
う
素
質
肥
料

か
一
を
保

こ
と
。

う
素
を
保
証

又
は
微
量
要
素

証
し
、
窒

四

ア
ル
カ
リ
分
を

す
る
も
の
に

（
新
設
）

複
合
肥
料
を
混

素
を
保
証

含
有
す
る
肥
料
及

あ
つ
て
は

合
し
た
も
の
を

し
な
い
も

び
石
灰
を
含
有
す

く
溶
性
ほ
う

い
う
。
）

の
に
あ
つ

る
肥
料
を
原
料
と

素

一
・
〇

て
は
、
保

し
て
使
用
す
る
肥

２

水
溶
性
ほ

証
す
る
主

料
に
あ
つ
て
は
、

う
素
を
保
証

成
分
の
う

ア
ル
カ
リ
分
又
は

す
る
も
の
に

ち
最
も
大

石
灰
の
い
ず
れ
か

あ
つ
て
は

き
い
主
成

一
を
保
証
す
る
も

水
溶
性
ほ
う

分
の
量
の

の
で
あ
る
こ
と
。

素

合
計
量
の

五

可
溶
性
マ
ン
ガ

一
・
〇

一

可
溶
性
マ
ン
ガ

含
有
率
一

ン
を
保
証
す
る
肥

四
１

く
溶
性
苦

ン
を
保
証
す
る
肥

・
〇
％
に

料
は
、
可
溶
性
マ

土
を
保
証
す

料
は
、
原
料
と
し
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つ
き

ン
ガ
ン
を
保
証
す

る
も
の
に
あ

て
可
溶
性
マ
ン
ガ

有
害
成
分

る
肥
料
を
原
料
と

つ
て
は

ン
を
保
証
す
る
肥

別
表
第
二

し
て
使
用
し
た
も

く
溶
性
苦
土

料
を
使
用
し
た
も

の
と
お
り

の
で
あ
る
こ
と
。

一
・
〇

の
で
あ
る
こ
と
。

三

窒
素
、

六

牛
等
由
来
の
原

２

水
溶
性
苦

（
新
設
）

り
ん
酸
又

料
を
使
用
す
る
場

土
を
保
証
す

は
加
里
の

合
に
あ
つ
て
は
、

る
も
の
に
あ

う
ち
、
い

管
理
措
置
が
行
わ

つ
て
は

ず
れ
か
二

れ
た
も
の
で
あ
る

水
溶
性
苦
土

以
上
を
保

こ
と
。

一
・
〇

証
す
る
も

七

牛
等
の
部
位
を

（
新
設
）

の
に
あ
つ

原
料
と
す
る
場
合

て
は
、
窒

に
あ
つ
て
は
、
脊

素
り
ん
酸

柱
等
が
混
合
し
な

又
は
加
里

い
も
の
と
し
て
農

の
そ
れ
ぞ

林
水
産
大
臣
の
確

れ
の
最
も

認
を
受
け
た
工
程

大
き
い
主

に
お
い
て
製
造
さ

成
分
の
量

れ
た
も
の
で
あ
る

の
合
計
量

こ
と
。

の
含
有
率

八

要
植
害
確
認
原

二

規
則
第
七
条
の

一
・
〇
％

料
を
使
用
す
る
肥

六
第
十
一
号
の
農

に
つ
き

料
を
原
料
と
し
て

林
水
産
大
臣
が
指

有
害
成
分

使
用
す
る
肥
料
に

定
す
る
混
合
微
量

別
表
第
二

あ
つ
て
は
、
要
植

要
素
肥
料
以
外
の

の
と
お
り

害
確
認
原
料
が
法

も
の
で
あ
る
こ
と

四

窒
素
、

第
七
条
た
だ
し
書

。

り
ん
酸
及

の
規
定
に
基
づ
き

び
加
里
を

植
害
試
験
の
調
査

保
証
し
な

を
受
け
害
が
認
め

い
も
の
に

ら
れ
な
い
も
の
で
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あ
つ
て
は

あ
る
こ
と
。

、
マ
ン
ガ

九

登
録
の
有
効
期

（
新
設
）

ン
及
び
ほ

間
は
、
三
年
肥
料

う
素
の
そ

等
を
原
料
と
し
て

れ
ぞ
れ
の

使
用
す
る
肥
料
に

最
も
大
き

あ
つ
て
は
三
年
、

い
主
成
分

三
年
肥
料
等
を
原

の
量
の
合

料
と
し
て
使
用
し

計
量
の
含

な
い
肥
料
に
あ
つ

有
率
一
・

て
は
六
年
で
あ
る

〇
％
に
つ

。

き有
害
成
分

別
表
第
二

の
と
お
り

十
三

汚
泥
肥
料
等

十
二

汚
泥
肥
料
等

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

登
録
の
有
効
期
間
が
三
年
で
あ
る
も
の

肥
料
の
種
類

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

肥
料
の
種
類

含
有
を
許
さ

そ
の
他
の
制
限
事
項

れ
る
有
害
成

れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量

分
の
最
大
量

（
％
）

（
％
）

汚
泥
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料
を
い

ひ
素

一

植
害
試
験
の
調

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

う
。

〇
・
〇
〇
五

査
を
受
け
て
い
な

一

専
ら
原
料
規
格
第
三
中
一
の
項

い
汚
泥
を
原
料
と

か
ら
三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
原
料

カ
ド
ミ
ウ
ム

す
る
肥
料
に
あ
つ

を
使
用
し
た
も
の

〇
・
〇
〇
〇

て
は
、
植
害
試
験

二

原
料
規
格
第
三
中
一
の
項
か
ら

五

の
調
査
を
受
け
害
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三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
原
料
に
動

水
銀

が
認
め
ら
れ
な
い

植
物
質
の
原
料
を
混
合
し
た
も
の

〇
・
〇
〇
〇

も
の
で
あ
る
こ
と

又
は
こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の

二

。

三

原
料
規
格
第
三
中
一
の
項
か
ら

ニ
ッ
ケ
ル

二

牛
等
由
来
の
原

三
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
原
料
又
は

〇
・
〇
三

料
を
使
用
す
る
場

当
該
原
料
に
動
植
物
質
の
原
料
若

ク
ロ
ム

合
に
あ
つ
て
は
、

し
く
は
原
料
規
格
第
三
中
四
の
項

〇
・
〇
五

管
理
措
置
が
行
わ

に
掲
げ
る
原
料
を
混
合
し
た
も
の

鉛

れ
た
も
の
で
あ
る

を
堆
積
又
は
撹
拌
し
、
腐
熟
さ
せ

〇
・
〇
一

こ
と
。

た
も
の

三

牛
等
の
部
位
を

四

専
ら
原
料
規
格
第
三
中
四
の
項

原
料
と
す
る
場
合

に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も
の

に
あ
つ
て
は
、
脊

）

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

下
水
汚
泥
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

を
い
う
。

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

一

下
水
道
の
終
末
処
理
場
か
ら
生

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

じ
る
汚
泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
（
昭
和

又
は
乾
燥
し
た
も
の

五

四
十
八
年
総
理
府

二

一
に
掲
げ
る
下
水
汚
泥
肥
料
に

水
銀

令
第
五
号
）
別
表

植
物
質
若
し
く
は
動
物
質
の
原
料

〇
・
〇
〇
〇

第
一
の
基
準
に
適

を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
を
乾

二

合
す
る
原
料
を
使

燥
し
た
も
の

ニ
ッ
ケ
ル

用
し
た
も
の
で
あ

三

一
若
し
く
は
二
に
掲
げ
る
下
水

〇
・
〇
三

る
こ
と
。
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汚
泥
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
又
は

ク
ロ
ム

二

植
害
試
験
の
調

こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の
）

〇
・
〇
五

査
を
受
け
害
が
認

鉛

め
ら
れ
な
い
も
の

〇
・
〇
一

で
あ
る
こ
と
。

三

牛
等
由
来
の
原

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

し
尿
汚
泥
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

を
い
う
。

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

一

し
尿
処
理
施
設
、
集
落
排
水
処

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

理
施
設
若
し
く
は
浄
化
槽
か
ら
生

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
別
表
第

じ
た
汚
泥
又
は
こ
れ
ら
を
混
合
し

五

一
の
基
準
に
適
合

た
も
の
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水
又

水
銀

す
る
原
料
を
使
用

は
乾
燥
し
た
も
の

〇
・
〇
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
る

二

し
尿
に
凝
集
を
促
進
す
る
材
料

二

こ
と
。

又
は
悪
臭
を
防
止
す
る
材
料
を
混

ニ
ッ
ケ
ル

二

植
害
試
験
の
調
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合
し
、
脱
水
又
は
乾
燥
し
た
も
の

〇
・
〇
三

査
を
受
け
害
が
認

三

動
物
の
排
せ
つ
物
に
凝
集
を
促

ク
ロ
ム

め
ら
れ
な
い
も
の

進
す
る
材
料
（
昭
和
二
十
五
年
六

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

月
二
十
日
農
林
省
告
示
百
七
十
七

鉛

三

牛
等
由
来
の
原

号
（
特
殊
肥
料
等
を
指
定
す
る
件

〇
・
〇
一

料
を
使
用
す
る
場

）
の
別
表
に
掲
げ
る
凝
集
促
進
材

合
に
あ
つ
て
は
、

を
除
く
。
）
又
は
悪
臭
を
防
止
す

管
理
措
置
が
行
わ

る
材
料
を
混
合
し
、
脱
水
又
は
乾

れ
た
も
の
で
あ
る

燥
し
た
も
の

こ
と
。

四

一
、
二
若
し
く
は
三
に
掲
げ
る

四

牛
等
の
部
位
を

し
尿
汚
泥
肥
料
に
植
物
質
若
し
く

原
料
と
す
る
場
合

は
動
物
質
の
原
料
を
混
合
し
た
も

に
あ
つ
て
は
、
脊

の
又
は
こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の

柱
等
が
混
合
し
な

五

一
、
二
、
三
若
し
く
は
四
に
掲

い
も
の
と
し
て
農

げ
る
し
尿
汚
泥
肥
料
を
混
合
し
た

林
水
産
大
臣
の
確

も
の
又
は
こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の

認
を
受
け
た
工
程

）

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

工
業
汚
泥
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

を
い
う
。

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

一

工
場
若
し
く
は
事
業
場
の
排
水

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

処
理
施
設
か
ら
生
じ
た
汚
泥
を
濃

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
別
表
第

縮
、
消
化
、
脱
水
又
は
乾
燥
し
た

五

一
の
基
準
に
適
合

も
の

水
銀

す
る
原
料
を
使
用

二

一
に
掲
げ
る
工
業
汚
泥
肥
料
に

〇
・
〇
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
る

植
物
質
若
し
く
は
動
物
質
の
原
料

二

こ
と
。

を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
を
乾

ニ
ッ
ケ
ル

二

植
害
試
験
の
調

燥
し
た
も
の

〇
・
〇
三

査
を
受
け
害
が
認
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三

一
若
し
く
は
二
に
掲
げ
る
工
業

ク
ロ
ム

め
ら
れ
な
い
も
の

汚
泥
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
又
は

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の
）

鉛

三

牛
等
由
来
の
原

〇
・
〇
一

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

混
合
汚
泥
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

を
い
う
。

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

一

下
水
汚
泥
肥
料
、
し
尿
汚
泥
肥

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

料
若
し
く
は
工
業
汚
泥
肥
料
の
い

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
別
表
第

ず
れ
か
二
以
上
を
混
合
し
た
も
の

五

一
の
基
準
に
適
合

又
は
こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の

水
銀

す
る
原
料
を
使
用

二

一
に
掲
げ
る
混
合
汚
泥
肥
料
に

〇
・
〇
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
る

植
物
質
若
し
く
は
動
物
質
の
原
料

二

こ
と
。

を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
を
乾

ニ
ッ
ケ
ル

二

植
害
試
験
の
調

燥
し
た
も
の

〇
・
〇
三

査
を
受
け
害
が
認

三

一
若
し
く
は
二
に
掲
げ
る
混
合

ク
ロ
ム

め
ら
れ
な
い
も
の
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汚
泥
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
又
は

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
を
乾
燥
し
た
も
の
）

鉛

三

牛
等
由
来
の
原

〇
・
〇
一

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農

林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

焼
成
汚
泥
肥
料
（
下
水
汚
泥
肥
料
、

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

し
尿
汚
泥
肥
料
、
工
業
汚
泥
肥
料
又

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

は
混
合
汚
泥
肥
料
を
焼
成
し
た
も
の

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

を
い
う
。
）

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
別
表
第

五

一
の
基
準
に
適
合

水
銀

す
る
原
料
を
使
用

〇
・
〇
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
る

二

こ
と
。

ニ
ッ
ケ
ル

二

植
害
試
験
の
調

〇
・
〇
三

査
を
受
け
害
が
認

ク
ロ
ム

め
ら
れ
な
い
も
の

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。
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鉛

三

牛
等
由
来
の
原

〇
・
〇
一

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

汚
泥
発
酵
肥
料
（
次
に
掲
げ
る
肥
料

ひ
素

一

金
属
等
を
含
む

を
い
う
。

〇
・
〇
〇
五

産
業
廃
棄
物
に
係

一

下
水
汚
泥
肥
料
、
し
尿
汚
泥
肥

カ
ド
ミ
ウ
ム

る
判
定
基
準
を
定

料
、
工
業
汚
泥
肥
料
又
は
混
合
汚

〇
・
〇
〇
〇

め
る
省
令
別
表
第

泥
肥
料
を
堆
積
又
は
撹
拌
し
、
腐

五

一
の
基
準
に
適
合

熟
さ
せ
た
も
の

水
銀

す
る
原
料
を
使
用

二

一
に
掲
げ
る
汚
泥
発
酵
肥
料
に

〇
・
〇
〇
〇

し
た
も
の
で
あ
る

植
物
質
若
し
く
は
動
物
質
の
原
料

二

こ
と
。

又
は
焼
成
汚
泥
肥
料
を
混
合
し
た

ニ
ッ
ケ
ル

二

植
害
試
験
の
調

も
の
を
堆
積
又
は
撹
拌
し
、
腐
熟

〇
・
〇
三

査
を
受
け
害
が
認

さ
せ
た
も
の
）

ク
ロ
ム

め
ら
れ
な
い
も
の

〇
・
〇
五

で
あ
る
こ
と
。

鉛

三

牛
等
由
来
の
原

〇
・
〇
一

料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

管
理
措
置
が
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

四

牛
等
の
部
位
を

原
料
と
す
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
脊

柱
等
が
混
合
し
な

い
も
の
と
し
て
農
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林
水
産
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
工
程

に
お
い
て
製
造
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

水
産
副
産
物
発
酵
肥
料
（
原
料
規
格

（
略
）

（
削
る
）

水
産
副
産
物
発
酵
肥
料
（
魚
介
類
の

（
略
）

一

金
属
等
を
含
む

第
三
中
五
の
項
に
掲
げ
る
原
料
に
植

臓
器
に
植
物
質
又
は
動
物
質
の
原
料

産
業
廃
棄
物
に
係

物
質
又
は
動
物
質
の
原
料
を
混
合
し

を
混
合
し
た
も
の
を
堆
積
又
は
撹
拌

る
判
定
基
準
を
定

た
も
の
を
堆
積
又
は
撹
拌
し
、
腐
熟

し
、
腐
熟
さ
せ
た
も
の
を
い
う
。
）

め
る
省
令
別
表
第

さ
せ
た
も
の
を
い
う
。
）

一
の
基
準
に
適
合

す
る
原
料
を
使
用

し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
。

一

植
害
試
験
の
調

二

植
害
試
験
の
調

査
を
受
け
て
い
な

査
を
受
け
害
が
認

い
水
産
副
産
物
を

め
ら
れ
な
い
も
の

原
料
と
す
る
肥
料

で
あ
る
こ
と
。

に
あ
つ
て
は
、
植

害
試
験
の
調
査
を

受
け
害
が
認
め
ら

れ
な
い
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

（
略
）

硫
黄
及
び
そ
の
化
合
物
（
専
ら
原
料

（
略
）

植
害
試
験
の
調
査
を

硫
黄
及
び
そ
の
化
合
物

（
略
）

植
害
試
験
の
調
査
を

規
格
第
三
中
六
の
項
に
掲
げ
る
原
料

受
け
て
い
な
い
硫
黄

受
け
害
が
認
め
ら
れ

を
使
用
し
た
も
の
を
い
う
。
）

含
有
物
を
原
料
と
す

な
い
も
の
で
あ
る
こ

る
肥
料
に
あ
つ
て
は

と
。

、
植
害
試
験
の
調
査
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を
受
け
害
が
認
め
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。

十
四

農
薬
そ
の
他
の
物
が
混
入
さ
れ
る
肥
料

十
三

農
薬
そ
の
他
の
物
が
混
入
さ
れ
る
肥
料

肥
料
の

混
入
が
許
さ
れ
る
農
薬
そ
の

混
入
が
許
さ
れ

含
有
す
べ

混
入
上

肥
料
の

混
入
が
許
さ
れ
る
農
薬
そ
の

混
入
が
許
さ
れ

含
有
す
べ

混
入
上

種
類

他
の
物
の
種
類

る
農
薬
そ
の
他

き
主
成
分

の
制
限

種
類

他
の
物
の
種
類

る
農
薬
そ
の
他

き
主
成
分

の
制
限

の
物
の
最
大
量

の
最
小
量

事
項

の
物
の
最
大
量

の
最
小
量

事
項

又
は
最
小
量
（

（
％
）
の

又
は
最
小
量
（

（
％
）
の

％
）

特
例

％
）

特
例

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

液
状
肥

（
略
）

（
略
）

液
状
複

（
略
）

（
略
）

料

合
肥
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

附
一

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
肥
料
に
は
、
規
則
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
材
料
を
使

附
一

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
肥
料
に
は
、
規
則
第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
材
料
を
使
用

用
し
た
も
の
を
含
む
。

し
た
も
の
を
含
む
。

二

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
主
成
分
、
有
害
成
分
そ
の
他
の
成
分
及
び
物
理
的
・
化

二

こ
の
告
示
に
掲
げ
る
主
成
分
、
有
害
成
分
そ
の
他
の
成
分
及
び
物
理
的
・
化
学

学
的
性
質
等
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技

的
性
質
等
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ

術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
第

表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
量
の
算
出
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も

一
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
量
の
算
出
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る

の
に
よ
る
こ
と
と
し
、
五
の
表
菌
体
肥
料
の
欄
及
び
十
三
の
表
に
掲
げ
る
有
害

こ
と
と
し
、
十
二
の
表
に
掲
げ
る
有
害
成
分
の
量
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

成
分
の
量
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
り
分
析
し
た
乾
物
の
重

肥
料
等
試
験
法
に
よ
り
分
析
し
た
乾
物
の
重
量
に
対
す
る
百
分
率
と
す
る
。

量
に
対
す
る
百
分
率
と
す
る
。

第
一

欄
第

二
欄

第
一

欄
第

二
欄
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（略

）

（略

）

（略

）

（略

）

ア
ル
カ
リ
分

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

（Ｃ
a
Ｏ

）及
び

（新
設

）

（新
設

）

酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

（Ｍ
ｇ
Ｏ

）

可
溶
性
石
灰

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム

（Ｃ
a

Ｏ
）

（新
設

）

（新
設

）

く
溶
性
石
灰

水
溶
性
石
灰

可
溶
性
け
い
酸

二
酸
化
ケ
イ
素

（Ｓ
ｉ
Ｏ

２

）

可
溶
性
け
い
酸

二
酸
化
ケ
イ
素

（Ｓ
ｉ
Ｏ

２

）

水
溶
性
け
い
酸

（略

）

（略
）

（略

）

（略

）

く
溶
性
ほ
う
素

く
溶
性
ほ
う
素

（略

）

水
溶
性
ほ
う
素

（略

）

水
溶
性
ほ
う
素

可
溶
性
硫
黄

硫
黄

（Ｓ

）

（新
設

）

（新
設

）

三

（
略
）

三

（
略
）

主
成
分
別
表
第
一

（
新
設
）

一

窒
素
全
量
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

窒
素
全
量

一
・
〇

二

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

一
・
〇

三

硝
酸
性
窒
素
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

硝
酸
性
窒
素

一
・
〇

四

り
ん
酸
全
量
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
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り
ん
酸
全
量

一
・
〇

五

可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

可
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

六

く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

七

水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
り
ん
酸

一
・
〇

八

加
里
全
量
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

加
里
全
量

一
・
〇

九

く
溶
性
加
里
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
加
里

一
・
〇

十

水
溶
性
加
里
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
加
里

一
・
〇

十
一

ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

ア
ル
カ
リ
分

五
・
〇

十
二

可
溶
性
石
灰
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

可
溶
性
石
灰

一
・
〇

十
三

く
溶
性
石
灰
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
石
灰

一
・
〇

十
四

水
溶
性
石
灰
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
石
灰

一
・
〇

十
五

可
溶
性
け
い
酸
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

可
溶
性
け
い
酸

五
・
〇

十
六

水
溶
性
け
い
酸
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
け
い
酸

五
・
〇

十
七

可
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

可
溶
性
苦
土

一
・
〇

十
八

く
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
苦
土

一
・
〇

十
九

水
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
苦
土

一
・
〇
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二
十

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一
〇

二
十
一

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一
〇

二
十
二

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一
〇

二
十
三

く
溶
性
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

く
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

二
十
四

水
溶
性
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

水
溶
性
ほ
う
素

〇
・
〇
五

二
十
五

一
か
ら
二
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
可
溶
性
硫
黄
を
保
証

す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
一
か
ら
二
十
四
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か

可
溶
性
硫
黄

一
・
〇

主
成
分
別
表
第
二

（
新
設
）

一

可
溶
性
け
い
酸
に
つ
い
て
は

五
・
〇

二

水
溶
性
け
い
酸
に
つ
い
て
は

五
・
〇

三

可
溶
性
苦
土
に
つ
い
て
は

一
・
〇

四

く
溶
性
苦
土
に
つ
い
て
は

一
・
〇

五

水
溶
性
苦
土
に
つ
い
て
は

一
・
〇

六

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

七

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

八

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
に
つ
い
て
は

〇
・
一
〇

九

く
溶
性
ほ
う
素
に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

十

水
溶
性
ほ
う
素
に
つ
い
て
は

〇
・
〇
五

有
害
成
分
別
表
第
一

（
新
設
）

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
一

ひ
素

〇
・
〇
〇
四
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亜
硝
酸

〇
・
〇
四

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
二

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
一

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
一

鉛

〇
・
〇
〇
六

有
害
成
分
別
表
第
二

（
新
設
）

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三
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有
害
成
分
別
表
第
三

（
新
設
）

一

六
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の

い
ず
れ
か
一
を
保
証
す
る
も
の
（
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か
一
の

ほ
か
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証

す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

１

窒
素
を
保
証
し
、
り
ん
酸
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
（
け
い
酸
、
ア

ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含

む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
窒
素
全
量
、
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
、
硝
酸
性
窒
素
又

は
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
の
合
計
量
の
う
ち
最
も
大
き
い
も

の
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
一

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

亜
硝
酸

〇
・
〇
四

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
二

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
一

２

り
ん
酸
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
（
り
ん
酸
の
ほ

か
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証

す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

イ

ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
り
ん
酸
の
最
も

大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ロ

鉱
さ
い
を
原
料
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
く
溶
性
り
ん
酸
、
可
溶
性

り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率

一
・
〇
％
に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一
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ハ

原
料
規
格
第
二
中
六
の
項
リ
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も
の

に
あ
つ
て
は
、
く
溶
性
り
ん
酸
、
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の

う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
一

鉛

〇
・
〇
〇
六

３

加
里
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
（
加
里
の
ほ
か

け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
加
里
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含

有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

二

六
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の

い
ず
れ
か
二
以
上
を
保
証
す
る
も
の
（
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か

二
以
上
の
ほ
か
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

１

２
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里

の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に

つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

２

原
料
規
格
第
二
中
六
の
項
リ
又
は
ヌ
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も
の
に

あ
つ
て
は
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分

の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き
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ひ
素

〇
・
〇
〇
二

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三

三

六
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
け
い
酸
を
保
証
し
、
窒
素
、

り
ん
酸
及
び
加
里
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
け
い
酸
の
ほ
か
ア
ル
カ
リ

分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に

あ
つ
て
は
、
可
溶
性
け
い
酸
又
は
水
溶
性
け
い
酸
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分

の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

最
大
限
度
量
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四

ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五

四

六
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
の
い

ず
れ
か
一
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
及
び
け
い
酸
の
い
ず
れ
も
保
証

し
な
い
も
の
（
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
の
ほ
か
苦
土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

１

ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
、
石
灰
を
保
証
し
な
い
も
の
（
ア
ル
カ
リ
分
の
ほ

か
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て

は
、
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

最
大
限
度
量
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四
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ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五

２

石
灰
を
保
証
し
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
な
い
も
の
（
石
灰
の
ほ
か
苦
土

、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
可

溶
性
石
灰
、
く
溶
性
石
灰
又
は
水
溶
性
石
灰
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の

量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

最
大
限
度
量
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四

ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五

五

六
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
つ
て
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う

素
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
及
び
石
灰
の

い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
に
つ
い
て

１

苦
土
を
保
証
し
、
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
な
い
も
の
（
苦
土
の
ほ
か
ほ
う
素

を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
可
溶
性
苦
土
、
く
溶
性
苦
土

又
は
水
溶
性
苦
土
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に

つ
き

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

２

マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
、
ほ
う
素
を
保
証
し
な
い
も
の
（
マ
ン
ガ
ン
の
ほ
か

苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
く

溶
性
マ
ン
ガ
ン
又
は
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の

含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一
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チ
タ
ン

〇
・
〇
四

３

ほ
う
素
を
保
証
し
、
苦
土
及
び
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て

は

な
し

４

マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
（
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
の
ほ

か
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う

素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％

に
つ
き

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

六

肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
、
原
料
規
格
に
お
け
る
複
数
の
項
の
原

料
を
使
用
す
る
も
の
及
び
植
害
試
験
の
調
査
を
要
す
る
原
料
を
使
用
す
る
も
の

に
つ
い
て

１

窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証
す
る
も
の
（
窒
素
、
り

ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か
一
の
ほ
か
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦

土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
け
い
酸
を
保

証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
及
び
加
里
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
け
い
酸

の
ほ
か
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る

も
の
を
含
む
。
）
、
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証
し
、
窒

素
、
り
ん
酸
、
加
里
及
び
け
い
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
ア
ル
カ

リ
分
又
は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
の
ほ
か
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保

証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
並
び
に
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
し

、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
及
び
石
灰
の
い
ず
れ
も

保
証
し
な
い
も
の
（
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
並
び

に
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

イ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
保
証
す
る
窒
素
、
り
ん

酸
又
は
加
里
（
け
い
酸
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
を
保
証
し
な

い
も
の
（
け
い
酸
の
ほ
か
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
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ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
け
い
酸
、

ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加

里
及
び
け
い
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰

の
い
ず
れ
か
一
の
ほ
か
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の

を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
、
苦
土
を
保

証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
及
び
マ

ン
ガ
ン
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
苦
土
の
ほ
か
ほ
う
素
を
保
証
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し

、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
及
び
ほ
う
素

の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
マ
ン
ガ
ン
の
ほ
か
苦
土
を
保
証
す
る
も

の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
マ
ン
ガ
ン
、
ほ
う
素
を
保
証
し
、

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
及
び
マ

ン
ガ
ン
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
ほ
う
素
）

の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
一

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

亜
硝
酸

〇
・
〇
四

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
二

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
一

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
一

鉛

〇
・
〇
〇
六

ロ

鉱
さ
い
を
原
料
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
保
証
す
る
窒
素
、
り
ん
酸

又
は
加
里
（
け
い
酸
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
の
い
ず
れ
も
保

証
し
な
い
も
の
（
け
い
酸
の
ほ
か
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ

ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
け

い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
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酸
、
加
里
及
び
け
い
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
ア
ル
カ
リ
分
又

は
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
の
ほ
か
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
ア
ル
カ
リ
分
又
は
石
灰
、
苦

土
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰

及
び
マ
ン
ガ
ン
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
苦
土
の
ほ
か
ほ
う
素
を

保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
を

保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
及
び

ほ
う
素
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
マ
ン
ガ
ン
の
ほ
か
苦
土
を
保
証

す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
マ
ン
ガ
ン
、
ほ
う
素
を
保

証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、
石
灰
、
苦
土

及
び
マ
ン
ガ
ン
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
保
証
す
る
ほ

う
素
）
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
一

ひ
素

〇
・
〇
〇
四

亜
硝
酸

〇
・
〇
四

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
二

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
一

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
一
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
一

ク
ロ
ム

〇
・
一

チ
タ
ン

〇
・
〇
四

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
一

鉛

〇
・
〇
〇
六

最
大
限
度
量
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四

ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五

２

窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
保
証
す
る
も
の
（
窒
素

、
り
ん
酸
又
は
加
里
の
い
ず
れ
か
二
以
上
の
ほ
か
け
い
酸
、
ア
ル
カ
リ
分
、

石
灰
、
苦
土
、
マ
ン
ガ
ン
又
は
ほ
う
素
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
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い
て

イ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加

里
の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇

％
に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三

ロ

鉱
さ
い
を
原
料
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
窒
素
、
り
ん
酸
又
は
加
里

の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％

に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三

最
大
限
度
量
と
し
て
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ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四

ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五

３

マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
を
保
証
し
、
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
け
い
酸
、

ア
ル
カ
リ
分
及
び
石
灰
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
（
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ

う
素
の
ほ
か
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て

イ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素

の
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％

に
つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五

ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三

ロ

鉱
さ
い
を
原
料
と
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
マ
ン
ガ
ン
及
び
ほ
う
素
の

そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
大
き
い
主
成
分
の
量
の
合
計
量
の
含
有
率
一
・
〇
％
に

つ
き

硫
青
酸
化
物

〇
・
〇
〇
五

ひ
素

〇
・
〇
〇
二

亜
硝
酸

〇
・
〇
二

ビ
ウ
レ
ッ
ト
性
窒
素

〇
・
〇
一

ス
ル
フ
ァ
ミ
ン
酸

〇
・
〇
〇
五

カ
ド
ミ
ウ
ム

〇
・
〇
〇
〇
〇
七
五

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
〇
〇
五
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ク
ロ
ム

〇
・
〇
五

チ
タ
ン

〇
・
〇
二

水
銀

〇
・
〇
〇
〇
〇
五

鉛

〇
・
〇
〇
三

最
大
限
度
量
と
し
て

ニ
ッ
ケ
ル

〇
・
四

ク
ロ
ム

四
・
〇

チ
タ
ン

一
・
五
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原
料
規
格
第
一

（
新
設
）

原
料
規
格
第
一

分
類

原
料
の
種
類

原
料
の
条
件

番
号

一

動
物
由
来
物
質

イ

魚
介
類
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

魚
介
類
の
臓
器
を
収
集
し
た
も
の
（
発
酵
さ
せ
た
も

の
を
含
む
。
）

ハ

繊
維
工
業
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
動
物
性
繊
維

ニ

食
料
品
、
飲
料
又
は
飼
料
の
製
造
副
産
物
（
魚
介
類

を
除
く
。
）

ホ

に
か
わ
製
造
業
、
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
又
は
な
め
し
革

製
造
業
（
ク
ロ
ム
な
め
し
革
製
造
業
を
除
く
。
）
に
お

い
て
副
産
さ
れ
た
ゼ
ラ
チ
ン
又
は
コ
ラ
ー
ゲ
ン
含
有
物

へ

イ
、
ハ
、
ニ
又
は
ホ
を
発
酵
さ
せ
た
も
の

二

植
物
由
来
物
質

イ

農
産
物
の
生
産
の
過
程
で
発
生
し
た
残
さ
（
植
物
質

の
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
海
藻
又
は
こ
れ
ら
に
酵

素
を
加
え
た
も
の

ロ

食
料
品
、
飲
料
又
は
飼
料
の
製
造
副
産
物

ハ

廃
糖
蜜
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ニ

で
ん
ぷ
ん
製
造
副
産
物

ホ

イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
を
発
酵
さ
せ
た
も
の

三

菌
体
由
来
物
質

イ

食
料
品
、
飲
料
又
は
飼
料
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副

産
物

ロ

漢
方
薬
又
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副

産
物

ハ

食
料
品
用
酵
母
の
製
造
副
産
物

ニ

発
酵
工
業
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
、
く
え
ん
酸
、
乳
酸
等
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副
産

物
ホ

培
養
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
菌
体
を
乾
燥
し
た
も
の

へ

培
養
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
菌
体
か
ら
脂
質
又
は
核
酸

を
抽
出
し
た
か
す
を
乾
燥
し
た
も
の

備
考

一

動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。

二

粉
砕
、
濃
縮
、
脱
水
、
乾
燥
等
の
加
工
を
行
っ
た
も
の
を
含
む
。

三

規
則
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
材
料
又
は
水
を
使
用
し
た
も
の
を
含
む
。

四

排
水
処
理
施
設
か
ら
生
じ
た
汚
泥
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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原
料
規
格
第
二

（
新
設
）

原
料
規
格
第
二

分
類

原
料
の
種
類

原
料
の
条
件

番
号

一

水
溶
性
窒
素
化

イ

ア
ミ
ノ
酸
若
し
く
は
核
酸
又
は
こ
れ
ら
の
塩
（
試
薬

合
物
含
有
物
（

又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

ア
ン
モ
ニ
ア
、

）

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

塩
、
硝
酸
又
は

ロ

ア
ラ
ン
ト
イ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製

硝
酸
塩
以
外
の

造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

水
溶
性
窒
素
化

合
物
を
含
有
す

ハ

オ
キ
サ
ミ
ド
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造

る
も
の
を
い
う

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

。
）

ニ

シ
ア
ナ
ミ
ド
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ホ

食
料
品
用
酵
素
、
人
工
甘
味
剤
、
食
品
添
加
物
又
は

飼
料
添
加
物
の
製
造
副
産
物

へ

石
灰
窒
素
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ト

ト
リ
ア
ゾ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

チ

尿
素
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
を
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加
え
た
も
の

リ

モ
ノ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品

と
し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ヌ

硫
酸
グ
ア
ニ
ル
尿
素
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し

て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ル

Ｅ
Ｄ
Ｔ
Ａ
又
は
そ
の
塩
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と

し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ヲ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

二

菌
体
含
有
物
（

イ

食
料
品
、
飲
料
又
は
飼
料
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副

発
酵
副
産
物
又

産
物
に
硫
酸
、
塩
酸
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
又
は

は
培
養
に
よ
つ

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
を
加
え
た
も
の

て
得
ら
れ
る
菌

体
を
含
有
す
る

ロ

漢
方
薬
又
は
ペ
ニ
シ
リ
ン
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副

も
の
を
い
う
。

産
物
に
硫
酸
、
塩
酸
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
又
は

）

水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
を
加
え
た
も
の

ハ

食
料
品
用
酵
母
の
製
造
副
産
物
に
硫
酸
、
塩
酸
、
ア

ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
又
は
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
を
加
え

た
も
の

ニ

発
酵
工
業
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー

ル
、
く
え
ん
酸
、
乳
酸
等
の
製
造
に
お
け
る
発
酵
副
産

物
に
硫
酸
、
塩
酸
、
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
又
は
水
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酸
化
カ
リ
ウ
ム
を
加
え
た
も
の

ホ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

三

動
植
物
由
来
物

イ

キ
チ
ン
又
は
キ
ト
サ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と

質
含
有
物
（
動

し
て
製
造
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

植
物
を
含
む
も

の
、
動
植
物
に

ロ

ゼ
ラ
チ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ

酸
、
ア
ル
カ
リ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）

等
を
添
加
し
た

も
の
又
は
動
植

ハ

動
植
物
質
の
原
料
に
硫
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
り
ん
酸

物
中
の
化
合
物

、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
、
炭
酸
カ

を
抽
出
し
た
も

リ
ウ
ム
、
食
用
ア
ル
コ
ー
ル
又
は
酵
素
を
加
え
た
も
の

の
を
い
う
。
）

ニ

フ
ィ
チ
ン
酸
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

ホ

ベ
タ
イ
ン
（
試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
）

へ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

四

ア
ン
モ
ニ
ア
含

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

有
物
（
ア
ン
モ

ニ
ア
又
は
ア
ン

ロ

食
料
品
用
酵
素
、
ア
ミ
ノ
酸
、
人
工
甘
味
剤
、
食
品
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モ
ニ
ウ
ム
塩
を

添
加
物
又
は
飼
料
添
加
物
の
製
造
工
程
か
ら
回
収
し
た

含
有
す
る
も
の

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
含
有
物

を
い
う
。
）

ハ

尿
素
の
加
熱
分
解
に
よ
り
発
生
し
た
ア
ン
モ
ニ
ア
に

硫
酸
を
化
学
反
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
硫

酸
ア
ン
モ
ニ
ア
含
有
物

ニ

堆
肥
又
は
汚
泥
肥
料
の
製
造
の
過
程
で
発
生
し
た
排

気
中
の
ア
ン
モ
ニ
ア
に
硫
酸
又
は
り
ん
酸
を
化
学
反
応

さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
含

有
物
又
は
り
ん
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
含
有
物

ホ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認
め
ら
れ
な
い
も

の

五

硝
酸
含
有
物
（

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

硝
酸
又
は
硝
酸

塩
を
含
有
す
る

ロ

炭
酸
希
土
類
又
は
酸
化
希
土
類
の
製
造
副
産
物
（
硝

も
の
を
い
う
。

酸
ア
ン
モ
ニ
ア
含
有
物
に
限
る
。
）

）

ハ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ

て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認
め
ら
れ
な
い
も

の

六

り
ん
酸
含
有
物

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

（
り
ん
酸
、
二

り
ん
酸
、
ポ
リ

ロ

次
の
い
ず
れ
か
の
り
ん
酸
含
有
液
に
水
酸
化
ナ
ト
リ

り
ん
酸
若
し
く

ウ
ム
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
り
ん
酸
ナ
ト
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は
亜
り
ん
酸
又

リ
ウ
ム
含
有
物

は
こ
れ
ら
の
塩

⑴

イ
ノ
シ
ト
ー
ル
製
造
液

を
含
有
す
る
も

⑵

精
製
り
ん
酸
の
抽
出
残
液

の
を
い
う
。
）

ハ

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
り
ん
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
を
含
有
す
る
粉
末
消
火
薬
剤
の
は
つ
水
コ
ー
テ
ィ
ン

グ
を
剥
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
り
ん
酸
ア

ン
モ
ニ
ウ
ム
含
有
物

⑴

加
圧
、
摩
砕
又
は
粉
砕

⑵

ア
ル
コ
ー
ル
と
の
混
合
及
び
当
該
ア
ル
コ
ー
ル
の

揮
発

⑶

尿
素
水
溶
液
と
の
混
合

ニ

製
鋼
鉱
さ
い

ホ

次
の
い
ず
れ
か
の
り
ん
酸
含
有
液
又
は
亜
り
ん
酸
含

有
液
に
石
灰
を
加
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
り
ん

酸
カ
ル
シ
ウ
ム
含
有
物

⑴

ア
ル
ミ
箔
の
エ
ッ
チ
ン
グ
処
理
に
使
用
し
た
り
ん

酸
液

⑵

ア
ミ
ノ
酸
製
造
に
お
け
る
発
酵
副
産
液

⑶

イ
ノ
シ
ト
ー
ル
製
造
液

⑷

液
晶
基
盤
の
洗
浄
に
使
用
し
た
り
ん
酸
液

⑸

エ
タ
ノ
ー
ル
の
製
造
に
使
用
し
た
り
ん
酸
液

⑹

オ
セ
イ
ン
製
造
廃
液

⑺

鋳
造
用
り
ん
鉄
、
り
ん
銅
又
は
り
ん
ニ
ッ
ケ
ル
の

製
造
の
過
程
で
発
生
し
た
り
ん
酸
を
含
有
す
る
排
気

の
溶
解
液

⑻

ニ
ッ
ケ
ル
め
つ
き
廃
液
か
ら
ニ
ッ
ケ
ル
を
回
収
し

て
生
じ
た
亜
り
ん
酸
含
有
液

⑼

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
１
製
造
液
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へ

り
ん
鉱
石
又
は
こ
れ
に
硫
酸
、
硝
酸
、
り
ん
酸
若
し

く
は
ア
ン
モ
ニ
ア
を
加
え
た
も
の

ト

下
水
道
の
終
末
処
理
場
、
し
尿
処
理
施
設
、
農
業
集

落
排
水
処
理
施
設
又
は
食
料
品
を
製
造
す
る
事
業
場
に

お
い
て
排
水
処
理
後
の
凝
集
沈
殿
、
膜
分
離
等
の
固
液

分
離
に
よ
り
得
ら
れ
る
分
離
液
に
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
又

は
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
加
え
、
析
出
さ
せ
た
り
ん
酸

含
有
物
（
種
晶
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
種
晶

に
肥
料
原
料
と
な
る
も
の
を
使
用
し
た
も
の
に
限
る
。

）
チ

下
水
道
の
終
末
処
理
場
、
し
尿
処
理
施
設
、
農
業
集

落
排
水
処
理
施
設
又
は
食
品
を
製
造
す
る
事
業
場
か
ら

生
じ
た
汚
泥
の
燃
焼
灰
に
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え

、
固
液
分
離
し
て
得
ら
れ
る
分
離
液
に
塩
化
カ
ル
シ
ウ

ム
又
は
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
を
加
え
、
析
出
さ
せ
た
り

ん
酸
含
有
物

リ

下
水
道
の
終
末
処
理
場
、
し
尿
処
理
施
設
、
農
業
集

落
排
水
処
理
施
設
若
し
く
は
食
品
を
製
造
す
る
事
業
場

か
ら
生
じ
た
汚
泥
又
は
食
品
を
製
造
す
る
事
業
場
か
ら

生
じ
た
排
水
を
消
化
処
理
し
て
得
ら
れ
る
消
化
液
又
は

脱
水
ろ
液
（
し
さ
を
除
去
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
塩

化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
又
は
硫
酸

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
加
え
、
析
出
さ
せ
た
り
ん
酸
含
有
物

（
消
化
液
中
で
析
出
さ
せ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
析
出

後
に
水
洗
し
た
も
の
に
限
る
。
）
（
種
晶
を
使
用
す
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
種
晶
に
肥
料
原
料
と
な
る
も
の
を

使
用
し
た
も
の
に
限
る
。
）
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ヌ

し
尿
処
理
施
設
に
お
い
て
脱
水
ろ
液
（
し
さ
を
除
去

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
水
酸

化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
又
は
硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
加
え
、

析
出
さ
せ
た
り
ん
酸
含
有
物
（
析
出
後
に
水
洗
し
た
も

の
に
限
る
。
）
（
種
晶
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は

、
種
晶
に
肥
料
原
料
と
な
る
も
の
を
使
用
し
た
も
の
に

限
る
。
）

ル

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
四
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
副
産
物
又
は
下
水
道
の
終

末
処
理
場
、
し
尿
処
理
施
設
、
集
落
排
水
処
理
施
設
若

し
く
は
別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
四
号
に
掲

げ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
排
水
処
理
施
設
に
お
い
て
回

収
さ
れ
た
り
ん
酸
含
有
物
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調

査
を
受
け
害
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
（
汚
泥
が
除
去
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
ま
た
、
吸
着
原
料
を
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
吸
着
原
料
の
品
質
を
確
認
し
た

も
の
に
限
る
。
）

七

加
里
含
有
物
（

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

酸
化
カ
リ
ウ
ム

、
水
酸
化
カ
リ

ロ

ア
ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
製
造
副
産
物
（
硫
酸
カ
リ
ウ

ウ
ム
又
は
カ
リ

ム
含
有
物
に
限
る
。
）

ウ
ム
塩
を
含
有

す
る
も
の
を
い

ハ

海
藻
に
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
を
加
え
た
も
の

う
。
）

ニ

て
ん
菜
又
は
さ
と
う
き
び
を
原
料
と
し
た
糖
製
造
副

産
物
（
硫
酸
カ
リ
ウ
ム
含
有
物
に
限
る
。
）

ホ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十
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四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

八

動
植
物
質
燃
焼

イ

次
の
い
ず
れ
か
一
以
上
の
燃
焼
灰

灰

⑴

油
や
し
の
果
房
又
は
果
実

⑵

ア
ル
コ
ー
ル
製
造
副
産
物
（
動
植
物
質
の
も
の
に

限
る
。
）

⑶

廃
菌
床
培
地
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）

⑷

コ
ー
ヒ
ー
か
す

⑸

コ
ー
ン
ス
タ
ー
チ
製
造
副
産
物
（
動
植
物
質
に
限

る
。
）

⑹

植
物
油
か
す
類

⑺

鶏
ふ
ん

⑻

牛
ふ
ん

⑼

飼
料
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）

ロ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
（
動
植
物
質
の
も
の
に
限
る
。
）
の
燃
焼
灰
で

あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認
め
ら
れ
な

い
も
の

九

け
い
酸
含
有
物

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

（
け
い
酸
又
は

け
い
酸
塩
を
含

ロ

鉱
さ
い

有
す
る
も
の
を

い
う
。
）

ハ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の
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十

カ
ル
シ
ウ
ム
含

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

有
物
（
酸
化
カ

ル
シ
ウ
ム
、
水

ロ

貝
化
石

酸
化
カ
ル
シ
ウ

ム
又
は
カ
ル
シ

ハ

貝
殻

ウ
ム
塩
を
含
有

す
る
も
の
を
い

ニ

鉱
さ
い

う
。
）

ホ

水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
又
は
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
の
製
造

副
産
物
（
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
又

は
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
含
有
物
に
限
る
。
）

ヘ

石
灰
石

ト

糖
製
造
副
産
物
（
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸
化
カ
ル

シ
ウ
ム
又
は
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
含
有
物
に
限
る
。
）

チ

ド
ロ
マ
イ
ト
鉱
石

リ

卵
殻

ヌ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

十
一

苦
土
含
有
物

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

（
酸
化
マ
グ
ネ

シ
ウ
ム
、
水
酸

ロ

海
水

化
マ
グ
ネ
シ
ウ
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ム
又
は
マ
グ
ネ

ハ

海
水
を
原
料
と
し
た
塩
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
製
造
副
産

シ
ウ
ム
塩
を
含

物
（
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
含
有
物
又
は
塩
化
マ
グ
ネ

有
す
る
も
の
を

シ
ウ
ム
含
有
物
に
限
る
。
）

い
う
。
）

ニ

水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
製
造
副
産
物
（
水
酸
化
マ
グ

ネ
シ
ウ
ム
含
有
物
に
限
る
。
）

ホ

ド
ロ
マ
イ
ト
れ
ん
が
又
は
ド
ロ
マ
イ
ト
鉱
石

ヘ

フ
ェ
ロ
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
さ
い

ト

ブ
ル
ー
サ
イ
ト

チ

マ
グ
ネ
シ
ア
ク
リ
ン
カ
ー
製
造
副
産
物
（
酸
化
マ
グ

ネ
シ
ウ
ム
含
有
物
又
は
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
含
有
物

に
限
る
。
）

リ

マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
含
有
す
る
鉱
物
又
は
岩
石
を
焼
成

し
た
も
の

ヌ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

十
二

マ
ン
ガ
ン
含
有

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

物
（
酸
化
マ
ン

ガ
ン
、
水
酸
化

ロ

フ
ェ
ロ
マ
ン
ガ
ン
鉱
さ
い
又
は
シ
リ
コ
マ
ン
ガ
ン
鉱

マ
ン
ガ
ン
又
は

さ
い

マ
ン
ガ
ン
塩
を

含
有
す
る
も
の

ハ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十
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を
い
う
。
）

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

十
三

ほ
う
酸
含
有
物

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て
製
造
さ
れ
た
化
合
物

（
ほ
う
酸
又
は

ほ
う
酸
塩
を
含

ロ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表
第
十
三
号
及
び
第
十

有
す
る
も
の
を

四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副
産
さ
れ

い
う
。
）

た
も
の
で
あ
つ
て
、
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
害
が
認

め
ら
れ
な
い
も
の

十
四

肥
料
製
造
副
産

普
通
肥
料
（
登
録
を
受
け
た
も
の
（
法
第
四
条
第
一
項
第

物

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
法
第
十
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）
に
限
り
、
異
物
を
混
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
製
造

に
お
い
て
生
じ
た
も
の

十
五

食
品
等
工
場
活

別
表
第
三
に
掲
げ
る
業
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
主
産
物
製

性
沈
殿
物

造
廃
水
を
活
性
ス
ラ
ッ
ジ
法
に
よ
り
浄
化
す
る
際
に
得
ら

れ
る
菌
体
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水
又
は
乾
燥
し
た
も
の

備
考

一

粉
砕
、
濃
縮
、
脱
水
、
乾
燥
等
の
加
工
を
行
つ
た
も
の
を
含
む
。

二

規
則
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
材
料
又
は
水
を
使
用
し
た
も
の
を
含
む
。

三

中
和
又
は

を
調
整
す
る
目
的
で
別
表
第
二
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も

ｐＨ

の
を
含
む
。

四

排
水
処
理
施
設
か
ら
生
じ
た
汚
泥
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

原
料
規
格
第
三

（
新
設
）
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原
料
規
格
第
三

分
類

原
料
の
種
類

原
料
の
条
件

そ
の
他
の
制
限
事
項

番
号

一

下
水
汚
泥

下
水
道
の
終
末
処
理
場
か
ら
生
じ
た

一

金
属
等
を
含
む

汚
泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水
又
は
乾

産
業
廃
棄
物
に
係

燥
し
た
も
の

る
判
定
基
準
を
定

め
る
省
令
（
昭
和

二

し
尿
汚
泥

イ

し
尿
処
理
施
設
か
ら
生
じ
た
汚

四
十
八
年
総
理
府

泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水
又
は
乾

令
第
五
号
）
別
表

燥
し
た
も
の

第
一
の
基
準
に
係

る
調
査
を
受
け
、

ロ

集
落
排
水
処
理
施
設
か
ら
生
じ

基
準
に
適
合
す
る

た
汚
泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水
又

こ
と
が
確
認
さ
れ

は
乾
燥
し
た
も
の

た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

ハ

浄
化
槽
か
ら
生
じ
た
汚
泥
を
濃

二

植
害
試
験
の
調

縮
、
消
化
、
脱
水
又
は
乾
燥
し
た

査
を
受
け
な
い
肥

も
の

料
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

ニ

し
尿
に
凝
集
を
促
進
す
る
材
料

植
害
試
験
の
調
査

若
し
く
は
悪
臭
を
防
止
す
る
材
料

を
受
け
害
が
認
め

を
混
合
し
た
も
の
又
は
こ
れ
を
脱

ら
れ
な
い
も
の
で

水
若
し
く
は
乾
燥
し
た
も
の

あ
る
こ
と
。

ホ

動
物
の
排
せ
つ
物
に
凝
集
を
促

進
す
る
材
料
（
昭
和
二
十
五
年
六

月
二
十
日
農
林
省
告
示
第
百
七
十

七
号
（
特
殊
肥
料
等
を
指
定
す
る

件
）
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
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を
除
く
。
）
若
し
く
は
悪
臭
を
防

止
す
る
材
料
を
混
合
し
た
も
の
又

は
こ
れ
を
脱
水
若
し
く
は
乾
燥
し

た
も
の

三

工
業
汚
泥

イ

工
場
の
排
水
処
理
施
設
か
ら
生

じ
た
汚
泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱
水

又
は
乾
燥
し
た
も
の

ロ

事
業
場
の
排
水
処
理
施
設
か
ら

生
じ
た
汚
泥
を
濃
縮
、
消
化
、
脱

水
又
は
乾
燥
し
た
も
の

四

焼
成
汚
泥

イ

一
の
項
、
二
の
項
又
は
三
の
項

植
害
試
験
の
調
査
を

に
掲
げ
る
原
料
を
焼
成
し
た
も
の

受
け
な
い
肥
料
に
使

用
す
る
場
合
に
あ
つ

ロ

一
の
項
、
二
の
項
又
は
三
の
項

て
は
、
植
害
試
験
の

に
掲
げ
る
原
料
に
植
物
質
又
は
動

調
査
を
受
け
害
が
認

物
質
の
原
料
を
加
え
焼
成
し
た
も

め
ら
れ
な
い
も
の
で

の

あ
る
こ
と
。

五

水
産
副
産
物

魚
介
類
の
臓
器

一

金
属
等
を
含
む

産
業
廃
棄
物
に
係

る
判
定
基
準
を
定

め
る
省
令
（
昭
和

四
十
八
年
総
理
府

令
第
五
号
）
別
表

第
一
の
基
準
に
係

る
調
査
を
受
け
、

基
準
に
適
合
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
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た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

植
害
試
験
の
調

査
を
受
け
な
い
肥

料
に
使
用
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、

植
害
試
験
の
調
査

を
受
け
害
が
認
め

ら
れ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

六

硫
黄
含
有
物

イ

試
薬
又
は
工
業
用
薬
品
と
し
て

植
害
試
験
の
調
査
を

（
硫
黄
又
は

製
造
さ
れ
た
も
の

受
け
な
い
肥
料
に
使

そ
の
化
合
物

用
す
る
場
合
に
あ
つ

を
含
有
す
る

ロ

別
表
第
一
に
掲
げ
る
業
（
同
表

て
は
、
植
害
試
験
の

も
の
を
い
う

第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ

調
査
を
受
け
害
が
認

。
）

る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
副

め
ら
れ
な
い
も
の
で

産
さ
れ
た
も
の

あ
る
こ
と
。

備
考

一

粉
砕
、
濃
縮
、
脱
水
、
乾
燥
等
の
加
工
を
行
つ
た
も
の
を
含
む
。

二

規
則
第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
材
料
又
は
水
を
使
用
し
た
も
の
を
含
む
。

別
表
第
一

（
新
設
）

一

農
業

二

漁
業

三

食
料
品
製
造
業

四

飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業

五

化
学
工
業

六

繊
維
工
業

七

な
め
し
革
・
同
製
品
・
毛
皮
製
造
業
（
な
め
し
革
製
造
業
及
び
毛
皮
製
造
業
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に
限
る
。
）

八

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業
（
金
属
鉱
業
を
除
く
。
）

九

パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
（
パ
ル
プ
製
造
業
及
び
紙
製
造
業
に
限
る

。
）

十

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業
（
ガ
ラ
ス
・
同
製
品
製
造
業
を
除
く
。
）

十
一

鉄
鋼
業

十
二

非
鉄
金
属
製
造
業

十
三

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
（
り
ん
酸
回
収
工
程
を
含
む

も
の
に
限
る
。
）

十
四

石
炭
・
石
油
そ
の
他
の
燃
料
の
燃
焼
ガ
ス
の
脱
硫
処
理
又
は
脱
硝
処
理
を

行
う
業

別
表
第
二

（
新
設
）

一

次
に
掲
げ
る
酸
性
の
原
料

硫
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
り
ん
酸
、
く
え
ん
酸
、
酢
酸
、
ぎ
酸
又
は
け
い
酸

二

次
に
掲
げ
る
塩
基
性
の
原
料

ア
ン
モ
ニ
ア
液
又
は
ア
ン
モ
ニ
ア
ガ
ス
、
け
い
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
ナ
ト
リ

ウ
ム
、
酢
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
、
酸
化
カ

リ
ウ
ム
、
水
酸
化
カ
リ
ウ
ム
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
、
酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
水
酸

化
カ
ル
シ
ウ
ム
、
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
又
は
水
酸
化
マ

グ
ネ
シ
ウ
ム

別
表
第
三

（
新
設
）

一

食
料
品
製
造
業

二

清
涼
飲
料
製
造
業

三

酒
類
製
造
業

四

茶
・
コ
ー
ヒ
ー
製
造
業

五

配
合
飼
料
製
造
業
又
は
単
体
飼
料
製
造
業

六

パ
ル
プ
製
造
業

七

樹
脂
製
造
業
（
パ
ル
プ
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
）

八

発
酵
工
業
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九

ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
（
な
め
し
皮
革
く
ず
を
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
も
の
に

限
る
。
）
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（案）

附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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1

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
肥
料
の
品
質
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
八

月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
六
十
三
号
（
特
殊
肥
料
の
品
質
表
示
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



2

改
正

後
改

正
前

特
殊
肥
料
の
品
質
表
示
基
準

特
殊
肥
料
の
品
質
表
示
基
準

第
１

（
略
）

第
１

（
略
）

第
２

遵
守
事
項

第
２

遵
守
事
項

１
表
示
事
項
の
表
示
の
方
法

１
表
示
事
項
の
表
示
の
方
法

(
1
)
～
(
6
)
（
略
）

(
1
)
～
(
6
)
（
略
）

(
7
)
原
料

(
7
)
原
料

ア
～
ウ

（
略
）

ア
～
ウ

（
略
）

エ
材
料
（
オ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
区
分
に
応
じ

エ
材
料
（
オ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
次
の
区
分
に
応
じ

て
記
載
す
る
こ
と
。

て
記
載
す
る
こ
と
。

(
ｱ
)
堆
肥

(
ｱ
)
堆
肥
（
(
ｲ
)
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

生
産
に
当
た
っ
て
腐
熟
を
促
進
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
た
も

生
産
に
当
た
っ
て
腐
熟
を
促
進
す
る
材
料
が
使
用
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

、
固
結
、
浮
上
若
し
く
は
悪
臭
を
防
止
す
る
た
め
の
材
料
又
は

粒
状
化
を
促
進
す
る
た
め
の
材
料
（
昭
和
2
5
年
６
月
2
0
日
農
林

省
告
示
第
1
7
7
号
（
特
殊
肥
料
等
を
指
定
す
る
件
）
の
別
表
第

二
に
掲
げ
る
材
料
に
限
る
。
(
ｲ
)
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
使
用

さ
れ
た
混
合
特
殊
肥
料
を
原
料
と
し
た
堆
肥
に
つ
い
て
は
、
そ

の
材
料
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

(
ｲ
)
混
合
特
殊
肥
料

(
ｲ
)
混
合
特
殊
肥
料
等
（
次
に
掲
げ
る
材
料
が
使
用
さ
れ
た
混
合

生
産
に
当
た
っ
て
固
結
、
浮
上
若
し
く
は
悪
臭
を
防
止
す
る

特
殊
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
堆
肥
及
び
動
物
の
排
せ
つ

た
め
の
材
料
又
は
粒
状
化
を
促
進
す
る
た
め
の
材
料
が
使
用
さ

物
を
含
む
。
）

れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

生
産
に
当
た
っ
て
固
結
、
浮
上
若
し
く
は
悪
臭
を
防
止
す
る

。
ま
た
、
当
該
材
料
が
使
用
さ
れ
た
混
合
特
殊
肥
料
を
原
料
と

た
め
の
材
料
又
は
粒
状
化
を
促
進
す
る
た
め
の
材
料
（
昭
和
2
5

し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
も
記
載
す
る
こ
と

年
６
月
2
0
日
農
林
省
告
示
第
1
7
7
号
（
特
殊
肥
料
等
を
指
定
す

。
る
件
）
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
材
料
に
限
る
。
）
が
使
用
さ
れ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
当
該
材
料
が
使
用
さ
れ
た
混
合
特
殊
肥
料
を
原
料
と
し



3

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
材
料
の
名
称
も
記
載
す
る
こ
と
。

オ
・
カ

（
略
）

オ
・
カ

（
略
）

(
8
)
主
成
分
の
含
有
量

(
8
)
主
要
な
成
分
の
含
有
量

ア
表
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙

ア
表
一
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て
は
、

の
分
析
法
に
よ
る
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

別
紙
の
分
析
法
に
よ
る
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中

掲
げ
る
表
示
の
単
位
を
用
い
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
記
載
す
る
こ

欄
に
掲
げ
る
表
示
の
単
位
を
用
い
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
記
載
す

と
。
た
だ
し
、
混
合
特
殊
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
堆
肥
又
は
動
物
の
排

る
こ
と
。
た
だ
し
、
混
合
特
殊
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
堆
肥
又
は
動
物

せ
つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
こ
と
（
炭

の
排
せ
つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
限
り
記
載
す
る
こ
と

素
窒
素
比
を
除
く
。
）
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
値
の
誤

（
炭
素
窒
素
比
を
除
く
。
）
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
値

差
の
範
囲
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
誤
差
の
範
囲
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
表
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て
は
、
別
紙

イ
表
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て
は
、

の
分
析
方
法
に
よ
る
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
規
則
第
1
1
条
第
９
項
の

別
紙
の
分
析
方
法
に
よ
る
分
析
結
果
に
基
づ
き
、
規
則
第
1
1
条
第
９

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表

項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ

二
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
の
単
位
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

れ
表
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
の
単
位
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
が

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
値
の
誤
差
の
範
囲
は
、
同
表
の
右

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
値
の
誤
差
の
範
囲
は
、
同
表

欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

ウ
現
物
当
た
り
の
数
値
で
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
「

ウ
現
物
当
た
り
の
数
値
で
記
載
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
「

主
成
分
の
含
有
量
等
」
を
「
主
成
分
の
含
有
量
等
（
乾
物
当
た
り
）

主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
」
を
「
主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
（
乾
物

」
と
し
て
、
乾
物
当
た
り
の
数
値
及
び
水
分
含
有
量
を
記
載
す
る
こ

当
た
り
）
」
と
し
て
、
乾
物
当
た
り
の
数
値
及
び
水
分
含
有
量
を
記

と
。

載
す
る
こ
と
。

エ
窒
素
全
量
、
り
ん
酸
全
量
又
は
加
里
全
量
に
つ
い
て
は
、
現
物
当

エ
窒
素
全
量
、
り
ん
酸
全
量
又
は
加
里
全
量
に
つ
い
て
は
、
現
物
当

た
り
の
含
有
量
の
測
定
結
果
が
0
.
5
％
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
0

た
り
の
含
有
量
の
測
定
結
果
が
0
.
5
％
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
「
0

.
5
％
未
満
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

.
5
％
未
満
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
一

（
略
）

表
一

（
略
）

表
二

表
二

主
成
分

表
示
の
単
位

誤
差
の
許
容
範
囲

主
要
な
成
分

表
示
の
単
位

誤
差
の
許
容
範
囲

窒
素
全
量
（
混
合
特
殊

パ
ー
セ
ン
ト
（
％
）
表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ

窒
素
全
量
（
混
合
特
殊

パ
ー
セ
ン
ト
（
％
）
表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ

肥
料
（
堆
肥
又
は
動
物

ン
ト
未
満
の
場
合
は

肥
料
（
堆
肥
又
は
動
物

ン
ト
未
満
の
場
合
は

の
排
せ
つ
物
を
原
料
と

、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
0

の
排
せ
つ
物
を
原
料
と

、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
0



4

し
て
使
用
し
た
も
の
を

.
3
パ
ー
セ
ン
ト

し
て
使
用
し
た
も
の
を

.
3
パ
ー
セ
ン
ト

除
く
。
）
に
限
る
。
）

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ

除
く
。
）
に
限
る
。
）

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ

、
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

ン
ト
以
上
５
パ
ー
セ

、
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

ン
ト
以
上
５
パ
ー
セ

、
硝
酸
性
窒
素
、
り
ん

ン
ト
未
満
の
場
合
は

、
硝
酸
性
窒
素
、
り
ん

ン
ト
未
満
の
場
合
は

酸
全
量
（
混
合
特
殊

、
表
示
値
の
プ
ラ
ス

酸
全
量
（
混
合
特
殊

、
表
示
値
の
プ
ラ
ス

肥
料
（
堆
肥
又
は
動
物

マ
イ
ナ
ス
2
0
パ
ー
セ

肥
料
（
堆
肥
又
は
動
物

マ
イ
ナ
ス
2
0
パ
ー
セ

の
排
せ
つ
物
を
原
料
と

ン
ト

の
排
せ
つ
物
を
原
料
と

ン
ト

し
て
使
用
し
た
も
の
を

表
示
値
が
５
パ
ー
セ

し
て
使
用
し
た
も
の
を

表
示
値
が
５
パ
ー
セ

除
く
。
）
に
限
る
。
）

ン
ト
以
上
1
0
パ
ー
セ

除
く
。
）
に
限
る
。
）

ン
ト
以
上
1
0
％
未
満

、
く
溶
性
り
ん
酸
、
可

ン
ト
未
満
の
場
合
は

、
く
溶
性
り
ん
酸
、
可

の
場
合
は
、
プ
ラ
ス

溶
性
り
ん
酸
、
水
溶
性

、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス

溶
性
り
ん
酸
、
水
溶
性

マ
イ
ナ
ス
１
パ
ー
セ

り
ん
酸
、
加
里
全
量
（

１
パ
ー
セ
ン
ト

り
ん
酸
、
加
里
全
量
（

ン
ト

混
合
特
殊
肥
料
（
堆
肥

表
示
値
が
1
0
パ
ー
セ

混
合
特
殊
肥
料
（
堆
肥

表
示
値
が
1
0
％
以
上

又
は
動
物
の
排
せ
つ
物

ン
ト
以
上
の
場
合
は

又
は
動
物
の
排
せ
つ
物

の
場
合
は
、
表
示
値

を
原
料
と
し
て
使
用
し

、
表
示
値
の
プ
ラ
ス

を
原
料
と
し
て
使
用
し

の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
1

た
も
の
を
除
く
。
）
に

マ
イ
ナ
ス
1
0
パ
ー
セ

た
も
の
を
除
く
。
）
に

0
パ
ー
セ
ン
ト

限
る
。
）
、
く
溶
性
加

ン
ト

限
る
。
）
、
く
溶
性
加

里
、
水
溶
性
加
里
、
ア

里
、
水
溶
性
加
里
、
ア

ル
カ
リ
分
、
可
溶
性
石

ル
カ
リ
分
、
可
溶
性
け

灰
、
く
溶
性
石
灰
、
水

い
酸
、
水
溶
性
け
い
酸

溶
性
石
灰
、
可
溶
性
け

、
可
溶
性
苦
土
、
く
溶

い
酸
、
水
溶
性
け
い
酸

性
苦
土
、
水
溶
性
苦
土

、
可
溶
性
苦
土
、
く
溶

性
苦
土
、
水
溶
性
苦
土

、
可
溶
性
硫
黄

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
く
（
略
）

（
略
）

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
く
（
略
）

（
略
）

溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
水
溶

溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
水
溶

性
マ
ン
ガ
ン
、
く
溶
性

性
マ
ン
ガ
ン
、
く
溶
性

ほ
う
素
、
水
溶
性
ほ
う

ほ
う
素
、
水
溶
性
ほ
う

素
素
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２
（
略
）

２
（
略
）

別
表
（
第
１
関
係
）

別
表
（
第
１
関
係
）

肥
料
の
種
類

表
示

事
項

肥
料
の
種
類

表
示

事
項

堆
肥
（
汚
泥
又
は
魚
介
一
般
表
示
事
項

堆
肥
（
汚
泥
又
は
魚
介
一
般
表
示
事
項

類
の
臓
器
を
原
料
と
し
原
料

類
の
臓
器
を
原
料
と
し
原
料

て
生
産
さ
れ
る
も
の
を
主
成
分
の
含
有
量
等

て
生
産
さ
れ
る
も
の
を
主
要
な
成
分
の
含
有
量
等

除
く
。
）

窒
素
全
量

除
く
。
）

窒
素
全
量

（
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
）

（
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
）

（
硝
酸
性
窒
素
）

（
硝
酸
性
窒
素
）

り
ん
酸
全
量

り
ん
酸
全
量

動
物
の
排
せ
つ
物

（
く
溶
性
り
ん
酸
）

動
物
の
排
せ
つ
物

（
く
溶
性
り
ん
酸
）

（
可
溶
性
り
ん
酸
）

（
可
溶
性
り
ん
酸
）

（
水
溶
性
り
ん
酸
）

（
水
溶
性
り
ん
酸
）

加
里
全
量

加
里
全
量

混
合
特
殊
肥
料

（
く
溶
性
加
里
）

混
合
特
殊
肥
料

（
く
溶
性
加
里
）

（
水
溶
性
加
里
）

（
水
溶
性
加
里
）

（
ア
ル
カ
リ
分
）

（
ア
ル
カ
リ
分
）

（
可
溶
性
石
灰
）

（
可
溶
性
け
い
酸
）

（
く
溶
性
石
灰
）

（
水
溶
性
け
い
酸
）

（
水
溶
性
石
灰
）

（
可
溶
性
苦
土
）

（
可
溶
性
け
い
酸
）

（
く
溶
性
苦
土
）

（
水
溶
性
け
い
酸
）

（
水
溶
性
苦
土
）

（
可
溶
性
苦
土
）

（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

（
く
溶
性
苦
土
）

（
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

（
水
溶
性
苦
土
）

（
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

（
く
溶
性
ほ
う
素
）

（
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

（
水
溶
性
ほ
う
素
）
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（
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
）

銅
全
量

（
く
溶
性
ほ
う
素
）

亜
鉛
全
量

（
水
溶
性
ほ
う
素
）

石
灰
全
量

銅
全
量

炭
素
窒
素
比
（
堆
肥
又
は
動
物
の
排
せ
つ
物

亜
鉛
全
量

に
限
る
。
）

石
灰
全
量

水
分
含
有
量

（
可
溶
性
硫
黄
）

炭
素
窒
素
比
（
堆
肥
又
は
動
物
の
排
せ
つ
物

に
限
る
。
）

水
分
含
有
量

備
考

備
考

１
（
略
）

１
（
略
）

２
第
２
の
１
の
(
8
)
の
ア
に
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て
は
、

２
第
２
の
１
の
(
8
)
の
ア
に
定
め
る
主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
に
つ
い
て

銅
全
量
に
あ
っ
て
は
豚
ぷ
ん
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
現

は
、
銅
全
量
に
あ
っ
て
は
豚
ぷ
ん
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
っ

物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
3
0
0
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
り

て
現
物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
3
0
0
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に

、
亜
鉛
全
量
に
あ
っ
て
は
豚
ぷ
ん
又
は
鶏
ふ
ん
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る

限
り
、
亜
鉛
全
量
に
あ
っ
て
は
豚
ぷ
ん
又
は
鶏
ふ
ん
を
原
料
と
し
て
使
用

も
の
で
あ
っ
て
現
物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
9
0
0
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有

す
る
も
の
で
あ
っ
て
現
物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
9
0
0
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上

す
る
場
合
に
限
り
、
石
灰
全
量
に
あ
っ
て
は
石
灰
を
原
料
と
し
て
使
用
す

含
有
す
る
場
合
に
限
り
、
石
灰
全
量
に
あ
っ
て
は
石
灰
を
原
料
と
し
て
使

る
も
の
で
あ
っ
て
現
物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
1
5
0
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す

用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
現
物
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
1
5
0
グ
ラ
ム
以
上
含

る
場
合
に
限
り
、
水
分
含
有
量
に
あ
っ
て
は
乾
物
当
た
り
で
表
示
す
る
場

有
す
る
場
合
に
限
り
、
水
分
含
有
量
に
あ
っ
て
は
乾
物
当
た
り
で
表
示
す

合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

る
場
合
に
限
り
、
そ
れ
ぞ
れ
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

な
お
、
（

）
内
の
主
成
分
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
1
1
条
第
９
項
の
表

な
お
、
（

）
内
の
主
要
な
成
分
に
あ
っ
て
は
、
規
則
第
1
1
条
第
９
項

の
中
欄
に
掲
げ
る
量
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と
が
で

の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
量
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
り
、
記
載
す
る
こ
と

き
る
も
の
と
す
る
。

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

別
紙
（
第
２
関
係
）

別
紙
（
第
２
関
係
）

主
成
分
の
含
有
量
等
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

主
要
な
成
分
の
含
有
量
等
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す

た
だ
し
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
量
の
算
出
は
、
同
表
第
二

る
。
た
だ
し
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
の
量
の
算
出
は
、

欄
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

同
表
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
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第
１
欄

第
２
欄

第
１
欄

第
２
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

加
里
全
量

（
略
）

加
里
全
量

（
略
）

く
溶
性
加
里

く
溶
性
加
里

水
溶
性
加
里

水
溶
性
加
里

ア
ル
カ
リ
分

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
a
Ｏ
）
及
び
酸
化
マ

（
新
設
）

（
新
設
）

グ
ネ
シ
ウ
ム
（
Ｍ
ｇ
Ｏ
）

石
灰
全
量

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
ａ
Ｏ
）

石
灰
全
量

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
ａ
Ｏ
）

可
溶
性
石
灰

く
溶
性
石
灰

水
溶
性
石
灰

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

く
溶
性
ほ
う
素

（
略
）

く
溶
性
ほ
う
素

（
略
）

水
溶
性
ほ
う
素

水
溶
性
ほ
う
素

可
溶
性
硫
黄

硫
黄
（
Ｓ
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

特
殊
肥
料
の
主
成
分
を
記
載
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 1 -

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

原
料
の
範
囲
を
限
定
し
な
け
れ
ば
品
質
の
確
保
が
困
難
な
肥
料
か
ら
除
く
も
の
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

区
分

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の

液
状
肥
料

専
ら
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ

る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の



- 2 -

吸
着
複
合
肥
料

専
ら
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

普
通
肥
料
を
除
く
。
）
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の

家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料

専
ら
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る

普
通
肥
料
を
除
く
。
）
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の

化
成
肥
料

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

一

化
学
的
操
作
を
加
え
て
い
な
い
も
の

二

専
ら
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲

げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
を
原
料
と
し
て
使
用
し
、
こ
れ
に
化
学
的

操
作
を
加
え
た
も
の



- 3 -

附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
肥
料
の
品
質
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
十
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
九
項

た
だ
し
書
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産

省
告
示
第
六
百
九
十
九
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
同
条
第
九
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
混
合
肥
料
の
保
証
又
は
主
要
な
成
分
の
含
有
量
の
記
載
の
方
法
の
特
例
を
定
め
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

１

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
二

１

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
二

号
に
規
定
す
る
指
定
配
合
肥
料

号
に
規
定
す
る
指
定
配
合
肥
料

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
及
び

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
及
び

硝
酸
性
窒
素
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
窒
素
全
量
が
保
証
さ
れ
な
い
指
定
配

硝
酸
性
窒
素
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
窒
素
全
量
が
保
証
さ
れ
な
い
指
定
配

合
肥
料
の
窒
素
の
主
成
分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等

合
肥
料
の
窒
素
の
主
成
分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
。
以

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
。
以

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
八
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
ア
ン
モ

下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
八
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
ア
ン
モ

ニ
ア
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
を
保
証
し
、
か
つ
、
次
の

及
び

に
よ

ニ
ア
性
窒
素
及
び
硝
酸
性
窒
素
を
保
証
し
、
か
つ
、
次
の

及
び

に
よ

（一）

（二）

（一）

（二）

り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未

り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し
た
値
が
五
未

満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
か
つ
、
次

満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
。
以
下
同
じ
。
）
で
、
か
つ
、
次

の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の

の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の

（三）

（四）

（三）

（四）

（三）

（四）

（三）

（四）

ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含
有
量

ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含
有
量

（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
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と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
同
項
第

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
同
項
第

五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
窒
素
全
量
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
窒
素
全
量
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（三）

（三）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主

肥
料
の
う
ち
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主

成
分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

成
分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（四）

（四）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（二）

（二）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
硝
酸
性
窒
素
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の

肥
料
の
う
ち
硝
酸
性
窒
素
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
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し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

た
値
を
合
算
し
た
値

た
値
を
合
算
し
た
値

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
別
表
の
区
分
ご
と
の
上
欄

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
別
表
の
区
分
ご
と
の
上
欄

に
掲
げ
る
主
成
分
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合

に
掲
げ
る
主
成
分
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合

肥
料
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

及
び

に

肥
料
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

及
び

に

（一）

（二）

（一）

（二）

よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

（三）

（三）

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の

（四）

（三）

（四）

（四）

（三）

（四）

値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の

値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の

含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ

含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶

性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
並
び
に
原

性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
並
び
に
原

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又

は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
原
料
と
し
て

は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
原
料
と
し
て

使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
り
ん
酸
の
主
成
分
が
く
溶
性

使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
り
ん
酸
の
主
成
分
が
く
溶
性
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り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸
又
は
り
ん
酸
全
量
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
水

り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸
又
は
り
ん
酸
全
量
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
水

溶
性
り
ん
酸
に
限
ら
れ
る
も
の
並
び
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

溶
性
り
ん
酸
に
限
ら
れ
る
も
の
並
び
に
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料

に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可

に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可

溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
く
溶
性
り
ん

溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
く
溶
性
り
ん

酸
又
は
可
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

酸
又
は
可
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（一）

（一）

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証

（二）

（二）

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も

し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も

の
ご
と
に
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
（
１
の
区
分
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
種

の
ご
と
に
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
（
１
の
区
分
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
種

類
の
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
成
分
、
２

類
の
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
主
成
分
、
２

、
５
、
７
又
は
９
の
区
分
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の
主
成
分
を
保
証

、
５
、
７
又
は
９
の
区
分
の
下
欄
に
掲
げ
る
二
種
類
の
主
成
分
を
保
証

し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
二
種
類
の
主
成
分
の
う
ち
保
証
成
分
量
の
大
き

し
た
も
の
に
あ
つ
て
は
二
種
類
の
主
成
分
の
う
ち
保
証
成
分
量
の
大
き

い
主
成
分
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

い
主
成
分
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（三）

（三）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）
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ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該

肥
料
の
う
ち
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該

主
成
分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

主
成
分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（四）

（四）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（二）

（二）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
（
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う

肥
料
（
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
う

ち
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の

ち
下
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

た
値
を
合
算
し
た
値

た
値
を
合
算
し
た
値

三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
窒
素
全
量
及
び
ア
ン
モ
ニ

三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
窒
素
全
量
及
び
ア
ン
モ
ニ

ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
又
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配

ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
又
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配

合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
保
証
に
お
い
て
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全

合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
保
証
に
お
い
て
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全
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量
の
保
証
成
分
量
と
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
の
保
証

量
の
保
証
成
分
量
と
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
の
保
証

成
分
量
又
は
そ
の
双
方
の
保
証
成
分
量
を
合
算
し
た
値
の
う
ち
最
も
大
き

成
分
量
又
は
そ
の
双
方
の
保
証
成
分
量
を
合
算
し
た
値
の
う
ち
最
も
大
き

い
も
の
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
窒
素
全
量
の
保
証
を
省
略
す
る

い
も
の
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
窒
素
全
量
の
保
証
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。

四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
り
ん
酸
全
量
及
び
く
溶
性

四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
り
ん
酸
全
量
及
び
く
溶
性

り
ん
酸
、
可
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
水
溶
性
り
ん
酸
又
は
こ
れ
ら
の
う
ち

り
ん
酸
、
可
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
水
溶
性
り
ん
酸
又
は
こ
れ
ら
の
う
ち

二
以
上
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
保
証
に
お
い
て

二
以
上
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
保
証
に
お
い
て

、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
保
証
成
分
量
と
く
溶
性
り
ん
酸

、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
保
証
成
分
量
と
く
溶
性
り
ん
酸

、
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
う
ち
最
も
大
き
な
主
成
分
の
保

、
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
う
ち
最
も
大
き
な
主
成
分
の
保

証
成
分
量
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
り
ん
酸
全
量
の
保
証
を
省
略

証
成
分
量
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
り
ん
酸
全
量
の
保
証
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
加
里
全
量
及
び
く
溶
性
加

五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
加
里
全
量
及
び
く
溶
性
加

里
若
し
く
は
水
溶
性
加
里
又
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料

里
若
し
く
は
水
溶
性
加
里
又
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料

の
加
里
全
量
の
保
証
に
お
い
て
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
保

の
加
里
全
量
の
保
証
に
お
い
て
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
保

証
成
分
量
と
く
溶
性
加
里
又
は
水
溶
性
加
里
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分

証
成
分
量
と
く
溶
性
加
里
又
は
水
溶
性
加
里
の
う
ち
最
も
大
き
い
主
成
分

の
保
証
成
分
量
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
加
里
全
量
の
保
証
を
省

の
保
証
成
分
量
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
加
里
全
量
の
保
証
を
省
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略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶

六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶

性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性

性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性

り
ん
酸
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
を
保
証
す
る

り
ん
酸
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
り
ん
酸
を
次
の

、

及
び

に

（一）

（二）

（三）

も
の
と
し
、
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次
の

、

よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

（一）

（二）

（四）

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ

の
イ
、

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
、

（三）

（五）

（六）

（四）

（五）

、
次
の

の
イ
、

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶

（四）

（五）

（六）

（四）

（六）

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥

性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配

（五）

（六）

料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当

合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲

該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え

内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

な
い
範
囲
内
の
数
値
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
次

保
証
す
る
も
の
と
し
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
と
す
る
。

の

、

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上

（七）

（八）

（九）

で
、
か
つ
、
次
の

、

及
び

の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配

（十）

（十一）

（十二）

合
肥
料
の
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者

が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を

超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
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の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（一）

（一）

た
も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配

た
も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（二）

（二）

、
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん
酸

た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配

の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

る
。原

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（三）

（三）

、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の

、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の

ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（四）

（四）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
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肥
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性

肥
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性

り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（五）

（五）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（二）

（二）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性

な
い
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者

り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（六）

（六）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（三）

（三）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
、
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可

肥
料
の
う
ち
、
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可

溶
性
り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り

溶
性
り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
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ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗

じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（
新
設
）

（七）
た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（
新
設
）

（八）
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
ご
と
に
当
該
く
溶
性
り
ん
酸

の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す

る
。原

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

（
新
設
）

（九）
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の

ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合

を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（
新
設
）

（十）
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料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん

酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確

認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（
新
設
）

（十一）
料
の
う
ち
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い

も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該

普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（
新
設
）

（十二）
料
の
う
ち
、
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性

り
ん
酸
の
い
ず
れ
も
保
証
し
な
い
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値

を
合
算
し
た
値

七

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん

七

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
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酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
く
溶
性

酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
く
溶
性

り
ん
酸
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
並
び
に
原

り
ん
酸
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
並
び
に
原

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り

料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り

ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も

ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も

の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ

の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ

た
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る

た
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る

保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の

保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の

（一）

（二）

（一）

（二）

百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し

百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し

（三）

（四）

（三）

（四）

た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定

た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定

（三）

（四）

（三）

（四）

配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業

配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業

者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六

号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
り
ん
酸
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
り
ん
酸
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

・

（
略
）

・

（
略
）

（一）

（二）

（一）

（二）

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（三）

（三）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）
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ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性

肥
料
の
う
ち
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
可
溶
性

り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（四）

（四）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（二）

（二）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

肥
料
の
う
ち
水
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
し

な
い
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者

な
い
も
の
ご
と
に
当
該
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者

が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に

当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

八

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
り
ん

八

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
り
ん

酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
に
つ

酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
り
ん
酸
の
保
証
に
つ

い
て
は
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ

い
て
は
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
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、
か
つ
、
当
該
含
有
量
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第

、
か
つ
、
当
該
含
有
量
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第

八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
最
も
非
水
溶
化
が
生
じ
る
条
件

し
、
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
最
も
非
水
溶
化
が
生
じ
る
条
件

下
に
お
い
て
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
確
認
し

下
に
お
い
て
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
確
認
し

た
場
合
に
は
、
当
該
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
当
該
含
有

た
場
合
に
は
、
当
該
含
有
量
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
当
該
含
有

量
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第

量
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第

六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

九

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
く
溶
性
加
里
を
保
証
し
た
普
通

の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
く
溶
性
加
里
を
保
証
し
た
普
通

肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し

肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し

た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里
の
当
該
指
定
配
合
肥
料

た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里
の
当
該
指
定
配
合
肥
料

に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、
当
該
水
溶
性
加
里
の
保
証
成
分
量
に
当
該

に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、
当
該
水
溶
性
加
里
の
保
証
成
分
量
に
当
該

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上

で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第

で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第

十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
加
里
と
し
て

十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
加
里
と
し
て

保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
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当
該
合
算
し
た
値

当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（二）

（二）

料
の
水
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ

料
の
水
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥

（三）

（三）

料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も

料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も

の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

十

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

十

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
加
里
の
保
証
に
つ
い
て

の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
加
里
の
保
証
に
つ
い
て

は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
水
溶
性
り
ん

は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
水
溶
性
り
ん

酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
加
里
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
加
里
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
一

ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
に
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦

十
一

ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
に
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦

土
肥
料
又
は
副
産
肥
料
（
専
ら
苦
土
含
有
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も

土
肥
料
又
は
副
産
苦
土
肥
料
を
配
合
し
た
指
定
配
合
肥
料
（
ア
ル
カ
リ
分

の
で
あ
つ
て
、
く
溶
性
苦
土
又
は
可
溶
性
苦
土
を
保
証
し
、
ア
ル
カ
リ
分

を
保
証
し
た
普
通
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
及
び
副
産

を
保
証
し
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
配
合
し
た
指
定
配
合
肥

苦
土
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
ア
ル
カ
リ
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料
（
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦

分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

、

、

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を

（一）

（二）

（三）

（四）

土
肥
料
及
び
副
産
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
を
除
く
。
）

合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

の
イ
、

の
イ
、

（五）

（六）

の
ア
ル
カ
リ
分
の
保
証
に
つ
い
て
は
、
次
の

、

、

及
び

に
よ
り

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
、

の
ロ
、

（一）

（二）

（三）

（四）

（七）

（八）

（五）

（六）

求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の

の
イ

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ア

（五）

（七）

（八）

、

の
イ
、

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ

ル
カ
リ
分
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配

（六）

（七）

（八）

（五）

、

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配

合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲

（六）

（七）

（八）

合
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が

内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超

保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の

規
定
に
よ
り
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た

（一）

（一）

も
の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割

も
の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
す
る
。

水
酸
化
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料

水
酸
化
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料

（二）

（二）

ご
と
に
当
該
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

ご
と
に
当
該
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。
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炭
酸
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料
ご

炭
酸
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料
ご

（三）

（三）

と
に
当
該
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割

と
に
当
該
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

副
産
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料
ご
と
に

副
産
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
肥
料
ご

（四）

（四）

当
該
肥
料
の
可
溶
性
苦
土
（
可
溶
性
苦
土
を
保
証
し
な
い
場
合
に
は
、

と
に
当
該
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
（
可
溶
性
苦
土
及
び
く
溶
性
苦
土
を
保

く
溶
性
苦
土
）
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

証
す
る
場
合
に
は
、
可
溶
性
苦
土
）
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配

た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
ず
る
。

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（五）

（五）

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通

肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ

肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
ア
ル
カ
リ

分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に

分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に

確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ

確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ

て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（六）

（六）

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

（二）

（二）
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ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
水
酸
化
苦
土
肥
料
を
原
料
と

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
水
酸
化
苦
土
肥
料
を
原
料
と

し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
く
溶
性
苦
土
の
含

し
て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
く
溶
性
苦
土
の

有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た

含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認

も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を

し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得

合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（七）

（七）

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

（三）

（三）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
炭
酸
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
炭
酸
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し

て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
く
溶
性
苦
土
の
含

て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
く
溶
性
苦
土
の
含

有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た

値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

次
の
い
ず
れ
か
の
値

（八）

（八）

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

イ

に
お
け
る
当
該
計
算
し
た
値

（四）

（四）

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
副
産
肥
料
を
原
料
と
し
て
使

ロ

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
副
産
苦
土
肥
料
を
原
料
と
し

用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
可
溶
性
苦
土
（
可
溶
性

て
使
用
し
た
場
合
に
は
、
当
該
普
通
肥
料
ご
と
に
く
溶
性
苦
土
（
可
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苦
土
を
保
証
し
な
い
場
合
に
は
、
く
溶
性
苦
土
）
の
含
有
量
（
当
該

溶
性
苦
土
及
び
く
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
場
合
に
は
、
可
溶
性
苦
土

生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限

）
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に

る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し

確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ

た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
に
一
・
三
九
を
乗
じ
た
値

十
二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
ア
ル
カ
リ
分
及
び
可
溶

（
新
設
）

性
石
灰
、
く
溶
性
石
灰
又
は
水
溶
性
石
灰
（
以
下
「
有
効
石
灰
」
と
い
う

。
）
が
保
証
さ
れ
た
指
定
配
合
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
及
び
有
効
石
灰
の
保

証
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
カ
リ
分
又
は
有
効
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
（
肥
料
の

品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
十
一
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
五

十
九
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
号

ニ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
的
変
化
に
よ
り
品
質
が
低
下
す

る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
定
め
る

件
）
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
あ
つ
て
は
、
有
効
石
灰
）
を
保

証
す
る
も
の
と
し
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
原
料
と

し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
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当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値

を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
当
該
合
算
し
た
値
又
は

次
の

の
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
（
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦

（一）

土
肥
料
又
は
副
産
肥
料
を
配
合
し
た
指
定
配
合
肥
料
（
ア
ル
カ
リ
分
を
保

証
し
た
普
通
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
及
び
副
産
肥
料

以
外
の
普
通
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
十
一

号
の

、

、

及
び

に
よ
り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八

（一）

（二）

（三）

（四）

十
以
上
で
、
か
つ
、
第
十
一
号
の

の
イ
、

の
イ
、

の
イ
及
び

の

（五）

（六）

（七）

（八）

イ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
次
の

並
び
に

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の

（一）

（六）

（七）

（八）

ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
）
、
有
効
石
灰
を
保

証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
有
効

石
灰
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
普
通

肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上

（
合
算
し
た
値
が
五
未
満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
、
か

つ
、
当
該
合
算
し
た
値
、
次
の

の
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
有
効

（二）

石
灰
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
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料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
の

数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
保
証

す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
原
料
と

（一）
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
も
の
に
限
る
。

）
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
、
当
該
普
通
肥
料
の
配
合

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
原
料
と

（二）
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
有
効
石
灰
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が

当
該
普
通
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
、
当

該
普
通
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

十
三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
石

（
新
設
）

灰
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
石
灰
の
保
証
に
つ
い

て
は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
水
溶
性
り

ん
酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
石
灰
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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十
四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦

十
二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦

土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦

土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦

土
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の

土
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦
土
の

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦
土
の

当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、
当
該
水
溶
性
苦
土
の

当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、
当
該
水
溶
性
苦
土
の

保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲

の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲

内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り

く
溶
性
苦
土
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

く
溶
性
苦
土
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。

当
該
合
算
し
た
値

当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（二）

（二）

料
の
水
溶
性
苦
土
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ

料
の
水
溶
性
苦
土
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料
の
ロ

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割

ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配
合
割

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥

（三）

（三）

料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も

料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
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の
に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

十
五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦

十
三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
苦

土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
苦
土
の
保
証
に
つ
い

土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
苦
土
の
保
証
に
つ
い

て
は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
水
溶
性
り

て
は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「
水
溶
性
り

ん
酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
苦
土
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ん
酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
苦
土
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

十
六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
マ

十
四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
又
は

ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
又
は

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の

く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の

を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た

を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、

水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
当
該
指
定
配
合
肥
料
に
お
け
る
保
証
に
つ
い
て
は
、

当
該
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ

当
該
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ

て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ

て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ

か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及

か
の
値
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
値
で
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
五
号
及

び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す

び
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
と
し
て
保
証
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

当
該
合
算
し
た
値

当
該
合
算
し
た
値

（一）

（一）
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当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥

（二）

（二）

料
の
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料

料
の
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当
該
生
産
業
者
が
当
該
普
通
肥
料

の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配

の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
に
当
該
普
通
肥
料
の
配

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配

当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配

（三）

（三）

合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

た
も
の
に
限
る
。
）

た
も
の
に
限
る
。
）

十
七

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
マ

十
五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
水
溶
性
マ

ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
保

ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
指
定
配
合
肥
料
の
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
保

証
に
つ
い
て
は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「

証
に
つ
い
て
は
、
第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
「

水
溶
性
り
ん
酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
」
と
読
み
替
え
る
も

水
溶
性
り
ん
酸
」
と
あ
る
の
は
「
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

２

前
項
の
規
定
は
、
規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

肥
料
の
保
証
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

肥
料
の
保
証
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
中
「
指
定
配
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
化
成
肥
料
」
と
、
第
一

の
規
定
中
「
指
定
配
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
化
成
肥
料
」
と
、
第
一

号
中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及

号
中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及

（三）

（四）

（三）

（三）

（四）

（三）
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び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含

び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含

（四）

（四）

有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含
有
量
」
と
、

有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
窒
素
全
量
の
含
有
量
」
と
、

第
二
号
中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の

第
二
号
中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の

（三）

（四）

（三）

（三）

（四）

（三）

ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
上
欄
に
掲

ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
上
欄
に
掲

（四）

（四）

げ
る
主
成
分
の
含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
上
欄
に
掲

げ
る
主
成
分
の
含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
上
欄
に
掲

げ
る
主
成
分
の
含
有
量
」
と
、
第
六
号
中
「
次
の

の
イ
、

の
イ
及
び

げ
る
主
成
分
の
含
有
量
」
と
、
第
六
号
中
「
次
の

の
イ
、

の
イ
及
び

（四）

（五）

（六）

（四）

（五）

（六）

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を

（四）

（五）

（六）

（四）

（五）

（六）

合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
あ

合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
、
「
次
の

る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
、
第
七
号

、

及
び

の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
可
溶
性
り

中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
及
び

（十）

（十一）

（十二）

（三）

（四）

（三）

ん
酸
の
含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
可
溶
性
り
ん
酸
の

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の

（四）

含
有
量
」
と
、
第
七
号
中
「
次
の

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値

含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量

（三）

（四）

若
し
く
は

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥

」
と
、
第
九
号
中
「
次
の
い
ず
れ
か
の
値
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成

（三）

（四）

料
の
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く

肥
料
の
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該

溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
」
と
、
第
九
号
中
「
次
の
い
ず
れ
か
の
値
」
と
あ
る

指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
第
十

の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
（
当
該
指
定
化
成
肥

一
号
中
「
次
の

の
イ
、

の
イ
、

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た

（五）

（六）

（七）

（八）
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料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に

値
若
し
く
は

の
ロ
、

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値

（五）

（六）

（七）

（八）

限
る
。
）
」
と
、
第
十
一
号
中
「
次
の

の
イ
、

の
イ
、

の
イ
及
び

又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

（五）

（六）

（七）

（八）

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
若
し
く
は

の
ロ
、

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の

指
定
化
成
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
」
と
、
第
十
二
号
中
「
次
の
い
ず

（五）

（六）

（七）

（八）

ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量

れ
か
の
値
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
」
と
、
第

（
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

十
二
号
中
「
ア
ル
カ
リ
分
又
は
有
効
石
灰
の
い
ず
れ
か
一
（
肥
料
の
品
質
の

に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
第
十
四
号
中
「
次
の
い
ず
れ
か
の
値

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基

」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当

づ
き
、
令
和
二
年
十
一
月
五
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
百
五
十
九
号
（
肥

該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確

料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
別
表
第
一
号
ニ
及
び
第
二
号

認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
的
変
化
に
よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
定
め
る
件
）
に
規
定
す
る
要

件
を
満
た
す
も
の
に
あ
つ
て
は
、
有
効
石
灰
）
」
と
あ
る
の
は
「
有
効
石
灰

」
と
、
「
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
原
料
と
し
て
使
用
し

た
普
通
肥
料
の
う
ち
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の

保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合
割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の

百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
当
該
合
算
し
た
値
又
は
次
の

の
値
を
超
え

（一）
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な
い
範
囲
内
の
数
値
（
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
又
は
副
産
肥
料

を
配
合
し
た
指
定
配
合
肥
料
（
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
、
水
酸

化
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
及
び
副
産
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
を
配
合
し

た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
第
十
一
号
の

、

、

及
び

に
よ

（一）

（二）

（三）

（四）

り
求
め
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
で
、
か
つ
、
第
十
一
号
の

の
イ
、

の
イ
、

の
イ
及
び

の
イ
の
値
を
合
算
し
た
値
又
は
次
の

（五）

（六）

（七）

（八）

（一）

並
び
に

の
ロ
、

の
ロ
及
び

の
ロ
の
値
を
合
算
し
た
値
を
超
え
な
い
範

（六）

（七）

（八）

囲
内
の
数
値
）
、
有
効
石
灰
を
保
証
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
原
料
と
し
て
」

と
あ
る
の
は
「
原
料
と
し
て
」
と
、
「
当
該
合
算
し
た
値
、
次
の

の
値
又

（二）

は
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
有
効
石
灰
の
含
有
量
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生

産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。

）
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
有
効
石
灰
の
含
有
量
（
当
該
指

定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し

た
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
第
十
四
号
中
「
次
の
い
ず
れ
か
の
値
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量
（
当
該
指
定
化
成
肥

料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
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限
る
。
）
」
と
、
第
十
六
号
中
「
次
の
い
ず
れ
か
の
値
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
指
定
化
成
肥
料
の
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
（
当
該
指
定
化
成
肥
料
の

生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と
に
確
認
し
た
も
の
に
限
る

。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

規
則
第
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料

３

規
則
第
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
く
溶
性
り
ん
酸
及
び
可
溶
性
り

ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等

ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
入

入
り
指
定
混
合
肥
料
の
当
該
主
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
う

り
指
定
混
合
肥
料
の
当
該
主
要
な
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
り

ち
い
ず
れ
か
一
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

ん
酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
可
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
記

載
し
な
い
も
の
と
す
る
。

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
窒
素
全
量
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
性

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
窒
素
全
量
及
び
ア
ン
モ
ニ
ア
性

窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
若
し
く
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ

窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
若
し
く
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ

れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
窒
素

れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
窒
素

全
量
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
窒

全
量
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
窒

素
全
量
の
含
有
量
と
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
の
含
有

素
全
量
の
含
有
量
と
ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素
若
し
く
は
硝
酸
性
窒
素
の
含
有

量
又
は
そ
の
双
方
の
含
有
量
を
合
算
し
た
値
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
の

量
又
は
そ
の
双
方
の
含
有
量
を
合
算
し
た
値
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
の
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差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
窒
素
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
窒
素
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
り
ん
酸
全
量
及
び
く
溶
性
り
ん

三

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
り
ん
酸
全
量
及
び
く
溶
性
り
ん

酸
、
可
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
水
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
う
ち

酸
、
可
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
水
溶
性
り
ん
酸
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
う
ち

二
以
上
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料

二
以
上
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料

等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
殊

等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
殊

肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
含
有
量
と
く
溶
性
り
ん
酸

肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
り
ん
酸
全
量
の
含
有
量
と
く
溶
性
り
ん
酸

、
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
の
う
ち
最
も
大
き
い
も

、
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
の
う
ち
最
も
大
き
い
も

の
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
り
ん
酸
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ

の
と
の
差
が
一
％
未
満
の
場
合
は
、
り
ん
酸
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
加
里
全
量
及
び
く
溶
性
加
里
、

四

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
加
里
全
量
及
び
く
溶
性
加
里
、

水
溶
性
加
里
若
し
く
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量

水
溶
性
加
里
若
し
く
は
そ
の
双
方
が
保
証
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
含
有
量

が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
記
載
に

が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
記
載
に

つ
い
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
含
有

つ
い
て
は
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
の
加
里
全
量
の
含
有

量
と
く
溶
性
加
里
又
は
水
溶
性
加
里
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
と
の
差
が

量
と
く
溶
性
加
里
又
は
水
溶
性
加
里
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
と
の
差
が

一
％
未
満
の
場
合
は
、
加
里
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
％
未
満
の
場
合
は
、
加
里
全
量
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

五

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

載
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特

載
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又
は
水
溶
性
り
ん
酸
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特

殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
く
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ

殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
（
く
溶
性
り
ん
酸
が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ

の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
並
び
に
原

の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
並
び
に
原

料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸

料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
可
溶
性
り
ん
酸
及
び
水
溶
性
り
ん
酸

が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸

が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有
量
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
可
溶
性
り
ん
酸

の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥

の
非
水
溶
化
が
生
じ
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥

料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又

料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
可
溶
性
り
ん
酸
又

は
水
溶
性
り
ん
酸
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
記

は
水
溶
性
り
ん
酸
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
記

載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
り
ん
酸
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

六

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

載
さ
れ
た
水
溶
性
加
里
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

載
さ
れ
た
水
溶
性
加
里
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

合
肥
料
（
く
溶
性
加
里
を
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た

合
肥
料
（
く
溶
性
加
里
を
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た

肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し

肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し

た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
水
溶
性
加
里

の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
当
該
主
成
分
の
記
載

の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
当
該
主
要
な
成
分
の
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に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
加
里
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

七

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
ア
ル
カ
リ
分
及
び
有
効
石
灰
が

（
新
設
）

保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ
れ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥

料
の
ア
ル
カ
リ
分
及
び
有
効
石
灰
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
有
効
石
灰
の
含

有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
し
、
ア
ル
カ
リ
分
の
含
有
量
を
記
載
し
な
い
も

の
と
す
る
。

八

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

七

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

載
さ
れ
た
水
溶
性
苦
土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

載
さ
れ
た
水
溶
性
苦
土
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

合
肥
料
（
可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦
土
が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有

合
肥
料
（
可
溶
性
苦
土
又
は
く
溶
性
苦
土
が
保
証
さ
れ
、
又
は
そ
の
含
有

量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原

量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
原

料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ

料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記
載
さ

れ
た
水
溶
性
苦
土
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
当

れ
た
水
溶
性
苦
土
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
に
お
け
る
当

該
主
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も

該
主
要
な
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
苦
土
の
含
有
量
を
記
載
す

の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

九

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

八

原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含
有
量
が
記

載
さ
れ
た
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指

載
さ
れ
た
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
非
水
溶
化
が
生
じ
た
特
殊
肥
料
等
入
り
指
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定
混
合
肥
料
（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
又
は
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
が
保
証
さ
れ
、

定
混
合
肥
料
（
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
又
は
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
が
保
証
さ
れ
、

又
は
そ
の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を

又
は
そ
の
含
有
量
が
表
示
さ
れ
た
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を

除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含

除
く
。
）
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
、
又
は
含

有
量
が
記
載
さ
れ
た
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

有
量
が
記
載
さ
れ
た
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン
の
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

合
肥
料
に
お
け
る
当
該
主
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン

合
肥
料
に
お
け
る
当
該
主
要
な
成
分
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
く
溶
性
マ
ン

の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

ガ
ン
の
含
有
量
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
は
、
規
則
第
十
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
入

４

前
項
の
規
定
は
、
規
則
第
十
一
条
第
十
項
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
入

り
指
定
混
合
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
の
記
載
の
方
法
に
つ
い
て
準
用
す
る

り
指
定
混
合
肥
料
の
主
要
な
成
分
の
含
有
量
の
記
載
の
方
法
に
つ
い
て
準
用

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定

肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
読
み
替
え

混
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
読
み

る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

主
成
分
の
定
量
方
法
及
び
量
の
算
出
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費

附

主
成
分
及
び
主
要
な
成
分
の
定
量
方
法
及
び
量
の
算
出
は
、
独
立
行
政
法

安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

人
農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

別
表

（
略
）

別
表

（
略
）
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
第
四
条
各
項
の
規
定

に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
で
あ
っ
て
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第

四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林

水
産
省
告
示
第
六
百
九
十
九
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
第
八
項
た
だ
し
書
及
び
同
条

第
九
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
混
合
肥
料
の
保
証
又
は
主
成
分
の
含
有
量
の
記
載
の
方
法
の
特
例
を
定
め
る
件
）

第
一
項
第
十
一
号
（
同
告
示
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
原
料
と
し
て
使

用
す
る
普
通
肥
料
が
そ
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



○
農
林
水
産
省
令
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
肥
料
の
品
質
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
条

第
一
項
第
六
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
二

条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
同
法

第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
三
十
三
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
原
料
の
範
囲
を
限
定
し
な
け
れ
ば
品
質
の
確
保
が
困
難
な
肥
料
）

第
一
条

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

（
新
設
）

百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
普
通
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除

く
。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

魚
廃
物
加
工
肥
料

二

乾
燥
菌
体
肥
料

三

副
産
動
植
物
質
肥
料

四

菌
体
肥
料

五

副
産
肥
料

六

液
状
肥
料

七

吸
着
複
合
肥
料

八

家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料

九

化
成
肥
料

（
有
害
成
分
を
含
有
す
る
お
そ
れ
が
高
い
普
通
肥
料
）

（
有
害
成
分
を
含
有
す
る
お
そ
れ
が
高
い
普
通
肥
料
）

第
一
条
の
二

法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
普
通

第
一
条

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

百
二
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
普
通
肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

汚
泥
肥
料

一

下
水
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

二

し
尿
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

三

工
業
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

四

混
合
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

五

焼
成
汚
泥
肥
料

（
削
る
）

六

汚
泥
発
酵
肥
料



二
・
三

（
略
）

七
・
八

（
略
）

第
一
条
の
三
～
第
一
条
の
五

（
略
）

第
一
条
の
二
～
第
一
条
の
四

（
略
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
を
要
す
る
肥
料
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
を
要
す
る
肥
料
）

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に

第
二
条
の
二

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農
林
水
産

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
肥
料
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
農
林

省
令
で
定
め
る
肥
料
は
、
次
に
掲
げ
る
種
類
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

熔
成
け
い
酸
り
ん
肥

一

副
産
窒
素
肥
料

よ
う

（
削
る
）

二

液
状
副
産
窒
素
肥
料

（
削
る
）

三

熔
成
汚
泥
灰
け
い
酸
り
ん
肥

よ
う

（
削
る
）

四

副
産
り
ん
酸
肥
料

二

乾
燥
菌
体
肥
料

五

乾
燥
菌
体
肥
料

三

菌
体
肥
料

六

吸
着
複
合
肥
料

四

副
産
肥
料

七

副
産
複
合
肥
料

五

熔
成
複
合
肥
料

八

熔
成
汚
泥
灰
複
合
肥
料

よ
う

よ
う

六

汚
泥
肥
料

九

副
産
苦
土
肥
料

七

水
産
副
産
物
発
酵
肥
料

十

副
産
マ
ン
ガ
ン
肥
料

八

硫
黄
及
び
そ
の
化
合
物

十
一

液
体
副
産
マ
ン
ガ
ン
肥
料

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

（
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

第
二
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

第
二
条
の
三

法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

試
験
の
設
計

四

試
験
の
設
計

イ

肥
料
又
は
そ
の
原
料
の
供
試
試
料
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
分
析

イ

供
試
肥
料
及
び
対
照
肥
料
の
種
類
及
び
名
称
並
び
に
分
析
成
績

成
績

ロ

供
試
土
壌
の
土
性
、
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別
そ
の
他
土
壌
の
性

ロ

供
試
土
壌
の
土
性
及
び
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別



質
に
つ
い
て
必
要
な
事
項

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
用
の
設
計

ニ

施
肥
の
設
計

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

前
項
第
六
号
の
試
験
結
果
に
は
そ
れ
を
証
明
す
る
供
試
作
物
の
写
真
を

２

前
項
第
四
号
ホ
の
試
験
区
に
は
対
照
区
を
設
け
、
同
項
第
六
号
の
試
験

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
果
に
は
そ
れ
を
証
明
す
る
供
試
作
物
の
写
真
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
仮
登
録
の
申
請
に
要
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

（
仮
登
録
の
申
請
に
要
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
第
九
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
栽
培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
栽
培
試
験
の
成
績
を
申
請
書
に
記
載
す

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

試
験
の
設
計

四

試
験
の
設
計

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

ほ
場
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
位
置
、
田
畑
の
別
、
地
質
、

ロ

ほ
場
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
位
置
、
田
畑
の
別
、
地
質
、

土
性
及
び
耕
土
の
深
さ
、
容
器
内
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
供
試
土

土
性
及
び
耕
土
の
深
さ
、
容
器
内
試
験
の
場
合
に
あ
つ
て
は
供
試
土

壌
の
土
性
、
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別
そ
の
他
土
壌
の
性
質
に
つ
い

壌
の
土
性
及
び
沖
積
土
又
は
洪
積
土
の
別

て
必
要
な
事
項

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

ニ

施
用
の
設
計

ニ

施
肥
の
設
計

ホ
・
ヘ

（
略
）

ホ
・
ヘ

（
略
）

五
～
八

（
略
）

五
～
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お

第
四
条

法
第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。



一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

一

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ

る
普
通
肥
料
（
第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
農

る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
生
産
工
程
の
概
要

、
生
産
工
程
の
概
要

二

第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
使
用
さ
れ
る
原
料
、
公

（
新
設
）

定
規
格
の
う
ち
使
用
さ
れ
る
原
料
に
つ
い
て
の
規
格
（
次
号
及
び
第
二

十
五
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
原
料
規
格
」
と
い
う
。
）
へ
の
適
合

性
が
確
認
で
き
る
事
項
及
び
生
産
工
程
の
概
要

三

第
一
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
原
料
の
使
用
割
合

二

第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
原
料
の
使
用
割
合
及
び

、
原
料
規
格
へ
の
適
合
性
が
確
認
で
き
る
事
項
及
び
生
産
工
程
の
概
要

生
産
工
程
の
概
要

四
・
五

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
見
本
の
提
出
）

（
見
本
の
提
出
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
の
肥
料
の
見
本
に
は
、
そ
の
容
器
の
外
部
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

２

前
項
の
肥
料
の
見
本
に
は
、
そ
の
容
器
の
外
部
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
票
紙
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
載
し
た
票
紙
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

含
有
主
成
分
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
（
第
一
条
の
二
に
定
め
る

三

含
有
主
成
分
量
（
第
一
条
に
定
め
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
有
害

普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
有
害
成
分
の
含
有
量
）

成
分
の
含
有
量
）

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
二
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
の
登
録
の
申
請

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
条
及
び
第
二
条
の
二
に
定
め
る
普
通
肥
料
の

に
係
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
必

登
録
の
申
請
に
係
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽

要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
並
び
に
仮
登
録
の
申
請
に
係
る
普
通
肥
料
で
あ

培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
並
び
に
仮
登
録
の
申
請
に
係
る
普

つ
て
栽
培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験

通
肥
料
で
あ
つ
て
栽
培
試
験
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は

に
必
要
な
最
少
量
の
見
本
の
追
加
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

、
当
該
試
験
に
必
要
な
最
少
量
の
見
本
の
追
加
提
出
を
命
ず
る
こ
と
が
あ

る
。

（
登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
普
通
肥
料
の
種
類
）

（
登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
普
通
肥
料
の
種
類
）

第
七
条
の
六

法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

第
七
条
の
六

法
第
十
二
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
種
類
の
普
通

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
種
類
の
普
通

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

肥
料
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）



三

硫
酸
加
里
、
塩
化
加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
腐
植
酸

三

硫
酸
加
里
、
塩
化
加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
腐
植
酸

加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
粗
製
加
里
塩
、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料

加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
粗
製
加
里
塩
、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料

、
被
覆
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

、
被
覆
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、

液
体
け
い
酸
加
里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
及
び
混
合
加
里
肥
料

液
体
け
い
酸
加
里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
、
副
産
加
里
肥
料
及

よ
う

よ
う

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

び
混
合
加
里
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

四

魚
か
す
粉
末
、
干
魚
肥
料
粉
末
、
魚
節
煮
か
す
、
甲
殻
類
質
肥
料
粉

四

魚
か
す
粉
末
、
干
魚
肥
料
粉
末
、
魚
節
煮
か
す
、
甲
殻
類
質
肥
料
粉

末
、
蒸
製
魚
鱗
及
び
そ
の
粉
末
、
肉
か
す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い

末
、
蒸
製
魚
鱗
及
び
そ
の
粉
末
、
肉
か
す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い

角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、
乾
血
及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨

角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、
乾
血
及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨

粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
鶏
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
干
蚕
蛹
粉
末
、
蚕
蛹

粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
鶏
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
干
蚕
蛹
粉
末
、
蚕
蛹

よ
う

よ
う

よ
う

よ
う

油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
絹
紡
蚕
蛹
く
ず
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
及

油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
絹
紡
蚕
蛹
く
ず
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
及

よ
う

よ
う

び
そ
の
粉
末
、
大
豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
な
た
ね
油
か
す
及
び
そ

び
そ
の
粉
末
、
大
豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
な
た
ね
油
か
す
及
び
そ

の
粉
末
、
わ
た
み
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
落
花
生
油
か
す
及
び
そ
の

の
粉
末
、
わ
た
み
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
落
花
生
油
か
す
及
び
そ
の

粉
末
、
あ
ま
に
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
ご
ま
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末

粉
末
、
あ
ま
に
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
ご
ま
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末

、
ひ
ま
し
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、

、
ひ
ま
し
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
米
ぬ
か
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、

そ
の
他
の
草
本
性
植
物
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
カ
ポ
ッ
ク
油
か
す
及

そ
の
他
の
草
本
性
植
物
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
カ
ポ
ッ
ク
油
か
す
及

び
そ
の
粉
末
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
た
ば

び
そ
の
粉
末
、
と
う
も
ろ
こ
し
は
い
芽
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
た
ば

こ
く
ず
肥
料
粉
末
、
甘
草
か
す
粉
末
、
豆
腐
か
す
乾
燥
肥
料
、
え
ん
じ

こ
く
ず
肥
料
粉
末
、
甘
草
か
す
粉
末
、
豆
腐
か
す
乾
燥
肥
料
、
え
ん
じ

ゆ
か
す
粉
末
、
窒
素
質
グ
ア
ノ
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
と
う
も
ろ

ゆ
か
す
粉
末
、
窒
素
質
グ
ア
ノ
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
と
う
も
ろ

こ
し
浸
漬
液
肥
料
、
食
品
残
さ
加
工
肥
料
、
副
産
動
植
物
質
肥
料
（
農

こ
し
浸
漬
液
肥
料
、
副
産
植
物
質
肥
料
並
び
に
混
合
有
機
質
肥
料
（
農

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
混
合
有
機
質
肥
料

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

五

副
産
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
液
状

（
新
設
）

肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
吸
着
複
合
肥

料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
家
庭
園
芸
用

複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

六

り
ん
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
硝
酸
加
里
、
り
ん
酸
加
里
、
り
ん
酸
マ
グ
ネ

五

熔
成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

よ
う

シ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
熔
成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
（
農
林
水
産
大

限
る
。
）
、
成
形
複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限

よ
う

臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
混
合
動
物
排
せ
つ
物
複
合
肥
料
（

る
。
）
、
被
覆
複
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る

農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
混
合
堆
肥
複
合
肥
料

。
）
及
び
配
合
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
成
形
複
合
肥
料
（



農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
被
覆
複
合
肥
料
（
農

林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
配
合
肥
料
（
農
林
水

産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七

生
石
灰
、
消
石
灰
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
硫
酸

六

生
石
灰
、
消
石
灰
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
副
産

カ
ル
シ
ウ
ム
、
副
産
石
灰
肥
料
及
び
混
合
石
灰
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣

石
灰
肥
料
及
び
混
合
石
灰
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

限
る
。
）

八

（
略
）

七

（
略
）

九

硫
酸
苦
土
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土

八

硫
酸
苦
土
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土

肥
料
、
腐
植
酸
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料
、

肥
料
、
腐
植
酸
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料
、

被
覆
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び

被
覆
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
副

混
合
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

産
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
混

合
苦
土
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

十
・
十
一

（
略
）

九
・
十

（
略
）

十
二

熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
及
び
混
合
微
量
要
素
肥
料
（
農
林
水
産

十
一

熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
、
液
体
微
量
要
素
複
合
肥
料
及
び
混
合

よ
う

よ
う

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

微
量
要
素
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

（
保
証
票
の
様
式
及
び
添
付
方
法
）

（
保
証
票
の
様
式
及
び
添
付
方
法
）

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

第
十
一
条

法
第
十
七
条
第
一
項
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く

び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
さ
な
け
れ
ば

い
保
証
票
の
様
式
は
、
生
産
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
九
号

な
ら
な
い
保
証
票
の
様
式
は
、
生
産
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式

、
輸
入
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
号
、
販
売
業
者
保
証
票

第
九
号
、
輸
入
業
者
保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
号
、
販
売
業
者

に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

保
証
票
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

８

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
保
証
成
分
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

ば
な
ら
な
い
保
証
成
分
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は

全
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
号
に
規
定
す
る
指
定
配
合

全
て
保
証
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
号
に
規
定
す
る
指
定
配
合

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
（
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指

定
配
合
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

定
配
合
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
当
該
指
定
配
合
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご

と
に
確
認
し
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

と
に
確
認
し
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
指
定
化
成

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
主
成
分
に
加
え
て
、
原
料

肥
料
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
主
成
分
に
加
え
て
、
原
料

と
し
て
使
用
し
た
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き

と
し
て
使
用
し
た
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き

主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
（
く
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
普
通
肥
料

主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

に
あ
つ
て
は
可
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
可
溶
性
り
ん
酸
を
保
証
す
る
普

。

通
肥
料
に
あ
つ
て
は
く
溶
性
り
ん
酸
を
除
き
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
す

る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
有
効
石
灰
を
除
き
、
有
効
石
灰
を
保
証
す
る

普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
ア
ル
カ
リ
分
を
除
く
。
）
を
保
証
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

二

（
略
）

二

（
略
）

三

前
号
の
保
証
成
分
量
の
数
値
の
上
限
値
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

三

前
号
の
保
証
成
分
量
の
数
値
の
上
限
値
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

主
成
分
ご
と
に
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ

主
成
分
ご
と
に
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

ア
ル
カ
リ
分
（
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
又
は
農
林

ニ

ア
ル
カ
リ
分

水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
及
び
有
効
苦
土
を
い
う
。
）

ホ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰

（
新
設
）

ヘ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
け
い
酸

ホ

有
効
け
い
酸

ト

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
苦
土

ヘ

有
効
苦
土

チ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
マ
ン
ガ
ン

ト

有
効
マ
ン
ガ
ン

リ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
ほ
う
素

チ

有
効
ほ
う
素

ヌ

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
硫
黄

（
新
設
）

四

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
う
ち
造
粒
（
水
以

四

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
う
ち
造
粒
（
水
の

外
の
粒
状
化
を
促
進
す
る
材
料
を
使
用
す
る
造
粒
に
限
る
。
）
そ
の
他

み
を
用
い
る
造
粒
を
除
く
。
）
そ
の
他
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方

の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
加
工
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
以

法
に
よ
り
加
工
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
指
定
化

下
こ
の
号
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
指
定
化

成
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
保
証
す
る
主
成
分
の
保
証
成
分
量
の



成
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
保
証
す
る
主
成
分
の
保
証
成
分
量
の

数
値
は
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
当
該
主
成
分
を
保

数
値
は
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
う
ち
当
該
主
成
分
を
保

証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

証
し
た
も
の
ご
と
に
当
該
主
成
分
の
保
証
成
分
量
に
当
該
肥
料
の
配
合

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し

割
合
を
乗
じ
て
得
た
値
を
合
算
し
た
値
の
百
分
の
八
十
以
上
（
合
算
し

た
値
が
五
未
満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
、
か
つ
、
当

た
値
が
五
未
満
の
値
の
場
合
に
は
百
分
の
五
十
以
上
）
で
、
か
つ
、
当

該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

該
指
定
化
成
肥
料
の
生
産
業
者
が
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
ロ
ッ
ト
ご
と

に
確
認
し
た
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
超
え
な
い
範

に
確
認
し
た
当
該
指
定
化
成
肥
料
の
主
成
分
の
含
有
量
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

囲
内
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分

五

第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分

に
つ
い
て
そ
の
保
証
成
分
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭

に
つ
い
て
そ
の
保
証
成
分
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭

園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に

園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に

は
、
当
該
主
成
分
を
保
証
し
て
は
な
ら
な
い
。

は
、
当
該
主
成
分
を
保
証
し
て
は
な
ら
な
い
。

主
成
分

百
分
比

主
成
分

百
分
比

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

一

〇
・
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

一

〇
・
一

灰
、
有
効
硫
黄

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

六

保
証
成
分
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
ご
と
に
、
そ
れ

六

保
証
成
分
量
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ

る
量
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て

る
量
に
満
た
な
い
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
成
分

百
分
比

主
成
分

百
分
比

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

〇
・
一

〇
・
〇
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

〇
・
一

〇
・
〇
一

灰
、
有
効
硫
黄

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

〇
・
一

〇
・
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

〇
・
一

〇
・
一

有
効
苦
土

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）



有
効
マ
ン
ガ
ン
、
有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
一

〇
・
〇
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン
、
有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
一

〇
・
〇
〇
〇
一

９

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
第
二
号
に
お
い
て
「

９

法
第
四
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
第
二
号
に
お
い
て
「

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
法
第
十
七
条

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主

ば
な
ら
な
い
主
要
な
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る

ら
な
い
。
た
だ
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

場
合
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

一

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は
全
て
記

げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
に
お
い
て
保
証
さ
れ
た
主
成
分
は
、
主
要

載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加
え
て
、
当
該
普
通
肥

な
成
分
と
し
て
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に

料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き
主
成
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を

加
え
て
、
当
該
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
で
定
め
る
含
有
す
べ
き
主
成
分

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
と
し

と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
主
要
な
成
分
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る

て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

二

原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
普
通
肥
料
に
限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
主

げ
る
普
通
肥
料
に
限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
お
い
て
表
示
す
べ
き
主

成
分
は
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加
え
て

要
な
成
分
は
全
て
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
分
に
加

、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
が
含
有
す
る
次
号
の
表
の
上

え
て
、
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
が
含
有
す
る
次
号
の
表

欄
に
掲
げ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

の
上
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
成
分
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

第
一
号
た
だ
し
書
及
び
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

三

第
一
号
た
だ
し
書
及
び
前
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
に
つ
い
て
そ
の
含
有
量
の
数
値
が

が
定
め
る
主
成
分
に
つ
い
て
そ
の
含
有
量
の
数
値
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に

中
欄
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
下
欄
）
に
掲
げ
る
量
に
満
た

掲
げ
る
量
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
成
分
を
記
載
し
て
は
な
ら
な

な
い
場
合
に
は
、
当
該
成
分
を
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

い
。

法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の

百
分
比

主
要
な
成
分

百
分
比

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成

分窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石

一

〇
・
一

窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里

一

〇
・
一

灰
、
有
効
硫
黄



（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

ア
ル
カ
リ
分
、
有
効
け
い
酸

五

五

有
効
苦
土

一

〇
・
〇
一

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
マ
ン
ガ
ン

〇
・
一

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

有
効
ほ
う
素

〇
・
〇
五

〇
・
〇
〇
一

前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以

前
項
の
規
定
は
、
法
四
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
以
下

10

10

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。

こ
の
項
に
お
い
て
「
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
い
う
。
）

）
の
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の

の
主
要
な
成
分
の
含
有
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

含
有
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
特
殊
肥
料

「
当
該
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
土
壌
改

等
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定

良
資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

混
合
肥
料
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

11

11

（
保
証
票
の
記
載
事
項
）

（
保
証
票
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る

第
十
一
条
の
二

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
（
法
第
三

事
項
の
保
証
票
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事

に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
の
保
証
票
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

２

法
第
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
の
申
請
）

（
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
の
申
請
）

第
十
六
条

前
条
に
掲
げ
る
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

第
十
六
条

前
条
に
掲
げ
る
肥
料
に
つ
い
て
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料

よ
り
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料

譲
渡
許
可
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

譲
渡
許
可
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
保
証
成
分
量
（
法
第
四
条
第

四

事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
保
証
成
分
量
（
法
第
四
条
第



一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

料
の
数
量
及
び
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
と
し
、
同
条
第

料
の
数
量
及
び
含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の
最
大
量
と
し
、
同
条
第

二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号

二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に

あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項

あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項

第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
、
法
第
四

第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
要
な
成
分
（
以
下
こ
の
号
、
次

条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第

号
及
び
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
主
要
な
成
分
」
と

三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

い
う
。
）
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

）
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥
料
の
数
量
、
法
第
十
七
条
第
一

る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し

項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
及
び
原
料
と

て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
事
故
肥
料
発
生
前
の
肥

し
て
配
合
し
た
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
種
類

料
の
数
量
、
主
要
な
成
分
の
含
有
量
及
び
原
料
と
し
て
配
合
し
た
同
条

と
す
る
。
）

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
種
類
と
す
る
。
）

五

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条

五

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る

肥
料
の
数
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及

肥
料
の
数
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及

び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
譲
渡

肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
譲
渡

し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林

し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
及
び
主
要
な
成
分
の
含
有
量
と
し
、
同
条

水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
と
し
、
法
第
四
条
第
二
項
第
三

第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
同
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る

号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）

普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
配
合
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は

に
あ
つ
て
は
譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
、
主
要
な
成
分
の
含
有

譲
渡
し
よ
う
と
す
る
肥
料
の
数
量
、
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農

量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と
す
る
。
）

林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
及
び
有
害
成
分
の
含
有
量
と

す
る
。
）

六

（
略
）

六

（
略
）

２

前
項
及
び
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十

２

前
項
及
び
肥
料
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
九
十
八
号

五
年
政
令
第
百
九
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
事
故
肥

よ
り
提
出
す
べ
き
事
故
肥
料
譲
渡
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第

料
譲
渡
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば

十
二
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）



（
事
故
肥
料
成
分
票
の
添
付
命
令
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
添
付
命
令
）

第
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

第
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可

を
す
る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
肥
料
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部

を
す
る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
肥
料
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部

（
容
器
及
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
荷
口
又
は
各
個
。

（
容
器
及
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
各
荷
口
又
は
各
個
。

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料
成
分
票
を
付
す
べ
き

以
下
同
じ
。
）
に
次
の
事
項
を
記
載
し
た
事
故
肥
料
成
分
票
を
付
す
べ
き

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

旨
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

三

含
有
主
成
分
量
（
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
七
条
第

三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
主
要
な
成
分
の

一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分
の
含
有
量
）

含
有
量
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
様
式
）

（
事
故
肥
料
成
分
票
の
様
式
）

第
十
九
条

前
条
及
び
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
事
故
肥

第
十
九
条

前
条
及
び
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
付
す
べ
き
事
故
肥

料
成
分
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

料
成
分
票
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
三
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
表
示
命
令
）

（
削
る
）

第
十
九
条
の
二

農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
普
通
肥
料
（
法
第
四
条
第
一
項

第
七
号
若
し
く
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を

受
け
た
普
通
肥
料
若
し
く
は
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
届
出
に
係
る
指
定
混
合
肥
料
又
は
法

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け

た
普
通
肥
料
を
除
く
。
）
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
当
該
普
通
肥

料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
又
は
包

装
の
外
部
に
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
法
第
三
十
三
条



の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
も
の
の
輸
入
業

者
は
、
当
該
肥
料
の
容
器
若
し
く
は
包
装
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
容
器

若
し
く
は
包
装
の
な
い
当
該
肥
料
を
容
器
に
入
れ
、
若
し
く
は
包
装
し
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部
に
前
項
の
農
林
水
産

大
臣
の
定
め
る
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
表
示
事

項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
当
該
表
示
事
項
が
不
明
と
な
つ
た
当

該
肥
料
を
輸
入
し
た
と
き
、
及
び
輸
入
し
た
当
該
肥
料
が
自
己
の
所
有
又

は
管
理
に
属
し
て
い
る
間
に
、
当
該
表
示
事
項
が
不
明
と
な
つ
た
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。

（
肥
料
の
生
産
又
は
輸
入
に
係
る
帳
簿
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事

（
新
設
）

項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

普
通
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項

イ

生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
年
月
日

ロ

普
通
肥
料
の
名
称
及
び
数
量

ハ

普
通
肥
料
の
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

家
庭
園
芸
用
肥
料
（
指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成
肥
料
に
限
る

（１）
。
）
の
場
合
に
は
使
用
し
た
原
料
の
種
類
、
名
称
、
使
用
量
及
び
入

手
先
（
指
定
混
合
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料

の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
名
称
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二

号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か

の
別
、
使
用
量
及
び
入
手
先
）
）

以
外
の
普
通
肥
料
の
場
合
に
は
使
用
し
た
原
料
（
法
第
十
七

（２）

（１）
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
種
類
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
肥
料
を
原
料
と
し
て

使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
種

類
、
名
称
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
指
定
混
合
肥
料
を
原
料
と
し
て

使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
名



称
、
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥

料
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
、
使
用
量
及
び
入
手
先
）
）

ニ

原
料
規
格
に
定
め
の
あ
る
原
料
を
使
用
し
た
場
合
の
当
該
原
料
の
記

載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
規
格
と
の
適
合
性
が
確
認
で
き
る
事
項

ホ

普
通
肥
料
に
使
用
し
た
材
料
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
種
類
、
名

称
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
普
通
肥

料
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
定
め
る
事
項
及
び
入
手
先
）

へ

普
通
肥
料
に
使
用
し
た
異
物
（
法
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
種
類
、
使

用
量
及
び
入
手
先

ト

第
十
一
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
票
に
記
載

す
る
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
に
よ
り
記
載
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
荷
口
番
号

チ

第
十
一
条
第
八
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
若
し
く
は
第
四
号
又
は
同

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
主
成
分
の
保
証
成
分
量
を
定
め
た
場
合
に

あ
つ
て
は
当
該
保
証
成
分
量
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠
、
第
一
条
の
二
に

掲
げ
る
普
通
肥
料
、
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
又
は
土
壌
改
良

資
材
入
り
指
定
混
合
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
法
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
主
成
分

の
含
有
量
の
裏
付
け
と
な
る
根
拠

リ

別
表
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
肥
料
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配
合
し
た
指

定
混
合
肥
料
又
は
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
指
定
混
合
肥
料
に
あ
つ
て
は

、
別
表
第
一
号
ニ
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
化
学
的
変
化
に
よ
り
品

質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る

要
件
を
満
た
す
こ
と
が
確
認
で
き
る
事
項

二

特
殊
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項

イ

生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
年
月
日

ロ

特
殊
肥
料
の
名
称
及
び
数
量



ハ

令
第
八
条
に
掲
げ
る
特
殊
肥
料
（
専
ら
自
ら
飼
養
し
た
家
畜
の
排
せ

つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
（
水
分
含
有
量
を
調
整
す
る
た
め

に
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
動
植
物
質
の
有
機
質
物
を

原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
を
含
み
、
専
ら
特
殊
肥
料
が
原
料
と
し
て

配
合
さ
れ
る
肥
料
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
使
用
し
た

原
料
の
種
類
、
使
用
量
及
び
入
手
先
（
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た

場
合
の
当
該
原
料
の
記
載
に
あ
つ
て
は
、
当
該
原
料
の
種
類
、
名
称
、

使
用
量
及
び
入
手
先
）

ニ

法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
表
示
の
基
準

と
な
る
べ
き
事
項
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
品
質
表
示
基
準
」
と
い

う
。
）
に
材
料
に
係
る
表
示
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
特
殊
肥
料
に
あ

つ
て
は
、
使
用
し
た
材
料
の
種
類
、
名
称
、
使
用
量
（
品
質
表
示
基
準

に
材
料
の
使
用
量
に
係
る
表
示
事
項
が
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る

。
）
及
び
入
手
先

２

肥
料
の
生
産
業
者
又
は
輸
入
業
者
は
、
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し

た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
帳
簿
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
登
録
外
国
生
産
業
者
が
法
第
三
十
三
条
の
二
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
帳
簿
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
中
「
生
産
し
、
又
は
輸
入
」

と
あ
る
の
は
「
生
産
」
と
、
「
普
通
肥
料
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
三

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
で
あ

つ
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
二
項
の
規
定
中
「
肥
料
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録

を
受
け
た
普
通
肥
料
で
あ
つ
て
本
邦
に
輸
出
さ
れ
る
も
の
」
と
、
「
生
産

業
者
又
は
輸
入
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
登
録
外
国
生
産
業
者
」
と
、
「
輸

入
」
と
あ
る
の
は
「
販
売
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
肥
料
の
購
入
又
は
販
売
に
係
る
帳
簿
）

第
二
十
五
条
の
三

肥
料
の
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
は
、
肥

（
新
設
）

料
を
購
入
し
、
又
は
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
に
販
売



し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
帳
簿
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
意
見
の
聴
取
）

第
三
十
二
条

令
第
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審
査

第
三
十
二
条

令
第
十
一
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
行
政
不
服
審

法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定
す

査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
第
八
条
に
規
定

る
方
法
に
よ
つ
て
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お
け

す
る
方
法
に
よ
つ
て
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
意
見
の
聴
取
の
期
日
に
お

る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二

け
る
審
理
を
行
う
場
合
に
は
、
審
理
関
係
人
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を
い

二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
審
理
関
係
人
を

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理
に

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
審
理

必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
行
政
不
服
審
査
法
第
十
一
条

に
必
要
な
装
置
が
設
置
さ
れ
た
場
所
で
あ
つ
て
行
政
不
服
審
査
法
第
十
一

第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人
ご

条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
理
員
が
相
当
と
認
め
る
場
所
を
、
審
理
関
係
人

と
に
指
定
し
て
行
う
。

ご
と
に
指
定
し
て
行
う
。

（
提
出
書
類
の
通
数
等
）

（
提
出
書
類
の
通
数
等
）

第
三
十
五
条

第
一
条
の
五
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、

第
三
十
五
条

第
一
条
の
四
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、

第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

第
十
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
又
は
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
す
る
書
面
、
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
一
条
第

り
提
出
す
る
書
面
、
第
十
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
令
第
五
条
の
規
定

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
令
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
申
請
書
、
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、

に
よ
る
申
請
書
、
第
二
十
条
又
は
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、

第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
、

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
、
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
書
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
正
副
各
一

に
よ
る
報
告
書
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
は
、
正
副
各
一

通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

別
表
（
第
一
条
の
三
関
係
）

別
表
（
第
一
条
の
二
関
係
）

一

次
に
掲
げ
る
肥
料
（
第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ

一

次
に
掲
げ
る
肥
料
（
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ

て
は
、
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配

て
は
、
ヘ
及
び
ト
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
を
原
料
の
一
つ
と
し
て
配

合
し
た
も
の

合
し
た
も
の

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）



ヘ

第
一
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ヘ

第
一
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ト

（
略
）

ト

（
略
）

二

次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

二

次
の
表
の
各
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
項
の
下
欄
各
号
に
掲
げ
る
肥
料
の
い
ず
れ
か
を
原
料
と
し
て
配

当
該
各
項
の
下
欄
各
号
に
掲
げ
る
肥
料
の
い
ず
れ
か
を
原
料
と
し
て
配

合
し
た
も
の
（
配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
伴
い
化
学
的
変
化
に

合
し
た
も
の
（
配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
伴
い
化
学
的
変
化
に

よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が

よ
り
品
質
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）

一

石
灰
質
肥
料
（
農
林

一

当
該
肥
料
の
属
す
る
種
別
と
異
な
る

一

石
灰
質
肥
料
（
農
林

一

当
該
肥
料
の
属
す
る
種
別
と
異
な
る

水
産
大
臣
が
指
定
す

種
別
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
ア
ル
カ
リ

水
産
大
臣
が
指
定
す

種
別
に
属
す
る
普
通
肥
料
（
ア
ル
カ
リ

る
も
の
を
除
く
。
）

分
を
保
証
す
る
も
の
（
混
合
り
ん
酸
肥

る
も
の
を
除
く
。
）

分
を
保
証
す
る
も
の
（
混
合
り
ん
酸
肥

又
は
け
い
酸
質
肥
料

料
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

又
は
け
い
酸
質
肥
料

料
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料

じ
。
）
又
は
苦
土
質
肥
料
に
属
す
る
も

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料

じ
。
）
又
は
苦
土
肥
料
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
に
属
す

の
（
水
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を

を
除
く
。
）
に
属
す

（
水
溶
性
苦
土
を
保
証
す
る
も
の
を
除

る
普
通
肥
料

除
く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

る
普
通
肥
料

く
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

）
若
し
く
は
副
産
肥
料
（
専
ら
苦
土
含

を
除
く
。
第
二
項
に
お
い
て
「
石
灰
質

有
物
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
も
の
で

肥
料
等
と
異
な
る
種
別
の
普
通
肥
料
」

あ
つ
て
、
く
溶
性
苦
土
又
は
可
溶
性
苦

と
い
う
。
）

土
を
保
証
し
、
ア
ル
カ
リ
分
を
保
証
し

な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
除
く
。
第
二
項
に
お

い
て
「
石
灰
質
肥
料
等
と
異
な
る
種
別

の
普
通
肥
料
」
と
い
う
。
）

二

第
一
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
普
通

二

第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

肥
料

三

（
略
）

三

（
略
）

二

石
灰
質
肥
料
等
と
異

特
殊
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る

二

石
灰
質
肥
料
等
と
異

特
殊
肥
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る

な
る
種
別
の
普
通
肥

特
殊
肥
料
に
限
る
。
）

な
る
種
別
の
普
通
肥

特
殊
肥
料
に
限
る
。
）

料

料

備
考

備
考

第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の

第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
表
の



第
一
項
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
と
同
項
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
肥
料
を

第
一
項
上
欄
に
掲
げ
る
肥
料
と
同
項
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
肥
料
を

原
料
と
し
て
配
合
し
た
肥
料
に
限
る
。

原
料
と
し
て
配
合
し
た
肥
料
に
限
る
。

三

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
肥
料
の
品
質
を
低
下
さ

三

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
肥
料
の
品
質
を
低
下
さ

せ
る
よ
う
な
異
物
を
混
入
し
た
も
の
（
第
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す

せ
る
よ
う
な
異
物
を
混
入
し
た
も
の
（
第
一
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
四
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
を
除

る
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
土
壌
改
良
資
材
を
除

く
。
）

く
。
）

四

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
第
四
条
第
四
号
に
規
定

四

配
合
若
し
く
は
混
入
又
は
加
工
に
当
た
つ
て
第
四
条
第
三
号
に
規
定

す
る
材
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
し

す
る
材
料
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
使
用
し

た
も
の

た
も
の



別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
二
号
、
別
記
様
式
第
三
号
、
別
記
様
式
第
七
号
、
別
記
様
式
第
九
号

、

、

（ロ）

（ヘ）

（ト）

及
び

、
別
記
様
式
第
十
号

、

、

及
び

、
別
記
様
式
第
十
一
号

、

、

及
び

、
別
記
様
式
第
十
二
号
並

（リ）

（ロ）

（ヘ）

（ト）

（リ）

（ロ）

（ヘ）

（ト）

（リ）

び
に
別
記
様
式
第
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記

様式第１号（日本産業規格Ａ４）（第１条の５関係）

肥 料 登 録 申 請 書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により生産業者（輸入業者、登録外国生産業者）として肥料の登録を受けたいので、

肥料の品質の確保等に関する法律第６条第１項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条

の２第６項において準用する同法第６条第１項）の規定により肥料の見本を添えて登録を

申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

２ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

３ 肥料の種類

４ 肥料の名称

５ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める普通肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

６ 生産する事業場の名称及び所在地

７ 保管する施設の所在地

８ 植物に対する害に関する栽培試験の成績（別紙のとおり）

９ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条第１号から第４号までに掲げる事項

（別紙のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては２を、輸入業者にあつては２及び６を記載しなくてよい。

３ 第２条の２に掲げる肥料以外の肥料にあつては８を記載しなくてよい。



様式第２号（日本産業規格Ａ４）（第１条の５関係）

肥 料 仮 登 録 申 請 書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により生産業者（輸入業者、登録外国生産業者）として肥料の仮登録を受けたいの

で、肥料の品質の確保等に関する法律第６条第１項（肥料の品質の確保等に関する法律第

33条の２第６項において準用する同法第６条第１項）の規定により肥料の見本を添えて仮

登録を申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

２ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

３ 肥料の名称

４ 保証成分量その他の規格

５ 生産する事業場の名称及び所在地

６ 保管する施設の所在地

７ 施用方法（別紙のとおり）

８ 栽培試験の成績（別紙のとおり）

９ 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条第４号及び５号に掲げる事項（別紙

のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては２を、輸入業者にあつては２及び５を記載しなくてよい。



様式第３号（日本産業規格Ａ４）（第８条関係）

肥料登録（仮登録）有効期間更新申請書 （
な消 収
い印 入
こを 印
とし 紙）

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により肥料の登録（仮登録）の更新を受けたいので、肥料の品質の確保等に関する

法律第12条第４項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条の２第６項において準用する

同法第12条第４項）の規定により登録証（仮登録証）を添えて有効期間の更新を申請しま

す。

記

１ 登録番号（仮登録番号）

２ 登録年月日（仮登録年月日）

３ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

４ 国内管理人の氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

５ 肥料の種類

６ 肥料の名称

７ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める普通肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

８ 生産する事業場の名称及び所在地

９ 保管する施設の所在地

10 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第４条各号に掲げる事項（別紙のとおり）

備考

１ 収入印紙は、正本にのみ付すること。

２ 生産業者にあつては４を、輸入業者にあつては４及び８を記載しなくてよい。

３ 仮登録にあつては５を記載しなくてよい。



様式第７号（日本産業規格Ａ４）（第10条関係）

肥料登録証（仮登録証）再交付申請書

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所

氏名（名称及び代表者の氏名）

下記の登録証（仮登録証）を滅失（汚損）したので、肥料の品質の確保等に関する法律

第13条第３項（肥料の品質の確保等に関する法律第33条の２第６項において準用する同法

第13条第３項）の規定により登録証（仮登録証）の再交付を申請します。

記

１ 登録番号（仮登録番号）

２ 登録年月日（仮登録年月日）

３ 登録（仮登録）の有効期限

４ 肥料の種類

５ 肥料の名称

６ 保証成分量その他の規格（肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第１条の２に定

める肥料にあつては、使用される原料その他の規格）

備考 仮登録にあつては４を記載しなくてよい。



様式第９号（第11条関係）
（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

生 産 業 者 保 証 票

登録番号
肥料の種類
肥料の名称
原料の種類
材料の種類、名称及び使用量
正味重量
生産した年月
生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量
炭素窒素比

備考
１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、法第４条
第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における生産業者保証
票について準用する。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載
することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

生 産 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、特殊肥料

等入り指定混合肥料の場合における生産業者保証票について準用する。この場合にお

いて、（イ）の備考第８号及び第９号中「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」

と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌 改 良資 材入り指定混合肥料

生 産 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

生産した年月

生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、土壌改良

資材入り指定混合肥料の場合における生産業者保証票について準用する。この場合に

おいて、（イ）の備考第８号及び第９号中「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」

と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料

生 産 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ （イ）の備考第１号から第６号まで及び第８号から第10号までの規定は、法第33条

の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の場合

における登録外国生産肥料生産業者保証票について準用する。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



様式第10号（第11条関係）

（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

輸 入 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、法第４

条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における輸入業者保

証票について準用する。この場合において、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産し

た年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年月｣｣と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

輸 入 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、特殊肥

料等入り指定混合肥料の場合における輸入業者保証票について準用する。この場合に

おいて、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産した年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年

月｣｣と、「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌改良資材入り指定混合肥料

輸 入 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号(イ)の備考第１号から第６号まで、第８号及び第10号の規定は、土壌改

良資材入り指定混合肥料の場合における輸入業者保証票について準用する。この場合

において、様式第９号(イ)の備考第８号中｢｢生産した年月｣｣とあるのは｢｢輸入した年

月｣｣と、「「登録番号」」とあるのは「「肥料の名称」」と読み替えるものとする。

２ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料

輸 入 業 者 保 証 票

登録番号

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産した年月

登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

輸入した年月

輸入業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで、第９号及び第10号の規定は、法第

33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の

場合における登録外国生産肥料輸入業者保証票について準用する。

２ 生産した年月又は輸入した年月をこの様式に従い記載することが困難な場合には、

「生産した年月」若しくは「輸入した年月」を「登録番号」の上部に記載するか、又

はこの様式の「生産した年月」若しくは「輸入した年月」の欄に記載箇所を表示の上、

他の箇所に記載することができる。ただし、生産した年月及び輸入した年月を他の箇

所に記載する場合には、生産した年月及び輸入した年月の前にそれぞれ「生産年月」

及び「輸入年月」の文字を付して記載するものとする。

３ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



様式第11号（第11条関係）

（ロ）法第４条第１項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

販 売 業 者 保 証 票

肥料の種類

肥料の名称

原料の種類

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

炭素窒素比

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、法第４条第１

項第３号に定める普通肥料の登録を受けた普通肥料の場合における販売業者保証票に

ついて準用する。この場合において、様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣

とあるのは｢｢肥料の種類｣｣と読み替えるものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の種類」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。



４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ヘ）第11条第９項に規定する特殊肥料等入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

特 殊 肥 料 等 入 り 指 定 混 合 肥 料

販 売 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、特殊肥料等入

り指定混合肥料の場合における販売業者保証票について準用する。この場合において、

様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の名称｣｣と読み替え

るものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の名称」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（ト）第11条第10項に規定する土壌改良資材入り指定混合肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

土 壌 改 良 資 材 入 り 指 定 混 合 肥 料

販 売 業 者 保 証 票

肥料の名称

原料の種類及び配合割合

材料の種類、名称及び使用量

混入した指定土壌改良資材の種類及び混入割合

正味重量

生産（輸入）した年月

生産業者（輸入業者）の氏名又は名称及び住所

生産した事業場の名称及び所在地

販売業者保証票を付した年月

販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量

備考

１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、土壌改良資材

入り指定混合肥料の場合における販売業者保証票について準用する。この場合におい

て、様式第９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の名称｣｣と読み

替えるものとする。

２ 生産（輸入）した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載する

ことが困難な場合には、「生産（輸入）した年月」若しくは「販売業者保証票を付し

た年月」を「肥料の名称」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産（輸入）した

年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇

所に記載することができる。ただし、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票を付

した年月を他の箇所に記載する場合には、生産（輸入）した年月及び販売業者保証票

を付した年月の前にそれぞれ「生産（輸入）年月」及び「添付年月」の文字を付して

記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番

号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載

することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



（リ）法第33条の２第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に

定める普通肥料の場合

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

登 録 外 国 生 産 肥 料
販 売 業 者 保 証 票

肥料の種類
肥料の名称
原料の種類
材料の種類、名称及び使用量
正味重量
生産した年月
登録外国生産業者の氏名又は名称及び住所
生産した事業場の名称及び所在地
販売業者保証票を付した年月
販売業者の氏名又は名称及び住所

主成分の含有量
炭素窒素比

備考
１ 様式第９号（イ）の備考第１号から第６号まで及び第９号の規定は、法第33条の２
第１項の規定による登録を受けた法第４条第１項第３号に定める普通肥料の場合にお
ける登録外国生産肥料販売業者保証票について準用する。この場合において、様式第
９号（イ）の備考第９号中｢｢登録番号｣｣とあるのは｢｢肥料の種類｣｣と読み替えるもの
とする。

２ 生産した年月又は販売業者保証票を付した年月をこの様式に従い記載することが困
難な場合には、「生産した年月」若しくは「販売業者保証票を付した年月」を「肥料
の種類」の上部に記載するか、又はこの様式の「生産した年月」若しくは「販売業者
保証票を付した年月」の欄に記載箇所を表示の上、他の箇所に記載することができる。
ただし、生産した年月及び販売業者保証票を付した年月を他の箇所に記載する場合に
は、生産した年月及び販売業者保証票を付した年月の前にそれぞれ「生産年月」及び
「添付年月」の文字を付して記載するものとする。

３ 荷口番号又は出荷年月を記載する場合には、荷口番号又は出荷年月の前に「荷口番
号」又は「出荷年月」の文字を付して記載するものとする。

４ 主成分の含有量については、生産した事業場における平均的な測定値をもつて記載
することができる。この場合において、その旨を併せて記載するものとする。



様式第12号（日本産業規格Ａ４）（第16条関係）

事故肥料譲渡許可申請書

年 月 日

農林水産大臣（都道府県知事） 殿

住所
氏名（名称及び代表者の氏名）

下記により事故肥料を譲渡したいので、肥料の品質の確保等に関する法律第19条第２項
の規定により許可を申請します。

記

１ 氏名及び住所（法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
２ 肥料の種類
３ 肥料の名称
４ 肥料の所在地
５ 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量（法第４条第１項第３号に掲げる普通肥
料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量、同条
第２項第３号及び第４号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料
として配合されたものを除く。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第17条
第１項第３号の農林水産大臣が定める主成分の含有量、法第４条第２項第３号及び第４
号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合されたもの
に限る。）にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第17条第１項第３号の農林水産
大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第４条第１項第３号に掲げる普
通肥料の種類）

６ 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量（法第４条第１項第３号に掲げる普
通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量、同条第２項第３
号及び第４号に掲げる普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合
されたものを除く。）にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第17条第１項第３
号の農林水産大臣が定める主成分の含有量、法第４条第２項第３号及び第４号に掲げる
普通肥料（同条第１項第３号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。）
にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第17条第１項第３号の農林水産大臣が定め
る主成分の含有量及び有害成分の含有量）

７ 事故の概要

備考
１ 仮登録肥料及び指定混合肥料にあつては２を記載しなくてよい。



様式第13号（第19条関係）

チ ル

○ ン ト
セ ー 上

２ メ 以

事 故 肥 料 成 分 票

許可番号

許可年月日

肥料の名称

主成分の含有量（％）

事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所

備考
１ 事故肥料成分票を容器又は包装の外部に縛り付け、又は縫い付ける場合を除き、最
上部２センチメートルの部分は、付けなくてもよい。

２ 様式第９号（イ）の備考第１号及び第３号の規定は、事故肥料成分票について準用
する。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三

年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
取
締
法
（
次
項
及
び
次

条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
で
あ
っ
て
、
肥
料
の
品
質

の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
係
る
こ
の

省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
原
料

と
し
て
使
用
す
る
普
通
肥
料
が
そ
の
登
録
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
四
条
各
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
普
通
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
に
つ

い
て
は
、
そ
の
更
新
を
受
け
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（



第
三
項
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
の
様
式
（
第
四
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る

書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し

く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
保

証
票
に
主
成
分
を
記
載
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は

同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
普
通
肥
料
に
使
用
さ
れ
る
容
器
又
は
包
装
で

あ
つ
て
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
令
に
適
合
す
る
保
証
票
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

以
内
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
施
行
日
前
に
旧
法
第
四
条
各
項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
登
録
若
し
く
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。
）
の
容
器
又
は
包
装
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
適
合
す
る
保
証
票
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
な
す
。



４

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



- 1 -

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
、
有
効
苦
土
、
有
効
け
い
酸
、
有
効
マ
ン
ガ
ン
及
び
有
効
ほ
う
素
を

次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

可
溶
性
石
灰

則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第

八
項
第
三
号
ニ
の
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る

有
効
石
灰

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
ニ
の
農
林
水
産

可
溶
性
苦
土



- 2 -

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
苦
土

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
ホ
の
農
林
水
産

可
溶
性
石
灰
、
く
溶
性
石
灰
、
水
溶
性
石
灰

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
ヘ
の
農
林
水
産

可
溶
性
け
い
酸
、
水
溶
性
け
い
酸

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
け
い
酸

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
ト
の
農
林
水
産

可
溶
性
苦
土
、
く
溶
性
苦
土
、
水
溶
性
苦
土

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
苦
土

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
チ
の
農
林
水
産

可
溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン
、
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン



- 3 -

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
マ
ン
ガ
ン

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
リ
の
農
林
水
産

く
溶
性
ほ
う
素
、
水
溶
性
ほ
う
素

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
ほ
う
素

規
則
第
十
一
条
第
八
項
第
三
号
ヌ
の
農
林
水
産

可
溶
性
硫
黄

大
臣
の
指
定
す
る
有
効
硫
黄

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
等
を
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指
定
す
る
件
の
廃
止
）

２

昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
九
十
五
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
有
効
石
灰
等
を
指
定
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。



1

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

（
同
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
普
通
肥
料
の
表
示
の
基
準
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎



2

第
１

表
示
す
べ
き
事
項

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二

第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
施
用
上
若
し
く
は
保
管
上
の
注
意
事
項
と
し
て
表
示
す
べ
き
事
項
又
は
原

料
の
使
用
割
合
そ
の
他
そ
の
品
質
若
し
く
は
効
果
を
明
確
に
す
る
た
め
に
表
示
す
べ
き
事
項
（
以
下
「
表
示
事
項
」
と
い
う

。
）
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

表
示
す
べ
き
普
通
肥
料

表
示
事
項

１
石
灰
窒
素
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
（

原
料
が
石
灰
窒
素
に
限
ら
れ
た
も
の
及
び
化
学
的
操
作

こ
の
肥
料
に
は
、
石
灰
窒
素
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら

を
加
え
た
も
の
を
除
く
。
）

、
施
用
後
2
4
時
間
以
内
は
飲
酒
し
な
い
で
下
さ
い
。
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２
た
ば
こ
く
ず
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料

こ
の
肥
料
に
は
、
た
ば
こ
く
ず
（
粉
末
）
が
入
っ
て

い
ま
す
か
ら
、
桑
園
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
使
用
す

る
と
、
桑
の
葉
に
ニ
コ
チ
ン
が
吸
収
さ
れ
て
、
蚕
に
害

を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

３
土
壌
中
に
お
け
る
硝
酸
化
成
を
抑
制
す
る
材
料
が
使

用
さ
れ
た
尿
素
、
液
状
肥
料
又
は
家
庭
園
芸
用
複
合
肥

こ
の
肥
料
に
は
、
硝
酸
化
成
抑
制
材
が
入
っ
て
い
ま

料
す
か
ら
、
葉
面
散
布
用
に
使
用
し
な
い
で
下
さ
い
。

４
チ
オ
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
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た
液
状
肥
料

こ
の
肥
料
に
は
、
チ
オ
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
が
入
っ

て
い
ま
す
か
ら
、
過
剰
施
用
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、

施
用
後
一
週
間
以
内
は
播
種
し
な
い
で
下
さ
い
。

５
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成

分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
5
1
年
農
林
省
令
第
3
5

こ
の
肥
料
に
は
、
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
入
っ
て
い

号
）
別
表
第
１
の
２
の
（
１
）
に
定
め
る
動
物
由
来
た

ま
す
か
ら
、
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

ん
白
質
で
あ
っ
て
、
同
（
１
）
の
表
の
第
２
欄
に
定
め

・
使
用
し
て
下
さ
い
。

る
確
認
済
ゼ
ラ
チ
ン
等
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
普
通
肥
料
（
６
に

（
注
）

動
物
由
来
た
ん
白
質
の
次
に
(
)
を
付
し
、
（

掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

）
の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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記
載
例

こ
の
肥
料
に
は
、
動
物
由
来
た
ん
白
質
（
豚
に
由
来

す
る
も
の
）
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜
等
の
口
に

入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
・
使
用
し
て
下
さ
い
。

６
動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
普

通
肥
料
の
う
ち
、
牛
、
め
ん
羊
又
は
山
羊
に
由
来
す
る

こ
の
肥
料
に
は
、
牛
等
由
来
た
ん
白
質
が
入
っ
て
い

動
物
由
来
た
ん
白
質
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の

ま
す
か
ら
、
家
畜
等
の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管

又
は
原
料
事
情
等
に
よ
り
使
用
す
る
場
合
が
あ
る
も
の

・
使
用
し
、
家
畜
等
に
与
え
た
り
、
牧
草
地
等
に
施
用

し
た
り
し
な
い
で
下
さ
い
。
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（
注
）

牛
等
由
来
た
ん
白
質
の
次
に
(
)
を
付
し
、
（

）
の
中
に
そ
の
由
来
す
る
動
物
種
を
記
載
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

記
載
例

こ
の
肥
料
に
は
、
牛
等
由
来
た
ん
白
質
（
牛
又
は
豚

に
由
来
す
る
も
の
）
が
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
家
畜
等

の
口
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
で
保
管
・
使
用
し
、
家
畜
等

に
与
え
た
り
、
牧
草
地
等
に
施
用
し
た
り
し
な
い
で
下

さ
い
。

第
２

遵
守
す
べ
き
事
項
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法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
表
示
の
方
法
そ

の
他
表
示
事
項
の
表
示
に
際
し
て
生
産
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
普
通
肥
料
の
生
産
業
者
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
者
を
除
く
。
）
、

輸
入
業
者
（
法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
の
輸
入
業
者
を
含
む
。

）
又
は
販
売
業
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
生
産
、
輸
入
又
は
販
売
に
係
る
普
通
肥

料
の
容
器
又
は
包
装
の
外
部
（
容
器
及
び
包
装
を
用
い
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
各
荷
口
又
は
各
個
。
以
下
同
じ
。
）
に

表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

当
該
肥
料
を
生
産
し
、
又
は
輸
入
し
た
と
き

（
２
）

当
該
肥
料
の
容
器
若
し
く
は
包
装
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
容
器
若
し
く
は
包
装
の
な
い
当
該
肥
料
を
容
器
に
入

れ
、
若
し
く
は
包
装
し
た
と
き

（
３
）

当
該
肥
料
が
自
己
の
所
有
又
は
管
理
に
属
し
て
い
る
間
に
、
当
該
表
示
が
滅
失
し
、
又
は
そ
の
記
載
が
不
明
と
な

っ
た
と
き

（
４
）

輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
表
示
事
項
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
か
、
又
は
当
該
表
示
事
項
が
不



8

明
と
な
っ
た
肥
料
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き

２
表
示
事
項
の
表
示
は
、
容
器
又
は
包
装
を
用
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
、
貼
り
付
け
、

縫
い
付
け
、
針
金
、
麻
糸
等
で
縛
り
付
け
、
そ
の
他
容
器
又
は
包
装
か
ら
容
易
に
離
れ
な
い
方
法
で
付
し
、
容
器
及
び
包

装
を
用
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
見
や
す
い
場
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
表
示
に
用
い
る
文
字
及
び
数
字
の
色
、
大
き
さ
等
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）

表
示
に
用
い
る
文
字
及
び
数
字
の
色
は
、
背
景
の
色
と
対
照
的
な
色
と
す
る
こ
と
。

（
２
）

表
示
に
用
い
る
文
字
及
び
数
字
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｚ
8
3
0
5
に
規
定
す
る
８
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
大
き
さ
と
し
、
か

つ
、
消
費
者
の
見
や
す
い
書
体
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
肥
料
の
正
味
重
量
が
６
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
場
合
に
は
、

文
字
及
び
数
字
の
大
き
さ
は
、
適
宜
と
す
る
。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
一
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
九

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
表
示
を
要
す
る
普
通
肥
料
及
び
そ
の
表
示
事
項
を
定
め
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
仮
登
録
を
受
け
、
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
普
通
肥
料
の
表
示
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
に
規
定
す
る
文

字
及
び
数
字
の
色
、
大
き
さ
等
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



1

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
肥
料
の
品
質
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
二
年
一

月
二
十
七
日
農
林
水
産
省
告
示
第
九
十
六
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
同
法
第
四
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
の
保
証
票
に
そ
の
含
有
量

を
記
載
す
る
主
要
な
成
分
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改
正

後
改

正
前

肥
料

の
種

類
主

成
分

肥
料
の
種
類

主
要

な
成

分

汚
泥
肥
料
、
水
産
副

（
略
）

下
水
汚
泥
肥
料
、
し

（
略
）

産
物
発
酵
肥
料

尿
汚
泥
肥
料
、
工
業

汚
泥
肥
料
、
混
合
汚

泥
肥
料
、
焼
成
汚
泥

肥
料
、
汚
泥
発
酵
肥

料
、
水
産
副
産
物
発

酵
肥
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
１

窒
素
全
量

特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
１

窒
素
全
量

混
合
肥
料
、
土
壌
改
良
２

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

混
合
肥
料
、
土
壌
改
良
２

ア
ン
モ
ニ
ア
性
窒
素

資
材
入
り
指
定
混
合
肥
３

硝
酸
性
窒
素

資
材
入
り
指
定
混
合
肥
３

硝
酸
性
窒
素

料
４

り
ん
酸
全
量

料
４

り
ん
酸
全
量

５
く
溶
性
り
ん
酸

５
く
溶
性
り
ん
酸

６
可
溶
性
り
ん
酸

６
可
溶
性
り
ん
酸

７
水
溶
性
り
ん
酸

７
水
溶
性
り
ん
酸

８
加
里
全
量

８
加
里
全
量

９
く
溶
性
加
里

９
く
溶
性
加
里

1
0
水
溶
性
加
里

1
0
水
溶
性
加
里

1
1
ア
ル
カ
リ
分

1
1
ア
ル
カ
リ
分

1
2
可
溶
性
石
灰

（
新
設
）

1
3
く
溶
性
石
灰

（
新
設
）

1
4
水
溶
性
石
灰

（
新
設
）
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1
5
可
溶
性
け
い
酸

1
2
可
溶
性
け
い
酸

1
6
水
溶
性
け
い
酸

1
3
水
溶
性
け
い
酸

1
7
可
溶
性
苦
土

1
4
可
溶
性
苦
土

1
8
く
溶
性
苦
土

1
5
く
溶
性
苦
土

1
9
水
溶
性
苦
土

1
6
水
溶
性
苦
土

2
0
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン

1
7
可
溶
性
マ
ン
ガ
ン

2
1
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン

1
8
く
溶
性
マ
ン
ガ
ン

2
2
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

1
9
水
溶
性
マ
ン
ガ
ン

2
3
く
溶
性
ほ
う
素

2
0
く
溶
性
ほ
う
素

2
4
水
溶
性
ほ
う
素

2
1
水
溶
性
ほ
う
素

2
5
銅
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
3
0
0
ミ

2
2
銅
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
3
0
0
ミ

リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る
。

リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る
。

）
）

2
6
亜
鉛
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
9
0
0

2
3
亜
鉛
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
9
0
0

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る

。
）

。
）

2
7
石
灰
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
1
5
0

2
4
石
灰
全
量
（
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
1
5
0

グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

グ
ラ
ム
以
上
含
有
す
る
場
合
に
限
る
。
）

2
8
硫
黄
分
全
量

2
5
硫
黄
分
全
量

2
9
可
溶
性
硫
黄

（
新
設
）

附
一

主
成
分
の
含
有
量
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産

附
一

主
要
な
成
分
の
含
有
量
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
独
立
行
政
法
人
農

消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も
の
と
す
る

林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
が
定
め
る
肥
料
等
試
験
法
に
よ
る
も

。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
の
含
有
量
の
算
出
は

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
の

、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
別
表
第

含
有
量
の
算
出
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
る
こ
と
と
す

二
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
成
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
の
単

る
。
ま
た
、
別
表
第
二
の
左
欄
に
掲
げ
る
主
要
な
成
分
に
応
じ
、
同
表

位
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
表
示
値
の
誤
差
の

の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
の
単
位
を
用
い
て
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

範
囲
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

に
お
い
て
、
表
示
値
の
誤
差
の
範
囲
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お

り
と
す
る
。

二
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
、
有
効
石
灰
、
有
効
苦
土
、
硫
黄
分
全
量
若
し

二
窒
素
、
り
ん
酸
、
加
里
若
し
く
は
有
効
苦
土
の
含
有
量
が
0
.
5
％
未
満

く
は
可
溶
性
硫
黄
の
含
有
量
が
0
.
5
％
未
満
で
あ
り
、
ア
ル
カ
リ
分
若
し
く

で
あ
り
、
ア
ル
カ
リ
分
若
し
く
は
有
効
け
い
酸
の
含
有
量
が
2
.
5
％
未
満
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は
有
効
け
い
酸
の
含
有
量
が
2
.
5
％
未
満
で
あ
り
、
有
効
マ
ン
ガ
ン
の
含
有

で
あ
り
、
有
効
マ
ン
ガ
ン
の
含
有
量
が
0
.
0
5
％
未
満
で
あ
り
、
又
は
有

量
が
0
.
0
5
％
未
満
で
あ
り
、
又
は
有
効
ほ
う
素
の
含
有
量
が
0
.
0
3
％
未
満

効
ほ
う
素
の
含
有
量
が
0
.
0
3
％
未
満
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
0

で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
0
.
5
％
未
満
」
、
「
2
.
5
％
未
満
」
、
「
0

.
5
％
未
満
」
、
「
2
.
5
％
未
満
」
、
「
0
.
0
5
％
未
満
」
又
は
「
0
.
0
3
％
未

.
0
5
％
未
満
」
又
は
「
0
.
0
3
％
未
満
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

満
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一

別
表
第
一

第
１
欄

第
２
欄

第
１
欄

第
２
欄

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

加
里
全
量

（
略
）

加
里
全
量

（
略
）

ア
ル
カ
リ
分

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
ａ
Ｏ
）
及
び
酸
化
マ
グ

（
新
設
）

（
新
設
）

ネ
シ
ウ
ム
（
Ｍ
ｇ
Ｏ
）

石
灰
全
量

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
ａ
Ｏ
）

石
灰
全
量

酸
化
カ
ル
シ
ウ
ム
（
Ｃ
ａ
Ｏ
）

可
溶
性
石
灰

く
溶
性
石
灰

水
溶
性
石
灰

硫
黄
分
全
量

三
酸
化
硫
黄
（
Ｓ
Ｏ

３
）

硫
黄
分
全
量

三
酸
化
硫
黄
（
Ｓ
Ｏ

３
）

可
溶
性
硫
黄

硫
黄
（
Ｓ
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二

別
表
第
二

主
成
分

表
示
の
単
位

誤
差
の
許
容
範
囲

主
要
な
成
分

表
示
の
単
位

誤
差
の
許
容
範
囲
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汚
泥
肥
料
、
水
産
副
産
パ
ー
セ
ン
ト
（
％

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ
ン
ト

下
水
汚
泥
肥
料
、
し
尿
パ
ー
セ
ン
ト
（
％

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ
ン
ト

物
発
酵
肥
料
の
主
成
分
）

未
満
の
場
合
は
、
プ
ラ
ス

汚
泥
肥
料
、
工
業
汚
泥
）

未
満
の
場
合
は
、
プ
ラ
ス

の
う
ち
１
か
ら
３
ま
で

マ
イ
ナ
ス
0
.
3
パ
ー
セ
ン
ト

肥
料
、
混
合
汚
泥
肥
料

マ
イ
ナ
ス
0
.
3
パ
ー
セ
ン
ト

、
硫
黄
及
び
そ
の
化
合

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ
ン
ト

、
焼
成
汚
泥
肥
料
、
汚

表
示
値
が
1
.
5
パ
ー
セ
ン
ト

物
の
硫
黄
分
全
量
、
特

以
上
５
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

泥
発
酵
肥
料
、
水
産
副

以
上
５
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

殊
肥
料
等
入
り
指
定
混

の
場
合
は
、
表
示
値
の
プ

産
物
発
酵
肥
料
の
主
要

の
場
合
は
、
表
示
値
の
プ

合
肥
料
及
び
土
壌
改
良

ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
2
0
パ
ー
セ

な
成
分
の
う
ち
１
か
ら

ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
2
0
パ
ー
セ

資
材
入
り
指
定
混
合
肥

ン
ト

３
ま
で
、
硫
黄
及
び
そ

ン
ト

料
の
主
成
分
の
う
ち
１

表
示
値
が
５
パ
ー
セ
ン
ト

の
化
合
物
の
硫
黄
分
全

表
示
値
が
５
パ
ー
セ
ン
ト

か
ら
1
9
ま
で
、
2
8
及
び

以
上
1
0
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

量
、
特
殊
肥
料
等
入
り

以
上
1
0
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

2
9

の
場
合
は
、
プ
ラ
ス
マ
イ

指
定
混
合
肥
料
及
び
土

の
場
合
は
、
プ
ラ
ス
マ
イ

ナ
ス
１
パ
ー
セ
ン
ト

壌
改
良
資
材
入
り
指
定

ナ
ス
１
パ
ー
セ
ン
ト

表
示
値
が
1
0
パ
ー
セ
ン
ト

混
合
肥
料
の
主
要
な
成

表
示
値
が
1
0
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
の
場
合
は
、
表
示
値

分
の
う
ち
１
か
ら
1
6
ま

以
上
の
場
合
は
、
表
示
値

の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
1
0
パ

で
及
び
2
5

の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
1
0
パ

ー
セ
ン
ト

ー
セ
ン
ト

特
殊
肥
料
入
り
指
定
混
パ
ー
セ
ン
ト
（
％

表
示
値
の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ

特
殊
肥
料
入
り
指
定
混
パ
ー
セ
ン
ト
（
％

表
示
値
の
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ

合
肥
料
、
土
壌
改
良
資
）

ス
3
0
パ
ー
セ
ン
ト

合
肥
料
、
土
壌
改
良
資
）

ス
3
0
パ
ー
セ
ン
ト

材
入
り
指
定
混
合
肥
料

材
入
り
指
定
混
合
肥
料

の
主
成
分
の
う
ち
2
0
か

の
主
要
な
成
分
の
う
ち

ら
2
7
ま
で

1
7
か
ら
2
1
ま
で

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
九
十
八
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
生
産
工
程
の
概
要
の
記
載
を
要
す
る
普
通
肥
料
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改

正

後

改

正

前

硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
硝
酸
石
灰
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
イ
ソ
ブ
チ

硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
硝
酸
石
灰
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
イ
ソ
ブ
チ

ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
硫
酸
グ
ア
ニ
ル
尿
素
、
オ
キ
サ
ミ
ド
、
硝
酸
ア
ン

ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
硫
酸
グ
ア
ニ
ル
尿
素
、
オ
キ
サ
ミ
ド
、
硝
酸
ア
ン

モ
ニ
ア
ソ
ー
ダ
肥
料
、
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
石
灰
肥
料
、
硝
酸
苦
土
肥
料
、
腐
植

モ
ニ
ア
ソ
ー
ダ
肥
料
、
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
石
灰
肥
料
、
硝
酸
苦
土
肥
料
、
腐
植

酸
ア
ン
モ
ニ
ア
肥
料
、
被
覆
窒
素
肥
料
、
グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル
縮
合
尿
素
、
ホ
ル

酸
ア
ン
モ
ニ
ア
肥
料
、
被
覆
窒
素
肥
料
、
グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル
縮
合
尿
素
、
ホ
ル

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
加
工
尿
素
肥
料
、
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
重
合
肥
料
、
混
合
窒
素
肥

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
加
工
尿
素
肥
料
、
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
重
合
肥
料
、
副
産
窒
素
肥

料
、
過
り
ん
酸
石
灰
、
重
過
り
ん
酸
石
灰
、
り
ん
酸
苦
土
肥
料
、
熔
成
り
ん
肥

料
、
液
状
窒
素
肥
料
、
混
合
窒
素
肥
料
、
液
状
副
産
窒
素
肥
料
、
過
り
ん
酸
石

よ
う

、
焼
成
り
ん
肥
、
被
覆
り
ん
酸
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
り
ん
肥
、
鉱
さ
い
り
ん
酸

灰
、
重
過
り
ん
酸
石
灰
、
り
ん
酸
苦
土
肥
料
、
熔
成
り
ん
肥
、
焼
成
り
ん
肥
、

よ
う

よ
う

肥
料
、
加
工
り
ん
酸
肥
料
、
加
工
鉱
さ
い
り
ん
酸
肥
料
、
腐
植
酸
り
ん
肥
、
混

被
覆
り
ん
酸
肥
料
、
液
体
り
ん
酸
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
り
ん
肥
、
熔
成
汚
泥
灰

よ
う

よ
う

合
り
ん
酸
肥
料
、
硫
酸
加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
粗
製
加
里
塩

け
い
酸
り
ん
肥
、
鉱
さ
い
り
ん
酸
肥
料
、
加
工
り
ん
酸
肥
料
、
加
工
鉱
さ
い
り

、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料
、
腐
植
酸
加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
被
覆
加
里

ん
酸
肥
料
、
腐
植
酸
り
ん
肥
、
副
産
り
ん
酸
肥
料
、
混
合
り
ん
酸
肥
料
、
硫
酸

肥
料
、
液
体
け
い
酸
加
里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
、
混
合
加
里
肥
料
、

加
里
、
硫
酸
加
里
苦
土
、
重
炭
酸
加
里
、
粗
製
加
里
塩
、
加
工
苦
汁
加
里
肥
料

よ
う

肉
か
す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い
角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、

、
腐
植
酸
加
里
肥
料
、
け
い
酸
加
里
肥
料
、
被
覆
加
里
肥
料
、
液
体
け
い
酸
加

乾
血
及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨
粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
と
う
も
ろ
こ
し

里
肥
料
、
熔
成
け
い
酸
加
里
肥
料
、
副
産
加
里
肥
料
、
混
合
加
里
肥
料
、
肉
か
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浸
漬
液
肥
料
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
食
品
残
さ
加
工
肥
料
、
混
合
有
機
質

す
粉
末
、
肉
骨
粉
、
蒸
製
て
い
角
粉
、
蒸
製
て
い
角
骨
粉
、
蒸
製
毛
粉
、
乾
血

肥
料
（
植
物
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
の
二
以
上
を
混
合
し
た
も
の
を
除
く
。
）

及
び
そ
の
粉
末
、
生
骨
粉
、
蒸
製
骨
粉
、
蒸
製
皮
革
粉
、
と
う
も
ろ
こ
し
浸
漬

、
液
状
肥
料
、
吸
着
複
合
肥
料
、
家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料
、
り
ん
酸
ア
ン
モ
ニ

液
肥
料
、
乾
燥
菌
体
肥
料
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
魚
廃
物
加
工
肥
料
、
食

ア
、
硝
酸
加
里
、
り
ん
酸
加
里
、
り
ん
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
熔

品
残
さ
加
工
肥
料
、
副
産
動
物
質
肥
料
、
副
産
植
物
質
肥
料
（
し
ょ
う
油
を
生

よ
う

成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
、
混
合
動
物
排
せ
つ
物
複
合
肥
料
、
混
合
堆
肥
複
合

産
す
る
際
に
副
産
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
混
合
有
機
質
肥
料
（
植
物
油
か

肥
料
、
成
形
複
合
肥
料
、
被
覆
複
合
肥
料
、
配
合
肥
料
、
混
合
汚
泥
複
合
肥
料

す
及
び
そ
の
粉
末
の
二
以
上
を
混
合
し
た
も
の
を
除
く
。
）
、
り
ん
酸
マ
グ
ネ

、
生
石
灰
、
消
石
灰
、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
硫
酸
カ
ル
シ

シ
ウ
ム
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
、
熔
成
複
合
肥
料
、
化
成
肥
料
、
混
合
動
物
排
せ
つ
物

よ
う

ウ
ム
、
副
産
石
灰
肥
料
、
混
合
石
灰
肥
料
、
鉱
さ
い
け
い
酸
質
肥
料
、
シ
リ
カ

複
合
肥
料
、
混
合
堆
肥
複
合
肥
料
、
成
形
複
合
肥
料
、
吸
着
複
合
肥
料
、
被
覆

ゲ
ル
肥
料
、
シ
リ
カ
ヒ
ド
ロ
ゲ
ル
肥
料
、
け
い
灰
石
肥
料
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク

複
合
肥
料
、
副
産
複
合
肥
料
、
配
合
肥
料
、
液
状
複
合
肥
料
、
熔
成
汚
泥
灰
複

よ
う

リ
ー
ト
粉
末
肥
料
、
硫
酸
苦
土
肥
料
、
水
酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、

合
肥
料
、
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
、
家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料
、
生
石
灰
、
消
石
灰

炭
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土
肥
料
、
腐
植
酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料

、
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
、
貝
化
石
肥
料
、
副
産
石
灰
肥
料
、
混
合
石
灰
肥
料

、
被
覆
苦
土
肥
料
、
混
合
苦
土
肥
料
、
硫
酸
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
炭
酸
マ
ン
ガ
ン

、
鉱
さ
い
け
い
酸
質
肥
料
、
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料
、
シ
リ
カ
ヒ
ド
ロ
ゲ
ル
肥
料
、

肥
料
、
加
工
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
鉱
さ
い
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
混
合
マ
ン
ガ
ン
肥
料

け
い
灰
石
肥
料
、
軽
量
気
泡
コ
ン
ク
リ
ー
ト
粉
末
肥
料
、
硫
酸
苦
土
肥
料
、
水

、
熔
成
ほ
う
素
肥
料
、
加
工
ほ
う
素
肥
料
、
熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
、
混
合

酸
化
苦
土
肥
料
、
酢
酸
苦
土
肥
料
、
炭
酸
苦
土
肥
料
、
加
工
苦
土
肥
料
、
腐
植

よ
う

よ
う

微
量
要
素
肥
料

酸
苦
土
肥
料
、
リ
グ
ニ
ン
苦
土
肥
料
、
被
覆
苦
土
肥
料
、
副
産
苦
土
肥
料
、
混

合
苦
土
肥
料
、
硫
酸
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
炭
酸
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
加
工
マ
ン
ガ
ン
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肥
料
、
鉱
さ
い
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
副
産
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
液
体
副
産
マ
ン
ガ
ン

肥
料
、
混
合
マ
ン
ガ
ン
肥
料
、
熔
成
ほ
う
素
肥
料
、
加
工
ほ
う
素
肥
料
、
熔
成

よ
う

よ
う

微
量
要
素
複
合
肥
料
、
混
合
微
量
要
素
肥
料
、
液
体
微
量
要
素
複
合
肥
料
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附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
七
条
の
六
の
規
定
に
基
づ

き
、
平
成
十
三
年
五
月
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
四
十
三
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
七
条

の
六
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
化
成
肥
料
等
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改
正

後
改

正
前

１
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
１

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
七
条
の
六
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
窒
素
肥
料

う
。
）
第
七
条
の
六
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
窒
素
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（

は
、
同
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た

専
ら
公
定
規
格
の
原
料
規
格
（
以
下
「
原
料
規
格
」
と
い
う
。
）
第
二
中
一

も
の
と
す
る
。

の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ
て
、
窒
素

を
保
証
し
、
り
ん
酸
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
硫
黄
そ

の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
と
す
る
。

２
規
則
第
七
条
の
六
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
窒
素
肥
料
２

規
則
第
七
条
の
六
第
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
窒
素
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（

は
、
同
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
に
、
同
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
同
条

専
ら
原
料
規
格
第
二
中
一
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し

第
八
号
に
掲
げ
る
苦
土
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、

た
肥
料
で
あ
っ
て
、
窒
素
を
保
証
し
、
り
ん
酸
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も

同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
微
量

の
に
限
る
。
）
に
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
同
条
第
四
号
に

要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
有
機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
七
号

に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第

九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、

同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微

量
要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

３
規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
り
ん
酸
肥
３

規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
り
ん
酸
肥

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆

料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
六
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ

し
た
も
の
と
す
る
。

っ
て
、
り
ん
酸
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
に
限
る
。

）
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
と
す
る
。

４
規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
加
工
り
ん
酸
肥
４

規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
加
工
り
ん
酸
肥

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
又
は
熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
、
り

よ
う

（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
六
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ

ん
酸
含
有
物
（
り
ん
鉱
石
又
は
こ
れ
に
化
学
的
操
作
を
加
え
た
も
の
に
限
る

て
、
り
ん
酸
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
に
限
る
。
）

。
）
、
塩
基
性
の
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
若
し
く
は
マ
ン
ガ
ン
含
有

、
熔
成
微
量
要
素
複
合
肥
料
、
り
ん
酸
含
有
物
（
り
ん
鉱
石
又
は
こ
れ
に
化

物
、
鉱
さ
い
若
し
く
は
ほ
う
酸
塩
に
、
硫
酸
、
り
ん
酸
又
は
塩
酸
を
加
え
た

よ
う

学
的
操
作
を
加
え
た
も
の
に
限
る
。
）
、
塩
基
性
の
カ
ル
シ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ

も
の
と
す
る
。
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シ
ウ
ム
若
し
く
は
マ
ン
ガ
ン
含
有
物
、
鉱
さ
い
又
は
ほ
う
酸
塩
に
、
硫
酸
、

り
ん
酸
又
は
塩
酸
を
加
え
た
も
の
と
す
る
。

５
規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
り
ん
酸
肥
５

規
則
第
七
条
の
六
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
り
ん
酸
肥

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥

料
は
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
に
、
同
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料

料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
六
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ

、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質

っ
て
、
り
ん
酸
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
加
里
を
保
証
し
な
い
も
の
に
限
る
。

肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
苦
土
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ

）
に
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸
質
肥
料
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有

ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
一
号
に

機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る

掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲

げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十

一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複

合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

６
規
則
第
七
条
の
六
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
加
里
肥
料
６

規
則
第
七
条
の
六
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
加
里
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
加
里
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（

は
、
加
里
質
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
の
う
ち
、

専
ら
原
料
規
格
第
二
中
七
の
項
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七

料
で
あ
っ
て
、
加
里
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
に

号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培

限
る
。
）
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
と
す
る
。

試
験
（
以
下
「
植
害
試
験
」
と
い
う
。
）
の
成
績
の
提
出
が
不
要
で
あ
る
も

の
と
す
る
。

７
規
則
第
七
条
の
六
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
加
里
肥
料
７

規
則
第
七
条
の
六
第
三
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
加
里
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
加
里
質
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（

は
、
加
里
質
肥
料
に
、
加
里
質
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、
け
い
酸
質
肥
料
、
苦

専
ら
原
料
規
格
第
二
中
七
の
項
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥

土
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
微
量
要
素
複
合
肥
料
を

料
で
あ
っ
て
、
加
里
を
保
証
し
、
窒
素
及
び
り
ん
酸
を
保
証
し
な
い
も
の
に

混
合
し
た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
出
が
不
要
で
あ
る
も
の
と

限
る
。
）
に
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
加
里
質
肥
料
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ

す
る
。

る
有
機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
七
号
に
掲

げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号

に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条

第
十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要

素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

８
規
則
第
七
条
の
六
第
四
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
副
産
動
植
物
質
（
新
設
）

肥
料
は
、
原
料
規
格
第
一
に
掲
げ
る
原
料
の
う
ち
同
規
格
中
一
の
項
ロ
に
掲

げ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
使
用
し
た
も
の
と
す
る
。
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９
規
則
第
七
条
の
六
第
四
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
有
機
質
肥
８

規
則
第
七
条
の
六
第
四
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
有
機
質
肥

料
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

料
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
規
則
第
七
条
の
六
第
四
号
に
掲
げ
る
有
機
質
肥
料
に
、
同
号
に
掲
げ
る

一
規
則
第
七
条
の
六
第
四
号
に
掲
げ
る
有
機
質
肥
料
に
、
同
号
に
掲
げ
る

有
機
質
肥
料
又
は
米
ぬ
か
、
発
酵
米
ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
よ

有
機
質
肥
料
又
は
米
ぬ
か
、
発
酵
米
ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
よ

も
ぎ
か
す
若
し
く
は
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭
化
物
に
限
る
。
）

も
ぎ
か
す
若
し
く
は
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭
化
物
に
限
る
。
）

を
混
合
し
た
も
の

を
混
合
し
た
も
の

二
前
号
に
掲
げ
る
混
合
有
機
質
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
血
液
又
は

二
前
号
に
掲
げ
る
混
合
有
機
質
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
血
液
又
は

豆
腐
か
す
を
混
合
し
、
乾
燥
し
た
も
の

豆
腐
か
す
を
混
合
し
、
乾
燥
し
た
も
の

1
0
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
副
産
肥
料
は
、
（
新
設
）

原
料
規
格
第
一
及
び
原
料
規
格
第
二
に
掲
げ
る
原
料
の
う
ち
原
料
規
格
第
一

中
一
の
項
ロ
並
び
に
原
料
規
格
第
二
中
一
の
項
ヲ
、
二
の
項
ホ
、
三
の
項
ヘ

、
四
の
項
ホ
、
五
の
項
ハ
、
六
の
項
ル
、
七
の
項
ホ
、
八
の
項
ロ
、
九
の
項

ハ
、
十
の
項
ヌ
、
十
一
の
項
ヌ
、
十
二
の
項
ハ
、
十
三
の
項
ロ
、
十
四
の
項

及
び
十
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
（
登
録
の
有
効
期
間
が
六
年
で
あ
る
肥
料
又

は
当
該
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥
料
の
製
造
に
お
い
て
生
じ
た
も
の

を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
（
以
下
「
六
年
原
料
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た

も
の
と
す
る
。

1
1
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
液
状
肥
料
は
、
（
新
設
）

同
条
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
若
し
く
は
六
年
原
料
を
使
用
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
液
状
の
も
の
と
す
る
。

1
2
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
家
庭
園
芸
用
複
（
新
設
）

合
肥
料
は
、
同
条
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
若
し
く
は
六
年
原
料

を
使
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
規
則
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
家
庭
園
芸
用

肥
料
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

1
3
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
吸
着
複
合
肥
料
（
新
設
）

は
、
同
条
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
又
は
特
殊
肥
料
若
し
く
は
六
年
原
料
を
け
い

そ
う
土
そ
の
他
の
吸
着
原
料
に
吸
着
さ
せ
た
も
の
を
い
う
。

1
4
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
化
成
肥
料
は
、
９

規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
化
成
肥
料
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
規
則
第
七
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加

一
規
則
第
七
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加

里
質
肥
料
、
有
機
質
肥
料
、
副
産
肥
料
等
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、

里
質
肥
料
、
有
機
質
肥
料
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、
け
い
酸
質
肥
料
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け
い
酸
質
肥
料
、
苦
土
質
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料
に
限
る
。
）
、
苦
土
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ

は
微
量
要
素
複
合
肥
料
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
配
合
し
、
造
粒
又
は
成
形

う
素
質
肥
料
又
は
微
量
要
素
複
合
肥
料
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
配
合
し
、

し
た
も
の

造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の

二
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
米
ぬ
か
、
発
酵
米

二
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
米
ぬ
か
、
発
酵
米

ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
発
酵
乾
ぷ
ん
肥
料
、
よ
も
ぎ
か
す
、
骨

ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
発
酵
乾
ぷ
ん
肥
料
、
よ
も
ぎ
か
す
、
骨

灰
、
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭
化
物
に
限
る
。
）
又
は
動
物
の
排

灰
、
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭
化
物
に
限
る
。
）
又
は
動
物
の
排

せ
つ
物
の
燃
焼
灰
（
鶏
ふ
ん
燃
焼
灰
又
は
牛
の
排
せ
つ
物
と
鶏
ふ
ん
と
の

せ
つ
物
の
燃
焼
灰
（
鶏
ふ
ん
燃
焼
灰
又
は
牛
の
排
せ
つ
物
と
鶏
ふ
ん
と
の

混
合
物
の
燃
焼
灰
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
一
以
上
を
配
合
し
、
造
粒
又

混
合
物
の
燃
焼
灰
に
限
る
。
）
の
い
ず
れ
か
一
以
上
を
配
合
し
、
造
粒
又

は
成
形
し
た
も
の

は
成
形
し
た
も
の

三
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
普

三
肥
料
（
熔
成
汚
泥
灰
け
い
酸
り
ん
肥
、
熔
成
汚
泥
灰
複
合
肥
料
、
混
合

よ
う

よ
う

通
肥
料
を
除
く
。
）
又
は
肥
料
原
料
（
原
料
規
格
第
一
中
ロ
の
項
に
掲
げ

汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
を
除
く
。
）

る
も
の
又
は
原
料
規
格
第
二
中
十
五
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
を

又
は
肥
料
原
料
（
汚
泥
及
び
魚
介
類
の
臓
器
を
除
く
。
）
を
使
用
し
、
こ

使
用
し
、
こ
れ
に
化
学
的
操
作
を
加
え
た
単
一
の
化
合
物

れ
に
化
学
的
操
作
を
加
え
た
単
一
の
化
合
物

四
り
ん
酸
又
は
り
ん
鉱
石
を
硝
酸
若
し
く
は
硫
酸
で
分
解
し
た
も
の
に
、

四
り
ん
酸
又
は
り
ん
鉱
石
を
硝
酸
若
し
く
は
硫
酸
で
分
解
し
た
も
の
に
、

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
硫
酸
を
加
え
、
こ
れ
に
第
一
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
若

ア
ン
モ
ニ
ア
又
は
硫
酸
を
加
え
、
こ
れ
に
第
一
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
若

し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料
、
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
又
は
塩
基
性

し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料
、
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
又
は
塩
基
性

の
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
含
有
物
を
加
え
た
も
の

の
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
含
有
物
を
加
え
た
も
の

五
第
三
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し

五
第
三
号
又
は
前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し

た
も
の

た
も
の

六
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
又
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料

六
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
又
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料

若
し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
に
、
第
三
号
若
し
く

若
し
く
は
そ
の
原
料
と
な
る
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
に
、
第
三
号
若
し
く

は
第
四
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
、
そ
の
化
成
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
又
は

は
第
四
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
、
そ
の
化
成
肥
料
を
配
合
し
た
も
の
又
は

前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の

前
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の

1
5
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
動
物
排
せ
（
新
設
）

つ
物
複
合
肥
料
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、

加
里
質
肥
料
、
有
機
質
肥
料
、
副
産
肥
料
等
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、

け
い
酸
質
肥
料
、
苦
土
質
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又
は

微
量
要
素
複
合
肥
料
に
動
物
の
排
せ
つ
物
（
牛
又
は
豚
の
排
せ
つ
物
を
加
熱

乾
燥
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
混
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の
と
す
る

。

1
6
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
堆
肥
複
合
（
新
設
）
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肥
料
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
同
条
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加
里
質
肥
料
、

有
機
質
肥
料
、
副
産
肥
料
等
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、
け
い
酸
質
肥

料
、
苦
土
質
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
微
量
要
素

複
合
肥
料
に
堆
肥
（
動
物
の
排
せ
つ
物
又
は
食
品
由
来
の
有
機
質
物
を
主

原
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
混
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
後
、
加
熱
乾

燥
し
た
も
の

二
同
条
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加
里
質
肥
料
、

有
機
質
肥
料
、
副
産
肥
料
等
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、
け
い
酸
質
肥

料
、
苦
土
質
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
微
量
要
素

複
合
肥
料
に
米
ぬ
か
、
発
酵
米
ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
発
酵
乾

ぷ
ん
肥
料
、
よ
も
ぎ
か
す
、
骨
灰
、
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭
化

物
に
限
る
。
）
又
は
動
物
の
排
せ
つ
物
の
燃
焼
灰
（
鶏
ふ
ん
燃
焼
灰
に
限

る
。
）
の
い
ず
れ
か
一
以
上
及
び
堆
肥
（
動
物
の
排
せ
つ
物
又
は
食
品
由

来
の
有
機
質
物
を
主
原
料
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
混
合
し
、
造
粒
又

は
成
形
後
、
加
熱
乾
燥
し
た
も
の

1
7
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
成
形
複
合
肥
料
1
0
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
成
形
複
合
肥
料

は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸

は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
り
ん
酸

質
肥
料
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
加
里
質
肥
料
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有

質
肥
料
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
加
里
質
肥
料
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有

機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
六
号
に
掲
げ
る

機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
複
合
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
苦

複
合
肥
料
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る

土
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ

け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲

る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
に
、

げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同

木
質
泥
炭
、
紙
パ
ル
プ
廃
繊
維
、
草
炭
質
腐
植
、
流
紋
岩
質
凝
灰
岩
粉
末
又

条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
に
、
木
質
泥
炭
、
紙
パ
ル
プ
廃

は
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
の
い
ず
れ
か
一
を
混
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の
と

繊
維
、
草
炭
質
腐
植
、
流
紋
岩
質
凝
灰
岩
粉
末
又
は
ベ
ン
ト
ナ
イ
ト
の
い
ず

す
る
。

れ
か
一
を
混
合
し
、
造
粒
又
は
成
形
し
た
も
の
と
す
る
。

1
8
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
複
合
肥
料
1
1
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
複
合
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
液
状
肥
料
を
硫

は
、
同
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も

黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

1
9
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
配
合
肥
料
は
、
1
2
規
則
第
七
条
の
六
第
五
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
配
合
肥
料
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。
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一
規
則
第
七
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加

一
規
則
第
七
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
窒
素
質
肥
料
、
り
ん
酸
質
肥
料
、
加

里
質
肥
料
、
有
機
質
肥
料
、
副
産
肥
料
等
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、

里
質
肥
料
、
有
機
質
肥
料
、
複
合
肥
料
、
石
灰
質
肥
料
、
け
い
酸
質
肥
料

け
い
酸
質
肥
料
、
苦
土
質
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又

（
シ
リ
カ
ゲ
ル
肥
料
に
限
る
。
）
、
苦
土
肥
料
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ

は
微
量
要
素
複
合
肥
料
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
配
合
し
た
も
の

う
素
質
肥
料
又
は
微
量
要
素
複
合
肥
料
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
配
合
し
た

も
の

二
前
号
に
掲
げ
る
配
合
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
米
ぬ
か
、
発
酵
米

二
前
号
に
掲
げ
る
配
合
肥
料
の
原
料
と
な
る
肥
料
に
、
米
ぬ
か
、
発
酵
米

ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
発
酵
乾
ぷ
ん
肥
料
、
グ
ア
ノ
（
り
ん
酸

ぬ
か
、
乾
燥
藻
及
び
そ
の
粉
末
、
発
酵
乾
ぷ
ん
肥
料
、
グ
ア
ノ
（
り
ん
酸

の
く
溶
率
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
で
造
粒
又
は
成
形
し
な
い
も
の

の
く
溶
率
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
で
造
粒
又
は
成
形
し
な
い
も
の

に
限
る
。
）
、
よ
も
ぎ
か
す
、
骨
灰
、
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭

に
限
る
。
）
、
よ
も
ぎ
か
す
、
骨
灰
、
動
物
の
排
せ
つ
物
（
鶏
ふ
ん
の
炭

化
物
に
限
る
。
）
又
は
動
物
の
排
せ
つ
物
の
燃
焼
灰
（
鶏
ふ
ん
燃
焼
灰
又

化
物
に
限
る
。
）
又
は
動
物
の
排
せ
つ
物
の
燃
焼
灰
（
鶏
ふ
ん
燃
焼
灰
又

は
牛
の
排
せ
つ
物
と
鶏
ふ
ん
と
の
混
合
物
の
燃
焼
灰
に
限
る
。
）
の
い
ず

は
牛
の
排
せ
つ
物
と
鶏
ふ
ん
と
の
混
合
物
の
燃
焼
灰
に
限
る
。
）
の
い
ず

れ
か
一
以
上
を
配
合
し
た
も
の

れ
か
一
以
上
を
配
合
し
た
も
の

三
第
十
四
項
各
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
た
も
の

三
第
九
項
各
号
に
掲
げ
る
化
成
肥
料
を
配
合
し
た
も
の

2
0
規
則
第
七
条
の
六
第
七
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
石
灰
肥
料
1
3
規
則
第
七
条
の
六
第
六
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
石
灰
肥
料

は
、
同
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
に
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有
機
質
肥
料

は
、
石
灰
質
肥
料
に
、
石
灰
質
肥
料
、
苦
土
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
微

、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥

量
要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
出
が

料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土

不
要
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
一
号
に
掲

げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
を

混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

2
1
規
則
第
七
条
の
六
第
九
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
苦
土
肥
料
1
4
規
則
第
七
条
の
六
第
八
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
被
覆
苦
土
肥
料

は
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
十
一
の
項

は
、
苦
土
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原
料
で
被
覆
し
た
も
の
の
う
ち
、
植

に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ
て
、
苦
土
を
保
証
し
た
も
の
に
限

害
試
験
の
成
績
の
提
出
が
不
要
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

る
。
）
又
は
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
を
硫
黄
そ
の
他
の
被
覆
原

料
で
被
覆
し
た
も
の
と
す
る
。

（
削
る
）

1
5
規
則
第
七
条
の
六
第
八
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
副
産
苦
土
肥
料

は
、
食
品
工
業
、
パ
ル
プ
工
業
、
化
学
工
業
、
窯
業
、
鉄
鋼
業
又
は
非
鉄
金

属
製
造
業
に
お
い
て
副
産
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
出

が
不
要
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

2
2
規
則
第
七
条
の
六
第
九
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
苦
土
肥
料
1
6
規
則
第
七
条
の
六
第
八
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
苦
土
肥
料

は
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
十
一
の
項

は
、
苦
土
肥
料
を
二
以
上
混
合
し
た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
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に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ
て
、
苦
土
を
保
証
し
た
も
の
に
限

出
が
不
要
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

る
。
）
又
は
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
に
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る

有
機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ

る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号
に

掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第

十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素

複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

2
3
規
則
第
七
条
の
六
第
十
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
マ
ン
ガ
ン
1
7
規
則
第
七
条
の
六
第
九
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
マ
ン
ガ
ン

肥
料
は
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
十
二

肥
料
は
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
に
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
又
は
苦
土
肥
料
を
混
合
し

の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ
て
、
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
た

た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
出
が
不
要
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
に
同
条
第

四
号
に
掲
げ
る
有
機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
等
、
同
条

第
七
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い
酸
質
肥
料
、

同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質

肥
料
、
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲

げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。

2
4
規
則
第
七
条
の
六
第
十
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
微
量
要
1
8
規
則
第
七
条
の
六
第
十
一
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
混
合
微
量
要

素
肥
料
は
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥
料
（
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
十

素
肥
料
は
、
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
ほ
う
素
質
肥
料
、
微
量
要
素
複
合
肥
料
又

一
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
肥
料
で
あ
っ
て
、
苦
土
を
保
証
し
た
も

は
苦
土
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
の
う
ち
、
植
害
試
験
の
成
績
の
提
出
が
不
要

の
又
は
専
ら
原
料
規
格
第
二
中
十
二
の
項
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も
の

で
あ
る
も
の
と
す
る
。

で
あ
っ
て
、
マ
ン
ガ
ン
を
保
証
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
九
号
に
掲

げ
る
苦
土
質
肥
料
、
第
十
号
に
掲
げ
る
マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
一
号

に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥

料
に
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
有
機
質
肥
料
、
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
副
産
肥

料
等
、
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
石
灰
質
肥
料
、
同
条
第
八
号
に
掲
げ
る
け
い

酸
質
肥
料
、
同
条
第
九
号
に
掲
げ
る
苦
土
質
肥
料
、
同
条
第
十
号
に
掲
げ
る

マ
ン
ガ
ン
質
肥
料
、
同
条
第
十
一
号
に
掲
げ
る
ほ
う
素
質
肥
料
又
は
同
条
第

十
二
号
に
掲
げ
る
微
量
要
素
複
合
肥
料
を
混
合
し
た
も
の
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



1

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
肥
料
の
品
質
の

確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
及

び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
百
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
原
料
の
種
類
等
の
保

証
票
へ
の
記
載
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。
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改
正

後
改

正
前

１
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
等
の
記
載

１
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
等
の
記
載

(
1
)
保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載
す
る
普
通
肥
料

(
1
)
保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載
す
る
普
通
肥
料

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
2
5
年
農
林
省

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
2
5
年
農
林
省

令
第
6
4
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
1
1
条
の
２
第
２
項
第
１
号
の

令
第
6
4
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
1
1
条
の
２
第
２
項
第
１
号
の

保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載
す
る
普
通
肥
料
は
、
次

保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載
す
る
普
通
肥
料
は
、
次

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
と
す
る
。

に
掲
げ
る
普
通
肥
料
と
す
る
。

イ
指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成
肥
料
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
を
除
く
。

イ
指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成
肥
料
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
を
除
く
。

）
）

ロ
窒
素
全
量
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
（
別
表
第
１
に
掲
げ
る
も
の
を
除

ロ
窒
素
全
量
を
保
証
し
た
普
通
肥
料
（
別
表
第
１
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。
）

く
。
）

ハ
規
則
第
１
条
の
２
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ハ
規
則
第
１
条
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
掲
げ
る
普
通
肥
料

ニ
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
及
び
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混

ニ
特
殊
肥
料
等
入
り
指
定
混
合
肥
料
及
び
土
壌
改
良
資
材
入
り
指
定
混

合
肥
料

合
肥
料

ホ
別
表
第
２
に
掲
げ
る
普
通
肥
料
（
家
庭
園
芸
用
肥
料
を
除
く
。
）

（
新
設
）

(
2
)
保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
等
を
記
載
す
る
方
法
等

(
2
)
保
証
票
に
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
等
を
記
載
す
る
方
法
等

(
1
)
に
規
定
す
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
、
規
則
第
1
1
条
の
２
第
１
項
、

(
1
)
に
規
定
す
る
普
通
肥
料
に
つ
い
て
、
規
則
第
1
1
条
の
２
第
１
項
、

第
３
項
及
び
第
４
項
の
保
証
票
に
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

第
３
項
及
び
第
４
項
の
保
証
票
に
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
2
5
年
法
律
第
1
2
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
1
7
条
第
１
項

（
昭
和
2
5
年
法
律
第
1
2
7
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
1
7
条
第
１
項

第
1
2
号
及
び
第
1
3
号
（
法
第
3
3
条
の
２
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
1
2
号
及
び
第
1
3
号
（
法
第
3
3
条
の
２
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載

を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
及
び
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
を
記
載

す
る
方
法
、
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
並
び
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア

す
る
方
法
、
原
料
の
種
類
又
は
配
合
の
割
合
並
び
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア

ド
レ
ス
に
よ
り
記
載
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
と
お
り
と
す
る
。

ド
レ
ス
に
よ
り
記
載
す
る
方
法
は
、
次
に
規
定
す
る
と
お
り
と
す
る
。

イ
(
1
)
の
イ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

イ
(
1
)
の
イ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

(
ｲ
)
～
(
ﾆ
)
（
略
）

(
ｲ
)
～
(
ﾆ
)
（
略
）

記
載
例
１
・
２

（
略
）

記
載
例
１
・
２

（
略
）

記
載
例
３

ウ
ェ
ブ
表
示
を
行
う
場
合
（
統
合
表
示
名
称
を
記
載
し
な

記
載
例
３

ウ
ェ
ブ
表
示
を
行
う
場
合
（
統
合
表
示
名
称
を
記
載
し
な

い
場
合
）

い
場
合
）
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（
配
合
原
料
）

（
配
合
原
料
）

硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
、
指
定
配
合
肥
料
、
大
豆
油
か
す

硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
、
指
定
配
合
肥
料
、
大
豆
油
か
す

及
び
そ
の
粉
末
、
（
魚
か
す
粉
末
）
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、

及
び
そ
の
粉
末
、
（
魚
か
す
粉
末
）
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、

そ
の
他

そ
の
他

備
考
：
１

重
量
割
合
の
大
き
い
順
で
あ
る
。

備
考
：
１

重
量
割
合
の
大
き
い
順
で
あ
る
。

２
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
と
塩
化
加
里
の
重
量
割
合
の
順
位

２
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
と
塩
化
加
里
の
重
量
割
合
の
順
位

は
、
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

は
、
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

３
（

）
内
の
原
料
は
、
原
料
事
情
等
に
よ
り
使
用
し

３
（

）
内
の
原
料
は
、
原
料
事
情
等
に
よ
り
使
用
し

な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
使
用
原
料
の
重
量
割

な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
使
用
原
料
の
重
量
割

合
の
順
位
は
、
「
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
、
大

合
の
順
位
は
、
「
硫
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
、
塩
化
加
里
、
大

豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
指
定
配
合
肥
料
、
加
工
家

豆
油
か
す
及
び
そ
の
粉
末
、
指
定
配
合
肥
料
〔
植
物
質

き
ん
ふ
ん
肥
料
、
尿
素
、
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
」
と
な

類
、
動
物
質
類
〕
、
加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥
料
、
尿
素
、

る
。

混
合
汚
泥
複
合
肥
料
」
と
な
る
。

４
「
そ
の
他
」
に
は
有
機
質
肥
料
等
以
外
の
原
料
及
び

４
「
そ
の
他
」
に
は
有
機
質
肥
料
等
以
外
の
原
料
及
び

汚
泥
を
原
料
と
し
て
含
む
。

汚
泥
を
原
料
と
し
て
含
む
。

５
原
料
の
詳
細
は
下
記
の
リ
ン
ク
先
に
記
載
。
な
お
、

５
原
料
の
詳
細
は
下
記
の
リ
ン
ク
先
に
記
載
。
な
お
、

書
面
を
ご
希
望
の
場
合
は
以
下
の
連
絡
先
に
お
問
い
合

書
面
を
ご
希
望
の
場
合
は
以
下
の
連
絡
先
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。
（
電
話
番
号
）

わ
せ
く
だ
さ
い
。
（
電
話
番
号
）

二
次
元
コ
ー
ド

二
次
元
コ
ー
ド

ロ
(
1
)
の
ロ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

ロ
(
1
)
の
ロ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

(
ｲ
)
使
用
す
る
原
料
が
次
の
表
の
原
料
の
欄
に
該
当
す
る
場
合
に
は

(
ｲ
)
使
用
す
る
原
料
が
次
の
表
の
原
料
の
欄
に
該
当
す
る
場
合
に
は

、
同
表
の
字
句
の
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

、
同
表
の
字
句
の
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

原
料

字
句

原
料

字
句

別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類
又
は
統
合
表

別
表
第
２
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類
又
は
統
合
表

普
通
肥
料

示
名
称

普
通
肥
料

示
名
称

別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類

別
表
第
２
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類
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普
通
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
（

普
通
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
（

指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成

指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成

肥
料
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て

肥
料
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
公
定
規

同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
公
定
規

格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

別
表
第
２
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
「
仮
登
録
肥
料
」
の
字
句

普
通
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
で

あ
つ
て
、
公
定
規
格
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
も
の

指
定
配
合
肥
料

「
指
定
配
合
肥
料
」
の
字
句

指
定
配
合
肥
料

「
指
定
配
合
肥
料
」
の
字
句

指
定
化
成
肥
料

「
指
定
化
成
肥
料
」
の
字
句

指
定
化
成
肥
料

「
指
定
化
成
肥
料
」
の
字
句

(
ﾛ
)
～
(
ﾊ
)
（
略
）

(
ﾛ
)
～
(
ﾊ
)
（
略
）

(
ﾆ
)
製
品
に
占
め
る
窒
素
全
量
の
量
の
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順

(
ﾆ
)
製
品
に
占
め
る
窒
素
全
量
の
量
の
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順

に
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
窒
素
全
量

に
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
窒
素
全
量

の
量
の
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順
に
５
つ
以
上
又
は
原
料
の
窒

の
量
の
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順
に
５
つ
以
上
又
は
原
料
の
窒

素
全
量
の
量
の
割
合
の
合
計
が
８
割
以
上
と
な
る
よ
う
に
原
料
を

素
全
量
の
量
の
割
合
の
合
計
が
８
割
以
上
と
な
る
よ
う
に
原
料
を

記
載
し
、
残
り
の
原
料
を
「
そ
の
他
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

記
載
し
、
残
り
の
原
料
を
「
そ
の
他
」
と
記
載
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
他
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、

〔
〕
の
中
に
当
該
残
り
の
原
料
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〔
〕
の
中
に
当
該
残
り
の
原
料
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
こ
の
際
、
〔

〕
内
の
原
料
は
、
必
ず
し
も
窒
素
全
量
の
量
の

。
こ
の
際
、
〔

〕
内
の
原
料
は
、
必
ず
し
も
窒
素
全
量
の
量
の

割
合
の
大
き
い
順
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
が
、
窒
素
全
量
の
量

割
合
の
大
き
い
順
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
が
、
窒
素
全
量
の
量

の
割
合
の
大
き
い
順
に
記
載
し
な
い
場
合
に
は
、
順
不
同
と
な
る

の
割
合
の
大
き
い
順
に
記
載
し
な
い
場
合
に
は
、
順
不
同
と
な
る

こ
と
が
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
荷
口
番
号
を
記
載
し

こ
と
が
あ
る
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
荷
口
番
号
を
記
載
し

た
上
で
、
当
該
荷
口
番
号
ご
と
に
、
当
該
荷
口
番
号
に
対
応
す
る

た
上
で
、
当
該
荷
口
番
号
ご
と
に
、
当
該
荷
口
番
号
に
対
応
す
る

製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
を
農

製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
を
農

林
水
産
大
臣
が
認
め
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
、
当
該
ウ
ェ
ブ

林
水
産
大
臣
が
認
め
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
、
当
該
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
「
そ
の
他
」
の
次

サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
「
そ
の
他
」
の
次

の
〔

〕
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は

の
〔

〕
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は

、
書
面
に
よ
り
荷
口
番
号
に
対
応
す
る
製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証

、
書
面
に
よ
り
荷
口
番
号
に
対
応
す
る
製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証
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し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
の
記
載
事
項
の
交
付
を
求
め
る

し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
の
記
載
事
項
の
交
付
を
求
め
る

者
に
書
面
に
よ
り
当
該
記
載
事
項
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

者
に
書
面
に
よ
り
当
該
記
載
事
項
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
省
略
し
た
〔

〕
内
の
原
料
に
有

旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
省
略
し
た
〔

〕
内
の
原
料
に
有

機
質
肥
料
及
び
特
殊
肥
料
（
粗
砕
石
灰
石
、
製
糖
副
産
石
灰
、
石

機
質
肥
料
及
び
特
殊
肥
料
（
粗
砕
石
灰
石
、
製
糖
副
産
石
灰
、
石

灰
処
理
肥
料
、
含
鉄
物
、
微
粉
炭
燃
焼
灰
、
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
及

灰
処
理
肥
料
、
含
鉄
物
、
微
粉
炭
燃
焼
灰
、
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
及

び
石
こ
う
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
（
汚
泥
を
原
料
と
す
る
肥
料

び
石
こ
う
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
（
汚
泥
を
原
料
と
す
る
肥
料

（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
汚
泥
肥
料
）
を
含
む
。
）
が
含
ま
れ

（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
規
則
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
原
料
事
情

で
に
規
定
す
る
肥
料
）
を
含
む
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ

等
に
よ
り
隣
接
す
る
２
つ
の
原
料
の
窒
素
全
量
の
量
の
割
合
の
順

の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
原
料
事
情
等
に
よ
り
隣
接
す

位
が
入
れ
替
わ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り

る
２
つ
の
原
料
の
窒
素
全
量
の
量
の
割
合
の
順
位
が
入
れ
替
わ
る

、
当
該
順
位
を
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
そ
の

場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
順
位
を
入

他
」
と
順
位
を
入
れ
替
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
（
ホ
）
に
規
定

れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
「
そ
の
他
」
と
順
位
を
入

す
る
と
こ
ろ
に
従
い
（

）
を
付
し
て
記
載
し
た
原
料
を
使
用
し

れ
替
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
（
ホ
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従

な
い
場
合
と
し
て
記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
原
料
に
つ
い
て
は
、

い
（

）
を
付
し
て
記
載
し
た
原
料
を
使
用
し
な
い
場
合
と
し
て

当
該
原
料
の
順
位
を
入
れ
替
え
て
は
な
ら
な
い
。

記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
原
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
料
の
順
位

を
入
れ
替
え
て
は
な
ら
な
い
。

(
ﾎ
)
（
略
）

(
ﾎ
)
（
略
）

(
ﾍ
)
(
1
)
の
ロ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場

(
ﾍ
)
(
1
)
の
ロ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
当
該
肥
料
の
種
類
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、
〔

合
に
は
、
当
該
肥
料
の
種
類
又
は
「
仮
登
録
肥
料
」
の
文
字
の
次

〕
の
中
に
当
該
肥
料
の
原
料
の
種
類
を
、
（
イ
）
か
ら
（
ホ
）

に
〔

〕
を
付
し
、
〔

〕
の
中
に
当
該
肥
料
の
原
料
の
種
類
を

ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
次
の
記
載
例
に
よ
り
記
載
す

、
（
イ
）
か
ら
（
ホ
）
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
次
の

る
こ
と
。
た
だ
し
、
荷
口
番
号
を
記
載
し
た
上
で
、
当
該
荷
口
番

記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
荷
口
番
号
を
記
載
し

号
ご
と
に
、
当
該
荷
口
番
号
に
対
応
す
る
製
品
の
窒
素
全
量
を
保

た
上
で
、
当
該
荷
口
番
号
ご
と
に
、
当
該
荷
口
番
号
に
対
応
す
る

証
し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
を
農
林
水
産
大
臣
が
認
め
る

製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
を
農

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
、
当
該
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を

林
水
産
大
臣
が
認
め
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
、
当
該
ウ
ェ
ブ

記
載
し
た
場
合
に
は
、
〔

〕
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
を
記
載
し
た
場
合
に
は
、
〔

〕
の
記
載
を

る
。
こ
の
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
荷
口
番
号
に
対
応
す
る
製
品

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
り
荷
口

の
窒
素
全
量
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る
全
て
の
原
料
の
記
載
事

番
号
に
対
応
す
る
製
品
の
窒
素
全
量
を
保
証
し
、
又
は
含
有
す
る

項
の
交
付
を
求
め
る
者
に
書
面
に
よ
り
当
該
記
載
事
項
を
交
付
す

全
て
の
原
料
の
記
載
事
項
の
交
付
を
求
め
る
者
に
書
面
に
よ
り
当

る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
省
略
し
た
〔

該
記
載
事
項
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と

〕
内
の
原
料
に
有
機
質
肥
料
及
び
特
殊
肥
料
（
粗
砕
石
灰
石
、

。
な
お
、
省
略
し
た
〔

〕
内
の
原
料
に
有
機
質
肥
料
及
び
特
殊
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製
糖
副
産
石
灰
、
石
灰
処
理
肥
料
、
含
鉄
物
、
微
粉
炭
燃
焼
灰
、

肥
料
（
粗
砕
石
灰
石
、
製
糖
副
産
石
灰
、
石
灰
処
理
肥
料
、
含
鉄

カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
及
び
石
こ
う
を
除
く
。
）
以
外
の
も
の
（
汚
泥

物
、
微
粉
炭
燃
焼
灰
、
カ
ル
シ
ウ
ム
肥
料
及
び
石
こ
う
を
除
く
。

を
原
料
と
す
る
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥
料
及
び
汚
泥
肥
料
）
を

）
以
外
の
も
の
（
汚
泥
を
原
料
と
す
る
肥
料
（
混
合
汚
泥
複
合
肥

含
む
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

料
及
び
規
則
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
規
定
す
る
肥
料

）
を
含
む
。
）
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ

と
。

記
載
例
１
～
３

（
略
）

記
載
例
１
～
３

（
略
）

ハ
（
略
）

ハ
（
略
）

二
(
1
)
の
ニ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

二
(
1
)
の
ニ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

(
ｲ
)
（
略
）

(
ｲ
)
（
略
）

(
ﾛ
)
普
通
肥
料
（
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

(
ﾛ
)
普
通
肥
料
（
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

。
）
、
普
通
肥
料
（
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
に

。
）
、
普
通
肥
料
（
法
第
４
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
も
の
に

限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
該
当
す
る
肥
料
ご
と
に
、
製
品
に
占

限
る
。
）
及
び
特
殊
肥
料
に
該
当
す
る
肥
料
ご
と
に
、
製
品
に
占

め
る
重
量
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順
に
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て

め
る
重
量
割
合
の
大
き
い
原
料
か
ら
順
に
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て

記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
指
定
配
合
肥
料
又
は
指
定
化
成
肥
料
を

記
載
す
る
こ
と
。
な
お
、
指
定
配
合
肥
料
又
は
指
定
化
成
肥
料
を

原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
「
指
定
配
合
肥
料
」
又
は
「

原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
「
指
定
配
合
肥
料
」
又
は
「

指
定
化
成
肥
料
」
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、
〔

〕
の
中

指
定
化
成
肥
料
」
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、
〔

〕
の
中

に
当
該
肥
料
の
原
料
の
種
類
を
、
特
殊
肥
料
の
う
ち
堆
肥
又
は
動

に
当
該
肥
料
の
原
料
の
種
類
を
、
特
殊
肥
料
の
う
ち
堆
肥
又
は
動

物
の
排
せ
つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
「
堆
肥
」

物
の
排
せ
つ
物
を
原
料
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
は
、
「
堆
肥
」

又
は
「
動
物
の
排
せ
つ
物
」
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、
〔

又
は
「
動
物
の
排
せ
つ
物
」
の
字
句
の
次
に
〔

〕
を
付
し
、
〔

〕
の
中
に
当
該
肥
料
の
原
料
を
(
ｲ
)
及
び
こ
の
号
の
規
定
す
る
と

〕
の
中
に
当
該
肥
料
の
原
料
を
(
ｲ
)
及
び
こ
の
号
の
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
従
い
次
の
記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
使

こ
ろ
に
従
い
次
の
記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

用
す
る
原
料
が
(
ｲ
)
の
表
に
掲
げ
る
原
料
に
該
当
し
な
い
場
合
に
は

、
「
鶏
ふ
ん
」
、
「
も
み
が
ら
」
等
最
も
一
般
的
な
名
称
を
も
つ

て
記
載
す
る
こ
と
。

［
記
載
例

略
］

［
記
載
例

略
］

ホ
(
1
)
の
ホ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

（
新
設
）

(
ｲ
)
使
用
す
る
原
料
が
次
の
表
の
原
料
の
欄
に
該
当
す
る
場
合
に
は

、
同
表
の
字
句
の
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

原
料

字
句
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別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類
又
は
統
合
表

普
通
肥
料

示
名
称

別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
当
該
肥
料
の
種
類

普
通
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
（

指
定
配
合
肥
料
及
び
指
定
化
成

肥
料
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
公
定
規

格
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

別
表
第
３
の
第
１
欄
に
掲
げ
る
「
仮
登
録
肥
料
」
の
字
句

普
通
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
で

あ
つ
て
、
公
定
規
格
が
定
め
ら

れ
て
い
な
い
も
の

指
定
配
合
肥
料

「
指
定
配
合
肥
料
」
の
字
句

指
定
化
成
肥
料

「
指
定
化
成
肥
料
」
の
字
句

(
ﾛ
)
使
用
す
る
原
料
が
公
定
規
格
の
原
料
規
格
第
一
か
ら
第
三
ま
で

に
掲
げ
る
原
料
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
こ
れ
ら
の
規
格
の
原
料

の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
字
句
を
、
特
殊
肥
料
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
当
該
肥
料
の
指
定
名
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

(
ﾊ
)
使
用
す
る
原
料
が
(
ｲ
)
又
は
(
ﾛ
)
に
掲
げ
る
原
料
に
該
当
し
な
い

場
合
に
は
、
「
泥
炭
」
、
「
け
い
そ
う
土
」
等
最
も
一
般
的
な
名

称
を
も
つ
て
記
載
す
る
こ
と
。

(
ﾆ
)
生
産
に
当
た
つ
て
使
用
さ
れ
た
重
量
の
大
き
い
原
料
か
ら
順
に

、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
記
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
原
料
事
情
等

に
よ
り
隣
接
す
る
２
つ
の
原
料
の
重
量
の
順
位
が
入
れ
替
わ
る
場

合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
順
位
を
入
れ

替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
(
ﾎ
)
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従

い
（

）
を
付
し
て
記
載
し
た
原
料
を
使
用
し
な
い
場
合
と
し
て

記
載
例
に
よ
り
記
載
す
る
原
料
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
料
の
順
位

を
入
れ
替
え
て
は
な
ら
な
い
。
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(
ﾎ
)
原
料
事
情
等
に
よ
り
原
料
と
し
て
使
用
し
な
い
原
料
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
旨
を
明
記
し
て
、
当
該
原
料
の
種
類
に
（

）
を

付
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
記
載
し
た
す
べ
て

の
原
料
の
種
類
に
（

）
を
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
ﾍ
)
(
1
)
の
ホ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料
が
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場

合
に
は
、
当
該
肥
料
の
種
類
又
は
「
仮
登
録
肥
料
」
の
字
句
の
次

に
〔

〕
を
付
し
、
〔

〕
の
中
に
当
該
肥
料
の
原
料
の
種
類
を

、
(
ｲ
)
か
ら
(
ﾎ
)
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
記
載
す
る
こ

と
。

記
載
例

（
新
設
）

（
原
料
）

尿
素
、
指
定
配
合
肥
料
、
副
産
肥
料
〔
加
里
含
有
物
〕
、
り
ん
酸

含
有
物
、
（
副
産
動
植
物
質
肥
料
〔
動
物
由
来
物
質
、
植
物
由
来
物

質
〕
）

備
考
：
１

重
量
割
合
の
大
き
い
順
で
あ
る
。

２
副
産
肥
料
〔
加
里
含
有
物
〕
と
り
ん
酸
含
有
物
の
重

量
割
合
の
順
位
は
、
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

３
（

）
内
の
原
料
は
、
原
料
事
情
等
に
よ
り
使
用
し

な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
使
用
原
料
の
重
量
割

合
の
順
位
は
、
「
尿
素
、
副
産
肥
料
〔
加
里
含
有
物
〕

、
指
定
配
合
肥
料
、
り
ん
酸
含
有
物
」
と
な
る
。

４
〔

〕
内
は
副
産
肥
料
又
は
副
産
動
植
物
質
肥
料
の

原
料
で
あ
る
。

２
炭
素
窒
素
比
の
記
載

２
炭
素
窒
素
比
の
記
載

(
1
)
保
証
票
に
炭
素
窒
素
比
を
記
載
す
る
普
通
肥
料

(
1
)
保
証
票
に
炭
素
窒
素
比
を
記
載
す
る
普
通
肥
料

規
則
第
1
1
条
の
２
第
２
項
第
１
号
の
保
証
票
に
炭
素
窒
素
比
を
記
載
す

規
則
第
1
1
条
の
２
第
１
項
第
１
号
の
保
証
票
に
炭
素
窒
素
比
を
記
載
す

る
普
通
肥
料
は
、
規
則
第
１
条
の
２
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
普
通

る
普
通
肥
料
は
、
規
則
第
１
条
の
２
第
１
号
か
ら
第
７
号
ま
で
に
掲
げ
る

肥
料
と
す
る
。

普
通
肥
料
と
す
る
。

(
2
)
（
略
）

(
2
)
（
略
）
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３
材
料
の
種
類
及
び
名
称
又
は
使
用
量
の
記
載

３
材
料
の
種
類
及
び
名
称
又
は
使
用
量
の
記
載

(
1
)
保
証
票
に
記
載
す
る
材
料
の
種
類

(
1
)
保
証
票
に
記
載
す
る
材
料
の
種
類

イ
規
則
第
1
1
条
の
２
第
２
項
第
２
号
の
保
証
票
に
そ
の
種
類
及
び
名
称

又
は
使
用
量
を
記
載
す
る
材
料
の
種
類
は
、
組
成
の
均
一
化
を
促
進
す

イ
規
則
第
1
1
条
の
２
第
２
項
第
２
号
の
保
証
票
に
そ
の
種
類
及
び
名
称

る
材
料
（
以
下
「
組
成
均
一
化
促
進
材
」
と
い
う
。
）
、
効
果
の
発
現

又
は
使
用
量
を
記
載
す
る
材
料
の
種
類
は
、
組
成
の
均
一
化
を
促
進
す

を
促
進
す
る
材
料
（
以
下
「
効
果
発
現
促
進
材
」
と
い
う
。
）
、
着
色

る
材
料
（
以
下
「
組
成
均
一
化
促
進
材
」
と
い
う
。
）
、
効
果
の
発
現

す
る
材
料
（
以
下
「
着
色
材
」
と
い
う
。
）
、
土
壌
中
に
お
け
る
硝
酸

を
促
進
す
る
材
料
（
以
下
「
効
果
発
現
促
進
材
」
と
い
う
。
）
、
着
色

化
成
を
抑
制
す
る
材
料
（
以
下
「
硝
酸
化
成
抑
制
材
」
と
い
う
。
）
及

す
る
材
料
（
以
下
「
着
色
材
」
と
い
う
。
）
、
土
壌
中
に
お
け
る
硝
酸

び
規
則
別
表
第
１
号
ホ
の
摂
取
の
防
止
に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

化
成
を
抑
制
す
る
材
料
（
以
下
「
硝
酸
化
成
抑
制
材
」
と
い
う
。
）
及

材
料
（
以
下
「
摂
取
防
止
材
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
配
合

び
規
則
別
表
第
１
号
ホ
の
摂
取
の
防
止
に
効
果
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

に
当
た
つ
て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥
料
又
は
原
料
に
当
該
配
合
前
に

材
料
（
以
下
「
摂
取
防
止
材
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
配
合

使
用
さ
れ
た
組
成
均
一
化
促
進
材
、
効
果
発
現
促
進
材
、
着
色
材
又
は

に
当
た
つ
て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥
料
に
当
該
配
合
前
に
使
用
さ
れ

硝
酸
化
成
抑
制
材
（
規
則
別
表
第
１
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産

た
組
成
均
一
化
促
進
材
、
効
果
発
現
促
進
材
、
着
色
材
又
は
硝
酸
化
成

大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

抑
制
材
（
規
則
別
表
第
１
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
指

。
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ロ

(
ｲ
)
家
庭
園
芸
用
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
効
果
発
現

ロ

促
進
材
、
硝
酸
化
成
抑
制
材
及
び
摂
取
防
止
材
に
つ
い
て
そ
の
種
類

(
ｲ
)
家
庭
園
芸
用
肥
料
以
外
の
普
通
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
効
果
発
現

、
名
称
及
び
使
用
量
（
配
合
に
当
た
つ
て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥

促
進
材
、
硝
酸
化
成
抑
制
材
及
び
摂
取
防
止
材
に
つ
い
て
そ
の
種
類

料
又
は
原
料
に
当
該
配
合
前
に
使
用
さ
れ
た
摂
取
防
止
材
に
つ
い
て

、
名
称
及
び
使
用
量
（
配
合
に
当
た
つ
て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥

は
、
そ
の
種
類
及
び
名
称
）
を
、
組
成
均
一
化
促
進
材
及
び
着
色
材

料
に
当
該
配
合
前
に
使
用
さ
れ
た
摂
取
防
止
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
名
称
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
配
合

種
類
及
び
名
称
）
を
、
組
成
均
一
化
促
進
材
及
び
着
色
材
に
つ
い
て

に
当
た
つ
て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥
料
又
は
原
料
に
当
該
配
合
前

は
、
そ
の
種
類
及
び
名
称
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
配
合
に
当
た
つ

に
使
用
さ
れ
た
効
果
発
現
促
進
材
及
び
硝
酸
化
成
抑
制
材
（
規
則
別

て
原
料
と
し
て
使
用
す
る
肥
料
に
当
該
配
合
前
に
使
用
さ
れ
た
効
果

表
第
１
号
ハ
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に

発
現
促
進
材
及
び
硝
酸
化
成
抑
制
材
（
規
則
別
表
第
１
号
ハ
の
規
定

限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
、
名
称
及
び
使
用
量
の
記
載
を

に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て

、
組
成
均
一
化
促
進
材
及
び
着
色
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び

は
、
そ
の
種
類
、
名
称
及
び
使
用
量
の
記
載
を
、
組
成
均
一
化
促
進

名
称
の
記
載
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

材
及
び
着
色
材
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
及
び
名
称
の
記
載
を
省
略

(
ﾛ
)
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
材
料
の
種
類
を
記
載
す
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
（
略
）

(
ﾛ
)
家
庭
園
芸
用
肥
料
に
あ
つ
て
は
、
材
料
の
種
類
を
記
載
す
る
。

(
2
)
（
略
）

ハ
（
略
）



1
0

４
（
略
）

(
2
)
（
略
）

４
（
略
）

別
表
第
１
（
１
の
(
1
)
の
ロ
関
係
）

別
表
第
１
（
１
の
(
1
)
の
ロ
関
係
）

１
尿
素
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮

１
尿
素
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮
合
尿
素
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
縮

合
尿
素
、
硫
酸
グ
ア
ニ
ル
尿
素
、
オ
キ
サ
ミ
ド
、
石
灰
窒
素
、
被
覆
窒
素

合
尿
素
、
硫
酸
グ
ア
ニ
ル
尿
素
、
オ
キ
サ
ミ
ド
、
石
灰
窒
素
、
被
覆
窒
素

肥
料
、
グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル
縮
合
尿
素
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
加
工
尿
素
肥

肥
料
、
グ
リ
オ
キ
サ
ー
ル
縮
合
尿
素
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
加
工
尿
素
肥

料
、
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
重
合
肥
料

料
、
メ
チ
ロ
ー
ル
尿
素
重
合
肥
料
、
副
産
窒
素
肥
料
、
液
状
副
産
窒
素
肥

料

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５
本
則
１
の
(
1
)
の
ホ
に
該
当
す
る
普
通
肥
料

（
新
設
）

別
表
第
２
（
１
の
(
1
)
の
ホ
関
係
）

（
新
設
）

１
乾
燥
菌
体
肥
料
、
副
産
動
植
物
質
肥
料

２
副
産
肥
料
、
液
状
肥
料
、
吸
着
複
合
肥
料
、
菌
体
肥
料

３
仮
登
録
を
受
け
た
肥
料

別
表
第
３
（
１
の
（
２
）
の
イ
の
（
イ
）
、
１
の
（
２
）
の
ロ
の
（
イ
）
及
び
別
表
第
２
（
１
の
（
２
）
の
イ
の
（
イ
）
及
び
１
の
（
２
）
の
ロ
の
（
イ
）
関

１
の
（
２
）
の
ホ
の
（
イ
）
関
係
）

係
）

［
表

略
］

［
表

略
］
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十

二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く

は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
又
は
第
五
条
若
し
く
は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
登
録

を
受
け
た
普
通
肥
料
（
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
に
あ
っ
て
は
、
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三
年
農
林
水
産
省
令
第

号
）
に
よ
る
改
正
後
の
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
一
条
に
掲
げ
る
も
の
（
家
庭
園
芸
用
複
合
肥
料
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
の
容
器
又
は
包
装
に
付
さ
れ
る
保
証
票

へ
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
録
又
は
仮
登
録
の
更
新
を
受
け
、
又
は
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く

は
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
普
通
肥
料
を
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
容
器
又
は
包

装
に
付
さ
れ
る
保
証
票
へ
の
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
料
の
記
載
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
料
と
し
て
使
用
し
た
普
通
肥
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料
が
登
録
の
更
新
を
受
け
、
又
は
そ
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
は
、
令
和

年

月

日
農
林
水
産
省
告
示
第

号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
を
定
め
る
等
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件
）
に
よ
る
改
正
後
の
昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
公
定
規
格
を
定
め
る
等
の
件
）
に
規
定
す
る
肥
料
の
種
類
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



1

○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
六
十
四
号
）
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
九
十
七
号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
植
物
に
対
す
る
害
に
関
す
る
栽
培
試
験
の
成
績
を
要
す
る
肥
料
か
ら
除
く
も
の
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
、
改
正
前
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。



2

改
正

後
改

正
前

区
分

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の

区
分

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の

一
肥
料
の
品
質
の
確
汚
泥
を
原
料
に
使
用
し
て
い
な
い
も
の

（
新
設
）

（
新
設
）

保
等
に
関
す
る
法
律

施
行
規
則
（
以
下
「

規
則
」
と
い
う
。
）

第
二
条
の
二
第
一
号

の
熔
成
け
い
酸
り
ん

よ
う

肥

（
削
る
）

（
削
る
）

一
肥
料
の
品
質
の
確
一

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
と
硫
酸
ア
ン
モ
ニ

保
等
に
関
す
る
法
律

ウ
ム
の
複
塩
か
ら
成
る
も
の

施
行
規
則
（
以
下
「
二

食
品
工
業
に
お
け
る
発
酵
廃
液
を
濃
縮

規
則
」
と
い
う
。
）

乾
燥
し
た
も
の

第
二
条
の
二
第
一
号
三

一
又
は
二
の
副
産
窒
素
肥
料
に
規
則
第

の
副
産
窒
素
肥
料

四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
材
料
（
以
下
「
材

料
」
と
い
う
。
）
を
使
用
し
た
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

二
規
則
第
二
条
の
二
食
品
工
業
に
お
け
る
発
酵
廃
液
を
原
料
と
す

第
二
号
の
液
状
副
産
る
も
の

窒
素
肥
料

（
削
る
）

（
削
る
）

三
規
則
第
二
条
の
二
一

獣
骨
を
原
料
と
し
て
ゼ
ラ
チ
ン
を
生
産

第
四
号
の
副
産
り
ん

す
る
際
に
副
産
さ
れ
る
も
の

酸
肥
料

二
米
ぬ
か
又
は
と
う
も
ろ
こ
し
を
原
料
と

し
て
イ
ノ
シ
ト
ー
ル
を
抽
出
す
る
際
に
副

産
さ
れ
る
も
の
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三
一
又
は
二
の
副
産
り
ん
酸
肥
料
に
材
料

を
使
用
し
た
も
の

二
規
則
第
二
条
の
二
専
ら
昭
和
六
十
一
年
二
月
二
十
二
日
農
林
水
産

四
規
則
第
二
条
の
二
一

培
養
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
菌
体
を
加
熱

第
二
号
の
乾
燥
菌
体
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号
（
肥
料
の
品
質
の
確

第
五
号
の
乾
燥
菌
体

乾
燥
し
た
も
の

肥
料

保
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
公

肥
料

二
培
養
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
菌
体
か
ら
脂

定
規
格
を
定
め
る
等
の
件
。
以
下
「
公
定
規
格

質
を
抽
出
し
た
か
す
又
は
酵
母
か
ら
核
酸

」
と
い
う
。
）
の
原
料
規
格
第
一
中
三
の
項
ホ

を
抽
出
し
た
か
す
を
乾
燥
し
た
も
の

又
は
ヘ
に
掲
げ
る
原
料
を
使
用
し
た
も
の

三
一
又
は
二
の
乾
燥
菌
体
肥
料
に
材
料
を

使
用
し
た
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

五
規
則
第
二
条
の
二
一

肥
料
又
は
食
品
工
業
に
お
け
る
発
酵
廃

第
六
号
の
吸
着
複
合

液
を
吸
着
原
料
に
吸
着
さ
せ
た
も
の

肥
料

二
一
の
吸
着
複
合
肥
料
に
材
料
を
使
用
し

た
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

六
規
則
第
二
条
の
二
一

食
品
工
業
に
お
け
る
発
酵
廃
液
を
濃
縮

第
七
号
の
副
産
複
合

乾
燥
し
た
も
の

肥
料

二
ア
ブ
ラ
ヤ
シ
の
果
房
か
ら
搾
油
の
た
め

に
果
実
を
分
離
し
た
も
の
を
燃
焼
し
た
も

の

三
一
又
は
二
の
副
産
複
合
肥
料
に
材
料
を

使
用
し
た
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

七
規
則
第
二
条
の
二
一

粗
製
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
を
粉
末
と

第
九
号
の
副
産
苦
土

し
た
も
の

肥
料

二
マ
グ
ネ
シ
ア
ク
リ
ン
カ
ー
副
産
物
（
軽

焼
マ
グ
ネ
シ
ア
を
含
む
。
）
、
普
通
鋼
製

鋼
用
転
炉
の
ド
ロ
マ
イ
ト
れ
ん
が
さ
い
又

は
フ
ェ
ロ
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
さ
い
を
粉
末
と
し

た
も
の
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三
ド
ロ
マ
イ
ト
れ
ん
が
を
生
産
す
る
際
に

得
ら
れ
る
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
含
有
ダ
ス
ト

四
一
、
二
又
は
三
の
副
産
苦
土
肥
料
に
材

料
を
使
用
し
た
も
の

三
規
則
第
二
条
の
二
公
定
規
格
の
原
料
規
格
に
掲
げ
る
原
料
の
う
ち

（
新
設
）

（
新
設
）

第
四
号
の
副
産
肥
料
植
害
試
験
の
調
査
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
も
の

四
規
則
第
二
条
の
二
汚
泥
を
原
料
に
使
用
し
て
い
な
い
も
の

（
新
設
）

（
新
設
）

第
五
号
の
熔
成
複
合

よ
う

肥
料
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附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
消
費
者
の
利
益
に
資
す
る
た
め
特
に
表
示
の
適
正
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
表
示
事

項
又
は
遵
守
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

農
林
水
産
大
臣

野
上
浩
太
郎

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
の
三
第
三
項
の
消
費
者
の
利
益
に
資
す
る
た
め
特
に
表
示
の
適
正
化
を

図
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
表
示
事
項
又
は
遵
守
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

令
和
三
年

月

日
農
林
水
産
省
告
示
第

号
（
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
一
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
普
通
肥
料
の
表
示
の
基
準
を
定
め
る
件
）
第
一
に
定
め
る
表
示
事
項
及
び
同
告
示

第
二
に
定
め
る
遵
守
事
項

二

平
成
十
二
年
八
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
一
千
百
六
十
三
号
（
特
殊
肥
料
の
品
質
表
示
基
準
を
定
め
る
件
）
第
二

の
一
の

の
ウ
に
定
め
る
事
項

（七）



- 2 -

附

則

こ
の
告
示
は
、
肥
料
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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